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お口の健康に奉仕するrモリタ」

私たち「モリタ」は常に「患者さんが望まれる治療」をテーマに追求し、痛みの少ない治療や、より美しい口元の再現、

良く噛める義歯製作、短時間で快適な診療ができる診療環境づくりなどを支援しています。世界規模のネットワー

クを通じて製品の開発や流通、各種情報を先生方に提供してお口の健康に携わる、歯科専門の企業グループです。
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平成9年度歯科保健に関する図画・ポスターコンクール

涯

　日本学校歯科医会では，次期世代を担う小学校・中学校の児童生徒に対して，口腔保健

に関する理解と認識を深あるために「歯科保健に関する図画・ポスターコンクール』を実

施している。本年で21年になる。

　応募及び募集方法は，小学校1～3年生による図画，小学校4～6年生によるボス

ター，中学生によるポスターの3部門を設けて，各加盟団体から各部門1点ずっ日本学校

歯科医会宛送付して頂く。

　本年度は平成9年8月31日で応募を締め切り，応募作品は148点（内参考作品1点）の

中から，近岡善次郎画伯（一水会会員）を中心とした審査委員による厳正な審査が行わ

れ，後述のように小学生12点，中学生6点の計18作品を最優秀とし，他特別賞1，優秀賞

129点を決定した。

　最優秀作品には，賞状と楯，各作品をテレフォンカードにしたもの，優秀賞には賞状，

応募者全員には副賞として図書券が贈られた。

　応募された各学校・児童生徒はじめ審査に当たられた都道府県学校歯科医会あるいは歯

科医師会の審査委員の先生方に心から謝意を表します。



騰入選作品

1年福井偲乃さん

1年村上晴香さん

2年古賀愁也くん 2年増田恋美さん

3年土田直子さん
3年池澤璃香さん
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4年　長谷川ももさん

5年片岡千佳さん

6年松田康太郎くん

4年石松珠未さん

5年　長矢恵理子さん
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6年柳井谷由香さん
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中学1年熊谷さゆりさん

中学2年
　　　高道　菜星さん

いつもいっしょ

中学1年吉川美紀さん

中学3年藤井美由紀さん

中学2年下島綾美さん

中学3年
　　　外野加奈美さん



総 評 審査委員 近岡　善次郎
（一水会会員）

ポスターとして，とても素敵な絵が多くてびっくりしました。

こんなにうまい絵が沢山出たのは珍しい。

最優秀作品についての画評

1年生　村上　晴香さん（愛媛県） 5年生　片岡　千佳さん（長崎県）

人物の並べ方が上手で絵に動きが出ました。

とても楽しい絵です。色も明るい。

1年生　福井　偲乃さん（高知県）

歯みがきをしているところがうまく描けてい

る。のびのびした構図の取り方もうまい。

6年生　松田康太郎くん（新潟県）

のびのびと力強い描き方です。

色も明るくてきれいです。

2年生　増田　恋美さん（静岡県）

歯みがきのむずかしい姿をとても上手に絵に

している。ポスターとして良い絵です。

6年生　柳井谷由香さん（鹿児島県）

口を大きく開けて力強い絵です。

色もきれい。張紙をしてあり面白い。

2年生　古賀　愁也くん（福岡県）

大きくのびのびと描かれていて力強い絵で
す。構図の取り方が良い。

大きくのびのびと力強くかけていてとても良

い。色も明るくのびのびしています。

中学校1年生　熊谷さゆりさん（長野県）

3年生　池澤　璃香さん（川崎市）

歯の置き方が上手。

色もきれいです。

中学校1年生　吉川　美紀さん（滋賀県）

力強い絵です。色の使い方も良し。

構図の取り方も上手です。

3年生　土田　直子さん（大阪市）

とても楽しい構図で，

まい。

色も並べ方がとてもう

中学校2年生　下島　綾美さん（神奈川県）

画面いっぱいに顔を描いて力強い。

色も明るく元気の良い愉快な絵です。

4年生　長谷川ももさん（宮城県）

色の並べ方がとてもうまい。

広々とした気持ちの良い絵です。

中学校2年生　高道　菜星さん（富山県）

ポスターとして構図がうまい。

色の並べ方も上手。クレヨンに力がある。

4年生　石松　珠未さん（福岡市）

構図の取り方がとても良い。色も美しい。

力強い絵です。

中学校3年生　藤井美由紀さん（茨城県）

のびのびと大きく描けていて力強い。

5年生　長矢恵理子さん（和歌山県）

動きのある構図の取り方でポスターに動きを

出している。色もきれいです。

中学校3年生　外野加奈美さん（佐賀県）

歯みがきの動きが良く出ている。

文字の入れ方がうまい。

素敵な絵です。物の並べ方も色の並べ方もと

ても良いです。
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平成9年度を顧みて

社団法人日本学校歯科医会

会長　西連寺　愛　憲

　日本学校歯科医会会誌79号をお届けいたします。

　本号は，昨年兵庫県で開催されました平成9年度学校歯科保健研究協議会ならびに歯・口の健康

っくり推進指定校協議会と鳥取県で開催されました第47回全国学校保健研究大会及び学校歯科医協

議会を特集しております。

　前号の第61回全国学校歯科保健研究大会の時と同じように，それぞれの内容を凝縮して掲載して

おりますので，お読みいただければ全国レベルでの学校歯科保健の現状と課題が見えてくると存じ

ます。

　また，本会の国際交流委員会の田中委員長によるFDI，韓国の歯科事情も掲載してございます

ので，隣国の歯科事情の概要を知る上で大いに参考になると存じます。

　さて，平成9年度を振り返ってみますと「真の意味で20世紀の決算」が始まった年という印象が

あります。20世紀の決算と申しますと経済的には，あのバブル崩壊の時に始まり，政治的には政界

再編（新党結成と解散，連立内閣）で始まったように思われますが，これらの事柄は言わば「棚卸

し」であったのではないでしょうか。

　20世紀には多くの発明がなされ，素晴らしい経済発展を遂げた訳ですが，その陰には「負」の存

在として，二度の世界大戦があり，戦後の驚異的な復興の副産物としての環境破壊があります。

　蓄積されてきた経済の歪みが表面化し，国の舵取りに不信感がもたれ，政・官・財の溜った膿が

順番に露呈したことによって棚卸しが終わり，21世紀にむけての決算書作りが始まったと捉えられ

ます。

　私どもの学校歯科保健も20世紀に誕生したもので，その前身は明治時代にありますが，会組織と

しての創立・発展は昭和の時代に入ってからであり，発足自体が学校歯科医のボランティア精神に

支えられたものであったことから，悪い膿等は溜っておりませんが，歯科医学の発達や幼児・児童

生徒を取り巻く環境の変化によって新しい運営が求められております。本会主催の全国学校歯科保

健研究大会の主題を経年的にご覧いただいてもお判りのように，学校歯科保健の底流である「児童

生徒の健康増進を目指す」ことに変化はありませんが，本会60数年の活動の総決算をしながら，新

しい行き方を模索しっっ方向づけを行っているところであります。

　平成7年の学校保健法施行規則の一部改正による学校での新らしい健康診断も一応の普及を終え，

改正の意図するところ，改正後も残る問題点，あるいは新たに生じた問題点の大方の洗い出しを終

えたところであり，新たなる前進へ向けての基礎づくりが決算書として出来つつあるところです。

　平成10年度で決算書を仕上げ，11，12年度で誤りがないかをじっくりと精査し，13年（西暦2001

年）からの21世紀に備えての構想に結びっけていきたいと考えております。会員諸兄姉の更なるご

理解とご協力をお願い申し上げます。

日本学校歯科医会会誌　79号　1998年3月／　　7
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一

0　趣　　　旨

　　歯及び口腔に関する保健活動にっいて研究協議を行い，学校保健における歯科保健活動の充実

　を図る。

②　主　　　催

　　文部省，兵庫県教育委員会，神戸市教育委員会，㈹日本学校歯科医会

　　㈹兵庫県歯科医師会，㈲神戸市歯科医師会，兵庫県学校歯科医会

　　神戸市学校歯科医会，兵庫県学校保健会

③　期　　　日

　　平成9年11月13日（木）～14日（金）

④　会 場

第1日 11月13日（木） 全　　　体　　　会 神戸文化ホール　大ホール

第2日 11月14日（金） 第1部会（教員部会）

第2部会（学校歯科医部会）

兵庫県歯科医師会館ホール

兵庫県医師会館会議室

⑤　対　　　象

　（1）国公私立の幼・小・中・高校及び盲・聾・養護学校の教職員

　（2）学校歯科医及び都道府県・市区町村教育委員会担当者

　（3）その他の学校歯科保健関係者

⑥　日 程

9：30　　10；00　　10：30　　　　　　　　　　　　11：00　　11：20　　　　　　　　　　　　12：30　　　　　　13：30　　　　　　　　　　　　14：50　　15：00　　　　　　　　　　　　16：20

第1日目 受

付

開
会
式

講義1
戸田　芳雄

休
憩
講義2
森本　　基

昼食

休憩

講義3
平山　宗宏

休
憩

講義4
黒田　敬之
閉
会

9；00　　　9：25　　　　　　　　　　9：30　　　　　　　　　　　　　10：50　　11 00　　　　　　12．20

第2日目
第1部会 受付あいさっ

講義5

猪股俊二
休憩
講義6
吉田由美子
大森　　啓

閉会

第2部会 受付あいさっ
講義7
吉田螢一郎

休憩
講義8
岡田　誠一

閉会

12／日本学校歯科医会会誌　79号　1998年3月
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開催要項■

●開　会　式　　次　第

　1　開式のことば

2　主催者挨拶

3　歓迎のことば

4　次期開催地挨拶

兵庫県学校歯科医会副会長

文部省体育局学校健康教育課長

兵庫県教育委員会教育長

日本学校歯科医会会長
兵庫県学校歯科医会会長

神戸市教育委員会教育長

沖縄県教育委員会保健体育課長

坂　口　喜史夫

佐々木　順　司

栗　原　高　志

西連寺　愛　憲

中　塚　　　裕

鞍　本　昌　男

石　川　晴　祥

5　来　賓　紹　介

6　閉式のことば 神戸市学校歯科医会会長 木　下　祐　宏

●講義1

●講義2

●講義3

●講義4

●講義5

●講義6

●講義7

●講義8

学校歯科保健の現状と課題

　　　　　　　　　　講師文部省体育局学校健康教育課教科調査官　戸田

健康診断の役割とこれからの学校歯科保健活動

　　　　　　　　　　講師日本大学研究所教授　　森本
小児科医からみた児童生徒の健康課題

　　　　　　　講獅母子愛育会・日本子ども家庭総合研究所長・大正大学教授平山

口腔機能の発達に関する諸課題

　　　　　　　　　　講師東京医科歯科大学歯学部歯科矯正学第2講座教授黒田

学校教育の課題と学校歯科保健

　　　　　　　　　　講師国際武道大学教授　　猪股
〈その1＞健康診断を生かした保健指導の実際

　　　　　　　　　　講師千葉県柏市立旭小学校養護教諭　　吉田

〈その2＞研究指定校における健診を生かした保健指導

　　　　　　　　　　講師　千葉県柏市学校保健会副会長（旭小学校学校歯科医）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　森

学校歯科医の職務と期待される役割

　　　　　　　　　　講師日本体育大学教授　　吉田
阪神・淡路大震災の体験と学校歯科保健

　　　　　　　　　　講師神戸市学校歯科医会副会長　　岡田

芳　雄

基

宗　宏

敬　之

俊　二

由美子

啓

榮一郎

誠
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①はじめに

　「子どもの口から生活が見える」。この言葉を聞

いて私は，大変感銘を受けたものである。これ

は，ある＊むし歯予防推進指定校に伺い，研究会

に参加した際に，ある学級担任がふと漏らした言

葉で，むし歯予防の教育上の特質をみごとに表現

していると思ったからである。

　むし歯予防（学校歯科保健）のねらいは，自分

の歯や口の健康状態に関心を持ち，歯や口の健康

上の問題を自分で考え，処理できるような態度や

習慣を身に付けることにある。つまり，学習に

よって，健康の大切さに気付き，歯みがきや食生

活などの生活行動を主体的に改善し，健康な生活

を実現していくことにある。

　したがって，むし歯予防に熱心に取り組んでい

る先生には，口の中から子供の生活が見えること

になり，先の言葉となったのだろうと推察でき，

その学校の研究活動の確かさを感じて感銘を受け

たというわけである。ご参会の先生方は，子供の

14／日本学校歯科医会会誌　79号　1998年3月

口から何を感じ，何を見ているのか大変興味深い

ことであり，ぜひご教授いただければ幸いであ

る。

　このようなことから，子供の口から生活の見え

る先生をたくさん増やすことが，学校歯科保健の

課題のひとっであるような気がする。

　また，むし歯予防（歯・口の健康つくり）に積

極的に取り組まれた推進指定校（地域）からは，

その成果が，むし歯予防のみにとどまらず学校教

育活動全般に及ぶことが報告されている。

　例えば，

　○子供が生き生きと主体的に学習に取り組むよ

　　うになる。　（課題解決の楽しさがわかる。）

　○子供が自己の健康管理に関心をもっようにな

　　る。

　○子供の生活リズムが確立してくる。

　○児童（生徒）会の活動が活性化する。

　○親子，子供同士，先生と子供，先生と保護者

　　等とのコミュニケーションが密になり，信頼

　　関係が築かれ，生徒指導の機能が強化され

」一＿＿



講　義■

　　る。

　○教師の共通理解や協力体制が緊密になる。

　○学校保健委員会が活性化し，保護者や地域社

　　会との連携が円滑となり，開かれた学校づく

　　りが促進される。このことが，児童生徒の心

　　の健康や青少年の健全育成などの円滑な実践

　　にっながる。

等々である。

　そして，もちろんのことであるが，

　○むし歯や歯肉炎が減少する。

　○正しい歯みがきの仕方や食生活など歯・口腔

や全身の健康によい生活行動が身に付いてくる。

　これらは，全て生涯を通じて健康な生活を送る

たあの基礎を培うことにっながっている。

②学樋科保健の現状とこれまで
　　　　の成果

（1）児童生徒の健康状況

　文部省は，毎年学校保健統計調査を報告書と

して公表しているが，各学校種類ごとの健康診

断結果について確率比例抽出法により抽出した

学校での調査結果から，全国の児童生徒の形態

資料1　疾病・異常の被患率等
コ　　鱗　　織　　　　A

⊇　ル　　　博

　　　く、幼し騰　簾、 小　讃　棟い　、． 蜷挙樵差
　π
貰
擦
攣
嫌
妃

90％以上 むし歯（う歯）

80％以上～90％朱満 むし歯（う歯） むし歯（う歯）

70　　～　　80 むし歯（う歯）

60　～　　70 裸眼視力1．0未満の者

4◎　～　　50 裸眼視力1．0未満の者

20　～　　30 裸眼視力1．0未満の者 裸眼視力1．0未満の者

10　　～　　盆0
鼻・副鼻腔疾患，その
他の歯疾患

その他の歯疾患

8　　～　　10 その他の疾患

6　　～　　8 鼻・副鼻腔疾患

4　　～　　6 鼻・副鼻腔疾患

1　～　　10 2　　～　　4

鼻・副鼻腔疾患，口腔
咽喉頭疾患・異常，そ
の他の歯疾患・異常，
その他の疾病・異常

色覚異常，その他の眼
疾患・異常，耳疾患，
口腔咽喉頭疾患・異常，
寄生虫卵保有者，肥満
傾向，心電図異常，そ
の他の疾病・異常

その他の眼疾患・異常，
心電図異常

その他の眼疾患・異常，
心電図異常

1　　～　　2

その他の眼疾患・異常，
耳疾患，寄生虫卵保有
者，ぜん息

難聴，ぜん息 耳疾患，口腔咽喉頭疾
患・異常，蛋白検出の
者，肥満傾向，ぜん息，
その他の疾病。異常

蛋白検出の者，肥満傾
向，その他の疾病・異
常

0．5　～　　1

蛋白検出の者，肥満傾
向

口腔の疾病・異常，蛋
白検出の者，心臓の疾
病・異常

難聴，口腔の疾病。異
常，せき柱・胸郭，心
臓の疾病・異常

難聴，耳疾患，口腔咽
喉頭疾患・異常，口腔
の疾病・異常，心臓の
疾病・異常，ぜん息

0．1　～　　1

0．1～0．5

伝染性眼疾患，日腔の
疾病・異常，せき柱・
胸郭，伝染性皮膚疾患，
心臓の疾病・異常，言
語障害

伝染性眼疾患，せき柱，
胸郭，伝染性皮膚疾患，
腎臓疾患

尿糖検出の者，栄養不
良，腎臓疾患

尿糖検出の者，栄養不
良，せき柱・胸郭，腎
臓疾患

0．1％朱溝
栄養不良，腎臓疾患，
寄生虫病

結核，尿糖検出の者，
栄養不良，寄生虫病，
言言吾障害

伝染性眼疾患，結核，
伝染性皮膚疾患，寄生
虫病，言語障害

伝染性眼疾患，結核，
伝染性皮膚疾患，寄生
虫病，言語障害

（注）1　「その他の眼疾患・異常」とは，疑似トラコーマ，麦粒腫（ものもらい），眼炎，斜視，片目失明等である。
　　2　「その他の歯疾患」とは，歯周疾患，不正咬合（ふせいこうこう），斑状歯（はんじょうし），要注意乳歯等のある者等

　　　である。
　　3　「心電図異常」とは，心電図検査の結果異常と判定された者である。
　　4　「その他の疾病・異常」とは，いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。
　　5　5歳から17歳の男女平均の被患率等に対する標本誤差は，標本数と得られた被患率等により異なるが，調査対象数から
　　　みた場合，単純任意抽出法（無作為抽出）を仮定した場合の誤差は，被患率数が1％（又は99％）で0．05～0．07％，被患
　　　率等が10％（又は90％）0．16～0．21％，被患率等が50％で0．26～O．　35％である。なお，当調査が層化2段抽出法であるた

　　　あ標本誤差は若干増減することもある。
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的発育状態，健康状態が推測できる貴重な資料

となっている。資料1は，平成8年度の疾病・

異常の被患率であるが，むし歯（う歯）が，幼

稚園70～80％，中学校80～90％，高等学校90％

以上と全ての項目で最高となっており，引き続

き児童生徒の重要な健康課題である。

　また，むし歯以外でも，歯周疾患，不正咬合

要注意乳歯などを含む「その他の歯疾」も，小

学校10～20％，中学校10～20％，高等学校8～

10％と増加し，視力異常に次ぐ高い被患率と

なっている。その他の歯疾の詳細な内訳を示す

資料はないが，小学校低・中学年は要注意乳歯

が多く，高学年以降は歯周疾患が主なものと

なっているということが推測できる。

　また，資料2の主な疾病・異常の推移（学校

保健統計），それをグラフ化した資料3～5

（学校保健の動向：財団法人日本学校保健会）

及び資料6，7をみると，むし歯（う歯）は，着

実に減少していることがわかる。これは，長年

にわたる学校における歯科保健への取り組みの

成果であり，貢献していただいている学校歯科

医，校長，教頭，保健主事，養護教諭等の学校

の教職員並びに地域の歯科医師会・学校歯科医

会など関係の皆様方のおかげと感謝している。

（2）国民の健康状況等

　昭和32年から6年間隔で実施されている厚生

省歯科疾患実態調査等から，国民の歯科保健の

現状をみると，「8020」の目標に到達する

資料2　主な疾病・異常の推移 （％）
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にはかなり厳しい現状が浮き彫りにされてい

る。例えば，資料8をみると，歯の平均寿命は

年々延びてはいるものの，寿命の長い中切歯，

側切歯や犬歯でさえも約60年で，人生75～80年

時代としてはかなり短いことがわかる。

　また，資料9及び10から，その原因として歯

肉炎・歯周炎などの歯周疾患が，小学校から中

学校の年齢でも40％近くみられ，25歳を越える

頃から歯のない者が出現し，55歳を越えるころ

から急激に増加していることがわかる。このこ

とから，学校歯科保健の重要な課題として，む

し歯予防と併せて歯周疾患の予防に力を入れて

いかなければならないものと考える。

（3）学校歯科保健教育の現状から

　歯科保健教育の状況にっいては，全国的な統

計はないが，社団法人日本学校歯科医会主催に

よる「全日本よい歯の学校表彰最優秀校（文部

大臣表彰校）」の活動概要をみると，表11のよ

うになっている。学級活動が着実に行われ歯垢

染め出し及び学校行事等が実施されていること

がわかる。このような積み重ねが，児童生徒の

歯科保健の向上にっながっていることがうかが

える。

　また，資料12は，A県の学校歯科保健活動

　（平成7年度）の状況であるが，小学校におい

ては昼食後の歯みがきがよく行われ，中学校に

おいては未実施の割合が40％を越えていること

がわかる。歯垢の染め出しにっいても同様の傾

向が見える。これは，各都道府県によって異な

ると思われるが学校における歯科保健の一定の

傾向を示しているように思われる。前述の歯科

保健の実態等からみて，小学校だけでなく幼稚

園，中学校，高等学校など全ての学校における

生涯を通じた歯・口の健康っくりの基礎を培う

ための実践が極めて重要な課題であることを改

めて指摘しておきたい。

③学校歯科保健の講

講　義■

（1）児童生徒の健康状態や生活行動等から

　先に述べた児童生徒の健康状態や生活行動等

から微視的にみると次のような課題がある。

　（7）むし歯（う歯）を予防し，健康な歯をで

　　きるだけ長く保っ。

　（イ）歯肉炎など歯周疾患を予防する。

　㊥　咀囑（そしゃく）など口腔機能の健全な

　　発達を促進する。

　また，やや視点を広げて，歯科保健を窓口に

して，健康に関心を持ち，健康の大切さに気付

き，着実に実践するというような一人一人が自

己の生涯の健康つくりに向けた確かな健康観と

もいうべきものを確立するたあ，次のような課

題の実現に向けて取り組む必要がある。

　①健康によい食生活を実践する。

　②健康によい運動生活を実践する。

　③健康によい習慣を確立する。

　④健康によい生活リズムを確立する。

　⑤健康によい環境つくりに努める。

　その際に，（2）以下に述べる基本的な考え方を

十分考慮しながら進めることとする。

（2）国民の健康状態やニーズから

　人生80年時代を迎え，生涯を通じて健康な生

活を送るため，ライフステージに応じた重点的

で計画的な歯科保健活動を充実するとともに，

総合的な健康っくりをする。そのような視点か

ら，学校期におけるそれらの基礎を培うために

発育発達に応じた計画的な健康教育の充実を図

る。

（3）学習指導要領における健康教育の位置付け

　から

　学習指導要領では，第一章総則「教育課程編

成の一般方針」の中で，健康教育に関しては

　「体育に関する指導」として次のように示して

いる。

日本学校歯科医会会誌　79号　1998年3月／17



資料3　主な疾病・異常被患率の推移（小学校）

（被

患
率
）

100％
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0．1
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結

　　ノ
心臓疾患・異常

（昭和）

5
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n

δ
2

0．46

0．32

　　　　57　　60　　63元234567
　　　　　　　　　　　　（平成）
（平成8年度版　学校保健の動向　働日本学校保健会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

33　学校における体育に関する指導は，1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

i　学校の教育活動全体を通じて適切に行1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1　うものとする。特に体力の向上及び健i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

i　康の保持増進に関する指導についてi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

i　は，保健体育科の時間はもとより，特…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1　別活動などにおいても十分行うよう努i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

i　めることとし，それらの指導を通し…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

…　て，日常生活における適切な体育的活i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

i動の実践が促されるとともに，生涯を1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

i通じた健康で安全な生活を送るためのi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1　基礎が培われるよう配慮しなければな1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1　らない。　　　　　　　　　　　　　　3
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　このことから，各学校においては，教育活動

全体を通じて健康教育が実践できるよう教育課

程を編成し，実践できるよう工夫しなければな

らない。

　具体的には，保健体育等の教科，道徳及び学

級活動，学校行事，児童（生徒）会活動等の特

別活動，さらには課外での個別指導などを総合

的に検討し，指導内容の精選，指導時間の確保

等に努め指導計画を作成し，実施しなければな

らない。

　また，学級担任，教科担任，養護教諭などに

よる教師間の連携による協力授業や学校栄養職

員，学校医，学校歯科医，学校薬剤師等との連

携による指導などの工夫が必要である。

　さらには，地域や学校の実情等に応じ，家庭

や地域社会との連携を深めるとともに，学校相

互の連携や交流を図ることも重要である。この

ことは学校歯科保健の実践に当たっても全く同

様である。

　したがって，学校における歯の保健指導は，

そのような趣旨を踏まえ，口腔の環境悪化を防

18／日本学校歯科医会会誌　79号　1998年3月
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講　義■

資料4　主な疾病・異常被患率の推移（中学校）
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　　　　　　　　　　　　　　　　0．00
　　　　57　　6061　63元234567
　　　　　　　　　　　（平成）
（平成8年度版　学校保健の動向　㈲日本学校保健会）

ぐため歯や口の清掃や望ましい間食のとり方を

主な内容としたむし歯や歯肉の病気の予防及び

健康診断などの結果に基づく歯や口の健康状態

の理解と事後措置に関する事項を中心とした指

導を行い，子供の意識や行動の変容を促し，歯

や口の健康ひいては心身の健康っくりを自ら実

践する態度や能力を身に付けることができる基

礎を培うような指導を，計画的かっ組織的に実

践する必要がある。その具体的な目標や内容に

ついては，小学校に限らず中学校，高等学校等

においても昭和53年に作成され，平成4年2月

に改訂された「小学校歯の保健指導の手引（改

訂版）」さらには，日本学校保健会で作成した

指導資料「発達段階に即した歯みがき指導のし

おり」　（平成4年3月），「歯・口の健康つくり

をめざして一学校における歯の保健指導の進め

方一」　（平成7年3月）等を参考としていただ

きたい。

　また，実践事例については，日本学校保健会

で実施している歯・口の健康つくり推進事業の

実践事例集なども参考にされたい。なお，第五

次の歯・口の健康っくり推進事業が8県・地区

（第四次は5地区）で今年度より3ヵ年ににわ

たって実施され，　（宮城県，岐阜県，滋賀県，

佐賀県，大分県，宮崎県，鹿児島県，沖縄県）

文部省のむし歯予防推進校も各都道府県1校

で，7年度より2ヵ年の指定を行っている。こ

れらの実践の成果に期待している。関係の方々

の特段のご協力とご支援をお願いしたい。

　さらに，口腔機能発達研究委員会報告書（8

年3月，日本学校保健法）では，児童生徒の食

事や生活と歯科保健とのかかわりや課題が浮き

彫りにされており，今後3ヵ年で作成される指

導資料に期待しているところである。
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資料5　主な疾病・異常被患率の推移（高等学校）
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　　　　　57　　6061　63元234567
　　　　　　　　　　　　　（平成）
（平成8年度版　学校保健の動向　㈲日本学校保健会）

（4）生涯学習の視点に立った新しい学力観及び

　中央教育審議会の第一次答申から

　現行の学習指導要領は，生涯学習の視点に

立って編成されている。これからの教育におい

ては，激しい変化が予想される社会に生きる子

供たちが自分の課題を見付け，自ら考え，主体

的に判断したり，表現したりして，よりよく解

決することができる資質や能力の育成を重視す

る必要がある。そのたあには，子供たちの内発

的な学習意欲を喚起し，自ら学ぶ意欲や，思考

力，判断力，表現力などを基本とする学力観に

立って教育を進めることが求められている。こ

のことは，教科の指導だけでなく，歯科保健指

導を含む健康教育を進める際にも重要な観点

で，子供達が健康に関する事柄に関心をもち，

進んで課題を見付け，自ら考え，主体的に判断

したり，表現したりして，課題（問題）を解決

20／日本学校歯科医会会誌　79号　1998年3月

する場面や機会をより多く取り入れ，それらの

資質や能力の育成を重視する指導に努めなけれ

ばならない。

　また，8年7月に公表された中央教育審議会

第一次答申では，21世紀を展望したわが国の教

育の在り方の基本的な方向として，子供の「生

きる力」を育み，「ゆとり」を確保することが

示されている。この中で，「生きる力」として

次の2つを挙げている。

○いかに社会が変化しようとも，自分で課題を

　見つけ，自ら学び，自ら考え，主体的に判断

　し，行動し，よりよく問題を解決する資質や

　能力。

○自らを律しっっ，他人とともに協調し，他人

　を思いやる心や感動する心など豊かな人間性

　とたくましく生きるための健康や体力。

　特に，健康や体力は，「生きる力」の基盤で

鼠
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資料6　むし歯（う歯）の処置完了状況等の推移 （％）
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処　置　完　了　者

85．0

2．4

82．6

91．0

5．1

85．9

93．9

9．7

84．2

83．0

24．9

58．2

78．7

28．4

50．3

75．7

28．0

47．7

77．0

28．2

48．8

74．7

27．8

46．9

73．7

28．0

45．7繋未処置歯のある者
計織

胆
｛
ご

処　置　完　了　者

70．5

3．1

67．4

88．0

9．3

79．3

94．5

15．0

79．4

91．2

32．8

58．4

89．1

37．6

51．5

88．4

38．3

50．1

88．0

39．3

48．7

87．3

40．6

46．7

85．7

41．1

44．7

雛
与
＾
　
　
丁
詣
湘

未処置歯のある者
計

処　置　完　了　者

50．0

7．6

42．4

86．1

19．0

67．1

94．1

29．0

65．1

91．9

40．8

51．1

88．9

42．7

46．3

87．8

42．2

45．6

87．7

42．5

45．3

86．6

46．2

40．4

84．8

46．1

38．6未処罐歯のある・者

計

処　置　完　了　者

55．8

11．8

44．0

87．4

22．6

64．8

95．3

29．4

65．9

94．2

44．2

50．0

92．6

46．3

46．2

91．3

46．6

44．7

92．0

47．5

44．5

90．6

48．7

41．9

90．1

50．6

39．5未処置歯のある者
（注）計欄の数値と内訳の合計の数値とは，四捨五入しているため一致しない場合がある。

資料7　12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯（う歯）等数 （本）

門’ウ・臨協“　㌧
膨　　武㌦

　　　　’　　撒　　　　’

㌔藤 計

喪　失　歯　数

恥・，攣
讃
、

む　し　歯（う歯〉 　計
処置歯数
未処置歯数

4．58　　　　　　4．17　　　　　　4．09　　　　　　4．00　　　　　　3．72　　　　　　3．51

0．04　　　　　　0．04　　　　　　0．04　　　　　　0．04　　　　　　0．05　　　　　　0．04

4．54　　　　　　4．13　　　　　　4．05　　　　　　3。95　　　　　　3．67　　　　　　3．46

3．23　　　　　　3．00　　　　　　2．86　　　　　　2．82　　　　　　2．69　　　　　　2．56

1．31　　　　　　1．13　　　　　　1．19　　　　　　1．14　　　　　　0．98　　　　　　0．90

野曝
計

鎌
喪　失　歯　数

む　し　歯
（う歯）
　計
処置歯数
未処置歯数

4．18　　　　　　3．80　　　　　　3．75　　　　　　3．69　　　　　　3．41　　　　　　3．21

0．04　　　　　　0．04　　　　　　0。04　　　　　　0．04　　　　　　0．04　　　　　　α04

4。14　　　　　　3．76　　　　　　3．71　　　　　　3．65　　　　　　3．37　　　　　　3．18

2．90　　　　　　2．69　　　　　　2．56　　　　　　2．56　　　　　　2．44　　　　　　2．31

1．24　　　　　　1．06　　　　　　1．15　　　　　　1．09　　　　　　0．93　　　　　　0，87

獣 計 1499
喪　失　歯　数

　　舗誰請

む　し　歯
（う歯）
　計
処置歯数
未処置歯数

　　4．56　　　　　　4．46　　　　　　4．32　　　　　　4．04　　　　　　3．81

0．04　　　　　　0．04　　　　　　0．05　　　　　　0．05　　　　　　0．05　　　　　　0．05

4．95　　　　　　4．52　　　　　　4．41　　　　　　4。27　　　　　　3．99　　　　　　3．77

3．58　　　　　　3．32　　　　　　3．18　　　　　　3．09　　　　　　2．97　　　　　　2．82

1．37　　　　　　1．20　　　　　　1．23　　　　　　1．18　　　　　　1．02　　　　　　0．94

（注）　計欄の数値と内訳の合計の数値とは，四捨五入しているため一致しない場合がある。

あり，不可欠なものと位置付けている。このこ

とからも歯科保健を含む学校における健康教育

の一層の推進が望まれる。

（5）保健体育審議会答申から

　「生涯にわたる心身の健康の保持増進のため

の今後の健康に関する教育及びスポーツの振興

の在り方」について本年9月に保健体育審議会

の答申があり，その中で今後の健康教育等の在

り方について改めて重要な提言がなされてい

る。即ち，基本的な理念として，「人々が自ら

の健康をコントロールし，改善することができ

るようにするプロセス」としてのヘルスプロ

モーションの考え方を基本に，国民一人ひとり

が自らの健康問題を主体的に解決していくこと

ができるような健康に関する教育・学習を生涯

を通じて，社会全体で進めていかなければなら

ないということである。

　このことは，学校，家庭，地域社会がそれぞ

れの役割を明らかにし，連携しっっ社会全体で

「ゆとり」の中で「生きる力」をはぐくむとい

う中央教育審議会第一次答申の趣旨とも相通じ

るものがあり，一層重視していかなければなら

日本学校歯科医会会誌　79号　1998年3月／21



資料8　歯の平均寿命の年次推移，性・歯種別（永久歯） （年）

，’

　蓄鯵惣鋳灘　’㍗～毛　　　　　　　｝　　ゴ 瞳ゴ聚齢・欝蒙1’・

　．禦衷㌶鐘
　　診’ザ　　聲

沖畷　
隊笹博、㍗避昭鵜轟
、漕　撚　き4

，講切眠．
驚ぎ凹羅ざ：豪 憾緯　　「’湯跡双y賊’

，一ぶ虐綾戟；：．
：灘響

　い　　二

1
孫
’
臨
　
　
臨

　　“凧　イ　ヴ 涯　　孟　博　：冗
・ 卑　　　　　　5

第一 第二 第一 第二

昭和56年 54．9 53．6 54．7 52．2 49．5 50．7 44．8

一 左 昭和62年 56．6 55．6 55．4 53．1 50．7 52．0 46．4

馳 上顎一
平成5年 59．6 58．0 58．5 55．4 53．0 54．8 47．9

昭和56年 54．4 53．5 54．6 52．1 49．7 51．8 45．2

＿
右 昭和62年 56．4 55．7 56．0 52．8 50．9 51．9 47．0

男一
平成5年 58．9 58．1 58．1 55．4 53．6 55．0 48．8

昭和56年 59．7 59．9 59．9 55．7 49．4 44．5 42．3

一 左 昭和62年 61．0 61．4 62．0 57．2 50．9 46．0 43．3

繭 下顎一
平成5年 63．3 63．8 64．7 59．5 53．0 49．7 45．5

昭和56年 59．6 60．2 61．1 55．9 50．4 45．2 42．1

＿
右 昭和62年 60．8 61．3 61．7 57．4 51．4 46．9 43．7

平成5年 63．8 63．7 64．4 60．0 53．6 50．3 46．7

昭和56年 52．4 50．4 51．0 49．0 45．8 47．0 40．4

一 左 昭和62年 54．0 52．4 52．8 49．9 46．8 49．1 41．5

一 上顎一
平成5年 56．9 55．4 55．7 52．6 49．6 52．4 45．2

昭和56年 52．5 51．0 51．6 48．8 46．0 47．4 40．5

＿
右 昭和62年 53．8 52．3 53．2 50．5 47．1 49．1 42．2

平成5年 56．7 55．3 55．9 53．1 50．3 53．5 45．3
女一

昭和56年 57．6 57．7 57．3 51．9 45．3 39．3 38．9

一 左 昭和62年 58．9 58．7 58．5 52．9 47．1 42．6 40．9

一

平成5年 62．2 61．7 61．8 56．7 50．6 46．5 44．7
下顎一

昭和56年 57．8 57．2 57．9 52．5 45．9 40．8 39．3

一
右 昭和62年 59．0 58．6 59．1 53．9 47．3 42．6 41．8

平成5年 62．2 61．9 61．2 56．2 50．1 46．7 44．4

（平成5年歯科疾患実態調査　厚生省）

資料9　歯肉の所見の有無，年齢階級別（5歳以上・永久歯） （％）

繊　　碗凝二黙 霞憲鶴幅，‘　：卸 鑑辮薫尋φ多捧塾．
　　　　｝　　　　　辮更

譜熱堀騰暴き 讃・繭：遂肇・罫瀞譲騨
尊
｝

き　　　　，　串　　冗
　“、学く　＾ 総　数 歯肉炎 歯周炎㌧ 鑑置困雍 織雛ll

総　　　　　数 68．07 42．25 23．38 2．44 20．55 11．38

5～14歳 38．19 37．85 0．34
一 47．84 13．96

15～24 63．91 59．21 4．45 0．25 36．09
『

25～34 75．36 58．90 15．85 0．61 24．44 0．20

35～44 81．15 54．15 25．70 1．30 18．51 0．34

45～54 85．19 43．95 37．76 3．48 12．59 2．23

55～64 79．40 34．47 39．70 5．23 9．99 10．61

65～74 62．92 25．84 32．55 4．53 4．99 32．09
7§ 39．22 16．12 19．03 4．08 3．50 57．28

（平成5年歯科疾患実態調査　厚生省）
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講　義■

資料10歯肉の所見の有無，年齢階級別

翅歯肉炎匪歯周炎口保存処理困難口歯のない者

％
100

25　　　35　　　45　　　55　　　65

34　　　44　　　54　　　64　　　74

（平成5年歯科疾患実態調査

ないと考えている。

　また，具体的には，校長のリーダーシップの

下，学校医，学校歯科医等も含めた組織的で一

体的な取り組みや教科等での健康教育の一層の

充実の必要性，保健管理，安全管理等のための

体制の整備，保健主事，養護教諭等教職員の役

割や資質の向上策，保健室等の施設の整備，さ

らには，生涯を通じたスポーツライフや心身の

健康っくりのための「スポーツ・健康推進会議

（仮称）」の設置を提言している。

（6＞学校歯科保健にかかわる行政課題から

　近年における児童生徒の健康上の問題の変

化，医学，特に検査技術の進歩等を考慮し，平

成7年度から児童生徒の健康診断の項目等が一

部改正された。そのうち，歯及び口腔の検診で

は，主に次のような点が改正になったことは，

資料11平成8年度　全日本よい歯の学校表彰最優秀（文部大臣表彰）校の活動等

ザ無宜蕊添∵ 檸締鋤 勲齢幽繭働；
ll冨二：考1：悔

　　　　、曇　．．Σ
㌧〈蟻：驚多〉’・

　児
　童
　数
　計
一・
鉢）

盃
器
数
（
本
）

処墨
垂
数
（
本
）

う
歯
総
数
体
）

一
人当たり

D（M＞F

　歯数
　（本）

C
擦
薯
数

G
O
所
見
者
数

1
単
位
時
間

短
い
時
間

染
め
だ
し
回
数

健
康
診
断

健
康
相
談

学
校
保
健
委

学
校
行
事

保
健
指
導

そ
の
他

青森県八戸市立
　　　積差小学校 34 15 41 56 1．65 5 5 3 2 1 2 2 2 3

福島県三島町立
　　　三島小学校 30 48 4 48 1．60 2 7 2 2 8 2 2 1 4 20 3

愛知縣古難轟校 78 5 63 68 0．87 0 18 2 1 5 5 1 2 2 22 5

富山県福野町立
　　　禰野小学校 165 0 399 399 2．42 0 0 2 1 4 2 6 2 7 3 0

京都府察都市立
　　　首々小学校 119 26 306 332 2．71 31 25 3 2 6 2 1 2 2 2 週1回フッ素洗口

沖縄県興志川村立
　　　溝水小学校 52 31 75 106 2．04 21 4 3 4 2 1 1 3 2 2 週1回フッ素洗口

（平成8年度　全日本よい歯の学校表彰調査票より作表）

資料12学校歯科保健活動の状況（平成7年度A県の場合） 上段…学校数
下段…百分率（％）

望

．鱗鯵断礁糊　“．∵
＾窟
．、．、翻醐麟㈱響　　・鷲慧

轍数 昼食後のはみがき 歯垢の染めだし

定期 臨時　　健康相談
全員 一部学年 未実施 全員 一部学年 来実施

小学校 349
349

100

　　　　　　　　220　　　　189＿　＿　＿　＿　＿　＿　一　一　一　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　一　一　　一　一　　　　　一　一　一　一　一　一　一　一　　　一　一　一　一　一　一

　　　　　　　63．0　　　54．2

267

76．5

　　　51　一一一一一一一一一

　　14．6

　　　30－一一一一一　　－

　　　8．6

　　249－一一一一一一一一

　　71．3

　　　81一一一　一一一一一一

　　23．2

　　　19＿＿一一一一一一　－

　　　5．4

中学校 144

　　144　　　　　66　　　　　60＿　＿　　一　一　一　一　一　　一　一　一　　一　一　一　一　一　一　一　一　　一　n　　－　一　』　一　一　　一　一　『　『

　　100　　　　　　　47．1　　　　　　　42．9

　　　41一一一一一　　』一一

　　29．3

　　　39－一　一一一一一一一

　　27．9

　　　60一一一一一一一一　回

　　42．9

　　　42一一一一一一一一『

　　30．0

　　　25r－一一一　一一一一

　　17．0

　　　73－一一一一一一一　　

　　52．1
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ご承知のとおりである。

　①う歯のうち，未処置歯は，4段階の判定

　　を廃止し，rC」のみとする。

　②　新たに要観察歯（CO）を記入し，適切

　　な保健指導に行う。

　③歯垢の状態，歯肉の状態を3段階（0，

　　1，2）に区分し，総合判断でG（要治

　　療）及びGO（要観察者）とする。

　④歯列の状態，咬合の状態，それに伴って

　　生じる顎関節の状態など，顎や顔面全体の

　　状態について3段階（0，1，2）に区分

　　する。

　⑤児童生徒の健康診断票（歯・口腔）の様

　　式を参考例として示し，全国的な共通性な

　　どを考慮しながら各学校の設置者が定め

　　る。

　これは，人として，咀囎をはじめとした口腔

諸機能を健全に発達させ，適切な口腔環境を形

成し，生涯にわたって健康で充実した日常生活

が送れるようにするという学校歯科保健の究極

の目的に対して，これまでは，あまりに多発し

てきた「う歯」の臨床的対応（治療）に終始せ

ざるを得ない実情があったことによる。しか

し，う歯の状況も改善が進み，本来の健康を志

向した歯科保健活動が展開できるようになって

きたという経過を踏まえて，今後の児童生徒の

健康診断の在り方を検討した結果の改正であ

る。この趣旨を生かした健康診断の適切な実施

とその結果を生かした保僻指導の一層の充実が

望まれる。このことについては，明日の講義で

具体的な例が示されることとなっているので，

24／日本学校歯科医会会誌　79号　1998年3月

参考としていただきたい。

　また，各都道府県教育委員会や市区町村教育

委員会においては，①健康教育・歯科保健教育

のたあの教職員の研修の充実②教材の整備活

用への支援③健康診断などの歯科保健管理や洗

口に必要な施設設備等の一層の充実についてご

配慮くださるようお願いしたい。

　学校歯科医の先生方にあっては，専門的な立

場から学校での歯科保健教育に当たっては，健

康診断の円滑な実施や事後措置・保健指導等に

当たっていただくとともに，サポーター的な立

場で保健主事や養護教諭に助言や支援をいただ

いたり，校長，学級担任等への助言，さらに，

場合によってはパートナーとして学級担任等と

の協力授業の実施など期待する役割は大きいも

のがある。

④おわりに

　最後になりましたが，何かとお忙しいところ本

研究協議会の講義をお引き受けくださいました講

師の先生，研究発表の先生方並びに開催にご尽力

いただきました兵庫県教育委員会，神戸市教育委

員会，兵庫県学校歯科医会，神戸市学校歯科医会

並びに関係各位に厚く御礼申し上げますととも

に，ご参会の皆様方の研修が実り多いものとな

り，各学校，地域において学校歯科保健が一層充

実することを祈念して，現状と課題についての本

講義を閉じます。

　＊むし歯予防推進指定校は平成9年度から歯・口の

　健康つくり推進指定校と改称

」一



資料13　ロ腔機能発達研究委員会報告（抄）　　　　　　　　　　　　　　　　（平成8年3月

　　　　　間3　学校がある日，あなたはだれと朝ごはんを食べていますか。

　　　　　講　義■

（財）日本学校保健会）

小学生（N＝257）

中学生（N＝278）

ほとんどの日は

譲ll鞭麟認も1欝乞1騨鞭鵜！と

＼ ＼
1　　＼　　■ 1　　　　＼　　　　1　＼　　， ＼l　　　　　l　　　＼1

0．7

3a4i≡≡灘ilii慧難iiiliiili：1纒簸盤懸
印1α3
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25．7 難難iillii鱗ii醗羅二：撚撚蒙

0．2
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健康診断の役割と

これからの学校
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◇はじめに

　健康診断は集団に対しての健康管理を進める場

合に必須とされる基本的条件である。その立場か

ら学校においては早い時期から定期の健康診断が

義務づけられてきている。歯科の健康診断も例外

ではなく大正時代から実施されてきた歴史があ

る。歯科領域においては，集団を対象とした健康

診断の在り方は学校における健康診断の経験を軸

として発展し，時代を経て確立されてきている。

　学校における歯科健康診断の方式は大正時代末

期に基本的な形式を日本歯科医師会が提案をし

て，実践され定着してきていた。昭和6年に学校

歯科医としての法的な位置づけが明確となり，ま

すます普及することとなった。

　世の中は新憲法の時代となり，教育基本法，学

校教育法の関連から，昭和33年に学校保健法が制

定され制度としての学校保健が確立されることと

なった。それ以来，今日まで春の定期健康診断は

もちろん，秋の臨時健康診断も含めて，健康診断

は全国的な広がりの中で適切に実施されてきてい

る。

　学校保健法の誕生した昭和33年という年は，経

済的な面からも戦後の日本もやっと終わったと宣

言できる時代となった。このような時代背景の中

からわが国は素晴しい発展充実を示すこととな

り，それに伴って社会も大きく変化することとな

り，戦後に定められたいろいろな制度の調整が必

要となってきた。学校における健康診断も例外で

はなく，昭和33年の学校保健法誕生以来で今回の

改正は最も大きな改正であるということができ

る。

　学校歯科保健関係者は，今回の健康診断につい

ての基本的な考え方の変化も含めて，改正点全体

を十分に理解して，これからの学校歯科保健活動

をより適切に，積極的に展開できるよう取り組ん

でほしいと願っている。
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逡〉歯・ロ腔の健康診断改正の

　　　ねらい

　日本人の健康の状態は，戦後50年の間に見違え

る程，大きく向上を示した。最も顕著に現れた点

は平均寿命である。平均寿命はそれぞれの国の健

康度を比較する時，1っの指標として用いられて

いる代表的な数値であり日本人の平均寿命が世界

第1位となったことは世界第1位の健康度を保持

しているということの証しでもある。

　この時に，学校における健康診断の在り方も少

なくとも現時点に合わせて大きく見直される必要

が生じてきていた。単に身体の計測や疾病の早期

発見・早期治療という疾病を基礎に置いて取り組

んできた健康診断から，健康であるかどうかをふ

るい分けることを目標にした健康度をスクリーニ

ングするという取り組みに変えて，健康診断後の

事後対応，即ち，健康指導や予防対策に力点をお

くことが重要な意義をもっ時代となってきたので

ある。健康の保持増進を軸にした保健活動の推進

が望まれる時代に入ってきているのである。そこ

で，いかにして健康の保持増進を進めていくか，

健康度の向上を確保していくかを目指しての活動

に転換することが必要になってきている。この点

を重視しての健康診断は，今すぐに治療を必要と

する問題点を見出し，指摘することも大切である

が，それよりは，健康上の問題点を明確にして，

事後にいかにうまく対応していくかが非常に重要

となってくる。要指導，要観察を重点にして取り

組んでいくことがより必要になってくるはずであ

る。

　もちろん，すぐ処置すべき疾病については臨床

歯科医に，改めて臨床診断をっけてもらい臨床的

対応をお願いするのが適切であると考えている。

　学校における歯科保健活動は学校保健法の成立

した時代にあっては対応できる歯科医師の数も少

なく，分布も適切でなく，今日のような発想によ

る計画を展開するなど考えも及ばない時代であっ
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た。今，やっと歯・口腔の領域で本来あるべき健

康診断と健康管理を進あることが可能となってき

たのである。

　この度の改正点を十分に理解し，実践していく

ことがこれからの学校歯科保健活動の展開にとっ

て極めて重要なことであることを再確認して日常

活動に取り組んでほしいと願っている。

廼〉歯・ロ腔の健康診断改正の特徴

（1）改正された健康診断票

　健康診断票は長年月にわたって使用し馴染ん

できた3号様式を基本として，新しい時代に要

求される内容を組み立てることを狙いとして作

成されている。

　歯・口腔の健康診断に関しては，今回の改正

では「健康診断を行ったときには，健康診断票

を作成しなければならない」と定められてお

り，健康診断票の様式については各設置者にお

いて適切に定めることができるようになった。

しかし，健康診断票は全国的に共通性が保た

れ，児童生徒が転校したような場合にも保健指

導の一貫性を確保することができることが望ま

しいので，できる限り様式例に従った形式が全

国的に用いられ現場での混乱を来さぬよう，同

じ内容，同じサイズで効果的に健康診断が進あ

られるよう望むところである。

（2）歯・ロ腔の健康診断票の特徴

　健康診断は，本来，疾病の状態を診断して治

療のための指導や受診を勧あることを目的とし

たものではない。しかし，長い間，歯科領域の

疾病ではあまりにも蠣蝕の発生と進行がひど

かったのでその対策に追われ本来の目的に従っ

た方向での健康診断ができずに経過してきた。

従って，実際の場面では，健康診断の結果から

疾病の状況を診て治療勧告書を出し，受診を勧

めることに力点がおかれることとなってしまっ

た。やっと今日に至り，本来の歯・口腔の健康

診断ができるようになり，健康の保持増進をい



かに確実に児童生徒に図り，児童生徒の学習を

より効果的に支援するかのスクリーニングであ

るとの考えを実践できる段階に到達したのであ

る。

（3）歯・ロ腔の健康診断の在り方

　もともと歯・口腔の健康診断は，歯の状態だ

け，特に鯖蝕の状態のみを診るものではなく，

歯並び，上下の歯の噛み合わせ等も診査して，

基本となる顎の運動が正常に行われているかど

うかをも含めて歯・口腔の構造と機能が正常で

あるかどうかを診るものである。その上，歯垢

や歯石の沈着状態についても診査した上で，歯

肉の炎症，口腔全体の粘膜の状態，軟組織にっ

いても診査して，健康の保持増進を目的とした

保健指導に役立てるものである。

　今回の健康診断の改正でやっと本来の歯・口

腔の健全（健康）の度合いを診断できる段階に

到達したのである。

（4＞健康増進を目指した健康診断の内容

　今までは，児童生徒が抱えていた歯・口腔の

状態からして蠕蝕を中心として疾病の状態を的

確に捕らえ，臨床的対応をいかに適切に行うか

が要点であった。しかし，今回の改正は，歯・

口腔の健康診断を本来の疾病志向から健康志向

に転換し，いかにして児童生徒の健康を保持増

進していくかにかかってきている。

　ここで登場してくるのが，顎関節の状態であ

り，噛み合わせの状態であり，歯列の状態であ

り，歯垢の付着状態であり，歯肉の炎症状態で

あり，歯が治療すべき醜蝕の状態になっている

かどうかについてのCO（要観察歯）かC（処

置すべき鯖蝕）とをふるい分けることと，歯周

組織の炎症状態からGO（歯周疾患要観察者）

かG（歯肉炎に罹患している）とをふるい分け

て健康診断を行っていくことにより健康増進の

確保に向けて取り組んだ今回の改定の要点であ

る。保健指導や予防活動，そして，臨床対応を

いかに進めるかの保健活動に左右される極めて

重要な展開となってくるのである。

講　義■

◇歯・ロ腔の健康度向上を目指し

　　　た診査項目

（1）「歯列・咬合・顎関節」

　基本的にはそれぞれ別々に診査すべき項目で

あるが健康診断票がA4版縦位置という原則が

あるので，どうしても十分なスペースがとれな

いことからこのような組み合わせができあがっ

た。

　歯列の状態は噛み合わせにも顎の状態にも大

きく関わるものである。ここでそれぞれに問題

があるかどうかを診査して，問題なし〔0〕と

するか，それぞれに観察と指導を必要とする

〔1〕と問題ありと診断されて歯科医師による

診断を要する場合〔2〕とに分類することとし

て，より生理的な健康度の高い状態を確保して

いくかを考えている。このことは歯列の問題も

咬合の問題も顎関節の問題も同様である。これ

らの点に関しては学校での健康診断のおりでは

十分な時間もとれないことから保健調査をうま

く組み合わせてほしいとの提案をしている。

　ここで，特に注意しておきたいのは矯正治療

を必要とする歯列不正や不正咬合を見出だし診

断するのではなく，また，顎関節症を診断する

ことを目的としたものではないことである。

（2）「歯垢の状態」

　歯垢の付着状態にっいて，ほとんどなし

〔0〕，若干の付着あり　〔1〕と相当の付着あ

り〔2〕とに分けている。付着量をどのくらい

で評価しているかは詳細には示さないがOHI

（Oral　Hygiene　Index）の評価基準を用いて

1と2を〔0〕として，あとは順に用いてい

る。ここに歯石の沈着については触れていない

が歯石の沈着が認められる場合は，除去が必要

となるので，当然　〔2〕と評価しなければな

らない。
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（3）「歯肉の状態」

　歯肉の状態は炎症性変化を観察するのが普通

であり，この場合かなりの頻度で歯垢の付着と

一致するはずである。しかし，ここでは一致し

ない場合もあることから分けて診ることにして

いる。　〔0〕，　〔1〕，　〔2〕の評価の考え方は

同じである。特に，歯垢の付着状態や歯石の沈

着状態を合わせ考え歯科医師による診断と治療

が必要であると判断される場合には，当然，歯

肉炎でありGと判断すべきである。歯肉に軽度

の炎症が認あられるが，歯石の沈着は認められ

ず，注意深いブラッシングを行うことによって

炎症症候が消退するような例には歯周疾患要観

察者GOとすることとした。これらの考え方は

あくまでも早期発見・早期治療という治療的取

組みではなく，あくまでも健康増進を主体とし

た取り組みであることを忘れてはならない。

（4）「歯の状態」

　歯に関しては長い間，鶴蝕との取り組みで苦

労してきただけに醜蝕の検出は十分に知り尽く

されているはずである。この度の改正が治療的

取組みでないので鶴蝕の進行度分類の使用を止

めて，今すぐ治療すべき鶴蝕に対してのみ

〔C〕の記号で示すこととした。

　今回の改正が予防的見地からの取り組みであ

り，健康度の向上を目指してのものであるか

ら，観察と指導をしながら進めるものとしての

要観察歯COを定めている。この要観察歯とは

「鯖蝕性の変化があると思われるが実質欠損は

存在せず，窩底，窩壁にも軟化は認められない

が，探針がひっかかったり，表面が粗槌になっ

た斑点などを認める場合，鵡歯とはせず要観察

歯とする」としているものである。

　最近では歯口清掃も良くなっていることから

蠕蝕の活動性もずいぶん低下してきている。そ

こでたとえ蠕蝕性変化が認あられていても進行

はかなり抑制されていることは確iかであり充填

を急がず観察と指導をしながら待っということ
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が重要な意味を持っ時代になってきていると考

えられる。

◆歯科保健指導の展開

（1）健康観察と保健指導

　保健活動を進める場合の健康観察は極めて重

要な部分である。健康観察は大変に地味な注意

力が要求され，なかなか難しいものである。し

かし，保健活動の基本をなすものであり，学級

担任が毎日児童を観察しながら顔の色，行動の

変化から直ちに問題を発見して対応のできる重

要な部分である。その上に保健指導が重なり大

きな効果が上げられることになるのである。大

変かもしれないが日頃から努力して取り組んで

ほしい。今回の改正が疾病志向から健康志向に

方向がばっきりと打ち出されたからには，疾病

をできるだけ初期に見っけるという医師の任務

からも日常の観察よりいかに児童の健康の度合

いを見っけだし，それをより高度に引っ張りあ

げるかが要点になってきているのである。学級

担任の保健上の役割の重要性を十分に理解して

おいてほしい。

（2）健康相談

　児童なり生徒が自分の健康上の問題点に気づ

きだした時に，初あて児童は先生に自分の健康

上の問題について相談を持ち掛けてくる。自分

の問題を持ち掛けてくることは児童にとっては

自分のある秘密を話すのであるから決して容易

なことではない。教師としては常日頃から児童

に相談が持ち掛けられるような人間関係を十分

に育てておかなくてはならない。健康観察をし

ながら問題の投げ掛けを試みることも時に重要

になってくることがある。

　歯や口腔に何か原因があってものを言わぬ子

になる例も決して少なくない。むしろ，歯並び

が悪い，口が臭い，発音が良くない等々，子供

たちが抱えている問題は意外なところにあるこ

とを歯科保健関係者は忘れてはならない。



（3）COやGOとの取り組み

　先にも述べたように，CO（蠕蝕要観察歯）

やGO（歯周疾患要観察者）の導入は今回の健

康診断改正の大きな特徴であり，今までは，口

腔保健の状態から即治療に結びつけるような取

り組みをせざるを得なかったのであるが，やっ

と今日に至り口腔清掃の状態も改善され，騙蝕

等歯科疾患の活動性も低下を示してきているこ

とから保健指導や予防教育等を通じて健康志向

的取組みが可能となってきたところである。

　この考え方に立って今回の改正は，正に全国

で長く展開されてきた「むし歯予防推進指定

校」の研究成果によるものであって，自信を

もって踏み切ることができたのである。

　ここに全国の学校歯科保健関係者は実践に

よって証明された研究成果を土台に健康志向の

上に立った学校歯科保健活動に遭進してほしい

と願っている。学校歯科医，養護教諭をはじめ

とした学校保健関係者によるチーム活動こそが

成果を上げることができることを知ってほしい

ところである。

（4）「歯列・咬合・顎関節」との取り組み

　先にも述べたことであるが，これらの項目

は，本来，別々に取り上げるものである。健康

診断用紙の大きさの関係から一まとめとなって

いることを思い出してほしいし，診査にあたっ

ての時間的制約から事前に行う保健調査を十分

に活用してほしいところである。

　ここでは，疾病の状態を診るのではなく，あ

くまでも，健康の立場から歯並び，噛み合わ

せ，顎関節の状態が学習に支障を来すような問

題を有するか否かを判断することに主眼がある

ことを強調しておきたい。

（5）診断と治療にあたる歯科医師の対応

　歯・口腔の健康診断に関しては既に述べてい

ることなのでここでは触れないが，今回の健康

診断の見直しのなかで最も重要なことは集団検

診の中では疾病の診断は行わず，問題ありとし
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て臨床歯科医に診断と治療をお願いするという

仕組みに変えられたのである。臨床の場で好適

な条件の下で的確な診断こそが望まれるところ

である。このことを学校歯科医だけでなく一般

開業歯科医にも十分理解してもらい事後の対応

が適切に行われるよう話し合いが十分になされ

ることが求められている。従って，健康診断の

後で出される結果のお知らせ（治療勧告書）を

持参した児童にっいては十分に精査して，治療

すべきものは治療し，指導すべきものは指導し

て，予防すべきものは予防するという対応が切

に望まれるものである。

（6）歯・ロ腔の健康を通じて問題発見・問題解

　決を育成

　既に，各所で述べられてきたことであるが，

口腔保健は，教育の基本にある問題発見，問題

解決に最適な例の一っであるということであ

る。このことは文部省から出されている「小学

校　歯の保健指導の手引き」（改訂版）に，

「歯みがきの学習は，問題発見，問題解決学習

である」としていることからも理解できるはず

である。ここでは深く内容には触れないが，児

童が学級活動や保健指導の歯みがきの学習を通

じて会得してきていることであるので，これを

何とか歯科臨床の場を通じても展開できるなら

ば有難いと考えている。是非とも歯科治療の場

を通じても児童のこの問題発見・問題解決能力

をのばしてやりたいと願っている。

＠むすびとして

　学校における歯科保健活動の歴史は，初期から

今日までいろいろ変遷を繰り返してきた。しか

し，何時の時代にあっても歯科保健を通じて児童

生徒の健康の保持増進を図り，そして学習の効果

をより高めることにあった。そして，その役割は

完壁とはいえないものの，かなり成果を挙げてき

たことは確かであると信じている。

　今，ここに学校における健康診断の取り組みが
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大きく変わった時に，改正の考え方を十二分に理

解して，改めて取り組んでほしいと強く願ってい

る。それは新しい世紀に向けて進んでいる時に，

わが国の経済はやや低迷しているかも知れない

が，全てについて欧米先進国に追いっいけ追い越

せと頑張ってきたわが国であるが，今こそ健康の

指標として用いられている平均寿命が世界の第1

位となり，世界がわが国に追いっけ追い越せの時

代に変わってきているのである。

　平均寿命は世界第1位かもしれないが，残念な

ことに口腔保健状態の全てはまだまだ世界のレベ

ルではない。今，国をあげて「8020運動」を

展開しながら頑張っている。この運動の始まりは

永久歯の萌出である学校保健に起点はある。学校

における健康診断の考え方が改められたこの時に

学校歯科保健関係者がこぞってこの考えを理解

し，力強い運動の展開が必要であると考えてい

る。
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①健康とは…慢性疾患や障害を

　　　持つ子どもの健康は

　　　どう考えるのか

　健康教育の目的は，子どもたちが保健の知識を

理解するだけでなく，自分の健康を自分で管理し

ていける能力を身にっけることとされる。また，

健康教育はすべての教育の基本でもある。

　WHOの定義では「健康とは単に病気がないと

いうだけでなく，身体的にも精神的にも，また社

会的にも完全に良好な状態をいう」のであるが，

障害や慢性の病気を持っ者にとっては，そのもて

る能力を十分に発揮できる状態，十分なQOLが

保証される状態あるいは自己実現のできること

が健康と言ってよいであろう。

　したがって，健康という場合，心とからだの健

康と社会的・環境的健康の3っがあるが，現在で

は，とくに心の健康が課題になっている。

　子どもの特徴は，絶えず成長・発達しているこ

とであり，大人を小型にしたものではない。した

がって，子どもの健康は常に成長・発達を念頭に

おき，それぞれの段階に応じて考え，子どもを全

体として見る必要があり，子どもの病気の特徴も

成長発達に基礎がある。

②ヘルスプロモーションの時代

　わが国では戦後50年の間に，子どもたちの健康

状態はめざましく向Lし，死亡率も著しく低下し

た。この成果は母子医療・保健と公衆衛生全般の

進歩と努力の賜であるが，その結果をふまえて，

これからの学校保健の方向は大きく変わるべき時

期になった。

　その具体的な方向は，乳幼児保健や学校保健の

中心である健康診断による病気。異常の早期発

見，早期治療から，健康そのもののレベルの向E

へという，前向きな保健への指向である。

　っまり，病気に目を向けた保健から，健康その

ものに目を向けた保健への変化であり，そこには

病気の発見・治療と予防は今後とももちろん必要

であるが，同時に心の健康（やさしい心，思いや

日本学校歯科医会会誌　79号　1998年3月／33



りの心，やりぬく気力）から，体力・運動能力，

さらに社会的・物理化学的環境までを含めた健康

づくりである。

　そのたあには，遊び場（冒険遊びまでできる

場，遊具）や地域の人的，自然的環境までを含め

て考える必要があり，地域ぐるみ，家族ぐるみ，

学校ぐるみの健康推進活動一ヘルスプロモーショ

ンということである。

　また，健康診断は，病気・異常の早期発見とと

もに，子どもたちが自分の健康を考える機会とし

てとらえ，健康教育の場としていきたい。

◎学校保健は市町村の母子保健・

　　　福祉との協調の時代になる

　平成9年度から地域保健法，母子保健法の完全

実施となり，すでに移譲がすんでいる福祉ととも

に，対人保健と福祉のサービスは原則として市町

村が受け持っことになる。また児童福祉法も改正

され，平成10年度からの実施となる。その要点

は，

　①保育所の入所手続きの変更

　②福祉施設の名称変更

　③児童相談所の強化

　これからの地域母子保健のあり方は，厚生省が

示した母子保健事業マニュアルに書き込まれてい

るように，少子化社会を踏まえての次の3本の柱

に要約される。

　（7）母子保健は子育て支援の中心

　（／）疾病指向から健康指向へ・ヘルスプロモー

　　ションの時代

　（ウ）保健と福祉の境目がなくなる。児童福祉，

　　学校保健との連携を重視する時代

　これからは赤ちゃんからお年寄りまで，三世代

の健康を市町村でまとめて面倒をみることにな

る。学校保健や福祉教育は地域の中で市町村が行

う保健・福祉サービスと連携をとりながら行うべ

き時代になってきた。

　市町村の時代となれば，教育委員会，学校も同
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じ市町村の保健や福祉の部局との連携が取りやす

くなるであろう。養護教諭も市町村の保健婦や栄

養士との連携を深めて欲しい。

④生活と子どもの健康

（1）食生活の問題

　ア．朝食抜き

　　日本学校保健会による「児童サーベイラン

　ス事業」の調査（小学校3年～高校生，3年

　間で総計約27，000例。以下健康サーベイ）に

　よれば，常習的に朝食抜きの子どもは，小学

　生では1％以下だが，中学生になると3～5

　％，高校生では男子で5～10％，女子で3～

　6％となっていた。朝食を食べない理由は，

　起床が遅いので食べる暇がない，食欲がない

　というものが大部分である。朝食抜きは健康

　上好ましくないのは当然だが，小学生では少

　ないのが救いである。

　イ．好き嫌い（偏食）

　　嫌いな食物のある子は，学年，性別にあま

　り関わりなく40％弱である。栄養学的には，

　代償のきく好き嫌いは心配ないが，しっけや

　咀噛の面からの問題は個々に考える必要があ

　る。

　ウ．おやっ

　　普段よく食べるおやつは，スナック菓子が

　60～65％で最も多いが，各種菓子，飲み物を

　合わせれば，甘い物は相変わらず多い。ス

　ナック菓子は塩分の取りすぎに注意を要する

　し，甘い物は当然，歯と肥満の上で気をっけ

　たい。ただし，発育期の小児，とくに低年齢

　児にとっておやっは必要であり，1日の食事

　トータルとして考える必要がある。rおやっ

　なしデー」という発想はして欲しくない。ま

　た，砂糖が骨まで弱くするという事実はない

　ので，砂糖を制限する理由は蠕歯と肥満防止

　の範囲にとどめたい。

　付：砂糖含有量の多い清涼飲料水中に骨を漬



　けておくと脱灰が起こるのは酸のため。酸性

　食品とは，その食物を燃した灰を水に溶かし

　た時，水が酸性になる食品で，たんぱく質，

　脂質の多い食品である。食べた人の血液を酸

　性にする訳ではない。血液はその緩衝作用に

　よってPHは一定に保たれている。

　エ．よく噛む習慣

　　よく噛んで食べる必要性は歯科保健の常識

　であるが，近頃の子どもが噛あないという心

　配は小児科医はあまり持っていないようであ

　る。

　オ．楽しい食事

　　子どもが家で一人で食事をする（孤食）こ

　とは極力避けて欲しいのも当然だが，学校で

　の給食もかつてのように食事の躾の場という

　より，楽しい食事という面が強調されてきて

　おり，これもよいことと考える。楽しく，早

　食いになりすぎない食事は，消化をよくし，

　食べ過ぎによる肥満の防止に役立っ。早食い

　は満腹感を感じる前に食べ過ぎてしまうから

　である。

　　学校からも家族全員の団らん，心の交流の

　場としての食事の大切さを協調して欲しい。

（2）アレルギーと食物

　アレルゲンになるのはたんぱく質であり，一

般にたんぱく質は消化管でアミノ酸まで分解さ

れて吸収されるので，アレルゲンにはならな

い。従って，消化・吸収機能に未熟な場合のあ

る乳児期は食物アレルギーが時として起こる

が，幼児期以降は頻度が減ってくる。

　妊娠中や母乳を与えている母親に卵や牛乳を

避けるように勧ある話もあるが，上記の理由

で，成人においては一度によほどの大量を摂ら

ない限り心配はない。

　家族的にアレルギー性要因が濃厚であるなど

ハイリスクの場合には，アレルギーの予防や治

療のたあに，一定の食物制限を試みることはあ

る。また，まれに激しいアレルギー症状を呈す

L
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るケースもあるので，食物アレルギーへの注意

は必要だが，特定の食物除去は医療行為なの

で，素人判断で食物制限はしないで欲しい。給

食における食物除去などは，医師の食事指示書

（処方箋に準ずる）が必要と考える。

　卵や牛乳は子どもにとって有益な栄養食品で

あり，難治性の年長児・成人のアトピー性皮膚

炎にはダニアレルギーが多く，環境整備で治癒

するとの報告もある。

　食物アレルギーの検査に血液中のIgE分画

の抗体を測ることがよく行われているが，抗体

のあること即そのもののアレルギーとはならな

い。正確な診断・アレルゲンの特定は，食物除

去試験と負荷試験で特定の食物と症状との因果

関係が証明される必要がある。

⑤生活の中での顧つくり

（1）成人病のリスクファクター

　小児成人病が増えている，という表現が使わ

れたが，小児成人病という病気があるわけでは

ない。小児期から成人病の予防を心がけた生活

をしよう，という意味がまず第一で，まれなが

ら遺伝性の素因などが関係して小児期から糖尿

病や高血圧，高コレステロール血症などが発症

してくる人があるので注意をしようというねら

いも込められている。

　遺伝性素因を見っけるためには，家族歴の調

査が有効だが，実際に行う時はプライバシー保

護への配慮が重要である。青年期から動脈硬化

が進んでいるとの警鐘は米国でまず取り上げら

れ，わが国でも欧米型の食事が増えていること

から問題になりはじめた。成人病へのリスク

ファクターとしては，前述の遺伝性素因の他

に，食べ過ぎによる肥満，動物性脂肪の取り過

ぎ，塩分の取り過ぎ，といった食事の内容と，

運動不足が上げられる。対策としては，食生活

上の注意と運動のすすめが重要である。

　学校保健の立場でも，定期健康診断に当たっ
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て血清コレステロール値を調べることをすすあ

る意見もあるが，米国でも小児のスクリーニン

グ検査に反対論がある。研究が始まってから年

数も浅いので，小児期にどの程度に血清コレス

テロール値の高かった者が成人後にどのように

なったか，という実績もなく，小児期の年齢別

の基準値も確定していない。

　「健康サーベイ」の成績では，総コレステ

ロール値は小学校3～4年生頃に高く，女子で

は高校生年代に再び上昇する。成長と関わりの

深いことが示唆されている。血液検査を伴う検

査を定期健康診断に取り入れるのは時期尚早で

あり，当面学校医が必要と認あた学校で希望者

に実施する程度にとどめるべきであろう。

　食生活は家庭での食事の好みや偏りも関係し

ているので，学校等での食生活指導・運動の勧

あには家庭や地域を巻き込む必要がある。

（2）子どもたちの生活と運動の勧め

　「健康サーベイ」によると，児童生徒の生活

はますます夜型化しており，平均就寝時刻は中

学生で23時11分，高校生で23時59分であり，睡

眠不足傾向が増えている。小学生でも自分一人

で目覚めない子が60％を越えている。

　夜ふかしした理由は，「なんとなく」という

者が多く，生活時間に対する意識が低い。

　家庭で，学校から帰宅後テレビやビデオを見

た時間は（調査日前日）中学生女子の156分が

最も多く，小学生高学年男子で136分であっ

た。テレビゲームをした時間（調査日の前日）

は男子に多く，小学生高学年74分，中学生70

分，高校生と小学生低学年63分であった。この
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他を加えて帰宅後は室内で過ごす時間が長い。

　勉強をした時間は，高校生女子の117分から

小学生男子の56分の間であった。

　1週間の運動時間は，強い運動から弱い運動

までの合計で，男子の小学中学年で12時間23

分，中学生15時間22分，高校生で15時間38分で

あった。女子では小学中学年で8時間45分，中

学生では13時間15分，高校生では11時間59分で

あった。これは主に学校での体育や部活動，ス

ポーツクラブ等の合計で，かってのような帰宅

後の野山を駆け回るたぐいの自由遊びの時間が

ほとんどないのが気になる。

　肥満対策としては，発育盛りの子どもには，

ダイエットよりも運動の勧めを第一にしたい。

（3）巷間でいわれる子どもの健康問題と答えの

　例

　ア．子どもの骨が弱くなっている？

　　ひところ，骨折が増えていると問題にされ

　たことがあったが，現在骨が弱くなっている

　証拠はない。むしろ身のこなし方に問題があ

　り，冒険遊びなど運動能力の向上に努あたい。

　イ．脳貧血を起こしやすい子が増えている？

　　起立性調節障害（OD）など自律神経の不

　調が立ちくらみを起こしやすいので，昔から

　言われる皮膚の鍛練と規則正しい生活は有効

　である。

　ウ．日焼けは健康のシンボル？

　　外遊びやスポーツは必要だが，最近は紫外

　線の害が問題になっている。乳幼児では以前

　のような日光浴は勧めず，薄着での外気浴

　（散歩）を勧めている。
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ロ腔機能の発達に

関する諸課題
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国はじめに

　口腔機能と一口にいっても，咀噛機能，発音機

能をはじめ感覚器としての機能など口腔はいろい

ろな働きを持っている。我々が，社会生活を営ん

でいく上で対人関係をスムーズにするたあに，歯

並びやかみ合わせ，あるいは，口臭などに気を遣

うことが最近では多くなってきている。これも広

い意味で，口腔の持っ社会的機能といっても良い

のではないだろうか。

　しかし，いずれも，機能発揮のための生理学的

なメカニズムの発達という視点では，胎生期の反

射的な口の開閉運動の始まりに基づいていること

は間違いない。他方，これらの機能が円滑に発揮

されるために共通している出生後の要素として，

歯歯根膜，歯槽骨，歯列，咬合の健康と調和が

挙げられる。加えて，舌，頬口唇，顎関節等の

形態と機能の調和さらに味覚の発達，唾液分泌な

どとの間の調和のとれた発育が重要な要素となっ

てくる。

　人の出生後の成長発育では，口腔を包含する頭

蓋顎顔面は，極めて特異な成長発育様式を示して

いる。すなわち，早い時期に成人のサイズに達し

てしまう頭蓋冠少し遅れてではあるが成人のサ

イズに達する上顔面部と頭蓋底，思春期に成長の

スパートをみせる下顎骨，乳歯から永久歯への交

代をする歯列，このような複雑な構成要素を持っ

口腔はそのことだけでも，口腔機能発達の上で不

調和の生じる可能性を有しているとも言えよう。

回歯歯列および咬合

　口腔機能の発達に影響を持っ要素としてまず考

えられるのは，歯であり，その集合である歯列な

らびに咬合であることに異論はない。

　歯は，その形態，大きさに異常があると，それ

らの隣在歯や対向歯との間に正しい調和のとれた

歯列や咬合の形成が阻害されることとなる。

　しかし，歯の大きさや形は，自らの努力で改善

しうるものではない。遺伝的あるいは先天的な要

因に100％依存している。従って，これらの要素
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が，翻蝕や外傷などの後天的な要因によって，機

能発達を妨げないような努力をしなくてはいけな

い。また，歯を支えている歯周組織が，炎症など

により侵されてくると，支持力が低下し，進行す

ると歯の喪失にっながってくる。いわゆる歯周病

による歯の喪失である。最近では，若年性の歯周

病の研究も進んで，特定の細菌の存在が明らかに

されている。これらは，明らかに，学校歯科にお

ける健診によりその障害を未然に防ぎ，予防する

ことが出来ると言えよう。

　個々の歯や歯周組織が健康であることがまず円

滑な口腔機能発達の前提条件である。次いで，問

題になってくるのが，歯列，歯並びである。歯

は，歯槽骨の中で，歯槽基底部の上に，口腔の軟

組織からの圧のバランスの平衡位にその位置を

とっていると考えられている。すなわち，口唇，

頬，舌からの安静時あるいは，機能時の圧のバラ

ンスに異常が認められる場合には，その位置は，

偏位や歯軸の異常として歯列内に異常を呈するこ

とになる。また，顎骨と歯の大きさの不調和，い

わゆる，discrepancyのある場合には，空隙歯

列や叢生を呈してくる。これらの結果は，次に考

えなくてはならない上下の咬合関係に異常をもも

たらすことになる。

　咬合関係の異常は，個々の歯の大きさや形，歯

周組織の障害とともにこれら歯列の異常によって

咀囑機能や発音機能に障害を生ぜしめることにな

る。もちろん，上下顎骨の不調和によって咬合関

係は大きく左右される。顎骨の不調和は，成長発

育の異常や先天的な異常，外傷などによって，引

き起こされてくる。

［3］顎骨の成長発育

　人の成長発育のパターンには4っの型がある。

脳神経型のパターン，一般成長型，リンパ型，生

殖器型である。頭蓋冠や脳頭蓋底は脳神経型の成

長型を示し，10歳頃には既に成人に近い大きさに

達している。従って，上顔面部は，その上部構造
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の影響で比較的早い時期に矢状面上の成長は止

まって，歯の萌出に伴う歯槽部の垂直的な成長が

見られるのみとなる。ところが，下顎骨の成長に

よるところの大きい下顔面部は，思春期性の成長

スパートの見られる一般型を示し，13～15歳頃も

まだ成長をし続けている。これが大変厄介なこと

で，咬合関係の改善や悪化の判断を下す予測の難

しさとなってくる。いろいろな手法で成長予測が

図られているが，必ずしも，確実とは言えないの

が現状である。学校歯科医の方が，健診に際し

て，最も判断に困られるところである。専門的な

知識を持ってしても，この予測の問題は極あて難

しい。事実，小学校低学年の時には，特に著しい

咬合異常ではなかったケースが，思春期性成長ス

パート以降骨格性の咬合異常を呈してしまったと

いう様なケースに遭遇することも稀ではない。

団顎関節

　顎関節の機能異常，顎関節症は，従来，開口障

害，関節痛および関節雑音を主症状とし，他の顎

関節の疾患と異なっているものを指していた。し

かもその発症は，20歳前後と50歳以降の女性で多

発すると言われていた。しかし，最近，低年齢に

も類似した症状を呈するケースも増えてきたとい

う報告が見られ，社会的にも医療サイドからだけ

でなく注目を集めている。

　顎関節症を，成人も小児も同一の病態と考える

ことには，疑問があるが，少なくとも，類似症状

の発現があることに，学校歯科医としては，十分

注意を払うべきであろう。

　顎関節は，咀囑を始め，口腔機能を分担する構

造要素として重要な器官であり，この機能異常

は，直接的に咀囎障害に結びっくわけである。関

節突起の形態形成の不全，形成異常，関節円板の

転移，菲薄化，穿孔，関節包の脆弱化などは，咀

囎運動の異常，咀囎パターンの歪みを惹起すると

ともに，逆に，それら組織器官にフィードバッ

クして進行性に形態異常をさらに悪化させる結果
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を生んでくる。治療法など未だ確立されていない

疾患であるが，低年齢であっても重篤な疾患への

発展性を秘めた事象に対するなんらかの対応が求

められるのは当然であろう。

圖筋軟組織系

　咀噌運動の始まりは，乳児期の吸てつ運動にさ

かのぼることが出来る。お乳を吸うという行動に

より口腔周囲筋群が発達してくる。この機能が，

やがて，歯の萌出により食物を紛砕し，すり潰

し，嚥下をするという咀囎運動に発展していく。

もちろん，咀囎運動は，中枢性のリズム制御とと

もに歯根膜などの末梢受容器からの反射性の制御

を受けてコントロールされているわけであるが，

生理学的な神経筋機構にっいて十分に解明されて

いない部分もあり，人の咀囎運動をシュミレー

ションさせた，咀囎ロボットは，研究されてはい

るが，未だ完成の域には達していない。

　咀囎筋をはじめ舌や頬部，口唇の協調した運動

により円滑な咀囎が遂行されるわけであるが，例

えば，歯根膜に麻酔をかけて咀囎運動をさせてみ

ると，口腔外に食物が飛び出したり，口唇や頬を

噛んでしまったりなかなか円滑な運動が行えな

い。あるいは，脳血管系の障害や顔面神経，三叉

神経の麻酔がおきている患者なども咀囎運動に支

障をきたしてくることはよく言われている。この

ような事実が物語ることは，咀囎の発達に筋軟組

織系の関与が極めて重要な役割を持っているとい

うことである。

　さらに忘れてはいけないことに，味覚の発達が

挙げられる。人は，味覚によって，咀囑運動を活

発に行うかあるいはあまり積極的な運動を行わな

L
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いかが決まってくる。もちろん，満腹感などの中

枢性の制御は関与するが，それに加えて，味覚の

発達も重要な要素のひとっと言えよう。

　咀囑運動に伴い唾液の分泌の充進も咀囎機能の

遂行に欠くことの出来ない要素である。最近，噛

まない子供，噛めない子供という表現で咬合と口

腔機能の発達にっいて論じられているペーパーを

見かけるようになった。昔から，よく噛んで食べ

る習慣をうるさく言われる。これはとても大切な

ことであって，よく噛むことにより唾液の分泌が

充進し，食物の消化を助けることになる。また，

ひいては，脳内血流の循環が良くなって，知能の

発達も促すという報告まで出てきている。単に堅

いものを食べると顎骨の発達が良くなると言うこ

とではなく，咀噛運動に要する総エネルギーを高

めることこそ咀噌機能の発達という総合的な視点

にフィットしていく表現であると考えている。

　以上，口腔機能の中でも咀囎機能の発達に関す

る諸要素という視点で，総論的な見解を述べてみ

た。口腔の持っ，もう一っの重要な機能として，

発音機能が挙げられるが，構音素材としての構造

的要素は，咀囎機能のそれとほとんど同じであ

り，わずかに，耳鼻咽喉科関連の分野が落ちてい

るだけである。この分野に関しては，また別の機

会に私見を述べてみたい。

　いずれにせよ，歯，歯列，咬合，顎関節などを

主体として，学校保健の中で口腔機能の問題の解

決に，全身の健康へ結びつく大局的な，あるいは

総合的な研究協議が進められることが切に望まれ

る。
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巨）はじめに

　衝撃的な事件が発覚して，情報メディアに寄せ

られた数多くの論評や意見を通読していると，多

くの国民が教育批評家になった感がする昨今であ

る。そのことはさておいて学校教育を巡る問題は

枚挙に暇がないほど山積している状況にある。そ

れら課題の全ては，学校関係者が背負わなければ

ならない責務であろうか。

　「子供に認あられる全ての状況は，未来からの

メッセージである」と捉えるならば，社会が各々

の機能を駆使してこれらの課題に早急に真摯に対

応しなければ，取り返しのっかない禍根を残すこ

とになると考える。

　当面の教育課題を概説し，課題解決に向かって

学校歯科保健が果たす役割について，むし歯予防

推進指定校や全日本よい歯表彰候補校の実地審査

等の成果を踏まえて考えてみたい。
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匝）学校教育の課題

（1）中央教育審議会一次答申で指摘された教育

　課題

　第15期中央教育審議会は平成8年7月19日

「21世紀を展望した我が国の教育の在り方にっ

いて」を文部大臣に答申した。その答申に指摘

された子どもたちの生活の現状について

　①ゆとりのない生活

　②社会性や倫理感の問題

　③　自立の遅れ

　④健康・体力の問題

　⑤現代の子どもの積極性

　⑥学校生活をめぐる状況

　の特質を6っの視点から捉え，さらに家庭・

　地域社会の現状やこれからの社会の展望を概

　説した上で，今後における教育の在り方の基

　本的な方向を次のように指摘している。

　　「このように考えるとき，我々は子どもた

　ちに必要となるのは，いかに社会が変化しよ
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うと，自分で課題を見つけ，自ら学び，自ら考

え，主体的に判断し，行動しよりよく問題を解

決する資質や能力であり，また，自らを律しつ

っ，他人とともに協調し，他人を思いやる心や

感動する心など，豊かな人間性であると考え

た。たくましく生きるための健康や体力が不可

欠であることは言うまでもない。我々は，こう

した資質や能力を，変化の激しいこれからの社

会を「生きる力」と称することとし，これらを

バランスよくはぐくんでいくことが重要である

と考えた」一中略一

　「このような「生きる力」を育てていくこと

が，これからの教育の在り方の基本的な方向と

ならなければならない」

　特にいじめ・登校拒否の問題を取り上げその

打開の方策として7項目を提言している。かっ

て「臨時教育審議会第二次答申（昭和61年4

月）」にいじめの問題が指摘されているし，文

部省から今日まで初等中等教育局長等の行政指

導がなされている。さらに「いじめ対策緊急会

議報告（平成7年3月）」「児童生徒の問題行

動等に関する調査研究協力者会議報告（平成8

年7月）」が各都道府県教育委員会を通して教

育機関に通知され，教職員が通読していると了

知している。

　今日における学校教育の課題は，児童生徒に

対して将来展望に立った「生きる力」の洒養で

あり，緊急には「いじめにっいての対応」であ

り「登校拒否・中途退学の改善」である。

　「たとえ，明日地球が破滅しようとも，私は

なお林檎の樹を植え続ける（J．J．ルソー）」

と教育に懸ける不退転の意志を示した言葉を想

起しながら，我々教職員は各学校において実践

しなければならないのである。

匿）学校歯科保健の目標

　児童生徒の健康問題の変化，児童生徒の健康に

対する要求の高まり，保護者の期待の増大，高齢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　講　義■

社会・情報社会・高速社会等の進展など，社会変

化の推移に伴って健康問題は著しく変化してい

る。これらの状況を考慮すると，学校保健の目標

は新しく構築する必要が生じてきている。学校歯

科保健の目標も同様であり構築していかなければ

ならないと考える。

　これからの学校保健の目標としては次の事項が

あげられる。

　①人口問題食糧問題感染症を含む疾病問

　　題など世界的視野に立った社会状況を理解

　　し，地域の健康問題を総合的に考え，対処す

　　ることを学校保健活動の原点にしなければな

　　らない。

　②将来親になったとき，自分の子どもに対し

　　て影響を与えることを考え，生涯を通じて望

　　ましい保健行動ができるように現在から実践

　　を継続していく。

　③保健医療サービスや医薬品を正しく利用

　　し，受療者の立場から，保健医療体制の整備

　　に貢献していく。

　④「精神障害が中心となる社会」を回避する

　　ために，薬物乱用の防止について共通理解と

　　共通実践は不可欠である。

　⑤社会的疾病としてのタバコ，アルコールに

　　対する自立性を養う。

　⑥社会的ネットワーク形成に関する生活化を

　　図り，生涯を通じて好ましい人間関係を維持

　　していく。

　⑦ヘルスプロモーションに参画していくこと

　　は，果たさなければならない個人的責任であ

　　ると同時に，社会的責任としての責務がある

　　ことを認識していく。

　これらの学校保健の目標を基盤にして学校にお

ける歯科保健活動を展開していかなければならな

いと考える。

　第一は8020運動の周知と実践である。80

20運動の理念は，健康な口腔環境を終生保全し

ていくことであり，歯科を通した生涯にわたる健
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康獲得のコンセプトである。8020運動の周知

と実践は，児童生徒に対する口腔保健のキーワー

ドなのである。

　第二に将来親として子どもに対して望ましい保

健行動を酒養させるために，現在子どもの時期か

ら望ましい生活習慣の集積が必要であり，努力し

ていかなければならないことなのである。例えば

rHUMAN　HEALTH　BELEIF　MODEL」に
基づく認識を深めさせることが基礎である。

　○むし歯は誰でもが罹患しうる疾患であると認

　　識している。

　○むし歯は時として生命にかかわる重篤になる

　　疾患であると認識している。

　○歯の疾患の予防に関する知識は，歯科の予防

　　行動を確実に定着させると認識している

　第三として口腔保健に関する認識と技能の習熟

は，個々の人間にとって望ましい健康習慣を確立

するために，ライフスタイル形成の基礎として不

可欠であり，その生活技能として認識させていく

ことである。スパイラルな指導が不可欠であって

も高等学校段階では，小学校レベルの歯科保健の

繰り返しであってはならない。高等学校段階で

は，近い将来親になり育児を通して子どもの社会

化を考えなけれはならないことを理解させなが

ら，口腔保健にとどまらない健康哲学の上に人生

観人間観を構築するように示唆するものでなけ

ればならない。

　第四として現在罹患率の高く，また問題の多い

歯の疾患にっいて，その問題解決にあたって歯科

治療に依存しないで，行動様式の変容によること

が不可欠であることの学習が基本である。例えば

思春期以降多く発症する歯周疾患の問題である。

初期の歯周疾患の場合，ブラッシングで改善する

ことができるが，進行した歯周疾患は歯科医療で

しか治療できない。思春期以降の中・高校生に

とってこのことの認識度は低い。

　第五は「精神障害の予防」として歯科保健活動

の継続である。ディバーはライフスタイルの形成
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と健康障害との相関にっいて研究報告している

が，「みがき残しのない歯みがき」の生活技能の

習得は，問題解決学習の集積であり，人間形成に

おける忍耐と克服の連続である。

　第六は社会的ネットワーク形成に健康な口腔環

境は必須なことを認識させることである。対人関

係が疎遠になる一っに口臭の問題がある。対人関

係の破錠は生きがいに関連する社会的ネットワー

クを弱くする。社会的ネットワークの確立は平均

余命を延長し，充実した生涯を享受することか

ら，たかが口腔環境の悪化として軽視することは

できないのである。

　第七の目標は，生涯にわたる健康獲得は個人の

努力が基礎になければ砂上の楼閣に過ぎないこと

を認識させることである。望ましい口腔環境の維

持は，自己抑制する習慣の蓄積の上に成り立っも

のに外ならない。健康は自己責任において獲得す

るものである。このことは生涯を通じる健康と口

腔環境の健康との相関を理解することにある。し

たがって，学校における歯科保健の目標は，学校

保健の目標の具体化であり，焦点化したものにな

るのである。

塵）学校歯科保健活動の実践

（1）教育として学校歯科保健の認識

　小学校における歯の保健指導の研究成果は，

歯に関する保健指導が教育活動として定着して

いることを明らかにし，さらにパイロットトラ

イアルを通して中学校・高等学校への波及の可

能性がある実践理論にまで高めたことである。

ちなみに教育として学校歯科保健を評価できる

観点は次の3点である。

　①歯みがき学習にみる問題解決学習

　　前述したように児童にとって歯の疾患や口

　の中の汚れの状況は，容姿と同じように観察

　の対象になるものである。痛さを伴う時はな

　おのこと鏡を通して詳細に観察するのが普通

　である。歯科保健としては痛さ・出血などの



症状，口腔内の違和感の有無に関わらず定期

的に意図的に観察する習慣を身に付けるよう

に工夫させる必要がある。小学校低学年の時

期に，自分の目で歯の健康や異常・疾病にっ

いて観察して，何が問題なのかを知る驚きを

経験することは，それ以降の歯を健康に育て

ることの動因になり，さらに成長を自分の問

題として認識することにつながる。歯の保健

指導の手引きで「歯みがき」指導の基本は，

みがき残しの発見

→歯垢の存在の認識

　→みがき残しのないみがき方の工夫

　　→工夫したみがき方の実践

　　　→みがき残しの再発見

を繰り返しながら，自分の歯並びに適した歯

みがきの方法を習得していくことにある。こ

の学習過程には児童が何が問題であり，どの

ようなことを学習しなければならないかが分

かる問題把握と，その問題をどのようにして

解決するのかを探求し思考する解決思考の領

域がある。この学習の集積は人間として望ま

しい行動様式を習得することに発展していく

波及効果の高い学習方法といえる。学習者の

問題把握が科学的であること，解決思考が正

しい洞察に基づく思考に高あることなどを配

慮して展開しなければならない。

　この歯みがきの方法の習得を題材にした問

題解決学習は，わが国の現在の家族がう歯罹

患状況であることから考えて学習の共通項に

なりうるものであり，児童にとって問題解決

学習の関心，態度形成，継続などによって主

体的に学習することに発展させることができ

る。さらにその深化が期待できるのである。

②意志決定する能力の酒養

　一般に意志決定は，個人が思考や行動の問

題に当面したときに，形成した価値基準に基

づいて，考えられる範囲の中から選択する行

動とされている。また，行動選択の意志決定

　　　　　　　　　　　　　　　　講　義■

能力は人間生存の基礎である。意志決定する

場合，自分自身が形成した価値観（人生観・

社会観など）に大きく影響されるとされてい

る。したがって，学校教育活動における習得

した知識，自分を取り巻く人間関係，個人の

過去の経験，所属している集団の規範，社会

の風潮などが，個人個人の価値観形成に深く

かかわっていることを示している。このよう

な意志決定の前提となる形成した価値観に基

づいて，

課題と状況の理解

→可能な全ての行動の検討

　→情報の収集

　　→行動結果の予測と考察

　　　→行動への意志決定

　　　　→行動の試行

　　　　　→行動試行結果の評価

　　　　　　→行動の定着

の過程を経ながら行動選択が決定されるので

ある。

　生涯を通して「生活の質（Quality　of　life）

を探究する上で，歯科の分野からのアプロー

チとして知られている「8020運動」の歯

科目標を達成するため，学校歯科保健はその

基礎っくりの過程であると認識されている。

児童生徒が健康な歯科保健の習慣を獲得する

過程にあって，常に成就と挫折・逃避を体験

するものである。しかし口腔環境を快適にす

ることの成就感の体験は，歯科保健の価値を

形成し，望ましい歯科保健行動の意志決定能

力を高めていくことになる。このように生涯

を通じる健康な生活習慣を確立していく上

で，意志決定能力を高める最適の題材として

歯科保健があり，児童生徒の大脳にインプリ

ンティングされていくことになる。

③感性の豊かさの追求

　「感性は身体的・生理的感覚のはたらきを

基礎にして，理性のはたらきを潜在的に支え
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　ているものである」とされており，学校教育

　においては理性的行動と関連して感性の酒養

　が重視されていることは衆知のことである。

　感性の具体的あらわれの基本は教育にとっ

　て，教師と児童生徒，児童生徒間の感性的基

　盤が不可欠なことをデカルトは表現してい

　る。特に，愛・喜びは人間的なっながりの基

　本であり教師と学習者との間の前提であると

　している。児童生徒の歯科保健行動は，この

　感性を培う上で核となるものである。学級担

　任，養護教諭，学校歯科医などによる歯の保

　健指導によって歯垢の除去や歯肉炎の改善，

　口臭の除去などの体験は，身体清潔を感覚的

　に認知し，情感を豊かにする原点になる。ま

　た共感をもって指導してくれた人に対する信

　頼感を大きくすることになる。「むし歯予防

　推進指定校」における歯の保健指導の実践が

　ただ単にむし歯の治療・予防活動にとどまら

　ず，児童生徒の人間形成に優れた実践成果が

　あることを立証しているのである。今後人間

　としての感性の酒養を図る領域として，学校

　歯科保健を位置付けることもまたこれからの

　実践の集積に負うところが大きい。

（2）学校歯科医とのチームティチングの推進

　学習指導要領の改訂によって指導計画を作成

する時の配慮事項の一っとして，「教師間の連

携協力を密にするなど指導体制の工夫に努める

こと」が新しく加えられた。特に指導体制の工

夫を配慮事項の項目として求めたことは，これ

からの学校教育が生涯学習社会の形成に寄与し

なければならない責務があるとして，「自ら学

び主体的に社会の変化に対応する能力」の育成

の実現がこれからの教育課題であり，そのため

の教育の在り方に対処する方法として示された

からである。学校における歯科保健に関する指

導においても，この観点に立ってその充実を図

らなければならない。

　歯科のみならず口腔保健に関して教員が行う
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授業にっいて必ずしも教材研究する教材・教具

等の資料が整備されていない。また学校週5日

制の実施にともなって学級活動（ホームルーム

活動），学校行事等特別活動の実施時数も制約

を受けているのが実情である。そのたあ限られ

た実施時数の中で児童生徒が歯科保健・口腔保

健の学習効果を高めるには，教材・教具の整備

とともに，指導過程の工夫が必要になってく

る。この指導過程の工夫とは学校歯科医が参加

した保健学習，歯科保健に関する特別活動の授

業の組立を考えるということである。チーム

ティチングの実施である。既に「むし歯予防推

進指定校」の研究実践では学校歯科医の授業参

加による学習効果の高まりが報告されている。

また，歯科衛生士による実践的活動の展開が児

童の歯科保健行動の変容をもたらしていること

も報告されている。このことは学校歯科保健の

拡充を図るために学校歯科医等の授業参加が極

めて重要であることを示唆している。

　さらに学習指導要領の総則では「開かれた学

校の促進」の観点を提示し，小学校，中学校，

高等学校毎の横の連携だけではなく縦の連携を

図ることと，学校間の連携のみならず地域にあ

る教育資源との連携を深め学校教育の活性化を

求めている。各学校ではこの新しい学習指導要

領の求めに具体的に対応するため，努力して教

育活動全体にわたる年間指導計画の立案と評価

を進めているところであるが，児童生徒の健康

に深く影響を及ぼしている歯科保健，口腔保健

を進展させるために，学校歯科医会等と連携す

るとともに，各学校の教職員とのコンセンサス

を得ながら学校歯科医が授業参加することに

よって，歯科保健に関する児童生徒の関心・意

欲・態度を育て，的確な歯科保健行動が選択で

きる意志決定の力を育てることが望まれるので

ある。

（3）学校歯科医によるスーパーバイズの試行

　「むし歯予防推進指定校及び啓発推進地域」



の成果は歯に関する指導が歯科保健についての

科学的理解の深化にとどまっているのではな

く，当該学校や地域の児童生徒，保護者に対し

て歯科保健に対する意識の変化や人間として望

ましい行動規範を形成する上で大きな影響を与

えてきたことをあげることができる。中学校・

高等学校の生徒指導に関する重点目標に，「基

本的生活習慣の育成」を掲げている学校が多

い。基本的生活習慣の育成は幼児期の生活目標

である。中・高校生の幼児化を憂慮するだけで

なく，将来展望にたって人間としての資質，基

本的生活習慣を育成する責務が現在学校にも求

められている。

　①学習活動や物事に対して集中して取り組

　　むことができる。

　②生活の多くの事象に対して的確に思考す

　　る力や判断する力が伸びている。

　③節度ある行動をとることができるように

　　なってきている

　④自分に対する謙虚さと自信ができている

　⑤豊かな感性が育ってきている

　これらのことは生涯を通して人間として身に

付けていくように努力していかなければならな

い人生課題である。むし歯予防，歯周疾患予

防，歯・口の健康っくりなど歯科保健活動を通

して培われる上記の資質は，人間として成長す

る上で不可欠の基礎を形成していることにな

る。このことから考えると，学校における歯科

保健活動に関わっている教職員に対して，児童

生徒の人間形成に歯科を通して関わる問題意識

を育て，児童生徒の歯科問題に対処できるよう

に指導・助言等の援助が必要になる。したがっ

て，歯科に関する学習と学校歯科医との連携に

学校歯科医がスーパーバイザーとして関わるこ

とが重要になってくる。保健室における主とし

て養護教諭が行う相談活動は近年注目されてい

る活動の一っである。心の健康に何等かの問題

をかかえてくる児童生徒が頻度高く保健室を訪

－
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れて相談して束の間の心の充足を図っているこ

と，また保健室登校などによる相談活動の継続

などが行われている。しかし児童生徒の歯科疾

患，付随する口腔問題に関して，養護教諭が行

う相談活動のアドバイスの内容や方法にっい

て，養護教諭自身が不安を抱いていることが実

情である。相談活動の内容や方法を経時的に再

現しながら養護教諭の行った指導・助言をスー

パーバイズして，より的確な相談活動が展開で

きるようにサポートすることが望まれる。典型

的な事例として「口臭恐怖」や「口腔機能異

常」による対人関係の破錠がある。成長期に挫

折経験の乏しい現状の児童生徒にとって，対人

関係の破錠は耐えられない出来事なのである。

極端に言えば本人の精神活動の停滞までも誘発

するほどの事柄なのである。学校歯科医との連

携を深めていく必要性がある。「児童生徒の健

康問題の発見とその解決への自律性の援助」

「健康問題の発見とその解決に向けて多くの教

職員と連携していく能力の開発」の視点から連

携の強化は不可欠のことである。

（4）学校一家庭との連携の強化

　①連携することの意義の再評価

　　むし歯予防推進指定校，むし歯予防啓発推

　進地域事業における研究推進校などの研究実

　践にみられる学校保健委員会の活動は，児童

　のむし歯予防や歯・口の健康つくりに関して

　学校・家庭（地域社会）との連携を具体化す

　るたあの先導的試行であったといえる。

　　現在の児童生徒の健康に関する問題や問題

　行動が多様化し複雑になっていることから，

　それらの問題解決を学校の自助努力だけに求

　めることはできなくなっている。一方家庭は

　学校が学校本来の機能を果たしていくため

　に，当面している児童生徒の健康に関する諸

　問題の解決を図らなければならない責務があ

　る。即ち地域社会を含めた家庭における教育

　環境の基盤整備である。このような学校と家
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庭がかかえている児童生徒の健康問題を解決

していくたあには，学校は今まで以上に家庭

（地域社会）との連携にっいて校内組織体

制，連携の方策，活動予算などにっいて策定

し，具体的に活動していかなければならな

い。今後各学校にあっては学校と家庭（地域

社会）との連携に関して学校保健委員会の組

織体制，活動内容を再評価し，その活動を拡

充する必要がある。

　学校と家庭の連携の具体的活動としてPT

A活動におけるむし歯予防研究が全国的な広

がりを持ったとは言えないまでも多くの地域

で実践されてきている。地域における学校間

の連携などによる児童生徒の歯科保健の問題

解決に当たっての実践活動の一つである。既

に述べたが，歯科に関する疾患は児童生徒の

問題だけでなく，恐らく家族全員が罹患して

いる健康問題でもある。したがって，各学校

は児童生徒の歯科に関する健康問題の解決に

あたって，家庭における歯科に関する健康問

題を啓発していくことが肝要である。これら

問題の解決に当たって，一学校の学校歯科保

健活動では適切に対応できなくなってきてい

る現状を踏まえ，問題の対策を効果的に進め

るために，同校種の学校が，PTA活動を含

めた組織活動として情報の交流，解決方法の

工夫，実践，評価等といった活動，即ち横断

的活動を充実していかなければならない。ま

た，児童生徒の歯科に関する健康問題は，時

系列にそって解決を図る必要がある問題であ

ることから，小学校でむし歯予防行動の自立

化が図られていても，中学生，高校生の歯科

保健行動に発展していかない状況を踏まえ，
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　小学校・中学校・高等学校が連携して一貫し

　て指導，管理を継続することによって効果を

　上げることが可能である。このように発達段

　階に配慮した児童生徒の歯科保健に関する縦

　断的対応も重要なのである。

　②連携を深化する行動目標の設定

　　学校と家庭が相互に協力しあい問題解決を

　図ろうとする努力を継続することによって，

　家庭との連携が円滑に進められることにな

　る。さらに，学校と家庭が連携しながら児童

　生徒の問題を解決していくためには，学校と

　家庭は，各々の教育機能の特性を理解し相互

　の教育活動の活性化を図る必要があり，その

　ために次のような行動目標を設定する必要が

　ある。

　　（7）学校は，家庭の教育力の回復に学校が

　　　持っている教育機能を，状況に応じて適

　　　用できるように校内の組織体制を整えて

　　　いく

　　（イ）学校は，家庭の教育力を生かしていく

　　　ために信頼関係を確立し，教師と保護者

　　　とが問題解決に当たって相互に創意工夫

　　　していく

　　（ウ）学校は，児童生徒の健康問題の検討や

　　　対策を通して学校間，学校単位，PTA

　　　交流を積極的に推進していく

　　（エ）学校は，地域社会が持っている教育力

　　　を回復するために，地域社会の様々な活

　　　動の企画運営に参加し，情報交流や人間

　　　関係を深めて学校一家庭の連携に活用し

　　　ていく。

（平成9年度よりむし歯予防推進指定校は歯・

口の健康っくり推進指定校に改称）
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▽はじめに

　健康は生きていく上で，最も重要なことであ

り，それは人それぞれの健康観のもと，長い時間

をかけてっくられ，積み重ねられていくものであ

る。世界保健機関（WHO）の定義によると，

r健康とは，身体的・精神的ならびに社会的に完

全に良好な状態をいうのであって，単に病気でな

いとか，身体が虚弱でないとかということだけで

はない』としている。

　本校では，毎年行われる健康診断をとおして，

r生涯を通じて健康で安全な生活を送れる人』

（学習指導要領第1章第1の3）を目指すため，

児童期から健康を意識させ，これから生涯にわ

たって自分の健康つくりをどのようにしていくか

を考え，具体的に実践していく力を児童に身にっ

けさせたいと考えている。その力は，児童のこれ

からの「生きる力」となり，より積極的に自己実

現していく「活きる力」となることを，本校では

期待している。

考える健康一 健康を見っめる 一

一健
康
教
育

守る健康一
今の健康を大切

にする 一

実
践
力
の
育
成

一

活

き
る

っくる健康一

将来にわたって

健康つくりをす

る

一

（1）健康診断と保健指導の関係について

　児童生徒の健康診断は，健康の保持増進を図

るため，結果に基づいて，治療の勧告・学校生

活の指導などを行い，個別の保健指導から学校

全体の保健指導へと広げていかなければならな

いQ

　また，学校の健康教育においては，集団との

かかわりの中で考え，育てていかなければなら

ない。そのr集団のよさ』を生かし，互いに見

っめ合い，励まし合い，高め合いながら，児童

一
人ひとりに全教育活動の中で健康の保持増進

を考えさせていきたい。
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（2）健康診断の改正と保健指導の変化

　改正された内容を考えると，今までは健康診

断による疾病の早期発見・早期治療を目的とし

ていた点が，予防とケアに変わってきた。特に

歯科保健活動の領域部分では，検査項目が改善

され，児童生徒が自分の健康状態を把握し，自

己管理能力を身にっけ，自分の健康っくりに努

めていけるようになった。

　学校で行う歯の保健指導を進めるたあに，よ

りどころとなる目標と内容がある。小学校保健

指導の手引きによる目標は，「健康な生活を営

むための必要な事柄を体得できるように，積極

的に健康を保持増進できる能力や態度を育て

る。」こととされている。

　具体的な歯の保健指導の目標は，

　①歯・口腔の発育や疾病・異常など，自分

　　の歯や口の健康状態を理解させ，それらの

　　健康を保持増進できる態度や習慣を身につ

　　ける。

　②むし歯や歯肉の病気の予防に必要な歯の

　　みがき方や望ましい食生活などを理解し，

　　歯や口の健康を保っのに必要な態度や習慣

　　を身にっける。

　　　また，健康を達成するための指導内容

　　は，

③自分の歯や口の健康状態の理解

④　むし歯や歯肉の病気の予防に必要な歯の

　　みがき方や食生活

と，なっている。

マ7健康診断を保健指導に生かす

　　　方法として

（1）基本的な考え方

　先にも述べたように，健康診断の性格が予防

とケアに変わってきた。本校では，疾病を早期

に発見し，保護者に治療勧告を出すというよう

な守り中心の健康診断から，児童個々が自らの

健康について理解し，積極的に健康を保持増進
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していくための健康診断へと変えていきたいと

考えた。

　そこで，健康診断やその結果をより生かすた

めに，通常の活用以外に，以下に示すような手

立てをとってきた。

　①個人支援カルテを作成し，健康診断デー

　　タを児童に変化と現状を具体的に分かりや

　　すい形にまとめ，個々の健康つくりの目安

　　を与える。

　②各学級で行われる保健指導に，養護教諭

　　が参加し，健康診断の結果等の保健データ

　　が授業中にいかせるようにする。

　③学校歯科医の協力を得て，健康診断の回

　　数を増やしたり，時間に余裕をもたせ，児

　　童個々への指導をしていただく。

　④学校歯科医に学級・学年での保健指導に

　　参加してもらい，健康診断の結果に基づい

　　た具体的なアドバイスを受ける。

　⑤健康診断に基づいた専門的な指導を，学

　　校歯科医を招聰し，保護者へも行う。

（2）研究の目標

　本校は心身ともに健康で人間性豊かな子供を

育てることを教育目標としている。本来自分の

健康は自分で守ることはもちろんのこと，豊か

な心を育て，心身の調和的発達を図ることを目

標にしている。

　健康とは，生涯を通じて健康で安全な生活を

送るための基盤となる①衛生的な管理，②生活

習慣の形成③防衛体力の向上の3っに支えら

れている。

　まず，自分で管理していくことが可能な

「歯」に関心をもたせ，健康な歯つくりを窓口

●衛生的な管理
・衛生的な環境っくり・衛生的な体っくり健

康
の
自
己
管
理
能
力

●生活習慣の形成
・規則正しい生活のリズム
・ 望ましい食生活

●防衛体力の向上 ・ 健康の保持増進

（



　として，健康な体づくりに主体的に取り組

　み，小学生のうちから健康な生活行動を選択

　し，決定していくことができる子供を育てた

　いと考えている。

（3）研究仮説

　①個々が生きる学習のあり方を工夫すれ

　　ば，一人ひとりの課題に対する意識が高ま

　　り，自分の健康に関心をもって主体的に取

　　り組む実践力が身にっくだろう。

　②興味・関心・意欲を高めるような環境を

　　工夫すれば，子供たちの自主的・自発的な

　　活動が促され，進んで健康っくりに取り組

　　む実践力が増すだろう。

　③人材活用や情報交換を通じて，地域や保

　　護者との連携を密にすれば，子供たちを取

　　り巻く教育力が高まり，健康な歯や体をっ

　　くる実践が習慣化されるだろう。

（4）実践の歩み

　本校では，平成5年度から2年間，文部省の

むし歯予防推進校の指定を受け，「健康な歯を

っくる」実践を通して，進んで健康に取り組む

子供を育てるための研究を行った。

　平成7年度から柏市教育委員会の研究指定を

受け，歯科医師を交えたチームティーチング

　（T・T）の研究に取り組んできた。

　平成9年度は，新たな取り組みとしてクロス

カリキュラムを取り入れた授業を実践し，より

指導の効果を高めたいと考え，研究を進めてい

る。

　むし歯予防推進校としての指定を受け，学校

と家庭や地域の連携のもと，計画的・継続的そ

して組織的に推進してきた結果が数値にも成果

となってあらわれている。中でも健歯率は確実

に増加してきている。しかしながら，未処置率

は全体の30％となっている。

（5）学校保健計画の見直し

　本校ではこれまでに，児童の健康や歯にっい

ての実態調査を踏まえて，年間指導計画の見直
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図1　歯科健康診断結果

しを行ってきた。

①全体構想……資料1

②特別活動全体計画

③歯の保健指導系統表

④歯の健康っくりの指導計画……資料2

⑤学級活動年間計画

⑥学校保健安全給食年間計画

⑦健康教育と学年のかかわり

⑧学年の取り組みのポイント……資料3

K〈ll7丁保健指導の実際

（1）学級活動など学年や学級での指導

　①T・Tを活用した授業

　　　子供一人ひとりの活動への意欲化・実践

　　化を図るための効果的な指導方法として，

　　T・Tを取り入れ，支援体制の方法や学習

　　内容を明らかにしていく。その際専門的

　　支援（歯科医師など）だけでなく，校内の

　　支援体制を確立する。また，指導過程を工

　　夫するために，「歯の保健指導の手引き」

　　（文部省）の学級活動における1単位時間

　　の指導過程を取り入れ，問題発見，問題解

　　決学習の展開を図る。

　②クロスカリキュラムの授業

　　　健康教育の指導内容は，特別活動に止ま
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　らず，理科・体育・家庭科などの各教科に

　深く関わっている。指導時数を確保し，健

　康教育の効果をヒげるためには，これらの

　教科ごとの内容の関連を高めることが不可

　欠である。本校では，健康教育の総合学習

　化を目指して，平成9年度からクロスカリ

　キュラムの研究に取り組み始めた。

③　評価方法の改善

　　一人ひとりの実践化・習慣化を図るため

　に，学習後の継続的な自己評価や継続的支

　援体制を確立していく。

　ニリピカノートの活用

　C支援カルテの活用

④保護者との連携

　○健康教育に関連する保護者へのアンケー

　　ト調査や広報活動，情報提供を行う。

　○授業参観で，歯科保健指導の授業を展開

　　し啓発を図る。

　C全家庭に歯垢染色剤を配付し，家族そ

　　ろって歯の汚れ調べをする。

　○学校保健安全給食委員会を年3回開催

　　し，保護者の関心を深める。

⑤　学校歯科医との連携

　O授業（学級活動）の中での協力

　c授業参観日における協力

　○歯科健診における個別指導
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　　t．学校保健安全給食委員会の協力

　⑥歯科医師会，関係諸機関との連携

（2）日常的な取り組み

　①実践化・習慣化のための環境っくり

　　Z児童会や委員会活動による環境つくり

　　◎興味・関心・意欲を高める環境っくり

　　　（学級保健コーナー・学年保健コーナー

　　　・歯の標語コーナー・歯の広場など）

　　○習慣化を図る環境つくり

　　　（鏡・歯のみがき方の掲示資料・タイ

　　　マーなど，洗口場の環境整備）

　②給食後の歯みがき

　　　決められた時間になると歯みがきの歌が

　　全校放送で流れている。毎日親しんでいる

　　歯みがきの歌のバージョンを変えることに

　　より，マンネリ化しがちな歯みがきの新た

　　な意欲づけになった。また，タイマーを設

　　置することによって簡単に済ませがちな歯

　　みがきがきちんと確保できるようになっ

　　た。

③歯垢染色液の活用

　　　子供たちは毎日の歯みがきに取り組んで

　　いるが，きちんとみがけているのか，みが

　　き残しがあるのかを昼休みに歯垢染色液で

　　検査できるようにしている。中には確かめ

　　染めをする児童もおり，みがき残しの部分
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　や気をっけてみがくところを再確認し，み

　がき方も分かってきている。

④デンタルフロスの活用

　　歯ブラシでは落としきれない歯と歯の間

　の歯垢を取るために全校児童が行ってい

　る。

▽本校の歯科健康診断結果の推移

　図1のグラフから分かるように，健歯率・処置

率を合わせて見ると，平成5年度以降，むし歯予

防推進校の指定を受けてから年々増加しており，

今年度は，全校の健歯率がかなり増加し，処置率

を合わせると8割近くにまで増えている。未処置

率もかなり減少し，健歯率を下回っている。

　図2のグラフから，6年生のDMF歯数が，着

実に減少してきている。日々の努力と過去5年間

の積み重ねによって，健康な歯っくりが成果と

なって表れているといえる。

　ただ，今年度は昨年度と比較して2．24本と悪く

なってしまった。児童の転出入が多いことも理由

として考えられるが，今更ながらに継続した日常

指導の大切さを痛感させられた。

▽成果と課題

（1）仮説1について

　①T・Tによる支援体制を工夫し，子供の

　　活動の場や自己を見つめる場を設定するこ

　　とにより，自分の健康を意識し，関心を

　　もって健康つくりに取り組もうとする実践

　　力が身にっきっっある。

　②学校歯科医，養護教諭，学校栄養職員，

　　担任外職員等によるT・T支援体制の確立

　　により，子供の多様な興味・関心への対応

　　が可能になり，主体的な学習が展開でき

　　た。

　③学級T・Tから学年T・Tへの学習集団

　　の枠を広げていくことにより，学習形態や

　　方法が多様化し，個を生かした学習を展開

　　することができた。

　④個に視点を当てた実態調査をすることに

　　より，一人ひとりへの適切な支援ができ，

　　子供は最後まで意欲的に自分の課題に取り

　　組むことができた。

（2）仮説2について

　①学習の動機づけのための環境っくりや，

図2　DMF歯数
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　　教室内・廊下等の環境が，子供たちの興味

　　を引き起こし，意欲的・自主的な態度が

　　育った。

　②歯の広場は，展示・ビデオ視聴・遊びな

　　どを通して歯や体にっいて学習する環境と

　　して充実してきた。

　③支援カルテは，子供が健康を継続的に見

　　　ることができ，意識化に役立った。

（3）仮説3について

　①保健便りや新聞の発行，学校保健安全給

　　食委員会の定期開催など，4年間の活動

　　が，家庭の教育力を高め，健康教育の実践

　　化・習慣化に役立った。

　②学校歯科医を交えての授業参観や歯みが

　　き指導，リピカノートの活用など，効果的

　　な啓発活動を行うことにより，健康に対す

　　る家庭の意識の向上がみられた。

③支援カルテの活用は，学校と家庭の双方

　　が子供の側面にたって指導することがで

　　き，子供の習慣化を図ることができた。

（4）これからの取り組みとして

　「考える健康」　「守る健康」　「つくる健康」

は，生涯にわたって子供たちが意識して実践し

ていかなければならない。これで十分という取

り組みはない。学校でも家庭や地域でも，子供

たちの実態に合わせてタイムリーな働きかけを

していかなければならない。

▽おわりに

　本校のむし歯予防の現状は文部省むし歯予防推

進指定校を受けた時と比較して着実にDMF歯数

は減っている。昨年1．98本とようやく2．0以下と

なり，研究の成果がみられてきたようである。今

後も，健康診断を生かして厚生省が提唱している

「8020運動」を推進していくことで，生涯に

わたり健康な歯っくり・体つくりに取り組んでい

ける子供たちが育っていくことを願っている。

〈参考文献〉文部省編「小学校　歯の保健指導の手引

き（改訂版）」
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資料1　全体構想

瞳家難から［〉

　　　　　　　学校教育目標

心身共に健康で人間豊かな児童の育成に努める
　　　　　　○思いやりのある子
　　　　　　○よく学ぶ子
　　　　　　○健康で明るい子

衛生的な環境つくり
衛生的な体つくり

生涯を通じて健康で安全な生活の送れる人

健康の自己管理能力の育成

望ましい生活のリズム

望ましい食生活
健康の保持増進

すすんで健康っくりに取り組む子供を育てるにはどうしたらよいか

　　　　　一「健康な歯や体をつくる」実践を通して一

考える健康・守る健康・つくる健康

関心・意欲をもっ

理　解　を　す　る

技能を高める

感性を高める

すすんで健康つくりに取り組む子

育

て

る
た
め
に

①個に応じた学習

　　T・T体制
（学級・学年・異学年）

①個に応じた学習

②専門家との協力

③家庭・地域との連携

④　環境整備

②専門家との協力

　　歯科医師

　　歯科衛生士

　　学校医

　　擁護教諭

⑤全教育活動での展開

⑤全教育活動での展開

特別活動く学級活動を中心に〉
・ 実践への動機づけ，方向づけ

・児童による諸活動

←④環境整備

　　保健コーナー

　　歯の広場

　　標語など
小　　　　　　ノ＼　　小

教科く生活，家庭，理科，体育，

　　　　　　　音楽，図工など〉
　　・健康に関する知識の習得

　　・発展的学習として

　　道徳・情意面の育成

た学習→

体制
・異学年）

の協力→
師
生
士
諭
養
職
員
　
な
ど

健康診断＜i

〔給食室から〕生徒指導 〔保鰹から〕

健康　な　歯　っ　く　り　・体　つ　く　り

実践化・習慣化 3家庭・地域との連携
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資料3　学年の取り組みのポイント（年間計画）

灘 ㍉　　事：辮ごド雛・ご… ’ド¢ジ∴繁＼簸：
　　　　　　　㌧　じご
湿：1馨醜撃灘纈1藷醗

○歯みがきカレンダーの記入の定着 一一一一一一一一一一一一一一一一　一一一一一一一一一一一皿一一　　｝一レ

1 O給食後の歯みがき実施
Q健康に関する図書紹介

一一一一一一一一一一一一一一一一　　『一一一『一一一　一一一　一　　一一

○懇談会での話題 ○授業参観での展開 ○歯の健康つくりのまとめの会の計

○支援カルテの活用 ○生活科での実施 画・実施
年
○保健コーナーの活用 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一　一一一　一　　『 レ

・ 歯みがきの順番 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 レ

O給食後の歯みがき指導の徹底 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一　｝一一一一　一 レ

2 ・むし歯になりやすい所

・歯の形に合わせてみがく ○献立表（栄養の三要素）の活用一一 幽一レ

年 ○支援カルテの活用 一一一一一一一　｝一一　『一一一一一一一一一　　一一一『｝『『一一一一
一 う

○リピカデーの効果的活用 ∪リピカデーの効果的活用 Qリピカデーの効果的活用

・歯を大切にしよう ・ 染め出しによる歯みがき ・ 私の健康な歯っくり

3
」保健コーナーの活用 ○保健コーナーの活用 ○保健コーナーの活用

・ むし歯をなくそう ・さとうの量 ・じょうずな歯のみがき方

年
こ1私のおやっ選びの紹介 ○歯の学習の感想の発表

〕支援カルテの活用 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 レ

O掲示板の活用
・個々の新聞，ポスター

4
の学年集会のテーマ

こ1授業参観での取り組み ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一一一一一一一一一　　一一一『一一一一一 》

年
こ・懇談会での話題

こ歯みがき大会参加を通しての事前 こ1食物や料理法への意欲づけのため

事後指導 の実習

○支援カルテの活用 一一一一一一一一　一一　　一一一一一一一一一一一一一一　　一一一『一一『 レ

G授業参観での取り組み
・歯肉の病気と予防，歯みがき 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一レ

○懇談会の話題 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 レ

5 …リピカデーの効果的活用
・ リピカノートでの復習 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 レ

∪保健コーナーの活用 ○健康を考えたおやっ（調理）

年 ・私の健康法の紹介 ○学年集会（体力つくり） O栄養素のはたらきのまとめ
（調理）

O支援カルテの活用 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一レ

o月1回の染め出し実施 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 レ

○歯みがきカレンダーをもとにした

指導 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 レ

・月2回の染め出し
6 ○授業参観での取り組み ○授業参観での取り組み

○自分に合った体力つくり ・4年間の健康っくりの発表会
・ なわとびなど ○自分に合った健康つくり

年 ・ 六大栄養素と食事

○支援カルテの活用 一一一一　一一一一一　一一　皿一『一一一一一一一　一一　一　一一一一一 一一
レ・

日本学校歯科医会会誌　79号　1998年3月／55



●●●●●・●●●・●●●●●●●○●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

〈その2＞

研究指定校における健康診断を

生かした保健指導について

●千葉県柏市学校保健会副会長（旭小学校学校歯科医）

大　森 啓

．●●●●●●●●●●●●○・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●○●●●●●●■●●●●●●●●●○●●■●○●●●●●●●●●●●○●●

亘7はじめに

　現在，私は柏市内小学校2校の学校歯科医と学

校保健会の役員をしている。

　旭小学校は，今年度で開校26年。開校当時812

人の児童数があったが，今年度は，14学級493人

の児童数で，毎年児童数は減少してきている。学

校歯科医は鵜飼真行先生と2人で担当し，約20年

になる。

　学校保健法の一部改正により，平成7年度から

は，学校における健康診断の方法は大きく変わっ

たと言える。

　以前の歯や口腔の健康診断は，う蝕の検出とそ

の対応で終わっていたが，現行では，予防や健康

増進に向けての活動になってきている。

　特に，旭小学校においては健康診断の改正され

る中，平成5・6年度に文部省からむし歯予防推

進指定校として委嘱され，新しい健康診断を前提

とした保健指導を行い，その充実を図ることがで

きたこと。また，引き続き平成7・8年度におい

ては，柏市の健康教育研究指定校として研究を積

み重ね，21世紀を担う子供たちが，健康で安全な
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生活をおくるための健康教育の視点を明らかにし

ていくことができたことである。

　なお，これらの研究を生み出すにあたって柏歯

科医師会，柏市教育委員会の協力なくしては，推

進できなかったことである。

　現在，これらの研究成果が，市内小中学校の学

校歯科保健活動の充実・発展に貢献していること

は否めない。

　研究指定校における，健康診断を生かした保健

指導の実際について，学校歯科医の役割とその活

動・参画を通して紹介したい。

厘7学校歯科医の役割，活動，参画

　学校歯科医の役割として，次の3っの仕事があ

げられる。

　①歯科保健管理に関すること

　②学校保健教育に関すること

　③歯科保健組織活動に関すること

　健康診断を生かした保健指導を実践するために

は，上記の3点が円滑に推進されなければならな

い。では，どのように学校と連携を図り，実践を

深めて行ったか。



，

二

可

（1＞歯科保健管理に関すること

　形式的に実施すれば，定期健康診断だけで，

と考えがちであるが，健診を多く実施すること

によって，より子供たちの口腔内の状況がわか

り，研修を進めるのに役立った。

　①歯科健康診断

　　○定期1回，臨時1回は必ず秋に全校対象

　　　に実施。臨時の実施回数を増やし，児童

　　　一人ひとりの口腔内の状況をとらえるよ

　　　うにした。

　　　＊柏市の場合，市内全児童生徒の健康診

　　　　断を電算処理している。

　　OCO，　GOの診断をしやすくするため

　　　に，歯科健康診断用のマニュアルをカ

　　　ラーコピーで作成し健診時に利用して

　　　いった。

　②健康相談及び歯科健康診断時における個

　　別指導

　　○健康診断の時間に余裕を持たせ，児童一

　　　人ひとりの歯・口腔内の状況について，

　　　個別指導を加えていった。

　　○健康診断に基づいたその後の専門的な指

　　　導を，保健相談として保護者に行うよう

　　　に努めた。

（2）学校保健教育に関すること

　歯・口腔の疾患の予防処置及び保健指導につ

いては，次の要領で実施していった。

　①教科，学級活動（保健指導）の歯に関す

　　る授業への参画，T・Tによる授業の実

ユ
蝋徽露麟
監鵡嚇籔跡

　　　　　　　　　　　　　　　　講　義■

践。

　○子供たちが歯科保健への関心を高め，意

　　欲をもって歯の健康づくりに取り組むよ

　　うにするには学級担任の指導だけでな

　　く，専門的な立場から，子供一人ひとり

　　にあった指導を行っていくことが大切で

　　ある。

　○この試みを成功させるために，平成5・

　　6年度は，21学級全てに，柏歯科医師会

　　の先生方（学校歯科医2名を含む）が各

　　学級の専任配属となり，T・Tの授業を

　　試行錯誤しながら，実践していった。

　　学習指導案の検討においては，学級担任

　と共同で授業の流れを工夫し，歯科医がど

　のような形で授業に参画するのか協議して

　いった。個別指導時の支援を担任と一緒に

　する方法。担任の指導を補足して，子供た

　ちに指導する方法。子供たちの質問を受け

　る方法。等，児童の実態及び，教材の指導

　内容に応じて，そのパターンを自由に決め

　ていった。

　　時には，各先生の診療所へ出向いて行っ

　ての検討会があったとも聞く。そこでは教

　材の借用も自由に行われたようである。

　　柏歯科医師会の研究への計らいは，担任

　や児童との交流を深め，子供一人ひとりに

　応じた事業実践を可能にしていった。

　　なお，旭小学校のT・Tの授業実践の中

　には，歯科医だけでなく，歯科衛生士，養

　護教諭，学校栄養職員などの協力を得て実

　施していった。

②教科，学級活動（保健指導）の歯に関す

　る資料の提供

　○全児童のぼくの歯わたしの歯（口腔内模

　　型）を作成したこと。

　　個人の口腔内の再現，口の中の状況が立

　体的にあらわれることで，自分の口の中の

　状態がより明確になり，次の視点から指導
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が図られると考えた。

　⑦歯列（歯並び）の状態を知る

　④　咬合（噛み合わせ）の状態を知る

　◎　う蝕の状態を知る

　㊤　歯肉の状態を知る

　㊥　歯の萌出

　㊧歯牙の個々の状態の違い（前歯と奥

　　歯，永久歯と乳歯）を知る

　以上の効果を，教職員の研修で知らせ，

保護者に理解を求める中で，全児童約700

人分の歯形を6か月かけて完成させていっ

た。

　歯型づくりには，柏歯科医師会の先生

方，そこで働く歯科衛生士の方々の休診日

の無償援助，また東葛歯科技工士会，市内

小中学校の養護教諭会の応援があった。

　なお，歯型をっくる教材費については市

教育委員会の計らいもあった。

　出来上がった歯型を利用し，子供たち一

人ひとりが自分の歯では歯ブラシの毛先が

どのように当たれば，歯垢が落とせるか，

どのようにすれば毛先が届くか。等々，自

分の歯型を活用することで，みがき残しの

ないブラッシングが工夫できるようになっ

た。なによりも生きた資料として，授業に

も役立てることができた。

　各学級担任の指導により，歯型を完成さ

せるまでの苦労にっいて話していただき，

子供たちが自分の歯型を大切にする気持ち

を養わせていった。

○視覚に訴える手法を取り入れたこと。

＠口腔照射拡大検視装置の活用

　　児童一人ひとりが口の中に歯の鏡を入

　れることで，口の中の観察が容易にで

　き，自分の口の中の様子を確認しなが

　ら，ブラッシングすることも可能になっ

　た。

⑤サリバスター潜血テストや染め出し液

58／日本学校歯科医会会誌　79号　1998年3月

　　の活用

　　　全児童が手軽に活用できるようにし，

　　色の変化によりブラッシングの状態がひ

　　と目で分かるようになっていた。

　◎　口腔内撮影用カメラ，VTRの利用指

　　導を行ったこと。

　　　歯肉の様子，奥歯の様子を口腔内撮影

　　用のカメラやVTRで撮り，子供たち一

　　人ひとりの様子について，授業の資料と

　　することができた。

　◎　コンピュータの活用

　　　T・Tを組む先生方とプログラムの内

　　容にっいて，事前に専門的な立場で話し

　　合い，授業用ソフトを開発していった。

　○いろいろな口腔内模型について、提供を

　　行う。

③講話やブラッシング指導について

　○教職員への研修

　　歯の保健指導には専門的な知識を要す

　る。また，教師の健康観や意識の違いは子

　供たちの日常実践のあり方に大きな影響を



及ぼすと考えられる。

　そのために，学校歯科医だけでなく，千

葉県歯科医師会，柏歯科医師会の先生方

の協力を得，校内研修会を設定した。多く

の先生方から，助言や授業を進めるうえで

のアドバイス，参考文献等の紹介があっ

た。

以下の3点にっいて，全体研修を行った。

＠　　「歯科保健とは？」

⑤　「かむことの大切さ」

◎　　「歯型の効果的な活用の仕方」

こ授業参加日における学校歯科医の協力に

　よる学年集会

　　5年生全体「歯肉の病気と予防につい

　て考えよう」というテーマで学習した。

　学級毎に調べたことの発表，学校歯科医

　によに歯肉の病気の指導，その後児童，

　保護者の質問や疑問に答える形式をとっ

　ていった。

cPTA活動　学校歯科医講演会

　　「お子さまの歯はだいじょうぶです

　か。」の演題により，保護者対象の講演

　会を開催。

　　最近の子供たちのむし歯や歯周炎の

　状態などをスライドを使い説明を行っ

L
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　　　た。

　　○ブラッシング指導について

　　　　ブラッシング指導にっいては，柏市の

　　　場合，小学校1年生は全学級，保護者参

　　　加型の指導を市の保健衛生部健康推進課

　　　の歯科衛生士を中心として実施してい

　　　る。

　　　　旭小学校の場合は，研究指定校になっ

　　　ていた間は，特別のはからいで，全学年

　　　全学級のブラッシング指導を，市の保健

　　　衛生部健康推進課の歯科衛生士が行っ

　　　た。各学年，発達段階に応じたプログラ

　　　ムを作成し実施していただいた。

　　　　ブラッシング指導の概要として，

　《児童》

　　・むし歯予防の正しい知識

　　・染め出し液によるみがき方の実践

　　・歯ブラシの選び方

　　・おやっのとり方の指導

　《保護者》

　　・家庭における基本的な生活習慣やむし歯

　　　予防に対しての理解と協力等である。

　　　　学校歯科医としては，健康診断時等で

　　　子供たちのブラッシング効果を確かめる

　　　上で大いに役立っている。

　　　　また，歯科保健の推進には，保護者の

　　　協力が何よりも大切であり，ブラッシン

　　　グ指導への参加を学校側も積極的に呼び

　　　かけている。

（3）歯科保健組織活動に関すること

　①学校保健安全給食委員会への参加・指導

　　○学校教育目標の達成を目指し，児童の健

　　　康で安全な生活を推進するための研究協

　　　議と連絡調整を行う。年間3回実施

　　○協議内容

　　　　歯みがき指導の現状と問題点，健康診

　　　断実施後の事後処置，歯みがき剤の使用

　　　の是非，前歯損傷等の事故について活発
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　　に協議され，専門的な立場での助言及び

　　学校関係者や保護者に協力を得ている。

②学校保健会を通しての柏市養護教諭会と

　の連携

　○歯型っくり

　　　直接多くの歯科医師の指導を受け，各

　　校の実践に役立っている。

　○改正された健康診断にっいて，学校保健

　　会理事からの指導。

　　　市内各学校での検診，及び歯科保健指

　　導の向上に役立った。

③地域歯科医師会への働きかけ

　し研究を推進するため，柏歯科医師会，千

　　葉県歯科医師会の協力を得た。

　○健康診断実施後の治療にっいては，旭小

　　学校児童のみならず，市内全校が新しい

　　治療勧告用紙を学校保健会理事を中心に

　　作成し，市内の子供たちが同レベルで治

　　療にできるようにした。

④地域歯科医師会，学校保健会行事への参

　加と連携

　○市内小中学校保健発表会では，日常活動

　　として実践している「歯」の取り組みに

　　ついて発表する。

　06年生児童の優良健歯コンクールへの出

　　場。

　○歯科医師会主催の口腔衛生大会に，標語

　　図画・ポスターの出品。

塵7おわりに

　旭小学校での実践について，学校歯科医がどの

ように関わり，研究を推進していったかを綴って

みた。

　冒頭でも述べたとおり，旭小学校が文部省の指

定を受けたのを機会に，市内全校が歯科保健に力

を入れる体制になってきたことは大きな収穫であ

ると考えてよいと思われる。

　よい歯の学校表彰について，柏市の場合，旭小
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学校が研究を始めたころは，千葉県レベルの表彰

は，1校という状況であった。本年度は，7校が

獲得するに至っている。さらに，全校への推薦校

も，毎年報告できる状況になってきている。

　その背景には，地域の研究を支えてくださった

方々の情熱や支援の賜ものであり，深く感謝申し

上げたい。

　今後も，地域の健康づくりのため，まずは口の

健康の実践活動に適進するっもりである。

《柏市児童生徒健康管理システムについて》

　柏市においては，児童生徒の健康管理・保健指

導及び事後措置の徹底を円滑に実施するたあ，義

務教育9か年分を一枚の健康診断票に記録してい

る。

　入力はバッチ処置をとり，専門業者に委託して

いる。

　これを導入するには，学校保健会において検討

が加えられた。

〈健康管理システム〉　異常なしの場合は空欄とする。

歯 科

口腔の状態
（列・合・関節・垢・肉）

その他の疾病 所　　　　見

コード 結　果 コード 病　　名 コード 病　　名

異常なし 異常な　し 異常な　し
01 要観察 01 01 要緊急治療
02 要精検 02 歯牙沈着物 02 要　　治　　療
03 03 エナメル質形成不全 03 CO要観察歯
04 04 象牙質形成不全 04 GO歯周疾患魏擦者

90 未検査 05 班　　状　　歯 05 CO・GO重複
06 変　　色　　歯 06

07 過　　剰　　歯 07

08 奇　　形　　歯 08 そ　　の　　他
09 口　　唇　　裂 80 未　　検　　査
10 口　　蓋　　裂 90

11 小帯異常
12

13

14

15

70 複数病名
80 そ　　の　他
90 未　検　査

※　口腔の状態・う歯・その他の疾病で治療（精検）勧告を受

　けた者は，所見で「02要治療」を記入する。
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実施の利点としては，

①学校の診断内容の充実が図れたこと。

②資料の明確化により学級担任の事務が軽減

　されたこと。

③　継続的な健康管理が可能となっているこ

　と。

④医科・歯科の健診方法が統一できたこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　講　義■

　⑤事後処置の指示，指導，助言が適切で徹底

　　したものになっていること。

　⑥各種の統計が容易に揃う。

　等が上げられる。

　不合理な事が何点かはあるが，学校医・学校歯

科医にとっては，データの活用が容易にできるよ

うになったことは事実である。
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参力賭の驚

地元歯科医師会の努力が役立つ

　前夜神戸入りした我々を歓迎したのは久し

ぶりの雨でした。そして11月にしては暖かな

3日間となりました。

　一夜あけて街をタクシーで大会会場まで向

かう間，昨日見えなかった震災の傷跡がタク

シードライバーの説明で分かりました。今回

の協議会の特長は、何といっても神戸という

あの恐ろしい地震を経験した場所で開催され

た事にあります。自らも被災されながら，数

多くの被災者の方々の口腔管理のために奮闘

された地元の歯科医師会の先生方のご努力に

よる，貴重な経験と資料は今後非常に役立っ

であろうと思います。

　協議会の内容としては、特に2日目の神戸

生田中学の追跡調査の結果についての講義を

お聞きして，地震災害によって食生活や生活

環境の変化に伴い口腔衛生状態が悪化したこ

とだけでなく，神戸の歯科医師が如何に努力

したかということが結果として現れておりま

した。

　ところで私は，森本先生の大学時代の教え

子であります。今回のお話の中にもありまし

たが，当時は病気の事についてどのように見

っけどのように治療するかという事について

学びましたが，この協議会では健康な状態に

対してどうするかという事を根本にした学校

歯科保健にっいて学びました。大学時代より

も今のほうが先生の講義が理解しやすかった

のは，私の歯科保健に対する心構えが良く

なったということなのでしょうか。

　協議会の関係者の方々に深く感謝致しま

す。

　　　　　　　　　　　（埼玉県　伊藤雄介）
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学校歯科医の職務と

●日本体育大学教授

吉　田　螢一・郎
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（1）学校歯科医の活動の現状をめぐって

（2）職務を考えるに当たって

　①　学校保健法第16条の規定

　②同法施行規則第24条（学校歯科医職務執

　　行の基準）の趣旨

　③保健体育審議会中間まとめ（平成9年6

　　月）における健康の考え方と学校歯科への

　　期待

（3）学校歯科保健活動の意義と役割の確かめ

　①歯科保健教育

　②歯科保健管理

　③　歯科保健に関する組織活動

　④　学校歯科保健活動の成果

（4）学校歯科医に期待される役割

　①学校の教育課題の動向に理解と関心を

　②学校保健安全計画に理解と関心を

　③　児童生徒への働きかけに工夫を

　④　教員に対する働きかけに工夫を

　⑤保護者に対する働きかけに工夫を

62／日本学校歯科医会会誌　79号　1998年3月
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①学校保健法の規定

　学校歯科医は，学校保健法第16条の規定によっ

て「大学以外の学校には，学校歯科医及び学校薬

剤師を置くものとする。」（第2項）とされ，「学

校歯科医は，学校における保健管理に関する専門

的事項に関し，技術及び指導に従事する。」（第3

項）とされている。そして同法施行規則において

職務執行の準則を規定している。

②学校保健法施行規則に見られる

　　　学校歯科医の職務（第24条）

（1）学校保健安全計画の立案に参与する。

（2）定期及び臨時の健康診断（学校保健法第6

　条の規定）のうち，口腔及び歯の検査を行

　う。

（3）健康診断の結果に基づく予防処置（法第7

　条の規定）のうち，う歯その他の歯疾の予防

（
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　処置及び保健指導を行う。

（4）児童・生徒の健康相談（法第11条の規定）

　のうち，歯及び口腔の相談に従事する。

⑤　市町村の教育委員会の依頼に応じ，就学時

　の健康診断（法第4条の規定）のうち，歯及

　び口腔の検査に従事する。

⑥　以上に掲げるほか，必要に応じ学校におけ

③学校歯科保健の領域・内容

学
校
歯
科
保
健

歯
科
保
健
教
育

保健学習
（healthinstruetion）

（教 科）

（主として特別活動）

保健指導
（health　guidance）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　講義■

　る保健管理に関する専門的事項の指導を実施

　する。

（7）学校歯科医は以上に掲げる事項について職

　務に従事したときには，その状況の概要を学

　校歯科医執務記録簿に記入し，校長に提出す

　ること。

体育科6年「病気の予防」

生活科，理科，家庭など

歯
科
保
健
管
理

人的管理

物的管理

学級活動，ホームルーム活動

児童会活動，生徒会活動

学校行事（健康安全・体育的行事）

日常の学校生活での指導

個別指導一一一一一一一一一…一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

歯・口腔の健康診断と事後措置　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
歯・口腔の健康相談・健康相談活動一…一一一一一一一一一一一1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
要観察者の継続観察・指導一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一」

理解・態度・実践状況の把握

洗口設備の整備・拡充

教材・教具の整備

組
織
活
動

教職員の協力体制

家庭との協力体制

地域の医療機関・団体などとの協力体制

学校保健委員会・地域学校保健委員会
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④学校歯科医に期待される役割

（1）学校歯科医の役割は，歯・口腔の健康診断

　や健康相談に当たるだけでなく，学校の教育

　課題にも目を向け，学校歯科保健活動の特質

　をよく理解し，広い視野に立った役割を遂行

　できるようにする。

（2）学校保健安全計画とは何かをよく理解し，

　関心をもち，少なくとも次のような事柄が盛

　り込まれるよう留意する。

　①　歯・口腔の健康診断及び健康相談

　②洗口設備の整備・拡充

　③学級活動・ホームルーム活動における歯

　　科保健指導の充実（題材，内容，指導回

　数）

④学校行事における歯科保健指導の充実

　（活動内容，実施時期と回数）

⑤児童会活動・生徒会活動における歯科保

　健活動の充実（歯の健康集会と開催期日

　等）

⑥教師の歯科保健に関する校内研修の充実

　（歯科保健指導の授業研究を含む，それら

　の実施時期と回数）

⑦学校保健委員会開催（時期と回数）

⑧保護者への歯科保健に関する研修会の開

　催（学校参観日その他の行事と開催時期・

　回数）

⑨　その他

4－1　学校歯科保健活動の実施状況

学校別の歯科保健活動状況

指　定　校 般　校

歯科保健の位置づけ

学校歯科医活動状況

学級活動での歯科保健指導

歯の汚れ検査実施回数

養護教諭による個別指導

学級担任による個別指導

PTA・家庭との連携

給食後の歯みがき状況

校
校
校
校
校
校
校
校
校
校
校
校
校
校
校
校

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

独自の歯科保健計画を作成
独自の歯科保健計画を作成

8回
14回

3単位時間
3．5単位時間

5回
3回

計画的に行っている

計画的に行っている

アドバイスや指導後の確認

養護教諭との連携のもとに行った

保護者の自己研修会・保護者会・保健便り

保護者の講習会・親子染め出し・保健便り

全校を通じて実施

全校を通じて実施

校
校
校
校
校
校
校
校
校
校
校
校
校
校
校
校

C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D

学校保健年間目標の一つ

特に位置づけていない

4回
1回

2単位時間
0．5単位時間

行われていない

行われていない

計画的に行っていない

計画的に行っていない

行っていない

行っていない

保健便り

保健便り

各学年の判断

担当の判断

（注）北田・吉田：小学校の歯科保健指導における生活習慣の形成に関する研究

　　年3月号より
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講義■

　　　⑤定期健康診断事前・実施・事後の指導例

嶽騰欝霧礁苧隅㍉凝蔭∫
　　　　　　　　　　b　　㍉戸　　　’　　　学

癖、｝嶺：鉾鵜糞事・、
　　　　　　　　　冤　「旧汀丁汀
1燕診　　　　　　　　　　　　・磯：聴
　　　　　　、μ㌔　　　　跡“・’

1

事
前
指
導

　健康診断の意義や必要性を理解

する。

○健康診断の意義や必要性

　・歯や口腔の疾病異常の早期発

　　見，早期治療

○歯の健康生活の反省

　・むし歯や口腔の疾病は，毎日

　　の生活と深い関係がある。

　　（特に食生活との関係）

○正しい受け方

　・当日朝，必ず歯みがきをする

　・静かに，並んで

○健康診断事前調査（歯）の実施

　と，一人一人の歯や口腔の健康

状態を把握

○健康診断実施要項を全職員，児

童・生徒に徹底

実
施
中
の
指
導

　正しく上手に健康診断を受け，

自分の歯や口腔の様子を知る。

○正しい受け方と注意事項

　・検査前うがいをする

　・静かに並んで

　・口を大きくあける

○自分の診断結果を正しく知る

　・C，COなどやG，　GOなど

　　の状況

　・咬合の様子

　・歯の汚れ

　・健康カードに記録

○職員の係分担を明確に

●学校歯科医，養護教諭，担任の

連携を密に

○事前調査から個別指導の対象者

をチェックし，必要に応じ学校

歯科医から指導を受ける

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
I
－
－
－
－
－
ー
ー
ー
ー
－
ー
－
ー

事
後
指
導

　歯や口腔の疾病異常のある者は

早期に治療を行う。

　歯や口腔の健康の保持増進に努

あ，健康生活を実践する。

○歯や口腔の疾病の早期治療

　・むし歯は治療しないと完治し

　　ない

○むし歯など歯や口腔の予防

　・食生活の注意

　・食後の歯みがき実践

　・全身の健康づくり

　・定期的点検と検査

○健康診断結果から全校の歯科保

　健の状況と問題点の把握

○個別指導対象者のピックアップ

（注）吉田・西連寺　新しい歯の保健指導の授業と展開より。　（三木とみ子による）
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⑥歯の衛生週間の実施計画例（s）

＾ミ響璽

　叢

　　　　　　　　鐸鞭藍∫、鼠ヤ

．読塩，’斡

演喩
熱）
響
㈱
」透・鵬
ζ＊〉

働
7銃＆・

　纏）
、椿

婦熱
　　　　　　贈”

灘鱒灘
・ おとなの歯を ・ 自分のおとなの歯の様子　　　　・

1年 きれいにみが ・ 前歯や6歳臼歯を大切にするわけ

こう ・ 前歯や6歳臼歯のみがき方

・ おやっと歯み ・ おやつに含まれる砂糖の量

2年 がき ・ おやっのじょうずなとり方

歯
・ おやっを食べたあとの歯みがき

・ みがき残しの ・ みがき残したところ
の
3年 ない歯みがき ・ みがき残しの原因

保
・ これからの歯みがき

・むし歯と歯み ・自分の歯の様子
〉

週間内に各学級で時間を
設けて指導する 学級活動

健
4年 がき ・むし歯の進み方と症状

・きれいにみがこう
指

・ 歯肉炎と歯み ・ 歯を失う原因

導 5年 がき ・ 歯肉炎の進み方

・ 歯みがきのポイント

・じょうぶな歯 ・ 健康は歯と食べもの

をっくるため ・よくかむこと
6年
の食べものと ・みがき残しのない歯みがき

歯みがき
’

講諾 ● よくかむことと健康つく り（学校歯科医） ○ 学校行事

集会 ● かめよ，かめ，かめ二亀の子（児童保健委員会） ○ 児童集会

・ 全校一斉の染あ出し検査 ○ 給　食　後
歯
み
が
・歯みがき実技教室（該当児童） ○ ○ ○

き
・親子歯みがき教室 ○ PTAとの共催

広報
・保健だより ○

活動
・ 歯の健康ポスター ○

・ 歯の健康相談（学校歯科医） 0 ○

そ

の ・ 校内放送
他

● よい歯の表彰 ○
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講義■

⑦学校歯科保健活動のための基礎資料

（1）歯の平均寿命の年次推移，性・歯種別（永久歯）
（年）

”｛；搬側　七　　↑　u　，シ　増馨

　
　
’
∵
；
難
紅
騨

　　　　報
匙　’ 脳瓢墜戴

噌劇・・

　　　　饗群蔚、・蝋　　酵

響驚趣

　　　姫

　　’誠

陛轍一轄・ぐミ

彗
幅　　鞭鴛瑠

　　　　灘
黛櫛撫融 　　　　，　宝楓

h’

　　∵鴫κ鷲畿 第一 第二 第一 第二

昭和56年 54．9 53．6 54．7 52．2 49．5 50．7 44．8

一左 昭和62年 56．6 55．6 55．4 53．1 50．7 52．0 46．4

平成5年 59．6 58．0 58．5 55．4 53．1 54．8 47．9

一 上顎一

昭和56年 54．4 53．5 54．6 52．1 49．7 51．8 45．2

一 右 昭和62年 56．4 55．7 56．0 52．8 50．9 51．9 47．0

平成5年 58．9 58．1 58．1 55．4 53．6 55．0 48．8

甥一

昭和56年 59．7 59．9 59．9 55．7 49．4 44．5 42．3

一 左 昭和62年 61．0 61．4 62．0 57．2 50．9 46．0 43．3

平成5年 63．3 63．8 64．7 59．5 53．0 49．7 45．5

轍 下顎一

昭和56年 59．6 60．2 61．1 55．9 50．4 45．2 42．1

一右 昭和62年 60．8 61．3 61．7 57．4 51．4 46．9 43．7

平成5年 63．8 63．7 64．4 60．0 53．6 50．3 46．7

昭和56年 52．4 50．4 51．0 49．0 45．8 47．0 40．4

一 左 昭和62年 54．0 52．4 52．8 49．9 46．8 49．1 41．5

平成5年 56．9 55．4 55．7 52．6 49．6 52．4 45．2

一 上顎一

昭和56年 52．5 51．0 51．6 48．8 46．0 47．4 40．5

一右 昭和62年 53．8 52．3 53．2 50．5 47．1 49．1 42．2

平成5年 56．7 55．3 55．9 53．1 50．3 53．5 45．3

女一

昭和56年 57．6 57．7 57．3 51．9 45．3 39．3 38．9

一左 昭和62年 58．9 58．7 58．5 52．9 47．1 42．6 40．9

平成5年 62．2 61．7 61．8 56．7 50．6 46．5 44．7

墜 下顎騨

昭和56年 57．8 57．2 57．9 52．5 45．9 40．8 39．3

一 右 昭和62年 59．0 58．6 59．1 53．9 47．3 42．6 41．8

平成5年 62．2 61．9 61．2 56．2 50．1 46．7 44．4

（注）厚生省　平成5年歯科疾患実態調査の概要より引用
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⑤保健体育審議会中間まとめ

　　　（平成7年6月24日）抜粋

（1）生涯にわたる心身の健康に関する教育・学

　習の充実

　ヘルスプロモーションの理念に基づく健康の

保持増進（国民の健康をとりまく社会状況）

　（21世紀に向けた健康の在り方）

　国民の健康をめぐって今日指摘されている

様々な問題は，経済や科学技術等の発展に伴う

社会の変化によって生じたものであり，これら

の変化は今後も基本的には変わらないと予想さ

れる以上，その克服のたあには，国民一人ひと

りが，これらの心身の健康問題を意識し，生涯

にわたって主体的に健康の保持増進を図ってい

くことが不可欠である。

　健康とは，世界保健機構（WHO）の憲章では，

病気がなく，身体的・精神的に良好な状態である

だけでなく，さらに，社会的にも環境的にも良好

な状態であることが必要であるとされている。

　すなわち，健康とは，国民一人ひとりの心身

の健康を基礎にしながら，楽しみや生きがいを

持てることや，社会が明るく活力のある状態で

あることなど生活の質をも含む概念として捉え

られている。したがって，国民の生涯にわたる

心身の健康の保持増進を図るということは，す

なわち，このような活力ある健康的な社会を築

いていくことでもあると言えよう。

　また，健康を実現し，さらに活力ある社会を

築いていくためには，人々が自らの健康をレベ

ルアップしていくという不断の努力が欠かせな

い。WHOのオタワ憲章においても，「人々が

自らの健康をコントロールし，改善することが

できるようにするプロセス」として表現された

ヘルスプロモーションの考え方が提言され，急

速に変化する社会の中で，国民一人ひとりが自

らの健康問題を主体的に解決していく必要性が

指摘されている。ヘルスプロモーションは，健

68／日本学校歯科医会会誌　79号　1998年3月

康の実現のための環境づくり等も含む包括的な

概念であるが，今後とも時代の変化に対応し健

康の保持増進を図っていくたあ，このヘルスプ

ロモーションの理念に基づき，健康に関する正

しい知識を理解し，適切な行動をとる実践力を

身に付けることが益々重要になっている。

（2）健康に関する教育・学習

　健康の保持増進のために必要な能力・態度の

習得

　健康をとりまく社会状況の中で，国民一人ひ

とりが生涯にわたる心身の健康の保持増進を図

るためには，疾病の発症そのものを予防するの

みならず，ストレス解消やストレスへの抵抗力

を増す観点からも，運動，栄養及び休養を柱と

する調和のとれた生活習慣の確立が不可欠であ

る。また，健康の価値を自らのこととして認識

し，自分自身を大切にする態度の確立や，スト

レスの増大を背景に心の健康問題が社会全体で

増加する傾向にある中，ストレスが生じた場合

の対処法などの生活技術の習得も重要である。

さらに，健康問題を意識し，日常の行動に知識

を生かして健康問題に対処できる能力や態度，

とりわけ，健康の保持増進のために必要なこと

を実行し，よくないことをやめるという行動変

容を実践できる能力を身に付ける必要がある。

　（健康の教育・学習）

　一方，一定の社会的あるいは文化的な条件の

もとに生まれた個人は，教育・学習によって，

その生きていく社会において，既存の知識・技

術を吸収し，自分自身を変容・形成しながら，

人間として成長し，かっ発達していく。

　したがって，健康問題によりよく対処できる

能力・態度を身に付け，人間として成長・発達

していくためには，人間のもっ潜在的な可能性

に働きかけ，より高い価値を備えた人間形成を

目指した教育・学習が不可欠である。

　このような健康教育・学習により，生涯にわ

たる心身の健康の保持増進に必要な知識，能
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力，態度及び主観を身に付けることを通じ，た

くましく生きる意志と意欲，価値観を形成する

など，〔生きる力〕をはぐくむとともに，長期

化する人生の全生涯にわたって，活力ある健康

的なライフスタイルを築くことができるものと

考える。

（3）教職員の役割と資質

　学校における体育及び健康教育の充実を図る

ためには，関係教職員の指導力の向上ととも

に，組織的な指導体制の整備が求められる。

　（求められる指導力の内容）

　教員の指導力に関して特に向上が求められる

内容としては，体育面では，一人ひとりの興味

・ 関心，能力・適性に応じた適切な指導の在り

方，科学的な体育理論，児童生徒が目的意識を

もって運動を行うような指導法などであり，ま

た，健康教育面では，健康に関する現代的課題

についての理解，社会とのっながりへの視野の

拡大など，心身の健康に関する幅広い理解が考

えられる。これら事項について，養成・採用・

研修の各段階を通して関係教職員の指導力の向

上を図ることが必要である。

　（a）体育・保健体育担当教員（略）

　（b）保健主事

　　近年，児童生徒の心身の健康課題が複雑多

　様化しており，このような課題に取り組んで

　いくためには，学校における健康に関する指

　導体制の一層の充実を図る必要がある。保健

　主事は，健康に関する指導体制の要として，

　全体の調整役を果たすことのみならず，健康

　に関する現代的課題にっいて，校内研修等の

　企画や家庭・地域社会との連携など，新たな

　役割が期待されている。

　　このたあ，保健主事の資質の一層の向上が不

　可欠であり，保健主事に対する研修の実施を推

　進するとともに，職務の重要性，複雑・困難性

　にかんがみ，保健主事について主任手当を制度

　的に支給できるようにする必要がある。

講　義■

（c）養護教諭

（養護教諭の新たな役割）

　近年の心の健康問題等の深刻化に伴い，学

校におけるカウンセリング等の機能の充実が

求められるようになってきている。この中

で，養護教諭は，児童生徒の身体的不調の背

景に，いじめなどの心の健康問題がかかわっ

ていること等のサインをいち早く気づくこと

のできる立場にあり，養護教諭のヘルスカウ

ンセリング（健康相談活動）が一層重要な役

割をもってきている。養護i教諭の行うヘルス

カウンセリングは，養護教諭の職務の特質や

保健室の機能を十分に生かし，児童生徒の

様々な訴えに対して，常に心的な要因や背景

を念頭に置いて，心身の観察，問題の背景の

分析，解決のための支援，関係者との連携な

ど，心や体の両面への対応を行う健康相談活

動である。

　これらの心の健康問題等への対応について

は，「心身の健康に問題を持っ児童生徒の個

別の指導」及び「健康な児童生徒の健康増

進」という観点からの対応が必要であるが，

過去においては必ずしもこれらの問題が顕在

化していなかったことから，これらの職務を

実施できる資質を十分に念頭においた養成及

び研修は行われていなかった。

　もとより心の健康問題等への対応は，養護

教諭のみではなく，生徒指導の観点から教諭

も担当するものであるが，養護教諭について

は，健康に関する現代的課題など近年の問題

状況の変化に伴い，健康診断，保健指導，救

急処置などの従来の職務に加えて，専門性と

保健室の機能を最大限に生かして，心の健康

問題にも対応した健康の保持増進を実践でき

る資質の向上を図る必要がある。

　　（求められる資質）

　このような養護教諭の資質としては，①保

健室を訪れた児童生徒に接した時に必要な
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「心の健康問題と身体症状」に関する知識理

解，これらの観察の仕方や受け止め方等にっ

いての確かな判断力と対応力（カウンセリン

グ能力），②健康に関する現代的課題の解決

のために個人又は集団の児童生徒の情報を収

集し，健康課題を捉える力量や解決のための

指導力が必要である。その際，これらの養護

教諭の資質にっいては，いじあなど心の健康

問題等への対応の観点から，かなりの専門的

な知識・技能が等しく求められることに留意

すべきである。さらに，平成7年度に保健主

事登用の途を開く制度改正が行われたこと等

に伴い，企画力，実行力，調整能力などを身

に付けることが望まれる。

　　（資質の向上方策等）

　このような養護教諭の資質の向上を図るた

め，養成課程及び現職研修を含あた一貫した

資質の向上方策を検討していく必要がある

が，養成課程にっいては，養護教諭の役割の

拡大に伴う資質を担保するたあ，養護教諭の

専門性を生かしたカウンセリング能力の向上

を図る内容などについて，質・量ともに抜本

的に充実することを検討する必要がある。

　現職研修のうち，採用時の研修については，

すでに平成9年度より日数を大幅に拡充し，ま

た，経験者研修にっいても新たに実施されたと

ころであるが，今後は，情報処理能力の育成も

含め研修内容の充実に努めるとともに，とりわ

け経験者研修について，担当教諭とティームを

組んだ教科指導や保健指導に関する実践的な

指導力の向上，企画力・カウンセリング能力の

向上などに関する内容を取り入れることを含

あ，格段の充実を図る必要がある。

　同時に，養護教諭が新たな役割を担うこと

に伴い，従来の職務はもとより，新たな心身

の健康問題にも適切に対応できるよう，養護

教諭の複数配置にっいて一層の促進を図るこ

とが必要である。
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　　（d）学校栄養職員（略）

　　（e）学校医，学校歯科医，学校薬剤師等

　　　学校医，学校歯科医，学校薬剤師等にっい

　　ては，各学校の実態を踏まえ，学校の教育活

　　動に積極的に参画し，必要に応じて，学習指

　　導等への協力を行ったり，教職員の研究に積

　　極的に取り組むなど，その専門性を一層発揮

　　できるよう配慮すべきである。また，臨床心理

　　の専門家であるスクールカウンセラーは，児

　　童生徒に対する相談のみならず，教員に対す

　　る助言を行うなど，学校における健康教育を

　　進める上で重要な役割を果たしているので，

　　心身両面から児童生徒に関わる養護教諭と適

　　切に連携を図っていくことが重要である。ス

　　クールカウンセラーについては，現在，校内に

　　おける適切な位置付けを工夫しっっ，養護教

　　諭を含む教職員との間の役割分担の在り方も

　　含めて調査研究が行われているところであ

　　り，今後一層の研究を進めていく必要がある。

　　　これらの職員と連携や協力を深めるために

　　は，校長の理解が求められることは言うまで

　　もない。

　（4）施設整備

　保健室

　いじめ，保健室登校等心身の健康問題で悩む児

童生徒へのカウンセリングの実施など，保健室の

役割の変化に対応する観点から，保健室の機能を

見直す必要がある。まず，心の健康問題を抱える

児童生徒に対して，プライバシーを保持しっっ健

康相談活動ができる相談室を，保健室に整備する

ことが重要である。また，健康教育に関する資料

や教材を集積し，健康情報センターとしての機能

を担っていく観点から，例えば，保健室にパソコ

ンを設置して，外部の関係諸機関から先進的な医

学的知識，健康問題の現況，その適切な処置対応

及び指導法などをタイムリーに収集し，活用でき

るようにすることも必要である。
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　「学校施設設計指針」　（文部省53．10）で1学級当

たり6個以上（水栓数）であることが望ましいとされ

ている。
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　保護者の啓発のために学校の求あに応じ，家庭の教
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めには，地域医療機関，歯科医師会，学校歯科医会等

との協力体制を確立することが極めて重要である。
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動

学校における健康の問題を研究協議し，推進するた
山心 学校保健委員会 めの組織である。
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・ 地域学校保健 地域にある幼・保，小・中・高校の学校保健委員会

一 委 員　　会 が連携して，地域の子どもたちの健康問題の協議等を

行う組織である。

血

講　義■

H9年11月14日

嶺校鋤懸の幾鰯濡勤

・ 歯科保健に関する年次の方針，重点を具申する。

・ 原案作成委員会などに出席して歯科保健に関する活

動が適切に位置づけられるようにする。

　小学校6学年に歯科保健に関する内容があるが，専

門的な指導助言を行う（「病気の予防」）とともに授業

にも参加する。

　歯科保健が最も多く扱われる場面なので，指導計画

や指導法などについて指導助言を行う。また，授業に

も積極的に参加する。

　学校歯科医が，直接指導を行う機会が多い教育活動

である。健康診断のとき，歯の衛生週間のときに講話

などを行う。

　求あに応じ，保健委員会，歯の健康づくり集会など

に出席し，必要な指導と助言を行う。

　学級担任や養護教諭に対して必要に応じ指導助言を

行う。特に，CO，　GOの指導には関心を寄せ，養護

教諭を支援する。

　定期健康診断は，6月までに行われることになる
が，その実施計画及び事後措置について，レ分意見を

述べるとともに，CO，　GOの者の指導の徹底につい

て指導助言を行う。

顎関節の異常など相談の必要のある者，申し出のあ

る者に対して計画的に相談・指導を行う。

　歯口清掃の状況，食生活の実態など歯科保健の立場

からも必要な内容を盛り込むようにする。歯の汚れの

検査も計画的に行われるようにする。

　学校で計画を練る段階で，指導・助言を行う。新設

の場合には必ず意見を述べる。

　歯・rl腔の模型，スライド，　OHP用TP等の整備

について指導・助言を行う。

　必要に応じて，職員保健委員会（保健部会）に出席

するとともに，教員の歯科保健に関する研修や授業研

究に積極的に協力する。

　参観日や保護者会など保護者に対する啓発活動に積

極的に協力する。

　歯科領域においては，治療を効果的に推進するため

の体制を確立することが大切で，これに積極的に協力

する。

　必要なときに出席し，専門的立場から，積極的に発

言し，家庭をう含めた地域ぐるみの歯科保健活動が展

開されるように推進する。

日本体育大学教授　吉田螢一郎

日本学校歯科医会会誌　79号　1998年3月／71



歯の健康行動目標と単元の関連表

燃蜷滞誇幽～幽お癩藤誌麟・懸il懸・1錘蕊’㌶遡i饗襲考灘　購　毒
1．検診結果をみて自分の歯と照らし合わせてみることができる。

2．歯がしみたり，ザラザラする症状があったとき，治療を受けようとする。
関　　心

意　　欲

態　　度
3．12歳前後から第二大臼歯が生え始めることに気づく。

4．歯石ができたら治療を受け，取ってもらうことができる。
5．日常の悪い癖（指しゃぶり，爪噛み，鉛筆噛み，口開け）に気づき，それを直す必要性がわかる。

　l
　
i
　
l
1
繭
自
3
検
分
1
診
の
；
　
・
歯
r
事
と
1
　
　
前
歯
1
指
肉
1
　
　
導
　
…
　
i
　
3

思　　考

判　　断 6．むし歯の程度がわかり，自分の歯の健康状態がわかる。

7．自分の歯肉の腫れや出血に気づき，その健康状態がわかる。

技　　能
8。第一大臼歯を見っけることができる。

9．自分の歯を乳歯と永久歯に区別することができる。

歯
や
口
の
中
の
疾
病
や
状
態
の
理
解
と
健
康
保
持

10．大臼歯は，生えてくる途中から，むし歯に侵され易いことがわかる。

知　　識

理　　解
11．歯石ができるわけとっきやすい場所がわかる。

12．むし歯や歯肉の病気のすすみ方がわかり，早期発見・早期治療の必要性を述べるこ
　とができる。

2
13．むし歯は自然に治らないことがわかる。

14．歯の働きには，そしゃく，発音，美しさの三つがあることがわかる。

知　　識

理　　解

15．1本の歯は，エナメル質，象牙質，セメント質，歯髄の四組織からできていること
　がわかる。

2i

歯
i
歯
や
1
の
口
：
知
の
3
識
健
1
康
l
　
l

16．乳歯は後から生えてくる永久歯を正しい位置に導く大切な役割をしていることがわ
　かる。　（不正咬合）

17．切歯・犬歯，臼歯の形や役割がわかる。

18．歯肉の場所と役割がわかる。
2

19．食べたらすぐに自分から歯を磨くことができる。

20．歯磨きができないときには，ぶくぶくうがいをすることができる。関　　心

意　　欲

態　　度

21．歯ブラシをよく洗い清潔に保管できる。

22．歯ブラシの毛先の弾力がなくなったら，買い換えるようとすることができる。

23．出血しても怖がらずに根気よく磨くことができる。

思　　考
判　　断

24．歯垢染め出し液を使って，歯の磨き残し場所を見つけることができる。

25．自分の口にあった適切な歯ブラシを選ぶことができる。

26．第一大臼歯のかみ合わせ面を丁寧に磨くことができる。

　
i
　
l
　
i
3
協
歯
1
い
諺
　
…
　
i
　
l
　
；

27．一本一本の歯を丁寧に磨くことができる。

技　　能
28，歯と歯肉の境目を丁寧に磨くことができる。

29．歯垢のついているところがわかり，きれいに落とすことができる。

3α磨こうとする歯の形に応じて歯ブラシの毛先やつま先，かかと脇などを使い分ける
　ことができる。

歯
の
磨
き
方
・
む
し
歯
予
防
に
必
要
な
習
慣

31．歯垢は，生きたバイ菌の固まりであることがわかる。
知　　識

理　　解
32．歯垢が元になって，むし歯や歯肉の病気が起きることがわかる。

33．歯肉炎は歯磨きで治せることがわかる。

関心・意欲

態　　度

34．おやつは決められた時間に食べることができる。

35．好き嫌いなくバランスよく食べようと努力することができる。

思考・判断 36．1日の砂糖の許容量がわかり，歯をわるくしない上手なおやっの取り方を考える。

技　　能 37．物を食べるときには，少なくとも20回は噛んで食べることができる。

　
i
　
…
4
3
お
そ
　
1
や
し
食
1
つ
や
べ
…
の
く
物
1
と
と
と
｛
り
栄
歯
1
方
養
　
l
　
i

39歯ごたえのある物を食べることと，よく噛むことの必要性が説明できる。知　　識

理　　解 40．歯垢をっけたまま甘い飲食物を取ると歯垢中に酸ができ易いことがわかる。

41．そしゃくは顎を発達させるばかりでなく，肥満の予防となることがわかる。

42．唾液の働きを食物との関わりで説明することができる。

（注）平成4年度
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阪神・淡路大震災の

●神戸市学校歯科医会副会長
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◇はじめに

　マグニチュード7．2という観測史上最大の地震

「阪神・淡路大震災」（直下型地震）は平成7年

1月17日午前5時46分に発生した。真冬の凍える

ような寒い朝であった。県内での死者6，279人，

家屋の全半壊は192，706棟406，337世帯にのぼっ

た。また，各所で発生した火災により7，457棟の

家屋が全半焼した（平成7年12月現在）。早朝

だったため，ほとんどの人々が就寝中で家屋の崩

壊，家具の倒壊・落下，火災により負傷し，また

命を奪われた。地震より5～15分以内の直接死亡

者の約88％が家屋の崩壊による圧死，窒息死で

あった。ピーク時に30万人を越える被災者が学校

園などに避難し，市民生活は混乱を極めた。

　このような状況の中，歯科医としてまた学校歯

科医として何を為し得るのか。次々に押し寄せる

避難住民の健康状態，生活がまず優先され，児童

・生徒自身の健康については後回しになってい

た。避難所としての，また本来の児童・生徒のた

めの学校の役割など，学校が遭遇した様々な問題

を振り返り，災害時の学校歯科保健のあり方を考

えていただければと思っている。

　○地震の概要

　　・発生日時　平成7年1月17日（火）午前5

　　　時46分

　　・震源地　兵庫県淡路島北部

　　（北緯34．6度，東経135度）

　　・震源の深さ　約14km

望1璽洗
　一宮町

　　　　　潔名町

中央区　灘区　　ト

天
b
区
．

轡
置

図1　現地調査による震度7の分析（神戸新聞引用）
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・最大加速度　南北動818ガル，東西動617ガ

ル，上下動332ガル

・ 特徴　縦揺れと横揺れが同時に発生大都市

直下型地震

・ 余震回数　延べ2，338回（1月17日～11月

30日）うち有感地震は305回

歪〉初期の医療と歯科医療

　震災当日の午後には近隣都市より，1日後には

全国から続々と応援の医療班が駆けつけている。

病院での外来診療は重傷者が対象となり，院内で

は入院患者を守り，維持することに追われた。そ

の後さらに増えた医療班は学校その他の避難所に

駆けっけ，救護所を作り，自主的な治療を行って

いる。人々は食料，飲み水，寝る場所などの基本

的な生活の確保に奔走し，また，相次ぐ余震に対

する恐怖や情報のないこと，先の見通しのない中

で，不安に陥り，ただうろうろと動き回る姿が目

立った。神戸大学医学部附属病院，神戸中央市民

病院などの市中心部の大病院はスタッフの出動率

40～60％に陥っていたと言われている。また，病

院自体の倒壊（西市民病院），水・電気・ガスな

どのいわゆるライフラインの途絶により機能不全

に陥った病院は本来の2次，3次機能を果たせな

かった。従って大部分の住民は近くの一般医療機

関での対応を余儀なくされた。

　歯科医療は救命救急医療や一般医療の陰に隠れ

ていたが，震災発生後3日目ぐらいから精神科医

療とともに要求が出始あた。肉体的疲労に加え，

精神的ストレスが歯の痛みという形で現れ始め，

また一方では，人々はショック状態から落ちっき

を取り戻すとともに，食べることの大切さに気づ

き始めた。

　歯科は医科と異なり，90％が個人開業医であ

り，日本赤十字や大学病院などの勤務医も少な

く，救援体制への歯科の組み入れは期待できな

かった。さらに，一般歯科診療所の被害は大き

く，診療活動は満足にできなかった。そのたM）　1

講　義■

兵庫県歯科医師会対策本部

神戸市歯科医師会対策本部

　　　　　　都市区歯科医師会
神戸市各区　　尼崎市，西宮市，芦屋市，伊丹市，宝塚市，川西市

　　　　明石市，三木市，美嚢郡，洲本市，津名郡，二原郡

県・各市口腔保健センター，

科診療所（自衛隊なと）

巡回歯科診療班

　　徳島大，
中央市民なと

図2　歯科医療救援体制

月24日，兵庫県と神戸市の両歯科医師会は合同災

害対策会議において日本歯科医師会を通じて，全

国の歯科医師会の歯科検診車を借用して仮説診療

所として診療を開始することになった。また，交

通アクセスが悪く，受診できない人々や，高齢者

の多い避難所に対しては近隣の歯科大学に呼びか

け，避難所巡回歯科診療班を編成して診療を行っ

た。

ぐ〉避難住民の行動

　地震直後人々はどのように行動し，また避難所

へたどり着くまでの行動でどのようであったの

か。神戸市都市問題研究所による「大都市直下型

震災時における被災地域住民行動実態調査」によ

ると下記のごとくである。

　（1）地震発生直後（30分程度まで）の行動

　　家庭内では，ほとんどの人が家族同士で，あ

　るいは別居家族や会社の人などに電話をかけて

　「安否の確認」を行い，次いで「防災・消火」

　の行動をとり，水・食料など「物資の確保」の

　行動，家族の「救出・救助・避難」の行動を

日本学校歯科医会会誌　79号　1998年3月／75
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とっている。また，地域や近隣との関わりの中

では，「安否の確認」をし合ったのは90％以上

である。自ら救出にあたったり，逆に近隣から

救出，救助してもらう行動をとった人々は約25

％あった。

（2）地震発生当日の行動

　地震と同時に，多発的に各所で家屋の倒壊や

火災が起こった。消防署・警察署などの対応で

は凌ぎきれない状況が出現し，人々は家族や地

　安否の確認

救出・救助・避難

　治療・看護

　防火・消火

　物資の確保

図3　発生直後の家庭内での行動

　安否の確認

救出・救助・避難

　治療・看護

　防火・消火

　物資の確保

図4　発生直後の地域近隣での行動

　　家庭のこと

地域・近隣のこと

　勤務先のこと

自分の店のこと

何もしなかった

0　　10　　20　　30　　40　　50　　60　　70　　80　　90100％

図5　当日最も関わったこと

　安否の確認

救助、遭難・復旧

　治療・看護

　防火・消火

　物資の確保

図6　当日の家庭内での行動
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域のコミュニティの中で協力し合って，被害を

最小に止める活動に自主的に乗り出している。

（3）地震発生当日の宿泊場所

　自宅が約60％と多かったが，震災当日何とか

自宅に居たものの，余震の恐怖，ライフライン

の断絶，生活物資の入手困難などによってその

後避難所などに移った人も多数あった。

　　　自宅
　　親戚の家
近隣の人の家

勤あ先の社宅等

学校等公共施設

　　その他

図7　当日の宿舎

（4）住民の情報入手

　地域住民の必要条件の一っに，情報がある。

人の安否，被害状況，避難勧告など「災害・被

害1に関する情報，救助・給水など「救援」に

関する情報がその主たるものである。情報入手

の媒体にっいてみると，地震後1～2日目まで

は「一近隣の人達から耳にする情報やラジオ」か

らが多く，3～6日目までは「テレビ，新聞」

から，そして1週間後からは「テレビ」からが

最も多くなっている。

避難所の場所経路

　　災害・被害

　　　　救援

　ライフライン

行政の災害対策

図8　必要とした情報の種類

1



、

（％）70

60

50　・

40

30・・

20

10・・

1～2 3～6

〈テy．v）／

謬：ノ

（近陵Q
天蓬）

7以降

講　義■

近隣の人達一
ラジオ　　　ー
テレヒ　　　ー一一一

新闘　　　一一一一

行政　　　一・一・

一 日数経過

図9　住民の情報入手

　　　　　0
　　住民の救出

　　遺体安置搬送

　　水調達搬送

　　食料調達搬送

　医薬品調達搬送

けが人の応急措置

　トイレ等の清掃

　　避難所見回り

外部からの問い合わ
せ対応

避難住民同士の人間
関係の調整

生活上の苦情の対応
調整

自治組織の運営・
避難所の指導

50　　100　　150　　200　　250（校）

《〉避難所としての学校園と

　　　その業務

　神戸市内で被災のため避難所へ避難した人の数

は最大時（1月24日）には23万人（食事供給べ一

ス）を数えた。主要な避難所となったのが，地域

防災計画において緊急避難施設に指定されていた

学校関係施設であった。特に神戸市では小・中学

校がその中心的役割を果たした。教職員の業務の

うち最も長期化したのは避難所の運営と避難住民

への支援であった。

　ボランティアは全国各地から駆けっけたが，避

難所の運営については教職員が中心的役割を果た

している。また，宿直業務は大きな負担となって

いた。

　学校園における「震災によって生じた主な業

務」を分析すると下記のごとくである。

　（1）平常業務に付加された業務

　　教育活動：安全教育，心と体の健康，欠授業

　時数の回復，就学事務

　　学校管理：施設設備の安全確認・応急復旧，

　施設の利用調整，宿日直，二次災害対策（避難

　所）

図10　教職員が行った業務

（2）新たに加わった業務

　地域防災上の業務：児童・生徒の保護，応急

教育

　被災市民の支援：避難所の運営，支援，救助

活動

《〉ボランティアと学校園の関係

　地震発生とともにボランティアが被災地へ駆け

っけた。市の災害対策本部も地震の翌日からマス

コミを通じて全国に向けてボランティアの登録を

呼びかけた。しかし，地震直後の混乱で，どこに

どのようなニーズが生じているかを把握できず，

適当な場所へ派遣することも不可能となった。応

募も殺到したが，3日後には受付を中断してい

る。

　ボランティアは避難所の自治組織や学校園の教

職員と連携した活動を行ったが，反面，活動の経

験の少ない個人単位で現地に入ったボランティア

を教職員が指揮する場合も多々あった。
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■■学校園数

食料・水・日用品配給

　　　食事の炊き出し

　　　　　　　入浴

　　　　メンタルケア

　　　避難場所の調整

行政機関等との連絡調整

　　　　子供の指導

　　　通学の安全指導

　清掃などの美化活動
　避難者名簿の作成・
　呼び出し
　　　　　医療活動

　　　　　　その他

　（教育委員会調べ）

80　100　120　140（校）

図11　長期滞在型ボランティアの活動

　　■■人数

　　　　医療活動

　　　　炊き出し

　　　　演劇・歌

　　　　理容・美容

はり・きゅう・あんま

　　　野外活動引率

　　　　　　入浴

　　　クリーニング

　　　　法律相談

　　　　　その他

（教育委員会調べ）

　　単位　千人

15　　　20　　　25

図12　短期滞在型ボランティアの活動

《〉学校園避難住民への支援と

　　　　授業再開

　震災当日，学校園は遺体の安置所ともなり，ま

た，救急処置を教職員，近隣の医師や看護婦など

が行っている。震災後1週間経っても出動できな

かった教職員も多く，混乱を極めていた。特に，

トイレの排泄物の処理には苦労をしている。救援

物資の医薬品の管理，避難所内の見回り，救援物

資の仕分け，配付，環境整備なども行っている。

学校の再開は2月以後になり，仮再開も多く，教

室が足りず2部授業，仮校舎，他校を借りての授

業も行っている。9月頃には運動部のテントも減

り，運動会を機に現状復帰し，12月頃には，ほぼ

学校避難者はいなくなっている。
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表1　区ごとの避難所率
（ヒ段は校数，ド段は比率（％））

東灘 灘 中央 兵庫 北 長田 須磨 垂水 西 全体

避難所に
な　っ　た

3
1
－
一
一
一
9
L
2

ユ8一一一一一一一一

90．0

23　－

85．2

23一一　－

92．0

22－一一一

32．4

25一一一一

92．6

3
0
－
一
一
一
6
9
．
8

3
3
－
｝
一
一
7
1
．
7

13－一一　

25．5

218－一一一

63．9

避難所には
ならなかった

　3一一一一

8．8

　2－一　－

10．0

4
　
一
一
一
1
4
8

2－一一　

8．0

46－『　－

67．6

　2一一一一

7．4

1
3
　
一
一
一
3
α
2

一撃

28．3
一

一．蹴一

　74．5

123一一一一

36．1

計 34 20 27 25 68 27 43 46 51 341

（回答なし　4校）

全体

　　　　　　　　（回答校　303校　　複数回答有）

　　　　　　　　　　％
0102030405060708090100■1救護所となる。

％2．避難した人が使っていた。

［コ3．全く使用できない状態で

　　　あった。

翻4．保健室として使用できた。

［コ5．その他（物資の保管・控

　　　室・宿直室等）

図13　震災後2週間以内の保健室の様子

図14　保健室に保管していた医薬品

§醗
．・ ア94：・

之5．a％・：

ア、通常に使用できた

イ、使用後に個々が処理（プール水・井戸水）

ウ、簡易トイレ

エ、その他（土を掘る、汲み取り）

図15　トイレについて

＜

は
師
行
日
診
綿
¢
杉
と
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ぐ〉学校歯科医の対応

　多くの学校園が避難所となったが，学校歯科医

はどのように対応したであろうか。まずは歯科医

師として避難住民に対する健康相談，歯科医療が

行われている。神戸市学校歯科医会では，1月20

日には各学校へ連絡もしくは直接出向いて歯科相

談を行う様に連絡網で流している。しかし，交通

網遮断や連絡の取れない学校歯科医が多く，近隣

の歯科医が出向くことが多かった。避難所へは学

校歯科医，各区歯科医師会の公衆衛生委員を中心

とした医療班などが入り，相談，緊急治療を行っ

ている。また，診療可能な歯科医院を各学校園で

知らせ，情報提供の窓口となっている。1月末か

らは巡回診療バスが避難所に設置され，歯科医療

は軌道に乗ったのである。ところが，学校歯科医

として児童・生徒の口腔についての把握は全くで

きていないのが実状であり，学校関係者も被災者

対策に手いっぱいで余裕すらなかった。

　学校歯科医のとった行動にっいて，平成7年8

月に行った「阪神・淡路大震災時における学校歯

科医の活動状況調査」（回収率51％）によると，

ほとんどの学校歯科医は担当学校園が避難所と

なったことを知っており，被害の大きい地区（6

区）の方が混乱で情報を入手しにくいと考えられ

ていたが，直後の早い時期にすでに情報を得てい

た。学校園へ約半数の学校歯科医が連絡をとって

いる。被害の大きかった地区では電話が混乱して

いたので直接出向く方が多かったようである。

　歯科相談については，特に被害の大きかった地

図16　アンケート回収率

ロ未回答者

咀回答者

東護　兵長　垂龍
区　　　区　区　区　区　区

図17　避難所になった割合

Z避難所にならなかっ
た

■避難所になった

図18避難所となったのを知った時期

6区（東

灘、灘、中

央、兵庫、

長田、須

3区（垂

水、北、

西）

図19学校園へのアプローチ

ロ直接出向いた

■電話

日本学校歯科医会会誌　79号　1998年3月／79



区では17．7％が相談を受けており，健診，投薬，

治療などを行っている。しかし，歯科相談の内容

は予防的なことでなく，ほとんどが緊急治療の要

請であった。震災後，最初の春季歯科健診で感じ

たことは，ライフラインが確立されていない中で

の食生活，生活習慣の乱れなどによる口腔清掃の

悪化であった。

⑨各区の被害状況と学校園の

　　　被害状況

表2　各区の被害状況

東灘区 灘区 中央区 兵圃× 長田区 須翻）く
北唾水・

西区 合計 日時

死儲 1，414人 905人 228人 508人 876人 364人 24人 4，319人 7／14

全壊 11，171棟 11，693棟 4，94縢 8，374棟 ユ2，515棟 6，042棟 207棟 54，949棟 4／14

半壊 3，098棟 3，599棟 3，420棟 4，422棟 4，99錬 4，093棟 8，197棟 31，783棟

全焼 326棟 462棟 68棟 1，084棟 3，986棟 1，12了棟 8棟 了，061棟 4／14

半焼 54棟 102棟 47棟 13棟 87棟 22棟 6棟 331棟

人口19L7ユ6124，　5381L195117，558129，978188，　949656，　4311，　520，　3651／1

表3　ライフラインの被害状況と復旧状況

（震災前）

被　害　の　状　況 応急復旧

完了日
水　道 供給65万戸すべて断水 3月31日
一一一　一一一 一　『　　一　　一　一　　『　　一　　一　一　　　　　一　一　『　　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　一　　一　　一　　＿　　＿　＿　一　＿　＿　＿　＿　一　一

　一　』一一一　一

電　気 神戸市全域停電 1月23El
一一一『一一一 一　　一　一　一　一　一　一　　　　　一　　一　　一　一　　一　　　　　一　　一　一　一　一　　一　　一　　一　一　　＿　　一　　＿　　＿　　＿　　＿　一　　＿　　＿　　＿　　＿　　一　　一

　一一一一一一『　

ガ　ス 約78％が供給停止 4月11日
一一一 　　一一 一　　『　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　一　　一　一　一　　一　　一　　一　　一　一　一　　一　　一　一　　一　　一　一　＿　　＿　　＿　一　一　　＿　　＿　＿　　＿　一　一

一 一　一一一一一　

電　話 市街地を中心に約20％が不通 1月31日
一一　一一一一 一　　　　　一　一　一　　『　　　　一　一　　一　　一　一　　一　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　一　　一　一　　一　＿　　＿　　一　　一　一　　＿　　＿　＿　　＿　　一　　一

一一一一一一　　一

下水道 処理場，ポンプ場等の破損 5月1日
一一一一一一一 T　　　一　一　一　一　一　一　　　一　一　『　｝　　　一　一　　一　　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　＿　＿　＿　＿　＿　r　＿　＿ 一一一一一一　一一

廃棄物 全クリーンセンターが運転停止 2月20日

表4　施設の被害状況

校園数 箇所・室

天井・床の破損（普通教室） 54 306

天井・床の破損（特別教室） 68 201

天井破損有り（講堂・屋体） 143 1，001

窓ガラスの破損枚数 205 約4，400枚
防
火
扉
が
閉
ま
っ
て
い
た
一 115 745

　
渡
り
廊
下
が
通
れ
な
い
一 30 62

非常階段が通れない 9 14

校舎出入り口が通れない 31 85
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表5　学校園の建物被害状況

内　　　　容 校園・棟数 比率（／345校園）

建替えを必要とする棟 21校園　27棟 6．1％

構造補強など大規模改修工事を
伴う棟 10校園　10棟 2．9％

中規模程度の改修工事を伴う棟 35校園　47棟 10．1％

50校園　延66校園84棟 14．5％

表6　設備の転倒・落下

神　　戸　　市

被災数 市内全数 率（％）

テ　レ　ビ　の　転　倒 296 5，656 5．2

テ　レ　ビ　の　落　下 1，020 〃 18．0

O　H　P　の　転　倒 156 2，892 5．4

O　H　P　の　落　下 219 z， 7．6

コンピュータの転倒 361 3，007 12．0

コンピュータの落下 597 〃 19．9

ミ　シ　ン　の　転　倒 176 3，787 4．7

ミ　シ　ン　の　落　下 96 〃 2．6

清掃用ロッカーの転倒 1，287 6，865 18．7

理科薬品棚（庫）の転倒 117 762 15．4

ピアノ転倒　・倒壊 46 985 4．7

重要文書保管庫の転倒 129 673 19．0

職員用机の転倒 410 10，673 3．8

書　棚　　の　転　倒 1，264 5，335 23．7

コ　ピー機の転倒 18 333 5．4

印　刷　機　の　転　倒 29 414 7．0

図書館書架の転倒 818 3，221 25．4

冷　蔵　庫　の　転　倒 86 1，012 8．5

⑨・学習環境

　震災による生活の乱れは児童・生徒に大きな影

響を与えている。食事にはスナック菓子，ラーメ

ンなどが重宝がられ，またダラダラとした食事，

間食の取り方にみられるように生活リズムの乱れ

は，当然，学習意欲にも影響を与える結果となっ

で

員
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切
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崩
活
活
市
害
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な
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て
・
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ていた。また，被災者対策で時間を割かれた教職

員は，満足に授業もできない状態の中で・口腔指

導をする余裕もなく，児童・生徒自身も健康の大

切さに気づき，自らの口腔内や食生活などへの生

活行動を起こす力が喪失していた。生活リズムを

崩さぬよう，その環境づくりの大切さ，また食生

活とともに運動生活の改善をも考え，よりよい生

活習慣を取り戻さなくてはならなかった。「神戸

市学校保健大会シンポジウム報告」によると，被

害の大きかった地区のH中学校の場合，440名の

全校生の半数以上の家屋は全半壊している。学校

では2月に入ると，空き教室などでプリント学習

などの授業が行われるようになり，4月に入る

と，仮設校舎が学校前の公園に建てられ，授業が

できるようになった。夏になると周囲の草むらか

ら蚊が発生，また野良猫が多く，猫ノミで足を噛

まれている。害虫駆除も必要な対策であった。4

月の身体計測によると肥満生徒（日比式肥満度20

％以上）は440名中75名にも達している。震災後

の偏った食事，運動のできない状態，精神的スト

レスなどによるものと思われる。このことはま

た，体力低下も招いている。歯科健診では，う歯

は震災前より結果は悪く，特にGO，　Gの生徒は

春より秋に多く出ており，全校生の20％にも上っ

ている。子供たちの置かれた生活状況を考え，適

切な指導が必要であった。

〈ゆ歯科健康診断

　神戸市立小・中学校における平成7年度とその

前後の年度の春の健康を比較すると，処置歯率に

ついては平成6年度は小学校では0．5％，中学校

では0．1％とわずかな伸びであるが，平成8年度

は小学校では3％，中学校では3．4％と伸びてお

り，震災が影響を及ぼしていることがうかがえ

る。また，処置完了者率については，平成6年度

と比べると，小学校では0．1％，中学校では0．8％

伸びているが，平成8年度は小学校0．7％，中学

校2，3％とより大きな伸びとなっている。歯周疾

患については平成7年度は平成6年度とほとんど

変わらないか，少なかったが，平成8年度には影

響が出ている。平成7年度より学校保健法施行規

則の一部改正が行われたが，神戸市では，震災の

影響のため平成7年度は実施できず，平成8年度

から健診方法が改正され，その関係で，平成8年

度より神戸市ではいく分データの取り方が変化し

た結果であるが，数値が著しく大きくなってい

る。

　神戸生田中学校8回生（平成7年度生）の3年

間の追跡調査によると，平成7年度における歯肉

炎（GO，　G）17．6％は，平成8年度には48．2％

と著しく増加し，その年の秋40．6％から平成9年

度34．2％にかけては反対に減少をきたしている。

表7　平成6年度

校　　　　　種 小　　　学　　　　校 中　　　学　　　校

　　　　　年齢
項目

6 7 8 9 10 11 計 ％ 12 13 14 計 ％

捜　　査　　人　　員 15，020 15，695 16，756 16，756 17，366 17，493 98，544＼ 15，448 15，430 16，018 46，896＼
処置完了者 5，836 7，106 7，742 8，586 9，242 9，296 47，808 48．5 7，720 8，309 8，385 24，144 51．5う

歯
（
乳
歯
を
含
む
）

未処置歯のある者 6，364 6，331 6，784 6，461 5，950 5，387 37，277 37．8 4，793 4，895 5，297 14，985 32．0

う歯のない者 2，820 2，258 1，688 1，709 2，174 2，810 13，459 13．7 2，935 2，496 2，336 7，767 16．6

歯　　周　　疾　　患 50 112 171 234 287 350 1，204 1．2 439 458 463 1，360 2．9

未処置歯数 1，274 2，724 4，510 5，121 6，232 7，758 29，100 21．2 9，668 10，847 12，560 33，075 18．6
う
　
歯

永
久
歯 処　置　歯　数 2，264 6，905 13，924 21，514 27，583 36，289 108，479 78．8 38，351 47，784 58，267 144，402 81．4
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表8　平成7年度

校　　　　種 小　　　学　　　校 中　　　学　　　校

6 7 8 9 10 11 計 ％ 12 13 14 計 ％

捜　　査　　人　　員 14，042 14，367 15，053 15，637 16，298 16，781 92，178＼ 15，446 14，833 15，018 45，297＼処置完r者 5，498 6，448 7，407 8，034 8，544 8，801 44，732 48．6 7，950 7，649 8，104 23，703 52．3う
豊
馨
も

未処置歯のある者 5，499 5，782 5，851 5，977 5，409 5，033 33，551 36．4 4，437 4，645 4，711 13，793 30．5

う歯のない者 3，045　2，137 1，795 1，626 2，252 2，947 13，802 15．0 3，059 2，539 2，203 7，801 17．2

歯　　周　　疾　　患 64　　　77 105 146 198 296 886 1．0 329 431 470 1，230 2．7

未処置歯数 982　2，492 3，766 4，766 5，888 7，230 25，144 20．7 8，947 10，531 11，128 30，633 18．5う
歯

永
久
歯 処　置　歯　数 2，095　6，141 11，825 18，564 25，899 32，030 96，554 79．3 36，973 44，596 53，586

13凧155i

81．5

表9　平成8年度

校　　　　種 小　　　学　　　校 中　　　学　　　校
　
　
　
　
　
年
齢
項
目 6 7 8 9 10 11 計 ％ 12 13 14 計 ％

捜　　査　　人　　員 13，347 14，118 14，594 15，249 15，804 16，395 89，507＼ 15，398 15，186 14，836 45，420＼処置完了者 5，311 6，326 7，357 7，960 8，421 8，734 44，109 49．3 8，269 8，444 8，099 24，812 54．6

う
歯
（
乳
歯
を
含
む
）

未処置歯のある者 4，938 5，324 5，295 5，366　4，921 4，421 30，265 33．8 3，541 3，672　4，111 11，324 249

う歯のない者 3，101 2，468 1，943 1，923　2，462 3，240 15，137 16．9 3，588 3，072　2，626 9，286 20．4

歯　　周　　疾　　患 494 912 1，306 1，531　L683 2，087 8，013 9．0 1，863 2，019　2，253 6，135 13．5

未処置歯数 709 1，929 2，705 3，344　4，592 5，709 18，988 17．7 6，437 7，414　8，842 22，693 15．1
う
　
歯

永
久
歯 処　置　歯　数 1，678 5，557 10，800 16，74622，824 30，624 88，229 82．3 34，490 43，36549，411 127，266　849

Gに関しては平成7年度4．7％，平成8年度14．1

％，平成9年度14．4％と約3倍の増加をたどって

いる。特にGOに関しては平成7年度12．9％，平

成8年度34．1％，平成9年度19，8％と変動し，震

災後のブラッシング，食生活などの相違により増

加，減少をたどったものと考えられる。また，平

成8年度からの健診法の一部改正に伴い多少の変

動が見られたが，それ以後のGOにっいては平成

8年度春34．1％→平成8年度秋25．3％→平成9年

度春19．8％と著しく減少傾向が見られるが，反

面，Gにっいては発生率は少ないが，平成8年度

春14．1％→平成8年度15．3％→平成9年度春14．4

％とあまり変わっていない。男子の平成7年度歯

肉炎（GO，　G）は23．5％，平成8年度58．1％，

平成9年度53．5％で，女子は平成7年度（GO，

G）11．8％，平成8年度38．1％，平成9年度13．6

％と著しく男子が悪い。さらにGに関しても各年
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図20歯肉炎の増令的変化（男女別）
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度男子8．2％，23．2％，24．2％，女子は1．2％，4．8

％，3．7％と男子が悪い。このように歯周疾患の

中学生の時代からの急速な増加を考えると，その

予防に力を入れる必要があり，GOについてはブ

司
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表10神戸生田中学校　8回生歯肉炎の状況（平成7年春～9年春）

〈全体〉

年度 H7春 H7秋 H8春 H8秋 H9春

程度
011i21合計　I　　　　　l　　　　　I oi1｝2｝合計　［　　　　　I　　　　　I 011i2i合言＋　I　　　　　　l　　　　　　［ oili2i合計　1　　　　　　1　　　　　　1 oili2i合言＋　［　　　　　　1　　　　　　1

人数
　1　　　　　　［　　　　　　1
1401221　81170　1　　　　　　1　　　　　　1

　［　　　　　l　　　　　l
1431　181　91170　1　　　　　　1　　　　　　1

　1　　　　　1　　　　　1
881　58124｛170　1　　　　　1　　　　　1

　1　　　　　1　　　　　1
10114312引　170　1　　　　　1　　　　　1

　I　　　　　　I　　　　　　I
110；　331　241167　1　　　　　1　　　　　1

割合
　1　　　　　　［　　　　　　［
82．4112，914．71　1　　　　　　　1　　　　　　　1

　［　　　　　1　　　　　1
84．1110⑥5．31　1　　　　　　　　1　　　　　　　　1

　I　　　　　l　　　　　I
51．8134．1114．11　1　　　　　　　　」　　　　　　　　［

　i　　　　　I　　　　　l
59．4；25。3口5．3；　I　　　　　　　　I　　　　　　　　I

　I　　　　　　l　　　　　　I
65．8119．8！14，4｛　［　　　　　　　l　　　　　　　I

表11神戸生田中学校　8回生歯肉炎の状況（平成7年春～9年春）

〈男子〉

年度 H7春 H7秋 H8春 H8秋 H9春

程度
011i2i合計　I　　　　　　l　　　　　　1 oi1121合計　｝　　　　　I　　　　　I oili21合計　1　　　　　1　　　　　i oili2i合計　1　　　　　1　　　　　1 01－2i合計　I　　　　　l　　　　　I

1組
　1　　　　　ト　　　　　1
121　41　11　17　i　　　　　　　l　　　　　　　l

　［　　　　　l　　　　　l
131　31　11　17　1　　　　　　　　1　　　　　　　　1

I　　　　　I　　　　　I
81　5；　53　181　　　　　　　　1　　　　　　　　1

i　　　　　　　I　　　　　　I
71　7｛　43181　　　　　　　1　　　　　　　；

l　　　　　　l　　　　　　［

83　53　51　181　　　　　　　　1　　　　　　　　1

2組
　I　　　　　　I　　　　　　「
153　01　1116　1　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　1

　1　　　　　1　　　　　1
131　21　1116　1　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　1

　l　　　　　　l　　　　　　I
111　4；　2117　1　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　1

　l　　　　　　l　　　　　　l
101　61　1［17　L　　　　　　　　　　　I

　1　　　　　　1　　　　　　1
121　4旨　1117　1　　　　　　　　　　　圏　　　　　　　　　　　」

3組
　I　　　　　　I　　　　　　I

141　31　0；17
　［　　　　　I　　　　　I

151　21　0117
I　　　　　　I　　　　　　I

81　7；　1116
I　　　　　I　　　　　I
93　31　4｝16　　　　　1

I　　　　　　I　　　　　　l

61　83　2116

4組
　I　　　　　　I　　　　　　i
131　4・　OI　17　1　　　　　1　　　　　1

151　21　d　17　1　　　　　　1　　　　　　1 ［　　　　　　［　　　　　　1
11　81　81　171　　　　　　1　　　　　　1

I　　　　　　I　　　　　　I
21　61　91　171　　　　　1　　　　　1

21　51101171　　　　　　1　　　　　　1

5組
11i　2i　5i　18　1　　　　　1　　　　　1 171110h8　1　　　　　　　1　　　　　　1

8i　6i　4i　181　　　　　　1　　　　　　［ 10i　4i　4i　18　1　　　　　1　　　　　1
12i　3i　3i　18　1　　　　　　i　　　　　　［

合計
　［　　　　　　　1　　　　　　　［
65；　13；　7185　［　　　　　　1　　　　　　1

　1　　　　　　　　1　　　　　　　　1
731　101　2［85　1　　　　　1　　　　　1

　I　　　　　　　　I　　　　　　　　I
361　30120｛86　1　　　　　　1　　　　　　［

　I　　　　　　　I　　　　　　　I
38；261221　86　1　　　　　1　　　　　1

　1　　　　　　　1　　　　　　　1
401251　21；　86　1　　　　　　1　　　　　　1

割合
　　l　　　　　I　　　　　I
76。5115，318．21　　1　　　　　　　1　　　　　　　1

　　1　　　　　　1　　　　　　1
85．9111，812．31　　1　　　　　　　1　　　　　　　1

　　l　　　　　I　　　　　l
41，9134．9123．21　　1　　　　　　　1　　　　　　　1

　　l　　　　　　I　　　　　　i
44．2130．2；25．61　　1　　　　　　　1　　　　　　　1

　　1　　　　　1　　　　　1
46．5129．1324．4；　　I　　　　　　　I　　　　　　　I

表12神戸生田中学校　8回生歯肉炎の状況（平成7年春～9年春）

〈女子〉

年度 H7春 H7秋 H8春 H8秋 H9春

程度
oi112i合計　1　　　　　　1　　　　　　1 01－2i合計　i　　　　　　l　　　　　　I

　I　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　I

O11123合計　l　　　　　　l　　　　　　I

oili21合計　I　　　　　I　　　　　I 011［2i合討　l　　　　　　I　　　　　　I

1組
　1　　　　　　1　　　　　　1
17i　O3　酬　17　1　　　　　　　　1　　　　　　　　1

　I　　　　　　I　　　　　　［
151　11　11　17　1　　　　　　　i　　　　　　　I

　I　　　　　　I　　　　　　［
121　馴　　0；　17　1　　　　　　　1　　　　　　　［

　l　　　　　　I　　　　　　I
13；　41　01　17　1　　　　　　　1　　　　　　　i

　1　　　　　1　　　　　1
133　31　01　16　1　　　　　　1　　　　　　　1

2組
　I　　　　　　l　　　　　　I
141　31　0117　1　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　1

　I　　　　　　I　　　　　　l
131　21　2；17　圏　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　L

I　　　　　　I　　　　　　［
9；　61　11161　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　1

　I　　　　　　I　　　　　　I
121　31　1316　1　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　1

　I　　　　　　I　　　　　　I
121　31　11　16　1　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　」

3組
　1　　　　　　1　　　　　　1

151　23　0117
　I　　　　　　　I　　　　　　i

161　01　1｛17
I　　　　　　I　　　　　　［

91　61　2；17
l　　　　　　I　　　　　　［
91　51　3117　　　　　　［

　I　　　　　　　I　　　　　　［

131　21　1；16

4組
151　3；　0118　［　　　　　I　　　　　l 　i　　　　　I　　　　　i

141　41　01　18　1　　　　　　1　　　　　　1
　1　　　　　　1　　　　　　［
111　61　11　18　1　　　　　　1　　　　　　1

　I　　　　　I　　　　　I161　21　01　18　1　　　　　　　1　　　　　　　1
　1　　　　　　1　　　　　　　1
181　01　01　18　1　　　　　1　　　　　1

5組
14ilili16　1　　　　　1　　　　　1

12i　113116　1　　　　　　1　　　　　　1 11i5iO116　1　　　　　　1　　　　　　1 1313［oi　16　1　　　　　　1　　　　　　1 14ioi1115　1　　　　　　1　　　　　　1

合計
　i　　　　　　　　I　　　　　　　　l

75；　91　11　85　1　　　　　1　　　　　1

　1　　　　　　　1　　　　　　　1
701　81　7185　1　　　　　1　　　　　1

　I　　　　　　　　I　　　　　　　　I
52！281　4384　1　　　　　　1　　　　　　i

　1　　　　　　　1　　　　　　　1
631　171　4184　1　　　　　　1　　　　　　1

　I　　　　　　　I　　　　　　　1
701　81　3［　81　1　　　　　［　　　　　1

割合
　　1　　　　　1　　　　　［
88．2口0⑥　1．2｛　　1　　　　　　　　1　　　　　　　　1

　　1　　　　　1　　　　　1
82，419，418．21　　1　　　　　　　1　　　　　　　1

　　I　　　　　　　I　　　　　　I
61。9133，3；4．81　　1　　　　　　　1　　　　　　　1

　　I　　　　　I　　　　　I
75．0220，214．81　　i　　　　　　　I　　　　　　　I

　　I　　　　　I　　　　　1
86。419．933．7［　　I　　　　　　　l　　　　　　　I

ラッシング指導で大きな成果をあげることが実証

されている。それゆえ，生徒一人ひとりに歯・口

さらには全身の健康に関心を持たせ，また健康の

大切さを気づかせるとともに，よりよい生活行動

を起こさせるように指導をしていかねばならな

い。

〈〔》子供たちが震災から学んだこと

　多くのものを失った震災の恐怖と悲しみの体験

の中で，子供たちは何を感じ取ったのか。

　被害の大きかった旧市街地の中学校3年生426

人（男子226人，女子200人）を対象とした調査に

よると，震災の中では助け合い，支え合うことの

大切さを強く感じ取り，もっと積極的にボラン

ティアに参加すべきであったとか，人のために働
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助け合い、支え合いの大切さ

　　ライフラインの大切さ

　地震のおそろしさ、こわさ

人々のあたたかさ、やさしさ

　　自然の力の強さ、こわさ

　　　生命の尊さ、大切さ
地震前の生活が幸せだったこと

入の本当の姿がわかったこと

　　　　　建物のもろさ

図21この大震災の中で，最も強く感じたことは？

ボランティアへの積極的な参加

　人のためにもっと働くこと

自分のことだけに追われたこと

地震への備えがなかったこと

ライフラインへの認識の浅さ

　　　人に頼りすぎたこと

図22　自分自身の反省点は？

くべきであったと感じた子供たちが多く，理屈で

なく体験から感じ取った考え方は彼らの将来のた

めに生かされるであろう。

⑫＞PTSDと心のケア

　家屋の下に埋まったり，自宅が全焼するのを目

のあたりにした子供，家族のけが，死亡により家

庭が崩壊してしまった子供など，今回の震災では

PTSD（心的外傷後ストレス障害）を持っ子供達

が多く発生している。しかし，幸いなことに地震

の発生が早朝でほとんどの場合，家族がそろって

いたことと，暗闇で視覚的ショックが少なかった

ことで，この規模の震災にしては約0．5％（800～

900件）と発生率は少なかったようである。ロシ

ア・アルメニア（1988年）での地震による18歳未

満の子供たちのPTSD発生率は70～80％，また

サンフランシスコ（1989年）では40～50％であっ
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たことを考えると，昼間の活動時に発生しておれ

ば発生率は過去2例に近くなっていたと思われ

る。

　今回の震災で子供たちを取り巻く生活環境や社

会環境は激変し，彼らが受けた心の動揺は想像以

上に大きかった。心の傷を癒すには，優しく包み

込む親の愛情が何よりのものであるが，保護者を

失った子供たちも多く，教職員の愛情とともに，

より良き環境づくりが望まれる中で，保健室の存

在は彼らの心の拠り所となっていた。保健室は悲

しみ，苦しみなどを受け止める場所であり，快い

居場所となるようにまず第一に再開されなくては

ならなかった。悲しみ，苦しみなどに対する安易

な励ましは，かえって彼らを追いっめることに繋

がるので，そばにいて温もりが伝えられるように

教職員は対処している。また，時には専門家のア

ドバイスを受けながら対処し，彼らの回復力に期

待をよせている。元神戸大学精神科助教授，島田

照三氏によると，PTSDの定義と症状は下記の

ごとくである。

　　過酷なストレスに対する反応として生じる精

　神的な障害を総称する。過酷なストレスとは，

通常の人間が体験する状況をはるかに越えたも

　のであり，例えば，災害や事故で自分や家族の

　生命が脅かされたり，拷問や異常な暴力を受け

　たり，他人が殺害されるのを眼のあたりにする

　といったことなどである。その結果，強い恐

怖，驚愕，絶望などの心理状態に陥り，その外

傷的事件が何度も生々しく思い出されたりする

反面，外傷と関連した刺激を持続的に回避した

　り，反応性の低下が生じる。また，睡眠障害や

過剰な警戒心，易刺激性など心理的過覚醒状態

　も現われる。同時に強い抑うつ状態や不安症状

が認められることもある。ストレスを体験した

後の症状の持続時間が6ヵ月以内の場合を急

性，6ヵ月以上症状が持続していたり，6ヵ月

以上の潜伏期間の後に発症した場合を慢性と呼



ぶ。

　概ね，時間的経過にそくして以下の4つの段

階で症状が顕現される。

1期：不安期

　　心的外傷直後から出現する症状で，おもに

　不安症状が前景に立つ。即ち，再び同様のス

　トレスが生じないか常に不安がり，少しの外

　来刺激に対しても大きな驚愕でもって反応す

　る。焦燥感も伴い，年少の子供にあっては，

　その事件の主題が表現される遊びを繰返した

　り，描画を行ったりする。また，度々反復す

　る苦痛を伴う夢を見ることも多い。時には，

　あたかもその外傷的事件が再び起きたかのよ

　うな，突発の行動，例えば，再び生き生きと

　体験する感覚や，錯覚，幻覚，フラッシュ

　バックエピソードが生じることもある。

　　人によっては，この不安に前駆して，短期

　間のある種の“無感覚”や感覚の鈍化が認め

　られることもある。

II期：過覚醒期

　　不安期につづいて過剰な覚醒状態を伴う状

　態に移行する。一般に，必要以上に頑張らな

　ければと動き続けたり，多弁となったり，活

　動が広い範囲に亘ったりする。不眠が存在す

　るが，身体的にはむしろ元気すぎると自分で

　も感じる程である。始めの間は，周囲の人も

　その状態を頼もしく感じたり，他の団体との

　交渉なども優位に行われるが，やがて，過労

　に陥いり，集中困難や，周囲の人に対する不

　満が昴じ，所謂“からまわり”が始まり，対

　人関係が悪化することがある。

III期：抑うつ期

　　前期の過覚醒から来るエネルギーの低下や

　枯渇から来る抑うっ状態で，全てのことに否

　定的となり，将来に対しても絶望的となるこ

　ともある。時には自殺念慮，自殺企画が現れ

　ることも多い。また，周囲の人から孤立し周

　　　　　　　　　　　　　　　　　講　義■

　りの人も自分を疎んじていると考えたりす

　る。表情も冴えず，活動もにぶる。無意識の

　中で，外傷に関連したことを回避したり，追

　想が不能になることもある。（心因性健忘）

　小児にあっては，退嬰化現象が出現し，夜尿

　や言語を喋らなくなったりする。

IV期：恢復期

　　心的エネルギーの低下から来る抑うつ状態

　から徐々に離脱し，再び，正常な活動に戻る

　時期である。この時期はll期の様な，やみく

　もに活動するという“うわすべり”の状態で

　はなく，将来を充分見据えて，周囲の状況を

　的確にふまえて順次計画していく状態であ

　る。人によれば，よい意味での“人生観が

　変った”状態に在り，より深みを伴った人生

　を歩む様に乗り越える事もある。

　以上4っの時期を経過することが多いがその

多くは全部で均1ヵ月以上症状が持続したり，

ある時期が長期に亘る場合は治療の対象とな

る。その原則は全面的な心理受容となるが個々

の例や年齢によって異なることも多い。

・③まとめ

　学校避難所が全市避難住民の6割を占めたこと

は地域が学校に持っている期待度の大きさを物語

るものであり，地域防災の拠点にならざるを得な

かった。そこでは地域住民の避難生活や衛生管理

を支援するための避難スペースの確保，活動に必

要な情報の提供，飲料水や食料など物資の提供な

どを行うことが急務であった。この場合，学校は

教育活動の場であるとともに，地域防災拠点の一

っとして機能しなければならない。

　このため，避難所としての機能を有する福祉セ

ンターとか防災センターなどを学校に併設または

隣接設置を考える必要がある。校舎・施設の耐震

性を強化するとともに教育機器・管理備品の転倒

防止や理科薬品など危険物の安全管理を徹底する

よう配慮し，運営にあたっては教職員，行政の支
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援以外の地域住民の自主組織，ボランティアの役

割が極めて重要となる。

　学校における防災教育に関しては児童・生徒の

避難方法，安全確保のほか，発達段階別，所在

別，校種別などを考慮した避難マニュアルを作成

する必要がある。防災体制については避難マニュ

アルに基づき，行政（区役所，保健所，福祉事務

所など），家庭，地域，医療機関などとの連携を

図り，また，防災訓練を実施し，これを学校行事

に位置づけて計画的に実施することが必要であ

る。また，災害時における円滑な情報連絡体制を

整えるため，学校間や学校と関係諸機関とを結ぶ

通信ネットワークを確立せねばならない。

　地域防災計画では学校が教育の場として，ま

た，地域コミュニティの核として物流拠点，医療

拠点，情報拠点，後方支援拠点としての役割を果

たすべく，災害時に円滑に移動するシステムを

作っておかねばならない。

　災害が児童・生徒の在校時に起きれば，安全確

保，安全誘導をいかにするか，また同時に被災者

への援助はでき得るのか。避難所と災害対策本部

との情報の伝達手段としてパソコン通信の活用を

はかる。児童・生徒への応急教育を行う必要最小

限度の教室，保健室などを確保する。地域社会と

の連携のもとに防災訓練などを行い，学校医，学

校歯科医，学校薬剤師の関わりの中で救急医療体

制の整備を図ることなど，多くの教訓を得た。

　また，このたびの震災では避難住民対策に手を

とられ，児童・生徒の口腔の状態は全くといって

よいほど把握されていなかった。ライフラインの
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確立されていない中での食生活，生活習慣の乱れ

などにより，顕著な歯周疾患が見られたが，それ

以後の保健指導，特にブラッシング指導で，大き

く改善されている。

　一方，児童・生徒自身が健康の大切さに気づ

き，自ら進んで生活行動を起こしたことも大きな

成果であった。このことは常日頃からの生活習慣

の確立が根底にあったからであり，震災後の混乱

の中では早期における環境づくりが急務であっ

た。

　震災の恐怖の中で児童・生徒は自ら考え，判断

し，行動を起こすとともに，人と人との協力やお

互いの助け合いの中で，他人を思いやる心や，感

謝の気持を育み，また，生命の尊さや，家族の絆

の大切さを感じ取っている。しかし，一方では今

なお震災は彼らの心に大きな傷痕を残しており，

これからは健康な「生活習慣の確立」とともに

「心のケア」や「学習環境の整備」などの対策を

も考えねばならない。

参考文献

・「阪神・淡路大震災と神戸の学校教育」平成7年神

　戸市教育委員会編．

・「保健神戸」No．　45，平成8年3月神戸市学校保健
　会．

・「月刊保団連」No．507，1996　全国保険医団体連合会．

・「神戸市養護教諭研究の実際」No．43，平成7年，神

　戸市養護教諭研究会．

・「震災でわかった歯と食のはなし」平成7年神戸
　市歯科医師会。

・「大震災と歯科医療」平成8年　兵庫県歯科医師会．

・「阪神・淡路大震災時における学校歯科医の活動状

　況調査報告」1995年，神戸市学校歯科医会．
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蟹離婁環夢

0　趣　　　旨

　　歯及び口腔に関する保健教育並びに歯・口の健康つくり推進指定校の運営等について協議を行

　い，学校歯科保健活動の充実を図る。

②　主　　　催

　　文部省，㈹日本学校歯科医会

③　期　　　日

　　平成9年5月19日（月）

④　会　　　場

　　国立オリンピック記念青少年総合センター

　　　〒151東京都渋谷区代々木神園町3番1号

⑤　対　象　者

　　平成9・10年度歯・口の健康つくり推進指定校関係者（研究担当者，学校歯科医等）及び各都

　道府県・指定都市教育委員会等において歯科保健の指導を担当する者。

⑥　日　　　程

9：30　　10：00　　10：15　　　　　　　　　　　　　　　　11：00　　　　　　　　　　　　　　　　12：30　　　　　13：30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16：00

5月19日

（月）
受

付

開
会
式

講義1
戸田　芳雄

講義2
赤坂守人

昼食

休憩

実践発表　3校

及び研究協議
閉
会
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開催要項■

贈程柄容

⑦　内　　　容

　●　開　　会 式（国際交流館　国際会議室）

圃　　（研修館　202号室）

●講義1 「歯・口の健康つくり推進指定校の研究を進あるに当って」

　　　　　　　　講師　文部省体育局学校健康教育課教科調査官 戸　田　芳　雄

●講義2 「児童生徒の歯・口の健康課題」

　　　　　　　　講師　日本大学歯学部小児歯科学教授 赤坂　守　人

実践発表及び研究協議 （研修館　202号室）

●発　　表　　平成7 ・ 8年度むし歯予防推進指定校（3校）

　　　　・埼玉県川口市立青木中央小学校教諭　　 竹内純子
　　　　・滋賀県長浜市立長浜北小学校教諭（前びわ町立びわ北小学校教諭）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大森孝　一

　　　　・徳島県勝浦町立横瀬小学校長　　　中島和夫

●指導助言 文部省体育局学校健康教育課教科調査官

社団法人日本学校歯科医会会長

戸　田　芳　雄

西連寺愛　憲
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購義 歯・口の健康つくり

●文部省体育局学校健康教育課

　　　　　　戸　田

教科調査官

芳　雄

…
…
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ー
…
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…
審
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韮
‡
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韮
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■はじめに

　○これまでの指定校の成果から

　　歯・口の健康っくりの成果は，疾病予防だけ

　に留まらない。

　○指定校設置の基本的な趣旨とねらい

　　・「生きる力」をはぐくむ観点から

　　・児童生徒の歯・口の健康実態から

　○平成9年度より改称した理由

回研究推進のための基本的な視点

　①学校教育目標の具現化を図り，歯・口の健

　　康っくりを中心として心身共に健康な児童の

　　育成を図る。

　②学校における歯・口の健康っくりの意義や

　　目標等について，教職員の共通理解を図り，

　　全教職員で指導に当たる。

　③学習指導要領及び小学校歯の保健指導の手

　　引（改訂版）に沿って教育活動全体を通じて

　　推進する。

90／日本学校歯科医会会誌　79号　1998年3月

　④実践は，学校・家庭・地域の連携を基本と

　　し，学校間の交流も考慮する。

　⑤学校の規模，研究内容に応じて機能的な研

　　究体制を整備する。

回研究の過程（プ・セス）

　（1）現状等を分析する

　　〔考慮すべき事項〕

　　O学校及び周辺地区等の歯・口の健康つくり

　　　の状況等の把握

　　c児童等の歯・口の健康つくりに関する意識

　　　や行動等の実態，指導経過の把握と課題の

　　　明確化

　　c学習指導要領　総則1の3「学校における

　　　体育に関する指導」の具現化

　　○「生きる力」をはぐくむこと，学校教育目

　　　標で目指す生徒像の具現化

　　　（歯・口を窓口に心身の健康教育，引いて

　　　は学校教育全体が高まるように）

　　○校内の心身の健康つくりに関する指導体制



　　の見直し

（2）研究仮説（あるいは見通し）を設定する

　○実施要項「5　研究主題」を念頭に

（3＞研究計画を作成する

　①歯・口の健康っくりの目標及び内容を設

　　定する。

　②歯・口の健康っくりの内容を教育課程に

　　位置づけ，学校保健計画及び学級活動指導

　　計画など関連する計画を作成する。

　　○研究テーマ等の決定

　　　・各学校の実態，学校教育目標等を踏ま

　　　　えて決定。実施要項等も参照

　　○歯・口の健康つくりに関連する指導内容

　　　及び機会の整理

　　　・体育・保健体育での学習（疾病の予防）

　　　・学級活動，児童会活動及び学校行事等

　　　　の特別活動での指導

　　　・課外指導や個別（グループ）指導

　　○学校歯科医の助言を受ける

　　O保健主事，養護教諭を中心に，関係教職

　　　員と連携し，作成に当たる

　　○養護教諭，学校栄養職員等の専門性を生

　　　かした指導（協力授業等）の推進

　③研究活動の具体的な計画を作成する。

　　　・研究組織の整備と活動内容の計画作成

　　　・研究授業，教職員研修等の内容及び機

　　　　会の設定

　　　・調査や観察などの情報の収集

　　　・評価計画の作成

　　　・教材や教具の作成，整備

　　　・環境の整備，改善

　　　・養護教諭，学校栄養職員，学校歯科医

　　　　等の専門性の活用

　④家庭地域社会との連携及び学校間の交

　　流等について検討する。

　　　・開かれた学校づくりの一層の推進

　　　・学校保健委員会の構成，議題の工夫や

　　　　運営の活性化

　　　　　　　　　　　　　　　　　講　義■

　　　・幼稚園・保育園，中学校等の活動の交流

　　　・地域社会の健康関連行事への積極的な

　　　　参加，関連機関・団体等との連携

（4）実践を具体化し，結果について評価すると

　ともに，計画等の改善を行う

　　計画を元に，課題解決に取り組む。

回

等
の
改
善

計
画
・
方
法

　　　研究全体の成果を評価する

（1）指導の評価

　CI指導計画の評価

　○指導方法や過程等の評価

　○指導の成果の評価

　　・児童生徒の意識行動の変容

　　・保護者（及び地域の人々）の意識，行動

　　　の変容

　　・う歯等の状況その他

（2）研究の体制，過程（手順）等の評価

　　・研究体制と各組織の活動の評価

　　・研究の計画及び過程（手順）等の評価

　　・研究の成果の評価

　　・学校歯科医，家庭，地域社会等との連携

　　　状況の評価

（3）歯・口の健康つくりにかかわる学習環境等

　の評価

　　・掲示物の内容と時期

　　・洗口場等の整備

〔参考文献〕

・小学校歯の保健指導の手引（改訂版）　平成4年2月

文部省（東山書房）．

・ 発達段階に即した歯みがき指導のしおり　平成4年

　3月　㈲日本学校保健会．

・ 小学校保健指導の手引（改訂版）　平成6年3月　文

部省（大日本図書）．

・ 歯・口の健康っくりをめざして（しおり）平成7年
　3月　（財）日本学校保健会．
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1融 平成8年度　文部省学校保健統計調査結果（抄）

（1）疾病・異常の被患率等別状況

　疾病・異常の被患率等を段階別にみると表1のとおりである。

表1　疾病・異常の被患率等
　℃　　党　　》
疋一，

　目曽ぞド＾u嚇軌　年・靴，帝・ウ　歪

’…唱　鞍

　　’乏ウ

．．… ℃｛毛阿一＾

締’鋸i　　㌔
鷺・撰1：馨・校、：・1∴　　　　　　’暫‘’

’飾ぎ

叢瀬i欝趣総1’

90％以上 むし歯（う歯）

80％以上～90％未満 むし歯（う歯） むし歯（う歯）

70 ～　80 むし歯（う歯）

60 ～　70 裸眼視力1．味満の者

40 ～　50 裸眼視力1．味満の者

20 ～　30 裸眼視力1．味満の者 裸眼視力1．味満の者

10 ～　20
鼻・副鼻腔疾患，そ
の他の歯疾患

その他の歯疾患

8～10 その他の歯疾患

6～8 鼻・副鼻腔疾患

4～6 鼻・副鼻腔疾患

鼻・副鼻腔疾患，口 色覚異常，その他の その他の眼疾患・異 その他の眼疾患・異
腔咽喉頭疾患・異常， 眼疾患・異常，耳疾 常，心電図異常 常，心電図異常
その他の歯疾患，そ 患，口腔咽喉頭疾患

1～10 2～4
の他の疾病・異常 ・ 異常，寄生虫卵保

有者，肥満傾向，心
電図異常，その他の
疾病・異常

その他の眼疾患・異 難聴，ぜん息 耳疾患，口腔咽喉頭 蛋白検出の者，肥満
常，耳疾患，寄生虫 疾患・異常，蛋白検 傾向，その他の疾病

1～2 卵保有者，ぜん息 出の者，肥満傾向， ・異常

ぜん息，その他の疾
病・異常

蛋白検出の者，肥満 口腔の疾病・異常， 難聴口腔の疾病・ 難聴，耳疾患，口腔
傾向 蛋白検出の者，心臓 異常，せき柱・胸郭， 咽喉頭疾患・異常，

0．5～1 の疾病・異常 心臓の疾病・異常 口腔の疾病・異常，

心臓の疾病・異常，

ぜん息
0．1～1

伝染病眼疾患，口腔 伝染病眼疾患，せき 尿糖検出の者，栄養 尿糖検出の者，栄養
の疾病・異常，せき 柱・胸郭，伝染性皮 不良，腎臓疾患 不良，せき柱・胸郭，

0．1～0．5 柱・胸郭，伝染病皮 膚疾患，腎臓疾患 腎臓疾患
膚疾患，心臓の疾病
・ 異常，言語障害

栄養不良，腎臓疾患， 結核，尿糖検出の者， 伝染性眼疾患，結核， 伝染性眼疾患，結核，

0．1％未満 寄生虫病 栄養不良，寄生虫病， 伝染性皮膚疾患，寄 伝染性皮膚疾患，寄
言語障害 生虫病，言語障害 生虫病，言語障害

（注）1　「その他の眼疾患・異常」とは，疑似トラコーマ，麦粒腫（ものもらい），眼炎，斜視，片目失明等である。

　　2　「その他の歯疾患」とは，歯周疾患，不正咬合（ふせいこうこう），斑状歯（はんじょうし），要注意乳歯等のある者等

　　　である。
0
0

4
＝
」

「心電図異常」とは，心電図検査の結果異常と判定された者である。

「その他の疾病・異常」とは，いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。

5歳から17歳の男女平均の被患率等に対する標本誤差は，標本数と得られた被患率等により異なるが，調査対象者数か

らみた場合，単純任意抽出法（無作為抽出）を仮定した場合の誤差は，被患率等が1％（又は99％）で0．05～0．07％，被

患率等が10％（又は90％）で0．16～0．21％，被患率等が50％で0．26～O．　35％である。なお，当調査が層化2段抽出法であ

るため標本誤差は若干増減することもある。
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　疾病・異常の被患率等の中で最も高いものは

むし歯（う歯）で，小学校，中学校，高等学校

はいずれも80％以上となっている。

　次に高いのが，裸眼視力1．0未満の者で，幼

稚園21．4％，小学校25．8％，中学校49．8％，高

表2　むし歯（う歯）の処置完了状況等の推移

等学校62．7％の順となっており，学校段階が進

むにつれ高くなっている。

（2）むし歯（う歯）の被患率

　「むし歯（う歯）」について「処置完了者」と

「未処置歯のある者」に区分してみると表2の

（％）

旗1髄讐羨懇1，繭，、 惣秘奪樋㌶．
済　ザ

，…・ド縦瀞ギ磁瀞

躍

薫
　
　
嫁
、 職4占ン憾 ：∴

ザ ；之　　・

’、‘七 ∵臼Ψ’

計
　，．野

驚 処置完了者
85．0

2．4

82．6

91．0

5．1

85．9

93．9

9．7

84．2

83．0

24．9

58．2

78．7

28．4

50．3

75．7

28．0

47．7

77．0

28．2

48．8

74．7

27．8

46．9

73．7

28．0

45．7未処置歯のある者

計
到．．。

瀦
処置完了者

70．5

3．1

67．4

88．0

9．3

79．3

94．5

150

79．4

91．2

32．8

58．4

89．1

37．6

51．5

88．4

38．3

50．1

88．0

39．3

48．7

87．3

40．6

46．7

85．7

41．1

44．7未処置歯のある者

計
　 ㌢　堂　　サ

処置完了者

50．0

7．6

42．4

86．1

19．0

67．1

94．1

29．0

65．1

91．9

40．8

51．1

88．9

42．7

46．3

87．8

42．2

45．6

87．7

42．5

45．3

86．6

46．2

40．4

84．8

46．1

38．6未処置歯のある者
藁

計酔

命
5
．
、
・
、
樗
“
F
’
誉
・

処置完了者

55．8

11．8

44．0

87．4

22．6

64．8

95．3

29．4

65．9

94．2

44．2

50．0

92．6

46．3

46．2

91．3

46．6

44．7

92．0

47．5

44．5

90．6

48．7

41．9

90．1

50．6

39．5未処置歯のある者

　　　　　　　　　　　　（注）計欄の数値と内訳の合計の数値とは，四捨五入しているため一致しない場合がある。

表3　12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯（う歯）等数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本）

凱膨筆諦　響駆し斡　・｝： ＿f　罵圏rギ　　…き＼：：1
囎 計

無

喪失歯数卍　　　冗

拝，

雛
む　し歯
（う歯）

　計
処置歯数
未処置歯数

4．58　　　　　　　　4．17　　　　　　　　4．09　　　　　　　　4．00　　　　　　　　3．72　　　　　　　　3．51

0．04　　　　　　　　　0．04　　　　　　　　　0．04　　　　　　　　　0．04　　　　　　　　　0．05　　　　　　　　　0．04

4．54　　　　　　　　　4．13　　　　　　　　　4．05　　　　　　　　　3．95　　　　　　　　　3，67　　　　　　　　　3．46

3．23　　　　　　　　3．00　　　　　　　　2．86　　　　　　　　2．82　　　　　　　　2，69　　　　　　　　2．56

1．31　　　　　　　　　1．13　　　　　　　　　1．19　　　　　　　　　1．14　　　　　　　　　0．98　　　　　　　　　0．90

響

計

黛∵

驚
喪失歯数

む　し　歯
（う歯）

　計
処置歯数
未処置歯数

4．18　　　　　　　　　3，80　　　　　　　　　3．75　　　　　　　　　3．69　　　　　　　　　3．41　　　　　　　　　3．21

0．04　　　　　　　　　0．04　　　　　　　　　0．04　　　　　　　　　0．04　　　　　　　　　0．04　　　　　　　　　0．04

4．14　　　　　　　　　3．76　　　　　　　　　3．71　　　　　　　　　3．65　　　　　　　　　3．37　　　　　　　　　3．18

2．90　　　　　　　　2．69　　　　　　　　2．56　　　　　　　　2．56　　　　　　　　2．44　　　　　　　　2．31

1．24　　　　　　　　　1．06　　　　　　　　　1．15　　　　　　　　　1．09　　　　　　　　　0．93　　　　　　　　　0．87

計

糟灘肇 喪失歯数
搬寛

譲’

　妻
｝，灘

む　し　歯
（う歯）

　計
処置歯数
未処置歯数

4．99　　　　　　　　4．56　　　　　　　　4．46　　　　　　　　4．32　　　　　　　　4．04　　　　　　　　3．81

0．04　　　　　　　　　0．04　　　　　　　　　0．05　　　　　　　　　0．05　　　　　　　　　0．05　　　　　　　　　0．05

4．95　　　　　　　　　4．52　　　　　　　　　4．41　　　　　　　　　4．27　　　　　　　　　3．99　　　　　　　　　3．77

3，58　　　　　　　　　3．32　　　　　　　　　3．18　　　　　　　　　3．09　　　　　　　　　2．97　　　　　　　　　2．82

1．37　　　　　　　　　1。20　　　　　　　　　1．23　　　　　　　　　1．18　　　　　　　　　1．02　　　　　　　　　0．94

（注）　計欄の数値と内訳の合計の数値とは，四捨五入しているため一致しない場合がある。
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とおりである。

　むし歯の被患率（治療済みの者を含む）は，

幼稚園で73．7％，小学校で85．7％，中学校で

84．8％，高校で90．1％となっている。

　むし歯の被患率は，40年前（昭和31年度）に

おいては幼稚園を除くと約5～7割で，30年前

（昭和41年度）になると食生活の変化等に伴い

8～9割に急増し，10年前（昭和61年度）には

小・中・高校では9割以上となった。この数年

間においては，むし歯予防の普及等により，む

　　　　　　　　　　　　　　　　　講義■

し歯の被患率は低下傾向にある。

　なお，治療を要するむし歯のある者は，各学

校段階において減少し，特に中・高校では4割

を割っている。

（参考）12歳の永久歯平均むし歯（う歯）等数

　昭和59年度から調査を実施している12歳の永

久歯の一人当たり平均むし歯等（喪失歯及びむ

し歯）数にっいてみると表3のとおりであり，

　「喪失歯数」は，ほとんど変化がないが，むし

歯数は減少傾向にある。
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学校における歯・口の健康つくり
〈論　説〉

学校における歯・ロの健康つくりの

考え方，進め方

◆スポーツと健康（1996．10．抄）◆

●文部省体育局学校健康教育課教科調査官 戸　田　芳　雄

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

1学校教育の目標と
　歯・ロの健康つくり

　現行の学習指導要領は，これからの社会の変化

とそれに伴う児童生徒の生活の変容に配慮しっ

っ，生涯学習の基礎を培うという観点に立ち，社

会の変化に自ら主体的に対応できる心豊かな人間

の育成を図ることを基本的なねらいとしている。

　また，7月の第15期中央教育審議会審議のまと

あにおいて，これから求められる資質や能力は，

変化の激しい社会を「生きる力」であり，これを

育む必要があるとしている。その「生きる力」

は，自分で課題を見っけ，自ら学び，自ら考え，

主体的に判断し，行動し，よりよく問題を解決す

る能力と，自らを律しっっ，他人と協調し，他人

を思いやる心や感動する心など豊かな人間性と，

たくましく生きるための健康や体力としている。

　このように，健康，安全で幸福な生活のたあに

必要な習慣を養い，心身の調和的な発達を図るこ

とは，学校教育の重要な目標であり，学校におけ

る保健指導は，この目標にそって，健康な生活を

営むために必要な事柄を体得させ，積極的に健康
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を保持増進できる態度や習慣を身に付け，生涯を

通じて健康で安全な生活を送るための基礎を培う

ことをねらいとしている。

　学校における歯・口の健康つくり（歯の保健指

導，以下同じ）は，保健指導の一環として，家庭

や地域社会との連携を図りながら学校教育活動全

体を通じて実施されるものである。

2歯・ロの健康つくりの

　今日的課題

　これまでの各学校等の取り組みにより，小学校

及び中学校のう歯（永久歯）のり患者率は90％未

満，未処理歯をもっ者は各校種共50％未満とな

り，12歳の平均う歯数（DMF）は平成7年度に

3．72と初めて4以下となった。

　このように，大きな成果があり，改善が図られ

ているが，児童生徒の疾病の中では，極めて被患

率が高く，引き続きう歯の減少に取り組むことが

必要である。また，歯肉炎など歯周疾患，咀囎な

ど口腔機能の未発達の問題などが新たな課題とし

て解決を迫られている。

　また，平成7年度より改正された健康診断及び

一／．

左



事後措置の適切な実施，生涯にわたる健康増進の

ための歯・口の健康つくりの基本的な生活習慣の

育成，児童生徒自らが課題解決に取り組めるよう

な能力や態度を育成することが大きな課題として

挙げられる。

3歯・ロの健康つくりの目標
　及び指導内容

　歯・口の健康っくりをより適切に進めるために

は，よりどころとなる目標や内容を設定しておく

ことが必要である。

　「小学校　歯の保健指導の手引（改訂版）」に

示した目標及び内容は次のとおりであり，中学

校，高等学校等においても，参考としてほしい。

　（1）目　標

　　①　歯・口腔の発育や疾病・異常など，自分

　　　の歯や口の健康状態を理解させ，それらの

　　　健康を保持増進できる態度や習慣を身に付

　　　ける。

　　②　むし歯や歯肉の病気の予防に必要な歯の

　　　みがき方や望ましい食生活などを理解し，

　　　歯や口の健康を保っのに必要な態度や習慣

　　　を身に付ける。

　（2＞指導内容

　　①自分の歯や口の健康状態の理解

　　　○歯・口腔の健康診断に主体的に参加し，

　　　　自分の歯の健康状態にっいて知り，健康

　　　　の保持増進に必要な事柄を実践できるよ

　　　　うになる。

　　　　・歯・口腔の健康診断とその受け方

　　　　・歯・口腔の病気や異常の有無と程度

　　　　・歯・口腔の健康診断の後にしなければ

　　　　　ならないこと

　②　むし歯や歯肉の病気の予防に必要な歯の

　　　みがき方や食生活

　　　○歯や口を清潔にする方法にっいて知り，

　　　常に清潔に保っことができる。

　　　　・歯のみがき方とうがいの仕方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　講　義■

　　　○むし歯や歯肉の病気の予防，さらに歯の

健康に必要な食べ物について知り，歯の健康に適

した食生活ができるようになる。

　　　　・むし歯や歯肉の病気の原因

　　　　・咀囑と歯の健康

　　　　・歯の健康に必要な食生活

　　　　・間食の取り方，選び方

4歯・ロの健康つくりの

　機会と方法

（1）学校教育活動全体で進める

　小学校学校指導要領では，総則1「教育課程

編成の一般方針」に，健康の保持増進に関する

指導について，次のように示している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　33　学校における体育に関する指導は，学3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　1校の教育活動全体を通じて適切に行うもの1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

　1とする。特に，体力の向上及び健康の保持1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　3増進に関する指導にっいては，体育科の時3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1問はもとより，特別活動などにおいても十；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r…分行うよう努めることとし，それらの指導1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

iを通して，日常生活における適切な体育的i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

i活動の実践が行われるとともに，生涯を通1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

iじて健康で安全な生活を送るための基礎が1
　

1培われるよう配慮しなければならない。

i　　　　　　　　　　（傍線筆者）
1

　ここに示した体育に関する指導は，健康・安

全を含む広義の体育に関する指導であり，歯・

口の健康っくりを含む健康の保持増進に関する

指導も学校教育活動全体を通じて適切に行うこ

とによって，充実を図る必要がある。これは，

中学校，高等学校においても同様である。

　そこで，各学校においては，体育・保健体育

科や関連教科での学習や特別活動における学級

活動・ホームルーム活動での健康・安全に関す

る指導，学校行事の健康安全・体育的行事，児

童会（生徒会）活動，クラブ活動などにおける

健康・安全にかかわる諸活動を積極的に行うこ
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とによって歯・口の健康っくりの充実を図るこ

とが必要である。以下，教科以外の指導につい

て述べる

（2）学級活動で課題解決・実践能力を育てる

　学級活動等においては，当面している健康問

題や近い将来に当面するであろう問題につい

て，具体的な問題（課題）解決を図り，健康に

よい生活行動が実践できるようにする。した

がって年間を通して，1単位時間や20分程度の

短い時間で健康や安全に関する指導時数を確保

し，児童生徒の実態に応じた具体的な題材を設

定する。

　また，指導過程や指導方法を工夫し，実習や

実験などを取り入れたり，視聴覚教材等を活用

したりして，児童生徒の興味関心を引き出し，

思考判断する場，習慣の定着を図るための繰り

返しなどに配慮した指導とする。また，朝の

会，終わりの会での指導なども検討する。

（3）学校行事で実践的な態度を育成する

　健康安全・体育的行事の健康診断における事

前指導，事後措置，個別指導等に力を入れ，歯

・ 口の健康に関する関心を高め，自己の健康の

保持増進に積極的に取り組む態度を育てる。文

化祭での研究発表等も有意義である。

（4）児童会，生徒会活動で自発的に取り組む

　児童会，生徒会の保健委員会の活動，集会活

動等で歯・口の健康を取り上げ，自発的に健康

っくりに取り組む態度を育てる。

（5）個別指導で一人ひとりの課題を解決する

　健康診断の結果に基づく健康相談，健康相談

活動の実施も考慮しながら，必要な児童生徒に

対し，個別指導を行う。その際，学級担任は，

学校歯科医の助言を得ながら，養護教諭と連携

し，昼食後の歯みがき時や放課後等に，保健室

で個別指導やグループ指導を行うと効果的であ

る。特に，CO（う歯要観察歯）やGO（歯肉
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炎要観察）をもつ者については，継続した指導

と観察が必要である。

5指導計画の作成

　各学校で，歯・口の健康つくりを効果的に進め

るために，地域や学校の実態及び児童の健康の実

態や課題を明らかにし，学校の全体計画や学級の

指導計画などを作成し，計画的，継続的に指導す

る必要がある。表1に歯・口の健康っくりの全体

計画例を示す。

6家庭・地域社会との連携と

　学校保健委員会

　学校における歯・口の健康つくりを効果的に推

進するためには，教職員の役割を明らかにすると

ともに，校内の指導体制を確立すること及び家庭

や地域社会との密接な連携を図ることが重要であ

る。特に，多様化する今日の学校保健の課題に適

切に対処するためには，学校保健委員会を活性化

し，単なる審議だけでなく，実践上の諸問題にっ

いて協議し，課題解決を推進しなければならな

い。具体的な運営等にっいては，日本学校保健会

の指導資料等を参照されたい。

7歯・ロの健康つくりの評価

　学校における歯・口の健康つくりも，学校教育

活動の一環として行われることから，学校経営評

価の観点から評価し，改善しながら進あなければ

ならない。

　具体的に，指導のねらいや内容指導時間など

が適切かどうかなど指導計画の評価，実践意欲を

高める工夫や個に応じた指導が行われているか，

など指導の方法の評価および指導のねらいの達成

状況，児童生徒の変容など指導の成果について評

価し，改善していく必要がある。
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表1歯・ロの健康つくり全体計画例

講　義■

∴； 撃’ 聯・ゼ 眠
　　　題　　　擁　　名　　　　　昂　　　　　　　　“

喚麟澗，
・ 何があるかな口の中

1　年
・ 歯の王様をさがそう

・っぎつぎはえる大人の歯
2　年

・鏡をみて前歯をしっかりみがこう

・ 自分の歯ならびにあったみがき方

小
学
校

3　年
・ おやっのとり方を考えよう

・むし歯のできやすいところをみがこう
4　年

・ よくかんでおいしく食べよう

学
　
　
　
級
　
　
　
活
　
　
　
動

・ 歯肉の健康観察をしよう
5　年

・ 健康な歯肉をっくろう

6月

11月・合せ鏡を使って第二大臼歯をさぐろう
6　年

・みがき残しとさよならしよう

・ 歯垢の正体をさぐろう
1　年

・間食と歯・口の健康について考えよう

中
学
校

・歯みがきのポイントを身につけよう
2　年

・ 咀囑と歯・口の健康について考えよう

・歯肉の健康を守ろう
3　年

・ きれいな歯でスマートに生きよう

学校行事
・ 健康診断 ・むし歯，歯肉炎，不正咬合の発見・個別指導対象者の選出 定期，随時
・ 歯の衛生週間行事 ・学校歯科医の講話・歯の健康っくり集会 6　　　月

児童会・
生徒会活動

・
歯みがき集会・標語募集・ポスター作成・保健委員会の研究発表・児童生徒の研究発表

6，　11月

組織活動
・PTAの活動 ・歯の健康講話・広報活動・歯によいおやつづくり研修 6，11，2月

・ 学校保健委員会 ・ 健康診断の事後措置・親子歯みがき運動の推進 6，11，2月

・健康相談等 ・学校歯科医による健康相談・養護教諭による指導等 随　　　　時

・歯垢染め出し ・必要な児童生徒または学級・学年等で実施 6月及び随時個別指導
日常指導
そ　の　他 ・ 給食後の歯みがき ・ 日常の習慣形成（生活化）・歯みがき技能の習得

・歯みがきカレンダー ・日常の習慣形成（生活化）
日　　　常

〈参考文献〉

・ 文部省編「小学校　歯の保健指導の手引（改定版）」

平成4年2月，東山書房．

・（助日本学校保健会編「歯・口の健康っくりをめざし

て」平成7年3月．

（日本学校保健会「歯・口の健康っくりをめざして」）

・㈱日本学校保健会編「みんなでっくろう「学校保健

委員会」のしおり』平成2年3月．
・ （助日本学校保健会編「保健主事の手引」平成8年3
月．
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講義 児童生徒の歯・1］

●日本大学歯学部小児歯科学教授

赤　坂　守　人

i はじめに

　学校保健の目的の一つは，自らの健康の保持増

進を図ることが出来るようにする能力を育成する

ことにあると，いわれている。さまざまな生活習

慣病が若年化している今日，児童生徒に対し健康

は自分自身の一生の問題として理解されることが

必要である。即ち，生涯保健の立場から子どもの

健康課題を論じなければならない。

　我が国は，急速な生活環境の変化とともに，疾

病構造が変化し，人の平均寿命は急速に伸びてい

るが，一方では新たな疾病・健康の課題もみら

れ，小児期から望ましいライフスタイルを確立し

ておく必要がある。子どもの健康は，その責任の

大半は家庭にあるが，同時に教育の場として学校

における支援が重要である。

　従来の学校保健，特に歯科保健は，う蝕など疾

病の早期発見，早期治療という疾病を基礎にした

健康診断であったが，平成7年度の改正では，健

康であるかどうかふるい分けることを目標にした
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スクリーニング健診としての性格を強調してい

る。この様なことは，疾病の診断というよりも，

健康状態を把握することを基本的な考え方として

いる。そこで，健診の結果はその後の保健教育や

定期的観察などの事後措置に重要な意義をもっよ

うになり健康教育活動と密接な連携を保ようにし

なければならない。

　現在，歯科界は歯科保健医療の目標として80

20運動（80歳で20本以上の歯を残す）が推進さ

れている。この運動を達成するには，歯を失う大

半の原因とされるう蝕，歯周疾患の発病時期にあ

たる児童生徒期に，これら疾患にたいし，学校保

健での予防，管理が行われることが必要である。

特に我が国の医療のさまざまな面に影響を及ぼし

ている医療保険制度は，疾病治療を中心にした出

来高払い制であって，疾病の予防・管理，健康指

導にはほとんど対応していない。この点からも，

このステージの学校歯科保健による管理，保健指

導が果たす役割は大きい。

　従来の学校歯科保健活動は，う蝕，歯肉炎など
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疾病に焦点が絞られており，保健指導（教育）の

内容も昔から歯磨き指導に限られ，ややマンネリ

化もあって，学校歯科医，学校保健関係者からも

歯科の保健指導は余り重視されていない。

　近年，急速な食環境の変貌にともない，食べ物

を噛まない，噛めないなど子どもの摂食について

の問題が一般にも注目されている。高齢者にとっ

て豊かに食べ物をたべること，人と話をすること

など，口の働きは重要であって，この機能を正し

く育成するためにも，この機能の発達期にあたる

児童生徒に対し咀噛機能にっいての保健指導（教

育）を行うことが最も適している。この機能の発

達と維持から，改あて歯・口の健康っくりの保健

教育を考える必要がある。また，口腔の機能を健

全に発達させる生活・食環境を再考することは，

現代のあらゆる健康問題や各世代に共通する内容

を含んでおり，家庭や地域との連携が要求される

こともあって，今後の学校保健が取り組むべき重

要な課題である。今回の講義では，改正になった

歯科健康診断の内容，事後措置の方法，そして保

健指導としての咀囎機能の育成にっいて述べてみ

たい。

2 学校健康診断の改正に伴う

歯科健診の課題

（1）う蝕，COについて

　今日でも，学校歯科保健活動の具体的な中心

課題は，依然としてう蝕である。世界保健機構

（WHO）は，西暦2000年までのう蝕予防対策

の目標として，世界諸国にその実践を呼びかけ

ている。我が国はとくに以下の2点を目標とし

て掲げ推進している。

　①5～6歳児のう蝕有病者率を50％にす

　　る。

　②12歳児の1人当たりのう蝕経験歯数（D

　　MF歯数）を3．0本未満にする。

　図1，2に示すごとく，歯科疾患実態調査に

よると，5歳児のう蝕有病者率は77．　0％，12歳

講　義■

（％）
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図1　幼児のう蝕病者率の推移　歯科疾患実態調査

　　1957年調査はD。（疑問のう歯）を含む数値に
　　よるものである。

DMFT
12

　20歳

n18歳
　16歳
丁コ14歳

　12歳
　10歳
　　8歳
　　6歳

1993調査年

図2　年齢別一人平均DMF歯数の推移　歯科疾患
　実態調査
　　1957年，1963年，1969年調査はD。またはC。
　　（疑問のう歯）を含む数値によるものである。

児の1人当たりう蝕経験歯数は3．6本であり，

徐々にWHOの目標に近づいているが，図3に

示すように先進諸国の多くがすでにこの目標に

達し，さらに低下しているのに比べ我が国は依

然として高いレベルを維持している。

　児童のう蝕罹患歯の大半が第一大臼歯であ

る。この歯のう蝕罹患時期は，萌出直後から，

遅くても2年間とされており，従って現在，下

顎第一大臼歯の萌出時期が幼稚園，保育園の年

長時期にあるため，この時期から児童低学年に

かけてう蝕予防の時期として最も重要である。

第一大臼歯は歯冠の一部が口腔内に萌出を開始

し，歯冠の全部が萌出するまで長期間かかる。
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図3　先進国における12歳児のう蝕罹患者率の経年
　　的変化

この時期は歯冠の一部が歯肉によって覆われてい

るため不潔域になっている。近年子ども達が食べ

る食物は全体に軟食になり，良く咀噛しないこと

もあって，いつまでも歯肉が退縮せず不潔域の期

間がますます長くなっている。この部分に歯ブラ

シを使用し，特殊な清掃法が必要である。

　　今回の改正に当たり，最も重要な改定の一っ

　カミ，CO（questionabe　caries　for　observa－

　tion）の設定である。このCOが設定されるに

　至った背景には幾っかの理由がある。

　　⑦従来に比べ，児童生徒の口腔内環境は改

　　　善されてきてう蝕活動度が低い時代となっ

　　　ている。

　　④　萌出直後のエナメル質表層の再石灰化現

　　　象にっいての科学的な知見が明らかにな

　　　り，初期状態のう蝕の1年後の推移をみる

　　　と再石灰化によって健全な状態に戻ってい

　　　る。

　　◎　従来の学校歯科検診時にClの検出には

　　　診査者間に健診上の誤差が見られ，これを

　　　除外する必要がある。

　　㊤可能な限り治療を行わず，保健指導また

　　　は予防処置を行うようなヘルスプロモー

　　　ションとして保健教育を行う時代を迎えて

　　　きている。

　　　　要観察歯（CO）の所見としては，以下

　　　のものが挙げられている。

　　　○少窩裂溝において，エナメル質の軟化し
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　　　た実質欠損は認められないが，褐色窩溝

　　　および粘性（sticky感）が探針で触知

　　　されるもの。

　　○平滑面において歯質脱灰を疑わしめる白

　　　濁や褐色斑が認められるが，エナメル質

　　　の軟化した実質欠損の確認が明らかでな

　　　いもの。

　　　このCOを導入することは，もしそのま

　　ま放置するとう蝕に進行することもあり，

　　早期発見の機会を逃すことになるので，事

　　後の観察と精査，そして積極的な保健指

　　導，予防処置が必要になってくる。そこ

　　で，CO，う蝕の検出に限らず以下の項目

　　のリスク要因にっいて診査，検討した上で

　　定期的な観察期間，刷掃指導，食生活指導

　　などの保健指導を行うことが必要である。

　　＠　児童生徒の現在のう蝕罹患，あるいは

　　　過去の乳歯う蝕の罹患状態を把握する。

　　　罹患が高ければ危険度は高くなる。とく

　　　に第一大臼歯と乳臼歯のう蝕とは相関が

　　　高い。

　　⑤児童生徒の家庭，社会の環境状況を把

　　　握する。例えば祖父母の同居，兄弟数，

　　　母親の就労時間，就寝時間などはう蝕の

　　　進行と関係する。この点から保健調査を

　　　重視する。

　　◎　日常の刷掃習慣，刷掃法にっいて調

　　　べ，現在の歯垢沈着状態（プラークスコ

　　　ア）を観察して歯垢沈着が高ければう蝕

　　　は進行する。う蝕への進行の予測を検討

　　　しながら刷掃指導の資料とする。

　　⑥　食習慣とくに含糖食品の摂取状況とう

　　　蝕の発生・進行とは関係が深い。そこで

　　　COの推移の予測には最も重視しなけれ

　　　ばならない条件であり，保健指導の中心

　　　と考えるべきである。

（2）歯肉炎，GOについて

　歯肉を失う最大の原因は，歯周疾患である。
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図4　歯槽骨の吸収に関する高校生の実態

とくに歯周炎は歯を支えている骨が異常に吸収

を起こしていることもあり，歯の喪失と直接関

係する。この歯周炎の発病時期が若年化してお

り，図4の報告では高校生の約20％に骨吸収を

伴う歯周炎がみられる。この時期歯周炎や歯肉

炎が多発する理由には

　①学童期に含糖間食類の摂取が多くなっ

　　て，歯垢が沈着しやすく歯周炎が発病，あ

　　るいは憎悪する。

　②歯の交換期にあって部分的に対合歯がな

　　い時期になるため食べ物の咀噌による自浄

　　作用が失われ歯垢沈着が増す。

　③　歯列不正，咬合異常が増加して咬合性外

　　傷が多発する。

　④思春期性のホルモンが影響する。

　⑤幼児期，青年期に比べこの時期は歯磨き

　　の励行が低下しやすい。

　この時期の歯肉炎，歯周炎は炎症の消退，進

行度などかなり流動的なのであり，保健指導と

共に継続的な管理が必要である。特に日常生活

での正しい歯ブラシによる刷掃法によって歯肉

炎の進行を抑制することが出来る。

　小学生の後半，中学生に稀にみられる局所的

な歯周炎（歯肉退縮）は歯列・咬合異常が誘因

となって顎運動時に異常な咬合圧が加わって発

生することが多い。この異常な圧は睡眠時の歯

ぎしりによっても引き起こされるので，主に前

歯の歯列乱ぐい状で，歯ぎしりがみられる小児

　　　　　　　　　　　　　　　　　講義■

は注意が必要である。このような異常に歯肉が

退縮した歯は，その歯の周囲の骨が吸収してお

り，転倒，スポーツなどの外傷時に歯の脱臼

（脱落）を起こしやすいので注意が必要である。

　8020運動を達成するには，この時期から

の歯肉炎，歯周炎に対する保健指導がその鍵を

握っている。

（3＞顎関節診査について

　最近，小児の顎口腔機能の異常として多く見

られるようになったものに顎関節症がある。顎

関節症とは顎関節部や咀噛筋の疹痛を主訴とす

る異常であって，さらに開口障害（下顎運動の

制限）や顎関節雑音など三大徴候がみられる。

従来は成人期に発症するものと考えられていた

が，近年の調査では，小児，特に思春期にもみ

られるとの報告が多い。初発時期は，10歳代前

半からはじまり発現の高い時期は，10歳代後半

と20代である。

　顎関節の異常は，小児期では雑音を軸として

疹痛，開口障害が現われ，その病態は固定せず

流動的であって，固定的な顎関節症発症への前

駆段階にあり，予防学的に適切な対応が必要な

時期である。

　顎関節症の原因についての諸説の一っに，咬

合異常説がある。これは上下顎の歯の接触が不

安定な不正咬合は過度な咀囎筋活動を誘発し，

顎関節に破壊的な力が伝達され，同部位に炎症

や変形または筋自体に血行不良を起こし，その

結果として顎関節部や筋などに疹痛をもたらす

という考えである。一方，欧米で顎関節症の原

因として有力な説は，心理学的ストレス説であ

る。これは患者が心因性のストレスがあると情

動の表出として歯ぎしりなどの過度な咀噌筋活

動を誘発し，顎関節に破壊的な力が伝達され，

同部位に炎症や変形，筋自体に血行不良を起こ

し，その結果として顎関節部や筋などに疹痛を

もたらすという考えである。すでに顎関節症患

者に心理学的に性格特性にっいての調査を行う
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と，情緒的不安定になっている人が多いことが

知られている。このように顎関節症の原因は恐

らくこれら複合的な要因が関与しているものと

思われる。

　学校保健での顎関節症の対応は，この時期の

顎関節異常についての実態原因，治療法など

はいまだ不明な点が多く，この時期は特に固定

的と考えるべきではない。そこで，徴候の発現

をみた場合でも，要観察として定期的にその推

移をみていくことが肝要である。

　健診の前の保健調査でも，従来の内容に増し

て顎関節にっいての調査を加えるべきである。

学校歯科医による口腔の健診時にはこの保健調

査に記載された児童生徒にっいて顎関節の検診

を行う。診査は正面よりの顔貌診査を行い，そ

の対称性にっいて診査する。最大開口を命じ，

開口障害の状態を観察する。このとき顎関節雑

音を術者が注意深く聴くか，児童生徒に問診を

行う。また，咬筋，側頭筋などの筋群，顎関節

部の触診を行い癒痛があるか確認する。

　要観察児，要精検児に対する学校の定期的観

察システム，地域の顎関節に関する検査および

治療に対する医療機関システムに応じてその基

準の内容も変える必要があろう。

3 児童生徒の咀囎の育成と

保健指導

　歯科保健医療の目標として，8020運動が提

唱されているが，このように健全な歯を残すこと

は，咀噛，発語など口腔の機能が豊かに営むこと

にある。とくに食物を豊かに摂り，よく咀囎する

ことは，人間が健康に過ごすため，また人間のQ

OLにとっても重要である。最近，さまざまの分

野で咀囑することと身体的，精神的影響との関係

が検討され報告されている（表1）。とくに，局

所的影響としては，軟食により咀囎活動が低下す

ると，口腔周囲筋が十分活動せず，唾液の分泌が

減退することによって，う蝕，歯周疾患，歯列・
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表1　咀噌とロ腔および全身の健康への影響

1　“噛まないこと”とロ腔の健康への影響

1　咀囎筋活動の低下，口腔周囲筋活動の不均衡によ
　り，顎骨の発育不全および歯の位置変化をおこし，

　歯列・咬合異常の誘因となる。

2　唾液の分泌，口腔周囲筋の活動の不足を来し，自
浄性，清掃性を低下させ，う蝕，歯周疾患を発症さ
せる。

3　抵抗力，耐性の低下により顎関節症の誘因になる。

4　普段，噛みこたえする食物を“噛まない”と，咀
囎力は低下し“噛めなく”なる。

皿　“よく噛むこと”と全身の健康への影響

1　咀噛や胃液の分泌を促進し，食物とくに動物性蛋
　白質食品の消化吸収を助ける。

2　唾液成分であるリゾチーム，ラクトペルオキシタ
　ーゼ，IgA（免疫抗体）を分泌し，疾病の予防，健
康増進に役立っ。

3　食事時間を十分とり，血糖値を高めたり，神経性

　ヒスタミンを分泌して，満腹中枢を刺激し，過食・
肥満を予防する。

4　食物の味物質を溶出し，味覚を感じ食欲を増進し，

心理的満足感，情緒的豊かさを感じる。

5　脳の血液量を増加させ，知的発達を促進し，老化
の予防となる。

咬合異常などの誘因になることが知られている。

　しかし，近年，とくに食環境の急速な変貌に

伴って，日常の食物の大半が軟らかくなり，咀噌

を必要とせず，また，ゆっくりと食物をおいしく

味わい咀噛する食事時間が少なくなっている。

　小児保健の分野で食物を“噛まない子”，“噛め

ない子”と称され，幼児の摂食機能に障害ある状

態が指摘され始めたのは1980年代前半である。こ

の年代には，“肩こり”，“疲れやすい”，“めま

い”など子どもの不定愁訴が社会的に話題とな

り，親の生活や社会の姿を反映するものとして広

く社会問題となった。今日，子どもにみられる咀

囎問題も，大きくは急速に変貌してきた子どもを

取り巻く社会・育児環境と関連しているものと思

われる。

　咀囑運動は哺乳運動のような生得的な機能では

なく，学習により獲得される機能である。従って

咀囎の学習は，成人期から始めたのでは手遅れで

あって，咀塒機能の発達期に何らかの手だてが必
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要になってくる。なぜなら今日の食環境はこれら

機能を正しく育成するには決して好ましい環境に

あるとは言えないからである。

　咀噛の発達は，他の運動・感覚系の発達と同様

に，咀囎に係わる諸器官の成熟と，それに見合っ

た環境刺激を受けることが必要である。咀噌の発

達に必要な環境条件とは，以下にあげるさまざま

な条件が関係している。

　①食物の大きさ，物性的性状

　②空腹感をもっておいしく食べること

　③ゆったり一緒に食べること

　④食器など食具などである

　（1＞歯・咬合の発育と咀囑の発達

　　金子は咀囎の発達上，基本的機能が獲得され

　る時期は離乳期に相当するとしている。但し，

　今日，健常児にみられる咀囎機能が拙劣な状態

　は，むしろ幼児期以降の食環境によることが多

　いとも指摘している。二木も咀囎の発達にとっ

　ての臨界期は，乳臼歯がはえそろう11～24カ月

　頃であるとし，歯の萌出を中心にした口の機能

　の発達状態に応じた離乳食の進め方を発表して

　いる。

　　咀囎とは，食物を破砕・臼磨し，唾液と混和

　し，嚥下しやすい大きさと硬さの食塊に形成す

　る運動である。この運動には顎口腔系器官，す

　なわち歯，咀塒筋，顎関節などの末梢器官から

　の感覚入力系，中枢処理系，その運動出力系が

　総合的に働いて食物の大きさ，性状に適した協

　調運動が行われる。特に，咀囑の発達期には，

　歯が萌出し咬合が形成されることによって，歯

　根膜受容器からの食物に関する情報入力が行わ

　れたり，あるいは固形食が摂食可能な口腔の構

　造へと変化することで，咀囑機能は発達する。

　1歳3ヵ月～1歳6ヵ月頃に萌出する第一乳臼

　歯は，食物を臼歯でかみ砕くなど，下顎の側方

　運動の発達に関連し，咀囎の発達上重要な歯で

　ある。この歯の萌出時期は3～6ヵ月の個人差

　がみられ，萌出時期に応じた調理形態の進あ方

　　　　　　　　　　　　　　　　　講　義■

が必要である。

　第二乳臼歯が萌出し咬合が完成する2歳6ヵ

月頃に幼児の咀囎運動は一応完成するが，その

後も咀囎の習熟にとって重要であって，食生活

のあり方により影響を受ける。乳歯列完成期の

咀囎能力は成人の約60％である。幼児期に硬い

ガムを用いた咀噛訓練により，噛みしめ力が増

加することが報告されている。また，この時期

にう蝕や歯列・咬合異常があると，咬合接触面

積が減少し，咀塒能力が低下するので，このよ

うな幼児の食事に際しては十分配慮すべきであ

る。

　乳歯列期は，下顎運動や下顎の位置に影響を

及ぼす下顎頭および下顎窩の形態が依然として

未成熟である。そのため，咀囎するとき偏側で

の咀囎習慣が続くと咬合関係が偏位したり顎関

節の発育に影響を及ぼす。従って，この時期は

食物を両側で咀囎することが正常な咬合形成の

面から成人以上に重要になってくる。

　第一大臼歯は「咬合の鍵」とも言われるほど

その咬合関係はその後の永久歯列の咬合形成に

影響を及ぼす。それと同時に，第一大臼歯の萌

出は小児期の咀囑能力に大きく影響を及ぼす。

緒方はオクルーザルプレスケール法によって第

一大臼歯萌出前後の歯列の咬合力を測定したと

ころ，第一大臼歯が萌出し咬合接触する7～8

歳頃に咬合力（圧）が増加する。従って，この

時期に噛みこたえのある食物を与え咀囑を育成

する上に重要な時期である。その後，前歯が交

換を開始する8～9歳頃には，乳臼歯の歯根吸

収がみられるため，咬合力はむしろ低下し，そ

の後，後方歯が萌出する10～12歳頃には咀囑筋

の成熟などによって咬合力は再び増大し，ほぼ

成人に近い値を示すことを報告している。前歯

の交換時期に乳歯う蝕のため歯が早期に喪失し

たり，永久歯の萌出が遅延したりして歯が無い

時期がある。このような時期，前歯で食物を咬

断出来ないばかりか，食物を前歯で捕食出来な
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いと大きさ，物性の識別する能力に欠け，咀囎

能力が低下することも考慮すべきことである。

　乳歯列から混合歯列期にかけて歯，咬合の発

育と咀噛機能との関係，あるいは小児期のう

蝕，歯列・咬合異常と咀囎機能との関係など，

まだ不明な点が多く，今後さらに検討が必要で

ある。

（2）食物の大きさ，物性と咀囎

　食物を咀囑機能の面から客観的に検討したの

は，数種の食品を咀囑した際の咀囎筋活動を筋

電図学的に検討した報告のみである。赤坂らは

食物のテクスチュアー，すなわち固さ，ひず

み，凝集性，付着性の4っのパラメーターを測

定することが可能なテクスチュロメーターを用

いて189品の食品を器械的に測定しその特性に

よって5型に食品を分類している。さらに咀囎

筋活動との関係を検討した結果，固さ，ひず

み，凝集性の積となる値が最も咀噌筋活動と高

い相関を示すことを明らかにし，この値を噛み

こたえ値として，食品を器械的に測定すること

により，人の咀囎活動からの食品分類法を発表

している。また，食物の咀囑活動量は，その

他，咀囑回数と高い相関を示すことが知られて

おり，従って食物を嚥下するまでの一口量の食

物の咀囎回数を測定することによって咀囎活動

による食物の分類が可能である。塩野らは，咀

囎機能量の測定用に開発したゼラチンゼリーの

物性を検討するたあ4段階の硬さと5種類の大

きさと形を変えたゼラチンゼリーについて筋活

動量を測定した結果，ゼリーの体積，咀囎回数

などの因子と筋活動量との相関が高かったこと

を報告している。

　食品を加熱調理することにより食品の物性が

変化することが知られている。一般に野菜類は

煮ることによって軟らかくなり咀囎活動は低下

する。これに対し，肉・魚類は加熱することに

より歯ごたえが増し咀囎活動が増加する。一般

に加工食品は軟らかく咀囎活動量は低下する。
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同じ一口量でも食物の切り方により咀囑活動が

異なり，小さく調理すると咀囎活動は低下す

る。食物については，咀囑活動面を考慮した食

物の調理法が，栄養素摂取を重視した場合は必

ずしもすすあられる調理法でないこともあり，

この食物がもつ咀囎活動への影響と栄養素摂取

という両面性を考慮し，食物の調理法を考える

ことが重要である。

（3）食環境と咀囎

　最近の子どもは，食事を前にして飢餓感，空

腹感を持っことが少なくなっている。それは屋

内で過ごすことが多くなり，運動量が減少して

いること，全体に脂肪の多い加工食品が多く食

品当りのカロリー量が増加していることなどが

関連している。そのため，食べることの欲求が

減少し，一食当たりの内容が全体に軽くなって

おり，4回食，5回食を摂る傾向にある。従っ

て食物の歯触り，舌触りなど感触を重視して食

物を選択するようになる。そこで当然食品メー

カーは脂肪を加え舌触りを良くし軟食化へと応

じることになる。この傾向はさらに家族と一緒

に食事をとる機会が少なくなったこと，忙しい

スケジュールの合間に食事をとることなどがさ

らに増長させている。咀囎機能を育成し，十分

に食物を咀噌するには，食事に際し空腹感を

持って食事をおいしく食べることが最も重要な

条件と言えよう。

　わが国は，近年さまざまな飲物類が開発さ

れ，また簡便に入手できるようになった。そし

て食事時に併行して飲物を飲み，食べ物を流し

込むような食べ方が一般化してきている。この

ような傾向は咀囎の育成という点で最も避けな

ければならない条件と言えよう。

（4）咀噌機能の評価法

　咀囑機能を客観的に測定し評価する方法には

さまざまな方法があるが，それぞれ長所短所が

ある。咀囑とは食物を破砕・臼磨し，唾液と混

和して嚥下しやすい大きさと硬さの食塊に形成



表2　咀囑機能の育成上の留意点（幼児後期・学童期）

1．歯の萌出，咬合の推移との関係

　　乳歯列完成期，第一大臼歯の咬合，永久前歯交

　　換期
2．食物の物性，調理法との関係

　　食物のテクスチュアー，大きさ，調理形態

3．食物のもつ栄養と咀囎の働きのバランス

4．食物の食べ方
　　食事の姿勢，食事と飲み物，ばっかり食い

5．食器，食具の選択，使用法

　　食器（スプーン，フォーク，皿），箸の持ち方

6．食事する環境の整備

　　空腹感・食欲，塾・稽古と食事，家庭（親）と

　　食事，おいしく食べる

7．学校給食，就園時の食事

　　昼食時間，給食用食器具，家庭との連携

する運動である。従って食物を咀噛するたあの

噛みしめる力や顎の臼磨運動に限らず，舌や頬

・ 口唇などの筋活動の協調運動が重要である。

例えば中枢神経系の障害を持つ脳性麻痺児は咀

噌率が悪いのは，この口腔周囲筋の協調運動が

悪いたあである。従来，咀囑能力の測定法には

主に食物の切断・粉砕性を評価する方法とし

て，ピーナツ，生米による節分法が臨床的に用

いられてきた。羽田によって紹介されたチュー

インガム法は，粉砕と混和の両機能を評価する

方法として，近年，よく用いられている。この

方法を小児に用いた場合，違和感も少なく簡便

に測定が可能であり，集団的なフィールドでの

測定に適している。

　咀囎評価の指標としてよく用いられているの

は咬合力である。現在はプランジャーによる咬

合力計が使用されている。一般に最大咬合力値

はほぼ体重に近似した値を示すとされている。

西川によると4～5歳の幼児について30年前と

現代を比較したところ，乳臼歯の最大咬合力は

現代は約5kg低下していると報告している。最

近では，咬合力と咀囎能力に最も影響を及ぼす

因子である咬合接触面積を，同時に簡便に測定

可能なオクルーザルフレスケール法が研究臨床

　　　　　　　　　　　　　　　　　講　義■

面に用いられるようになったが，画像測定器が

高価であるという欠点がある。

　以上，機器あるいは薬品などを用いて咀噌機

能を評価する方法の他に，日常の食事時に，食

物の食べ方あるいは可食な食物を観察すること

によって咀囑を評価する方法がある。この方法

は現在，高齢者の義歯装着による咀囑評価法と

して幾っかの方法が普及している。塩野らに

よって報告されているゼリー法は，咀塒機能量

の測定用に開発され，咀噌筋活動量が既知のゼ

ラチンゼリーを用いることにより，嚥下までの

咀囎回数，咀噌時間を測定することによって咀

囎機能を評価する方法である。

（5）学校保健における咀囑問題の課題

　今日，幼児にみられる“噛まない子”，“噛め

ない子”という言葉に象徴される咀囎，嚥下な

ど摂食機能が拙劣な状態を観察し訴えてきたの

は，主に，日頃，幼児を集団保育している保

母，養護教諭の人達である。そのため，従来，

幼児に関しては，食べ方など摂食状況について

の実態調査や，それらが発現してきた背景など

の分析的な調査が報告され，徐々に明らかにな

りっっある。しかし，児童生徒については，同

様な問題があることが指摘されながら，従来，

この種の調査は行われておらず不明な点が多

い。早急に調査が行われ，その背景についての

分析的な検討が必要であろう。

　咀囑など口腔機能を学習し獲得する重要な時

期は離乳期から幼児期にあたる。また，咀囎の

育成上日常の家庭での食生活のあり方が最も影

響を受けるとされる。こういう面から学校保健

の場で咀囑の問題に取り組むことは，それなり

の限界がある。しかし，それでも，今日，子ど

も達の食生活に学校給食が果たしている役割，

あるいは保健教育上の意義などを考えると，児

童生徒に対し咀噌の意義を訴え理解させること

は最も適した時期と言えよう。

　それにしても，児童生徒に対し学校保健活動
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の中で口腔機能に関する健康教育および保健指導

を行うことは，従来のう蝕歯周炎など疾病への

対応と違って動機付けなど困難な面が多い。ま

た，例えば咀囎についての健康教育，指導を行う

場合，関心と理解を得るには自己の咀噌状態の評

価を行うことが大切であるが，果たしてこの時期

の小児に対し，学校保健の場でどのような評価法

を用いることが最も適しているかなど，さまざま

な課題が多い。しかし，児童生徒が口腔機能にっ

いての健康教育，保健指導について意識と関心を

寄せることは，「」常の食生活全般あるいは健康全

体に係わる多くの広がりを持っという点で意義深

いことである。
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実践発蓑①
聡

「主体的に健康づくりに取り組む

人間性豊かな児童の育成」をめざして

●埼玉県川口市立青木中央小学校教諭

　　　　　　竹　内　純　子

1学校の概要

　本校は，児童数869名，学級数24学級の大規模

校である。川口市の中央部に位置し，学校区に

は，住宅が密集しており，マンションに住む児童

が多い。保護者は，全体的に教育熱心であり，学

校に対しては協力的である。このような生活環境

の中で，本校は長年にわたり健康教育に取り組ん

できた。昭和62年度・63年度と健康優良校として

県の代表となり，平成元年度には，全日本健康優

良学校特別優秀校として中央表彰を受けている。

　歯科保健の面では，埼玉県よい歯のコンクール

において最もよい歯の学校として，3回表彰され

ている。また，川口市でも，よい歯の学校とし

て，何度も表彰されている。

　平成7・8年度は，文部省の「むし歯予防推進

指定校」の研究委嘱を受け，「歯や口の健康つく

り」を重点として，学校教育目標である「明るい

子」「がんばる子」「考える子」の具現化を図るべ

く健康教育を推進している。

2研究の概要

（1）研究主題

　主体的に健康づくりに取り組む人間性豊かな児童

　の育成

　　主体的に歯や口の健康づくりに取り組む実践的

　　な態度や望ましい習慣の育成一

（2）主題設定の理由

　①社会の要請より

　　子どもたちは，現在，高度情報化，国際化

　など社会の変化が著しく進展する中で，様々

　な影響を受けながら成長している。さらに今

　後，これまで経験したことのない激しい変化

　が予想される社会の中で生きていかなければ

　ならない。

　　今後の教育の課題は，近年急速に進展した

　社会の変化にともなって生じている子どもた
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ちの人間形成に係わる問題を克服するととも

に，これからの時代に生きていくために必要

な資質や能力，いわゆる「生きる力」を育成

することにある。

　科学技術の進歩により，私たちは快適な生

活を送っているが，反面，それらにともない

多様な健康問題が発生し，健康教育の重要性

が叫ばれている。一人一人の児童が健康な生

活に対する関心と意欲を高めるとともに，生

涯にわたって自分の健康は自分で保持増進す

る能力と態度や習慣を身にっけることが重要

と考える。

　児童のよりよく生きたい，健康に過ごした

いなど，一人一人の願いや思いを大切にしな

がら主体的に健康づくりに取り組む人間性豊

かな児童に育っことを願って設定した。

②児童の実態より

　歯科検診の結果を見ると，DMF指数は平

成6年度1．89本，平成7年度1．72本，平成8

年度1，41本とその数値は減少してきている。

しかし，むし歯の治療率を見ると，ほぼ横ばい

状態にあるという実態もある。治療通知に従

い，ほとんどの児童は治療してくるが，9月の

臨時歯科検診や翌年度の歯科検診を見ると，

同じ児童がまたむし歯になってしまうという

傾向が見られる。これはむし歯や歯肉に関す

る知識は増したものの，一人ひとりが主体的

に歯や口の健康づくりに取り組む意欲や態度

がまだ不足しているからだと考えられる。

　そこで，学級活動などで歯や口の健康に関

する学習をさらに充実させる工夫をするとと

もに他の教科・領域との関連を図りながら，

全教育活動を通して，主体的に歯や口の健康

づくりに取り組む児童を育成する必要がある

と考えている。そして，歯や口の健康は，全

身の健康と密接な関連を持っている。よっ

て，歯や口の健康づくりは，全身の健康つく
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りにつながるものであると考える。さらに，

家庭・地域社会と連携を図りながら，学校・

家庭・地域社会が一体となって，生涯にわた

り主体的に健康づくりに取り組む児童の育成

をあざしたいと考え，本主題を設定した。

3実践の経過

（1）授業研究部

　①　研究の仮説

　　自己の健康課題を解決できるような学習過

　程や学習形態を工夫することにより，主体的

　に歯や口の健康づくりに取り組む実践的な態

　度や望ましい習慣の育成を図ることができ

　る。

　②　研究の内容

　　＠学習過程の工夫

　　　自らの問題に気づき，主体的に自己の課

　　題の解決を目ざして実践しようとする態度

　　を重視する。学習過程をr気付く，考え

　　る，意欲を持っ』として，児童一人ひとり

　　の課題意識を明確にし，望ましい集団活動

　　を主体的に解決しようとする実践的態度を

　　育てる。

　　⑤学習形態の工夫

　　　個に応じた多様な学習形態の導入

　　　歯や口の健康づくりにおいては，確か

　　　な知識理解をもとに，歯の磨き方などの

　　技能を習得させ，子どもたちが日常生活

　　　の中で実践していくことが目的となって

　　　くる。そのためにどうしても知識偏重や

　　一方的な指導になってしまいがちであ

　　　る。しかしそのために主体的な活動展開

　　　につながりにくい。そこで本校では，自

　　　ら歯や口に関する問題に気づき，主体的

　　　に問題解決の方法を考えることを重視し

　　た指導を展開している。また，専門性を

　　生かしたT・Tも工夫。



実践発表■

資料1　歯の保健指導要素表

究
題
研

主

主
体
的
に
歯
や
口
の
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
む
実
践
的
な
態
度
と
望
ま
し
い
習
慣
の
育
成

馨
　
　
要
ね
総
年

購蕊」蹴漸携噂i一
姦
年
ぎ
難
・3ジ

穿 4
奪

§
年

≧∫ 毒ll

舞，

奥歯の形を知ろう。 ◎ ○

前歯と奥歯の形や働きを知ろう。 ◎ ○

乳歯と永久歯のつくりの違いを知ろう。 0 ◎

歯
の
つ
く
り
と
働
き

切歯，犬歯，臼歯の役割を知ろう。 ○ ○ ◎

歯の保健指導目標
第二大臼歯を知ろう。 ◎ ○

歯の3つの役割について知ろう。 ○ ◎

歯
や
口
の
中
の
疾
病
や
様
子
の
理
解
と
健
康
保
持

むし歯の予防を知ろう。 ◎ ○

一

①歯・口腔の発育

　や疾病・異常な

　ど，自分の歯や

　口の健康状態を

　理解させそれら

　の健康を保持増

　進できる態度や

　習慣を身にっけ

　る。

一 むし歯の原因を知ろう。　（歯垢） ○ ◎

むし歯の予防を知ろう。
（むし歯の4要素）

◎ ○

歯
や
口
の
病
気

◎ ○ 0歯肉炎の原因を知ろう。

歯肉炎の予防を知ろう。 ◎ ○

〉 歯周病の原因を知ろう。 ○ ◎

ぶくぶくうがいを上手にしよう。 ◎ ○

第一大臼歯をきれいにみがこう。 ○ ◎ ○ ○ ○ ○

みがき残しがないようにみがこう。
（前歯をきれいにみがこう。）

○ ◎ ○ ○ ○

一

②むし歯や歯肉の

　病気の予防に必

　要なみがき方や

　望ましい食生活

　などを理解し，

　歯や口の健康を

　保つのに必要な

　態度や習慣を身

　につける。

一

歯
の
み
が
き
方

健康な歯を守ろう。
（小臼歯をきれいにみがこう。）

◎ ○ ○

自分にあった歯のみがき方を工夫しよう。 ○ ◎ ○

すべての歯をきれいにみがこう。 0 ◎

歯
の
み
が
き
方
と
む
し
歯
予
防
に
必
要
な
習
慣

おやっを上手に食べよう。 ◎ ○

なんでも食べよう。 ○ ◎

よくかんで食べよう。 ◎ ○
食
べ
物
と
歯

かむことと唾液の役割を考えよう。 ○ ◎

かむことの大切さと食事を考えよう。 ◎

◎…・・重点指導内容

○……関連指導内容
かむことと健康の関係を考えよう。 ◎
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実践発表■

繋 案践発表②

子どもたちが主体的に

取り組む健康つくり

一
すこやかな歯とロづくりを通して一

●滋賀県長浜市立長浜北小学校教諭

　　　　　　大　森　孝　一

一一一一一一一一一一一一

1地域の特性

　本校は、びわ湖の北東部に広がる湖北地方の平

坦部に位置する。学区には約600戸の世帯数と約

2，600人の人々が暮らしている。湖北地方有数の

稲作地帯であるが，主たる生計は給与によるもの

である。

　学校創立121年を経て，ますます学校教育に対

する期待や関心も高く，学校教育についての理解

もあり，各種の教育活動に協力的な地域である。

また，社会教育の充実も図られ，特に本校の児童

が参加するスポーツ少年団活動は盛んで野球，

サッカー，バレーボール，剣道，バスケットボー

ルに多くの児童が所属している。

　地域には，江戸時代末期に伝わった人形浄瑠璃

「冨田人形」が昭和32年に地域の人々によって再

興され，冨田人形会館を中心に定期的に公演活動

が行われている。町内の教育・文化施設の拡充も

次第に充実し，生活環境改善センター，保健セン

ター，屋内体育館あじさいホールなどが建設され

ている。

2　研究テーマ及び研究活動の

　　重点事項

（1＞研究テーマ

　「子どもたちが，主体的に取り組む健康づく

　り　すこやかな歯と口づくりを通して一」

（2）研究活動の重点事項

　・基本的生活習慣を子どもたち自らが獲得し

　　ていくための学校・家庭での健康づくりに

　　関する日常活動の推進（ブラッシング指

　　導，生活点検活動等）

　・子どもたちが自己の健康問題に関心を持

　　ち，課題解決に向けて自らの力で対処して

　　いく能力の育成をめざす保健指導の取り組

　　み。

　・子どもたちが学習を通して学んだことを学

　　校生活や家庭生活に生かす特別活動の充実
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と地域での児童活動の推進。

・ 学校・家庭・地域が一体となった健康つぐ

りのための組織づくりと実践。

3推進組織

（1）校内組織

　・全体研修会一研究推進委員会一

　　　　　　　　　　　　　授業研究部　　　　　　　　　　　｛
　　　　　　　　　　　　　　日常活動部

　　　　　　　　　　　　　校内児童活動部

　　　　　　　　　　　　　地域児童活動部

（2）地域との連携組織

　・学校保健委員会・PTA組織・保健セン

　　ター・歯科医師会・歯科衛生士会・保幼小

　　中との連携組織

4　実践の内容及び成果

（1）歯の保健指導の内容と年間指導計画作成に

　当たって特に留意した事項

　①歯の保健指導の内容

　　・歯の保健指導一覧表を作成し，健康な体

　　　づくり，むし歯予防，家庭・地域との連

　　　携の観点で指導内容を明らかにした。

　　・歯と保健指導の8っの基本要素をどの学

　　　年で重点化するかを検討し，一覧表にま

　　　とめた。

　②年間指導計画作成の留意事項

　　・文部省の歯の保健指導の手引きを参考に

　　　本校の児童の実態，学級活動年間計画の

　　　見直しを通して，各学年毎に歯の保健指

　　　導のための時間を確保できるようにし

　　　た。

　　・月別の指導の観点を明らかにし，各学年

　　　の指導の統一を図った。また，他教科・

　　　領域との関連を考慮し指導計画の中に関

　　連する単元を明示した。

　　・指導時間の確保のために，Long，　Short

　　　の区別を行った。
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（2）指導展開に当たって特に留意した事項

　①学級活動及び日常指導

　　（ア）1・2年：自分の歯や口の中の汚れを

　　　知ること。前歯や第一大臼歯のみがき方

　　　の指導，おやつの摂り方，選び方の指導

　　　を重点とした。

　　（イ）3・4年：前歯の内側，小臼歯のみが

　　　き方の指導，おやつの摂り方，歯を丈夫

　　　にする食べ物，歯のっくりと働きの指導

　　　を重点とした。

　　（O）5・6年：すべての歯をみがく，歯に

　　　よい食品，栄養のバランスのとれた食

　　　事，歯や歯茎の病気の指導を重点とし

　　　た。

　　Q⇒　教材・教具の作成に当たって留意した

　　　事項

　　食後のブラッシングの定着と確実性を保っ

ために，音楽に合わせた歯みがき指導の継続

　と児童一人ひとりに手作りのブラッシングミ

　ラーを持たせている。

　保健指導では，歯科検診の結果や日頃の歯

みがき，おやっ，食生活など児童の実態を教

材化することに努めた。また，大型顎模型や

むし歯の数を絵図やグラフ化した資料，おや

っの空き袋を集めた提示用の教具，紙芝居な

ど，各学年の発達段階と指導目標に合わせた

手作りの教具を多数使用している。さらに，

歯の学習センターを開設し，図書，ビデオ，

コンピュータを児童が自由に活用できるよう

にした。

②　学校行事

　学校歯科医による歯科検診を年間2回実施

している。また，歯科衛生士によるブラッシ

ング指導を年間3回実施している。　（平成7

年度）

　学校保健委員会は，学校医，学校歯科医，

薬剤師，PTA代表，学校職員等で委員会を

構成し，年間2回実施している。その他，P



TAの事業として「親子健康集会」，歯科医

師や歯科衛生士を講師に迎え「地域保護者健

康集会」を実施してきた。このように，歯科

保健の管理の充実を図るとともに児童への歯

科保健の継続指導ができるように配慮してい

る。また，家庭・地域との連携を充実してい

　く取り組みを実施した。

③　児童会活動

　　児童が，歯の保健指導や日常の学習指導を

通して身に付けた健康に関する知識や技能を

生かす場，自主性や主体性を発揮する場とし

て，年間2回の児童集会活動を実施してきて

　いる。また，児童が直接地域へ出かけ保護者

や地域の人々とともに健康づくりにっいて考

え，働きかける「生き生き探検隊」活動を進

　めてきた。この活動を通して，地域の人々の

　むし歯予防や健康生活実践の意識を高め，学

　校・家庭・地域が一体となった健康づくりの

　実現をめざした。

④個別指導

　　歯科検診やブラッシング指導を通して，C

　O，GOの要観察児に対して保健室で定期的

　なブラッシング指導や染め出しを実施しなが

　ら継続指導に努めた。また，歯科衛生士によ

　る年間3回の指導を通して，一人ひとりの児

　童の歯や口の様子を記録に残し，ブラッシン

　グの取り組みを評価しながら指導に努あた。

（3＞指導の成果

　児童は自身の健康問題に気づき主体的に課題

解決に向けて取り組む姿が見られるようにな

り，歯みがきやよりよい生活習慣を実践しよう

としている。

（4）家庭・地域との連携を密にする上で配慮し

　た事項

　①保護者の啓発のために

実践発表■

　学校での健康教育の様子を保護者に知ら

せ，むし歯予防の推進に対して支援と協力を

得るために，健康新聞「歯っらっ」の発行や

講演会，健康集会を実施した。

②地域の関係団体との連携を密にするため

　に

　町の保健センターの健康と福祉の集いに学

校のコーナーを設けて参加したり，保育園や

幼稚園に保健委員会の児童が出向き紙芝居や

パネルシアターを行い積極的に働きかける機

会を設定した。

③学校保健委員会の活性化のたあに

　（7）組織にっいて

　　学校医，学校歯科医，薬剤師，栄養士，

　PTA代表，学校職員等で委員会を構成

　し，年間2回委員会を開催してきている。

　（／）議題にっいて

　　定期検診，運動・体力テストの結果，食

　事，おやっ，歯みがきなど子どもの日常生

　活の実態などを話題にし，専門家の指導や

　助言を得て実践の方策を考えた。

　（ウ）運営について

　　1学期と2学期に1回つつ学校保健委員

　会を開いている。会長をPTA会長に委嘱

　し，議題の内容に応じて関係団体から講師

　を招いている。

　Ci）主な成果

　　健康新聞の発行，親子健康集会，地域健

　康集会など家庭・地域へ健康づくりを働き

　かける実践を通して，保護者や地域の人々

　は本校の健康教育の内容を理解していただ

　くとともに，集会に児童とともに参加し，

　一緒に活動してくださるなど協力と支援を

　得ることができるようになった。
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L

（5）むし歯の保有状況

平成7年度 （％，本数）

①
全
校
の
状
況

むし歯
り患者A＝B＋C

処　置完
了
者
　
B

未
処
置
歯
の
あ
る
者
　
C

一人当たりの
平均むし歯数

男 51％ 65％ 35％

②
第
6
学
年
の
状
況

男 3．1本

女 64％ 66％ 34％ 女 4．5本

計 57％ 66％ 34％ 計 3．6本

平成8年度 （％，本数）

①
全
校
の
状
況

むし歯
り患者

A＝B＋C

処　置
完了者

　B

未
処
置
歯
の
あ
る
者
　
C

一人当たりの
平均むし歯数

男 44％ 71％ 29％

②
第
6
学
器
状
況

男 2．1本

女 67％ 66％ 34％ 女 2．4本

計 56％ 68％ 32％ 計 2．2本

（6）全校生の永久歯むし歯の状況

平成7年度 （人数％）

1学鐸 婁学年 a掌無 遷学奪 菖学琿 6栄隼

A検査を受けた者
30 36 38 35 41 38

B＝C÷D
むし歯にり患した者

6 11 23 25 28 32

C処置完了の者
4 6 16 20 16 20

D未処置のある者
2 5 7 5 12 12

E・＝A－B
むし歯のない者

24 25 15 10 13 6

F＝E／A
Eの比率％

80 69 39 29 32 16

平成8年度 （人数，％）

1学隼 暑学聯 ＄学蕪 4掌年 謬韓 §学鎌

A検査を受けた者
24 31 36 39 36 42

B＝C＋D
むし歯にり患した者

9 14 16 24 25 28

C処置完了の者
5 7 13 13 20 21

D未処置のある者
4 7 3 11 5 7

E篇A－B
むし歯のない者

15 17 20 15 11 14

F－E／A
Eの比率％

63 55 56 38 31 33
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（7）6学年の永久歯むし歯の状況

平成7年度　　　　　　　　　　　　（人数，本数）

A検査を受

けた者

B処置完了

歯の数

C
未
処
置
歯
の
数

D＝B＋C
むし歯総
数

E喪失歯数 F（D＋E）／A

本

38 101 37 138 1 3．6

平成8年度 （人数，本数）

A検査を受

けた者

B処置完了

歯の数

C
未
処
置
歯
の
数

D＝B＋C
むし歯総
数

E喪失歯数 F（D＋E）／A

本

42 77 17 94 0 2．2

（8）洗ロ場等の整備，その他

　①歯の学習センターの設置

　　児童が主体的に歯や口の健康についての情

　報を集め，調べ学習を行う施設として開設し

　ている。

　②洗口場の整備（各学年1ヵ所6蛇口）

　　・教材，教具の作成（児童用観察鏡，歯の

　　　模型，指導用写真パネル等）

5　教育委員会，学校歯科医会等

　　の協力の概要

①校内授業研究会，職員研修会の指導・助言

　　　　　　　　　（県教育委員会　歯科医師）

②学級活動での授業の指導

　　　　　　　　　（学校歯科医）

③学校保健委員会での助言や協力

　　　　　　　　　（学校医　学校歯科医等）

④児童への栄養指導歯みがき指導

　　　　　　　　　（栄養士　歯科衛生士）

⑤専門書，ビデオ，位相差顕微鏡等の借用

　　　　　　　　　（学校歯科医）

⑥地域保護者健康集会での指導・助言

　　　　　　　　　（学校歯科医・歯科衛生士）



6　研究発表会開催月日

　　及び参加人員

①　研究会名

　　「むし歯予防推進指定校研究発表会」

②　開催日

　　平成8年11月7日（木）9：15～16：00

③　参加人員

　　関係教職員　養護教諭　歯科医師　歯科衛

　　生士　本校保護者等約250名

7　今後におけるむし歯予防推進

　　活動の課題とその見通し

　研究実践を通して児童に培ってきた歯や口の健

康についての知識やすこやかな歯と口づくりに努

めようとする意識の高まりを今後も継続させ，健

康生活の実践活動を定着させていくことが課題で

ある。また，家庭・地域との連携活動の基盤がで

　　　　　　　　　　　　　　　　　実践発表■

きたことを生かし地域と学校が一体となった健康

づくり活動が展開される校区づくりを進あること

が課題である。

　今後の見通しとして，一層，むし歯予防の研究

推進を広く健康教育の一環としてとらえ，実践の

ための健康教育年間計画の作成を行う。また，具

体的な教育実践として，学校や家庭でのブラッシ

ングの継続と定着をめざす取り組み，児童の主体

性を一層高ある児童活動（児童集会，生き生き探

検隊活動）の充実を図りたい。また，家庭・地域

への働き掛けとして取り組んだ「地域健康集会」

「健康新聞」などの取り組みを今後も継続する計

画である。

　さらに，業間の時間を活用した体力づくりの活

動充実のための見直し，健康安全に関する学級活

動の充実など，健康教育推進のための教育課程の

見直しを図っていこうと考える。
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ザ 案践発表③　・…

生涯にわたり健康でたくましく

生きぬく子どもの育成

一
歯やロに関する指導を通して一

●徳島県勝浦郡勝浦町立横瀬小学校校長

　　　　　　　　　中　島　和　夫

1｛　，y．一噸駈

1めざす子ども像

①自分の歯や口の中の様子がわかり，自分

　の持っている健康問題に気づく子

②健康問題を解決する方法を考え，解決で

　きるよう努力する子

③　解決する方法が，毎日の生活の中で生か

　せる子

2　研究組織と研究計画の策定

研　究　仮　設 研　究　内　容研
究
推
進
委
員
会 一

学

習
部

（1＞学校保健年間計画の見直し改善
（2）歯の保健指導要素表の作成
（3）歯の保健指導年間計画の作成
（4）学級指導年間計画の見直し改善
（5）歯の保健指導指導案の作成
（6）学級活動指導資料の作成

全

体

会

実
践
部

　歯や口に関する，自分の課題に対して自分からすすんで取り組めるような教材や組織を工夫すれば，日常生活における健康づくりへの実践態度が身につくであろう。

（1）歯みがき指導の実施
（2）染め出しテストの実施
（3）歯みがきカレンダーの作成
（4）昼の歯みがき時間の指導
（5＞児童会活動の充実

（6）月目標の確認と指導簾
医
縫
禽
奮
科
会

一

一

啓
発
部

　保護者との連携を深めることにより家庭での
望ましい習慣形成を目指すとともに，校内の保
健環境を整備し，適切に活用しながら継続的に
指導すれば日常生活における健康づくりへの実
践態度が身につくであろう。

（1）児童・保護者の意識調査と分析
（2）保護者の学習参観等の実施
（3）学校保健委員会の在り方
（4）学校だより等による啓発
（5）歯ブラシ保管ケースの設置
（6）歯の健康ルーム整備
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実践発表■

3研究の概要

①　年間指導計画の作成

　①歯の保健指導要素表を作成し，発達段階

　　を考慮した学年指導内容を設定，特に重点

　　的に指導すべき内容，十分指導すべき内容

　　に分類する。

　②指導効果を高めるため，各月ごとの指導

　　領域を全校で共通化する。

　③学級活動年間指導計画に，重点的に指導

　　すべき内容を系統的に位置付ける。

　④むし歯予防に関する児童会活動等を年間

　　計画に位置付ける。

　　・歯みがきタイム

　　・歯の健康集会

　　・各委員会活動

　⑤保護者への啓発計画を作成する。

　　・「ほけんだより」

　　・「歯の保健だより一めざせ8020－」

　　・「給食だより」

　　・「学級通信」

　　・PTA新聞

　　・授業公開の参観

　　・親子ブラッシング教室

（2）学習指導の改善

　①意欲を持ち，的確な実践に結びつく指導

　　をすすめる。

　②　自ら課題を持ち，体験的な学習を取り入

　　れた指導展開とする。

　③指導課程の基本型を設定する。

　　気づく一調べる一考える一意欲をもっ

　④指導資料「歯のほけんだより一めざせ8

　　020－」等を作成し活用する。

　⑤学習指導と昼食後の歯みがき実践との関

　　連を図り，生活化を目指す。

　⑥「8020教室」での個別指導を徹底す

　　る。

（3）児童会活動の活性化

　①全校歯の健康集会

　②各委員会の活動

　・保健委員会

　・掲示委員会

　・集会放送委員会

　・図書委員会

　・給食委員会

（4）関係機関との連携

　①県・町教育委員会・町学校給食センター

　　の指導と援助

　②学校医，学校歯科医，県歯科衛生士会，

　　郡内小・中学校養護教諭

　③学校保健委員会

：1湾、
’

墾舶擬慨 認饗一晒い ギ灘デ、モ 　　1．．
歪、隼、． 3’ 年 §㌦年

4　　営
受　　　　　史 5　　　弛　　　　　　雪　　　　　　　　　　を

自分の歯や口の中 題 自分の歯の様子を 自分の歯の様子を 自分の歯の様子を 自分の歯や口の中

4 の様子を知ろう
材 知ろう 知ろう 知ろう の様子を知ろう

一　一　
　　　一一一一一　一一一一一齢一一一一一　一 ＿一＿一一一一一一一一一　一一一　一

＿　　＿　　＿　　＿　　＿　　r　　＿　　＿　　＿　　＿　　＿　　＿　　＿　　＿　　＿　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　一　　一　　一　　『　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　一

月 ね
＊歯への関心 ＊第一小臼歯を見 ＊むし歯を見っけ ＊歯肉の様子

疎 ＊鏡で見る つける る

4　研究の成果と今後の課題

①自分の歯や歯肉の知識を身にっけ，適切な

　歯みがきを続けている。

②　歯や口の健康と食生活の関連に気づき，生

　活に生かすよう努める子が増えた。

③健康に関する意識が高まってきた。

④歯みがき等の実践が定着し，生涯を通して

　習慣化を図る継続指導の在り方。

⑤歯の健康にとどまらず，心身の健康教育へ

　どう結びつけ広げていくか。
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　　　　　　　　　　　　　　第　47回

㊥（㊥

生涯にわたり，心豊かで，たくましく生きる子どもの育成

　　　　　　　一主体的に取り組む健康なライフスタイルの確立一

　　　　　　　　　　　平成9年9月25～26日　鳥取県にて開催

　　　　　文部省，日本学校保健会，日本体育・学校健康センタv－一，鳥取県教

　　　　育委員会，鳥取市教育委員会，鳥取県学校保健会の主催による「第47

　　　　回全国学校保健研究大会」及び「全国学校歯科医協議会」が鳥取県立

　　　　県民文化会館ほか鳥取市内12会場に於いて9．月25～26日の2日間にわ

　　　　たって開催された。

1　開催内容

　　　（1）開会式

　　　（2）表彰式　学校保健・学校安全に対する文部大臣表彰

　　　（3）特別講演　演題「音楽裏論」一音と人間の関係一

　　　　　講師作曲家神津善行
　　　　　12課題に基づいた提案，研究協議，指導助言及び講義を行う。

2．課題別研究協議

　　　　　※12課題のうち第9課題「歯・口の健康つくりをめざす学校歯科保健活動の進め方」の

　　　　　　み掲載。

　　　　　大会運営説明会，課題別研究協議会事前打合せ会

II　日程及び内容

　　　　　　9：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00

25日
開会式

表彰式
特別講演

アトラク

ション

課題別研究協議会

事前打合せ会他

26日 課題別研究協議会 昼食 課題別研究協議会 閉会 全国学校保健協議大会
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第　47回

主催 鳥取県歯科医師会

後　援 日本学校歯科医会，鳥取県教育委員会，鳥取市教育委員会

期　日 平成9年9月25日（木）午後5時

場　所 ホテルニューオータニ鳥取

日　程

　　　　　　　　　　　　　　司会進行鳥取県歯科医師会専務理事田中文彦

●開　会（17：00～）

開会の辞　　　　　　　　　鳥取県歯科医師会副会長岡本日出夫
歓迎の挨拶　　　　　　　　　　　　　鳥取県歯科医師会会長　林　　　伸　伍

来賓祝辞　　　　　　　　　　文　部　大　臣町村信孝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参議院議員人島慶久
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県知事西尾邑次
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥　取　市　長西尾這富
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本学校保健会会長矢野　亨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本学校歯科医会会長　西連寺　愛　憲

来賓紹介
次期開催県代表挨拶　　　　　　　　　　　宮城県歯科医師会理事　富　岡　和　弘

●特別講演（17：40～）

　演題「口の中の人」

講　 師　　　　　　　鳥取赤十字病院内科部長徳永　進
　閉会の辞　　　　　　　　　鳥取県歯科医師会副会長秋山雄平

●懇親会（19：00～）

　開宴のことば　　　　　　 鳥取県歯科医師会会長林　伸伍
　平成9年度学校保健に関する文部大臣表彰受賞者紹介

　閉宴のことば　　　鳥取県歯科医師会理事宮崎章
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第 9 課

歯・rlの健康つくりをめざす

学校歯科保健活動の進め方

1．研究協議題設定の趣旨

　　　　自分の歯や口に関心をもち，自分で考え判断できる能力や態度を育てることが，

　　今，求められている。そのための歯・口の健康っくりをめざした学校歯科保健活動の

　　進め方を協議する。

2．研究協議の内容

　　（1）適切な口腔の健康診断の実施と事後措置のあり方について

　　②　指導や管理の効果をあげる健康相談活動の進め方にっいて

　　（3）学校歯科保健の指導内容と指導方法の工夫にっいて

◆講　　　義

◆指導助言

◆提　案　1

◆提　案　2

　　　〃

◆提　案　3

日本大学歯学部小児歯科学教授

東京都教育庁体育部保健給食課歯科保健担当係長

鳥取県郡家町立郡家東小学校学校歯科医

山形県立ゆきわり養護学校教諭

山形県立ゆきわり養護学校養護教諭

広島県三原市立幸崎中学校養護教諭

赤　坂　守　人

森　　　律　子

谷　尾　洋　子

三　浦　裕　一

阿　部　弘　子

末　岡　美　香
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第9課題　講義■

第働課

講　義
歯・口の健康つくりをめざす

学校歯科保健活動の進め方

一組織を生かした学校教育相談

日本大学歯学部小児歯科学教室教授 赤　坂　守　人

1　はじめに

　学校保健の目的の一っは，自らの健康の保持増

進を図ることが出来るようにする能力を育成する

ことにあるといわれている。我が国は，急速な生

活環境の変化とともに，疾病構造が変化し，人の

平均寿命は急速に伸びているが，一方では新たな

疾病・健康の課題もみられ，さまざまな生活習慣

病が若年化している今日，児童生徒に対し健康は

自分自身の一生の問題として理解されることが必

要である。学齢期は心身の成長期・自立期にあた

り，また，基本的生活習慣を身につける時期でも

あり，個人が生涯にわたって健康に暮らしていく

たあの資質を備える重要な時期である。高齢社会

を迎えて，生涯にわたる健康が指向されている現

在，ライフステージの第一段階としての学童期に

おける健康づくりと，それを果たす学校保健の役

割は，ますますその重要性を増してきている。

　従来の学校保健，特に歯科保健は，う蝕など疾

病の早期発見，早期治療という疾病を基礎にした

健康診断であったが，平成7年度の改正では，健

康であるかどうか節い分けることを目的にしたス

クリーニング健診としての性格を強調している。

この様なことは，単に疾病・異常の発見とその疾

病の予防処置や受診勧告，並びに観察するなどの

事後措置にとどまらず，健康状態を把握し，将来

を含む自分の問題として捉え自主的な健康づくり

に役立てることに意義がある。そこで，健診の結

果はその後の保健教育や定期的観察などの事後措

置に重要な意義をもっようになり健康教育活動と

密接な連携を保っようにしなければならない。

　学校保健法施行規則によると，「健康診断を的

確かっ円滑に実施するため，発育，健康状態など

に関する調査を行う」ものとしている。保健調査

は，個々の児童生徒の健康情報を得て，健康状態

を総合的に評価する補助資料となるものであり，

それによって健康診断を的確に行い，その結果を

日常の健康管理，保健指導に活用することができ

るという意義を有するものである。従来，歯科健

診ではこの保健調査が行われ，十分活用されてい

なかった。今後，GO，　COおよび顎関節調査が

導入され，事後措置が重視されてくると，健康情

報としての保健調査が行われ，十分活用されるこ

とが必要である。

　現在，歯科界は歯科保健医療の目標として80

20運動（80歳で20本以上の歯を残す）が推進さ

れている。この運動を達成するには，歯を失う大

半の原因とされるう蝕，歯周疾患の発病時期にあ
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たる児童生徒期に，これら疾患にたいし，学校保

健での予防，管理が行われることが必要である。

特に我が国の医療のさまざまな面に影響を及ぼし

ている医療保健制度は，疾病治療を中心にした出

来高払い制であって，疾病の予防・管理，健康指

導にはほとんど対応していない。この点からも，

このステージの学校歯科保健による管理，保健指

導が果たす役割は大きい。

　従来の学校歯科保健活動は，う蝕，歯肉炎など

疾病に焦点から絞られており，保健指導（教育）

の内容も昔から歯磨き指導に限られ，ややマンネ

リ化もあって，学校歯科医，学校保健関係者から

も歯科の保健指導はあまり重視されていない。

　近年，急速な食環境の変貌にともない，食べ物

を噛まない，噛めない子どもの摂食についての問

題が一般にも注目されている。高年齢にとって豊

かに食べ物をたべること，人と話をすることな

ど，口の働きは重要であって，この機能を正しく

育成するためにも，この機能の発達期にあたる児

童生徒に対し咀噛機能にっいての保健指導（教

育）を行うことが最も適している。この機能の発

達と維持から，改めて歯・口の健康づくりの保健

教育を考える必要がある。また，口腔の機能を健

全に発達させる生活・食環境を再考することは，

現代のあらゆる健康問題や各世代に共通する内容

を含んでおり，家庭や地域との連携が要求される

こともあって，今後の学校保健が取り組むべき重

要な課題である。今回の講義では，改正になった

歯科健康診断の内容，事後の措置の方法，そして

保健指導としての咀囎機能の育成について述べて

みたい。

2　学校健康診断の改正に伴う

　　　歯科健診の課題

　（1）う蝕，COについて

　　今日でも，学校歯科保健活動の具体的な中心

　課題は，依然としてう蝕である。世界保健機関

　（WHO）は，西暦2000年までのう蝕予防対策
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の目標として，世界諸国にその実践を呼びかけ

ている。我が国はとくに以下の2点を目標とし

て掲げ推進している。

　①5～6歳児のう蝕有病者率50％にする。

　②12歳児の1人当たりう蝕経験者数（DM

　　F歯数）を3．0本未満にする。

　歯科疾患実態調査によると，5歳児のう蝕病

者率は77．0％，12歳児の1人当たりう蝕経験歯

数は3．6本であり，徐々にWHOの目標に近づ

いているが，先進国の多くがすでにこの目標に

達し，さらに低下しているのに比べ我が国は依

然として高いレベルを維持している。

　児童のう蝕罹患歯の大半が第一大臼歯であ

る。この歯のう蝕罹患時期は，萌出直後から，遅

くても2年とされており，従って現在，下顎第

一大臼歯の萌出時期が幼稚園，保育園の年長時

期にあるたあ，この時期から児童低学年にかけ

てう蝕予防の時期として最も重要である。第一

大臼歯は歯冠の一部が口腔内に萌出を開始し，

歯冠の全部が萌出するまで長時間かかる。この

時期は歯冠の一部が歯肉によって覆われている

ため不潔域になっている。

　近年子ども達が食べる食物は全体に軟食にな

り，良く咀囎しないこともあって，いっまでも

歯肉が退縮せず不潔域の期間がますます長く

なっている。この部分に歯ブラシを使用し，特

殊な清掃法が必要である。

　今回の改正に当たり，最も重要な改定の一っ

カミCO（questionabe　caries　for　observation）

の設定である。COは，児童生徒に適切な保健

指導を行うことによって疾病の予防，進行の抑

制ができるものであって，生活を見直し，自分

の健康を自分で守る意欲を育てる契機となり，

健康教育の教材にも有効である。

　このCOが設定されるに至った背景には幾つ

かの理由がある。

　①従来に比べ，児童生徒の口腔内環境は改

　　善されてきてう蝕活動度が低い時代となっ



　　ている。

②萌出直後のエナメル質表層の再石灰化現

　　象についての化学的な知見が明らかにな

　　り，初期状態のう蝕の1年後の推移をみる

　　と再石灰化によって健全な状態に戻ってい

　　る。

　③　従来の学校歯科健診時にC1の検出には

　　診査者間に検診上の誤差が見られ，これを

　　除外する必要がある。

　④可能な限り治療を行わず，保健指導また

　　は予防処置を行うようなヘルスプロモー

　　ションとして保健教育を行う時代を迎えて

　　きている。

　要観察歯（CO）の所見としては，以下のよ

うなものが挙げられている。

　○　小窩裂溝において，エナメル質の軟化し

　　た実質欠損は認められないが，褐色窩溝お

　　よび粘性（sticky感）が探針で触知され

　　るもの。

　○　平滑面において歯質脱灰を疑わしある白

　　濁や褐色色斑が認められるが，エナメル質

　　の軟化した実質欠損の確認が明らかでない

　　もの。

　このCOを導入することは，もしそのまま放

置するとう蝕に進行することもあり，早期発見

の機会を逃すことになるので，事後の観察と精

査，そして積極的な保健指導，予防処置が必要

になってくる。そこで，CO，う蝕の検出に限

らず以下の項目のリスク要因について診査，検

討した上で定期的な観察期間，刷掃指導，食生

活指導などの保健指導を行うことが必要であ

る。

　ア）児童生徒の現在のう蝕罹患，あるいは過

　　去の乳歯う蝕罹患状態を把握する。罹患が

　　高ければ危険度は高くなる。とくに第一大

　　臼歯と乳臼歯のう蝕とは相関が高い。

　イ）児童生徒の家庭，社会の環境状況を把握

　　する。
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　　　例えば祖父母の同居，兄弟数，母親の就

　　労時間，就寝時間などはう蝕の進行と関係

　　する。この点から保健調査を重視する。

　ウ）日常の刷掃習慣，刷掃法にっいて調べ，

　　現在の歯垢沈着状態（プラークスコア）を

　　観察して歯垢沈着が高ければう蝕は進行す

　　る。う蝕への進行の予測を検討しながら刷

　　掃指導の資料とする。

　エ）食習慣とくに含糖食品の摂取状況とう蝕

　　の発生・進行とは関係が深い。そこでCO

　　の推移の予測には最も重視しなければなら

　　ない条件であり，保健指導の中心と考える

　　べきである。

（2）歯肉炎，GOについて

　歯肉を失う最大の原因は，歯周疾患である。

とくに歯周炎は歯を支えている骨が異常に吸収

を起こしていることもあり，歯の喪失と直接関

係する。この歯周炎の発病時期が若年化してお

り，高校生の約20％に骨吸収を伴う歯周炎がみ

られる。この時期歯周炎や歯肉炎が多発する理

由には

　①学童期に含糖間食類の摂取が多くなっ

　　て，歯垢が沈着しやすく歯周炎が発病ある

　　いは憎悪する。

　②歯の交換期にあって部分的に対合歯がな

　　い時期になるため食べ物の咀囑による自浄

　　作用が失われ歯垢沈着が増す。

　③歯列不正，咬合異常が増加して咬合性外

　　傷が多発する。

　④思春期のホルモンが影響する。

　⑤幼児期，青年期に比べこの時期は歯磨き

　　の励行が低下しやすい。

　この時期の歯肉炎，歯周炎は炎症の消退，進

行度などかなり流動的なのであり，保健指導と

共に断続的な管理が必要である。特に日常生活

での正しい歯ブラシによる刷掃法によって歯肉

炎の進行を抑制することが出来る。

　小学生の後半，中学生に稀にみられる局所的
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な歯周炎（歯肉退縮）は歯列・咬合異常が誘因

となって顎運動時に異常な咬合圧が加わって発

生することが多い。この異常な圧は睡眠時の歯

軋りによっても引き起こされるので，主に前歯

の歯列乱ぐい状で，歯軋りがみられる小児は注

意が必要である。このような異常に歯肉が退縮

した歯は，その歯の周囲の骨が吸収しており，

転倒，スポーツなどの外傷時に歯の脱臼（脱

落）を起こしやすいので注意が必要である。

　8020運動を達成するには，この時期から

歯肉炎，歯周炎に対する保健指導がその鍵を

握っている。

（3）顎関節診査について

　最近，小児の顎口腔機能の異常として多くみ

られるようになったものに顎関節症がある。顎

関節症とは顎関節部や咀囎筋の疹痛を主訴とす

る異常であって，さらに開口障害（下顎運動の

制限）や顎関節雑音など三大徴候がみられる。

従来は成人期に発症するものと考えられていた

が，近年の調査では，小児，特に思春期にもみ

られるとの報告が多い。発症時期は，10代前半

からはじまり発現の高い時期は10代後半と20代

である。

　顎関節の異常は，小児期では雑音を軸として

疹痛，開口障害が現われ，その病態は固定せず

流動的であって，固定的な顎関節症発生への前

駆段階にあり，予防学的に適切な対応が必要な

時期である。

　顎関節症の原因についての諸説の一つに，咬

合異常説がある。これは上下顎の歯の接触が不

安定な不正咬合は適度な咀囎活動を誘発し，顎

関節に破壊的な力が伝達され，同部位に炎症や

変形また筋自体に血行不良を起こし，その結果

として顎関節部や筋などに癒痛をもたらすとい

う考えである。一方，欧米で顎関節症の原因と

して有力な説は，心理学的ストレス説である。

これは患者が心因性のストレスがあると情動の

表出として歯ぎしりなどの適度な咀囎筋活動を
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　誘発し，顎関節に破壊的な力が伝達され，同部

　位に炎症や変形，その結果として顎関節や筋自

　体に血行不良を起こし，筋などに疹痛をもたら

　すという考えである。すでに顎関節症患者に心

　理学的に性格特性にっいての調査を行うと，情

　緒的不安定になっている人が多いことが知られ

　ている。このように顎関節症の原因は恐らくこ

　れら複合的な要因が関与されているものと思わ

　れる。

　　学校保健での顎関節症の対応は，この時期の

　顎関節異常についての実態，原因，治療法など

　はいまだ不明な点が多く，この時期は特に固定

　的と考えるべきではない。そこで，徴候の発現

　をみた場合でも，要観察として定期的にその推

　移をみていくことが肝要である。

　　健診の前の保健調査でも，従来の内容に増し

　て顎関節についての調査を加えるべきである。

　学校歯科医による口腔の健診時にはこの保健調

　査に記載された児童生徒について顎関節の検診

　を行う。診査は正面より顔貌診査を行い，その

　対称性について診査する。最大開口を命じ，開

　口障害の状態を観察する。このとき顎関節雑音

　を術者が注意深く聴くか，学童生徒に問診を行

　う。また，咬筋，側頭筋などの筋群，顎関節部

　の触診を行い疹痛があるか確認する。

　　再観察児，要精検児に対する学校の定期的観

　察システム，地域の顎関節に関する検査および

　治療に対する医療機関システムに応じてその基

　準の内容も変える必要があろう。

3　児童生徒の咀囑の育成と

　　　保健指導

　歯科保健医療の目標として，8020運動が提

唱されているが，このように健全な歯を残すこと

は，咀噛，発語など口腔の機能が豊かに営むこと

にある。とくに食物を豊かに摂り，よく咀囎する

ことは，人間が健康に過ごすため，また人間のQ

OLにとっても重要である。最近，さまざまの分



野で咀囎することの身体的，精神的影響との関係

が検討され報告されている（表1）。とくに，局

所的影響としては，軟食により咀囎活動が低下す

ると，口腔周囲筋が十分活動せず，唾液の分泌が

減退することによって，う蝕，歯周疾患，歯列・

咬合異常などの誘因になることが知られている。

　しかし，近年，とくに食環境の急速な変貌に

伴って，日常の食物の大半が軟らかくなり，咀囎

を必要とせず，また，ゆっくりと食物をおいしく

味わい咀噛する食事時間が少なくなっている。

　小児保健の分野で食物を“噛まない子”“噛め

ない子”と称され，幼児の摂取機能に障害がある

状態が指摘され始めたのは1980年代前半である。

この年代には，“肩こり”，“疲れやすい”，“めま

い”など子どもの不定愁訴が社会的に話題とな

り，親の生活や社会の姿を反映するものとして広

く社会問題となった。今日，子どもにみられる咀

囑問題も，大きく急速に変貌してきた子どもを取
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り巻く社会・育児環境と関連しているものと思わ

れる。

　咀囎運動は哺乳運動のような生得的な機能では

なく，学習により獲得される機能である。従って

咀塒の学習は，成人期から始めたのでは手遅れで

あって，咀囎機能の発達期に何らかの手だてが必

要になっている。なぜなら今日の食環境はこれら

機能を正しく育成するには決して好ましい環境に

あるとは言えないからである。

　咀噌の発達は，他の運動・感覚系の発達と同様

に，咀囎に係わる諸器官の成熟と，それに見合っ

た環境刺激を受けることが必要である。咀噛の発

達に必要な環境条件とは，以下にあげるさまざま

な条件が関係している。

　　①食物の大きさ，物性的性状。

　　②空腹感をもっておいしく食べること。

　　③ゆったり一緒に食べること。

　　④食器や食具等である。（表2）。

表1　咀囎とロ腔および全身の健康への影響

1．

り
乙
9
0
4

－
り
乙

3．

4
匿
」

1．“かまないこと”と口腔の健康への影響

咀囎筋活動の低下，口腔周囲筋活動の不均衡により，顎骨の発育不全および歯の位置変化をおこし，歯列・咬
合異常の誘因になる。

唾液の分泌，口腔周囲筋の活動の不足を来し，自浄性，清掃性を低下させ，う蝕，歯周疾患を発症させる。

抵抗力，耐性の低下により顎関節症の誘因になる。

普段，噛みこたえする食物を“噛まない”と，咀囑力は低下し，“噛めなく”なる。

　　　　　　　　　　　　　ll．“よくかむこと”と全身の健康への影響

唾液や胃液の分泌を促進し，食物とくに動物性蛋白質食品の消化吸収を助ける。

唾液成分であるリゾチーム，ラクトベルオキシターゼ，1gA（免疫抗体）を分泌し，疾病の予防，健康増進
に役立っ。

食事時間を十分にとり，血糖値を高めたり，精神性ヒスタミンを分泌して，満腹中枢を刺激し，過食・肥満を
予防する。

食物の味物質を溶出し，味覚を感じ食欲を増進し，心理的満腹感，情緒的豊かさを感じる。

脳の血液量を増加させ，知的発達を促進し，老化の予防となる。

（赤坂作表）

表2　咀囑機能の育成上の留意点（幼児後期・学童期）

1．

2．

9
」
4

歯の萌出，咬合の推移との関係
乳歯列完成期，第一大臼歯の咬合，永久前歯交換
期

食物の物性，調理法との関係
食物のテクスチャー，大きさ，調理形態
食物のもっ栄養と咀囑の働きのバランス
食物の食べ方
食事の姿勢，食事と飲み物，ばっかり食い

5．

6．

7．

食器，食具の選択，調理法
食器（スプーン，フォーク，皿），箸の持ち方
食事する環境の整備
空腹感・食欲，塾・稽古と食事，家庭（親）と食
事，おいしく食べる
学校給食，就園時の食事
昼食時間，給食用食器具，家庭との連携
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第9課題

指導助口
歯・ロの健康つくりをめざす

学校歯科保健活動の進め方

東京都教育庁体育部保健給食課歯科保健担当係長森 律　子

1　適切な歯・口腔の健康診断の実

　　　施と事後措置のあり方について

　学校における健康診断は，学校保健における保

健管理の中核としてだけでなく，学校指導要領に

おいて特別活動の健康安全・体育的行事の一っと

して位置付けられている。

　「小学校歯の保健指導の手引き（改訂版）」に

は，歯・口腔の健康診断における保健指導のねら

いとして次のことがあげられている。

　①児童自らが，自分の歯や口の健康状態にっ

　　いて知り，健康の保持増進に対する意欲を高

　　める。

　②歯や口の病気や異常の予防及び治療にっい

　　ての必要性を理解させるとともに，健康な生

　　活の実践に対する望ましい態度を育てる。

　学校歯科保健活動では，児童生徒の健康診断の

結果から浮かび上がってくる問題点が課題とな

り，その課題の解決が教育活動となる。また，健

康診断は，健康教育の成果の評価の機会ともな

る。

　健康診断を保健管理・教育活動のシステムの一

部として捉え，自立的な健康管理を学習する場と

して，自らの健康つくりに役立てていく視点が大
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切である。

　（1）定期健康診断の進め方

　　学校における健康診断は，疾病や異常の発見

　だけでなく，健康の保持増進を目的とした健康

　状態の把握であり，確定診断を行うものではな

　いQ

　　平成7年度から実施されている新しい健康診

　断では，歯・口腔の検査においても，「健康：

　疾病異常なし」「一要観察：定期的観察が必要」，

　「要医療：精密検査及び診断の確定，治療等が

　必要」に分ける考え方が取り入れられて，スク

　リーニング（ふるい分け）検査としての位置付

　けがより明確になり，学校における事後措置の

　充実が図られることとなった。

　　健康診断は，心身の発達途上にある児童生徒

　のある時点における横断的な健康状態の把握を

　行うものなので，年間を通しての健康上の問題

　が見落とされることもある。特に近年の健康上

　の問題は，歯科疾患も含めて日常生活習慣に起

　因するものが多くなってきており，日常の健康

　観察とともに保健調査を十分活用して，健康診

　断や健康教育を進ある必要がある。

　　また，児童生徒が自分の発育状態や健康状態

　に関心をもち，自主的に健康診断を受けるため



には，健康診断の内容と意義等にっいて事前に

十分指導することが大切である。

（2）事後措置

　健康診断では，その結果を児童生徒一人一人

の保健指導へ結びっけ，また，学校，地域の健

康課題の把握に利用して効果的な保健活動を推

進する必要がある。さらに，健康診断の結果を

健康教育に活用して，より健康な生活を送るた

めの自主的，実践的な態度を育てることが重要

である。

　①個別の管理・指導

　　　結果通知（精密検査や治療の勧あ）や未

　　受診者への対応を行い，学習環境の改善を

　　含あ必要な教育上の配慮をする。

　②全体の管理・指導

　　　学校保健委員会を十分活用して，学校全

　　体の健康上の課題に対応する。必要に応じ

　　て環境衛生の改善や教育計画の検討等を行

　　う。

　③児童生徒への事後指導

　　　必要な児童生徒に対して，個別指導，健

　　康相談等を行うとともに，健康診断結果を

　　活用して，学級活動等における健康教育を

　　実施する。

　平成7年度から健康診断に導入されたCO

（要観察歯）及びGO（歯周疾患要観察者）に

対しては，学校において適切な保健指導や相談

を実施することが大切であり，自分の生活を見

直し，健康の自己管理意欲を育てる契機として

捉える必要がある。さらにCO，　GOは，生活

習慣の変容等により自分で疾病の発生を予防で

き，そのことを自分自身で自覚できるので，自

分の健康を自分でまもる力を育てる教材として

も活用できる。

　また，歯列・咬合・顎関節にっいて，経過観

察や精密検査が必要な児童生徒については，事

後措置の内容について十分学校歯科医と相談

し，家庭と連携しながら，保健指導や健康相談

　　　　　　　　　　　　第9課題　指導助言■

を進める必要がある。

2　指導や管理の効果をあげる健康

　　相談活動の進め方について

（1）学校歯科医の行う健康相談

　学校歯科医の健康相談は，健康診断の結果，

専門的立場からの指導・相談が必要な場合に行

われることが多いと思われる。例えば，CO，

GOに対して学級担任や養護教諭の指導だけで

なく，必要に応じて学校歯科医の健康相談を行

うことは，より専門的な指導助言の下で，自分

の口腔内の健康問題を考える課題解決的学習と

して捉えることができる。

　さらに，健康相談は，健康診断の事後指導と

してだけでなく，日常の健康観察から専門的な

指導が必要とされる者や，自分の口腔内に異常

を発見して自発的に健康相談を希望する者，保

護者の依頼による者等が対象となる。学校歯科

医の行う健康相談には健康管理面だけでなく，

健康教育の場としての意義が大きい。各学校の

実情に合わせて学校歯科医の健康相談が有効に

機能するような工夫が必要である。

（2）養護教諭の行う健康相談活動

　養護教諭の行う健康相談活動は，健康診断の

結果から断続した管理や指導が必要とされる者

や，日常の健康観察から生活習慣等にっいて断

続的な指導が必要と思われる者，歯科医療を受

ける上で困難な事情がある者等が対象となる。

相談活動の中で，児童生徒が自分の生活を見直

し，より健康的な生活を実践できるよう支援し

ていくことが大切である。むし歯や歯周疾患は

生活習慣病として捉えることができ，歯科疾患

に関する相談から，児童生徒の生活の実態が明

らかになることも多い。また，歯並び等の問題

は心理的な側面もあり，幅広い視点からの支援

が必要である。健康相談活動を行うに当たって

は，他の教職員の理解と協力が不可欠であり，

また，家庭と連携して進めることが重要であ
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　る。

3　学校歯科保健の指導内容と指導

　　　方法の工夫について

　歯科保健活動を進あるには，まず児童生徒の健

康課題を明らかにする必要がある。自分自身の歯

や歯肉を題材とした歯科健康教育は，児童生徒に

受容されやすく，健康教育の一っの窓口としても

有効に機能すると考えられる。

　（1）学校歯科保健活動の内容について

　　歯科保健活動の内容の設定には，学校教育目

　標の具体化の視点が大切である。そして，児童

　生徒の健康課題や意識等に即して発達段階に応

　じた内容を具体的に決めていくことが必要であ

　る。

　　学校における歯科保健活動は，教育活動全体

　を通して様々な場面で実践されることが重要で

　あり，総合的な基本計画としての「全体計画」

　や歯科保健指導の「年間指導計画」を作成する

　必要がある。

　　実際に歯科保健活動を推進するときの拠り所

　となるのは，学習指導要領の趣旨を踏まえて平

　成4年に改訂された「小学校歯の保健指導の手

　引」である。この手引では，歯周疾患について

　の項目が保健指導の大きな柱に位置付けられ，

　歯みがきは問題解決的学習として捉えられるな

　ど，歯科保健指導の内容にっいて基本的な考え

　方が示されている。
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（2）指導方法の工夫について

　学校歯科保健活動では，実践力の育成を目指

して行われる保健指導がその中心であり，学級

活動における保健指導の果たす役割は大きい

が，体育科，保健体育科や関連教科の理科，家

庭科等及び道徳の学習の機会を利用したり，児

童・生徒会活動や日常の指導などでも積極的に

取り組みそれぞれの活動を有機的に関連づける

必要がある。

　歯科健康教育は，健康つくりという広い視野

から，他の健康教育と十分連携しながら行うべ

きであり，給食指導や成人病予防などの他の健

康教育と組み合わせて総合的に進めることによ

り基本的な生活習慣や好ましい食習慣の確立を

図り健康の自己管理能力の育成を促すことがで

きると思われる。

　また，保健指導の授業等においては，児童生

徒が意欲的に取り組めるような教材の活動や指

導過程の工夫が不可欠であり，児童生徒が主体

的に活動できる指導の展開が望まれる。

〈引用・参考文献〉

「小学校歯の保健指導の手引（改訂版）」，文部省，

92．2．

「児童生徒の健康診断マニュアル」，日本学校保健会，

95．3．

「歯・口の健康つくりをめざして」，日本学校保健会，

95．3．



第9課題　提案■

第9繰題

提案1
歯・ロの健康つくりをめざす

学校歯科保健活動の進め方

適切なロ腔の健康診断の実施と事後措置のあり方について一

鳥取県郡家町立郡家東小学校学校歯科医 谷　尾　洋　子

1　はじめに

　本校は児童数300余名の中規模校で，「〔輝く

瞳〕を持っ子の育成」を教育目標とし，「〔自ら学

び，進んで実践する心豊かな子ども〕を育てよ

う」を研究テーマに掲げている。

　本校児童はむし歯の罹患率が非常に高く，平成

7年度のむし歯のない児童は，3．7％と全国平均

を下回っている。また，校区内に歯科診療所がな

いことも災いしていると思われるが未処置歯が放

置されている児童が多かった。このようなことか

ら歯・口腔の健康に対する関心・認識は薄いよう

に感じられた。

2本校での取り組みについて

　本校は平成7・8年度に文部省より「むし歯予

防推進校」の研究指定を受け，「進んでむし歯予

防の実践活動に励む子の育成」をテーマとして，

様々な取り組みを行ってきた。本校の先生方は全

員が，授業研究部・環境研究部・啓発研究部のい

ずれかに属し，それぞれの分野で健康教育の推進

を図って来られたが，私は学校歯科医として，つ

ぎのような形で，この取り組みに参加した。すな

わち，

　①学校保健委員会への参加

　②歯・口腔の健康診断（定期・臨時・就学時）

　③先生方に対する研修会や，ブラッシング指

　　導

　④学級活動や学校行事におけるブラッシング

　　指導（学級担任や歯科衛生士と共に）

　⑤学級活動の時間を中心とした授業へ，ゲス

　　ト・ティーチングの形での参加

　⑥PTA集会で，保護者を対象とした講演

　⑦PTA広報誌への投稿

　これは歯科2大疾患と言われる，むし歯・歯周

疾患に罹患しやすい児童のスクリーニングという

考えに主眼がおかれ，またその結果を学校におけ

る健康教育に生かし，生涯にわたって自分の健康

管理ができるようにする事が大きな目標となっ

た。

　（1）歯・口腔の健康診断の実施について

　　前述した通り，新しく改正された健康診断の

　あり方は，むし歯の早期発見が究極的な目的で

　はない。しかし，正確に口腔内の状態を把握す

　るということは最も基本的かつ不可避な課題で

　ある。ことに，全国的水準よりまだ遅れをとっ

　ている本校にとっては，現状を正しく把握し，

　児童や保護者に伝えることは重要な意味を持っ
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ものと考える。

　私は平成2年度から本校の学校歯科医に委嘱

されているが，就任初年度は検査会場，検査器

具・検査前のブラッシングなど，様々な点で反

省させられた。とりわけ検査者として最も困っ

た点は「口腔内が非常に見づらい」という切実

な問題であった。むし歯（ことに，上顎大臼歯

の咬合面や頬側面あるいは上顎前歯口蓋側隣接

面など，みがきのこしやすく，むし歯のできや

すい部位に存在する初期のむし歯）は，被検者

と向かい合う形では見落としやすく，検査結果

が不正確になりやすい。また，児童の身長・座

高等の体格も様々なので，検者は不自然な姿勢

を強いられ，身体的に負担がかかり，非能率的

でもある。

　そこで平成3年度より

　①健康診断の前にブラッシングをきちんと

　　行うこと。

　②児童は仰臥位で検査を受けること。

　　（ベットのかわりに大きな机を代用する）

　③照明を口腔内にしっかり当てること。

と改め，毎年そのように実施している。

　さらに平成7年度からは，歯列・咬合・顎関

節の検査項目が加わったため，児童はまず椅子

に腰かけて顎顔面やかみ合わせの状態・歯列な

どの検査をうけた後，台上に上がって口腔内の

検査を受けるようにしている。

　また健康診断の時に児童に説明や指導を行う

場合があるので，その際は手鏡をみせて確認さ

せる。

　健康診断は検者の疲労の面から考えて3時間

程度が限界と思われるので，児童数300余名の

本校では3学年6クラスずつ，2日間で実施す

ることにしている。

（2）事後措置について

　①　治療勧告

　　健康診断を終えた児童は自分の検査結果

　を，実際に自分の口腔と照らし合わせて確認
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する。

　また保護者に対しては，「歯・口腔の健康

診断結果のお知らせ」で通知する。治療及び

精査の必要な児童はその旨記入し，治療を完

了したらその報告書を学校へ提出させる。

②ブラッシングの指導・生活習慣改善の指

　導

　平成7・8年度に「むし歯予防推進校」に

指定されてから，学校全体あるいは学級単位

でのブラッシング指導が幾度も行われてい

る。また，毎月「8」のつく日を「歯の日」

と決め，朝自習の時間を利用して，担任や養

護教諭がブラッシング指導に当たったり，児

童が自己評価する時間としている。また休業

日には，親子のカラーテストを行うなどし

て，家庭への啓発を図った。

　さらに高学年では歯周疾患の学習をする中

で，自分の歯肉を観察してワークシートに記

入し，自己診断できる目を養うようにしてい

る。

　生活習慣に関しては，食生活（食品や咀囎

など）や家庭との連携を含あてブラッシング

の習慣づけなどの面で，指導を行っている。

③ピチピチ教室

　健康診断でG・GOと診断された児童はピ

チピチ教室に週1回通い，個別に養護教諭か

ら指導をうける。平成8年度までは高学年を

対象としてきたが，9年度からは全学年を対

象とし，養護教諭だけでなく担任もその指導

に加わっている。このような個別指導は主と

して給食後の休憩時間に，保健室で行われて

いる。

　ピチピチ教室では

　①図やビデオを用いての，歯肉炎の原因

　　や症状の学習

　②自分の歯肉の観察と，歯肉炎の部位の

　　確認

　③歯肉炎の原因となるプラークの染出し



　　　　と，歯ブラシの使い方指導

　　　等を行っている。

　　　　ピチピチ教室の様子はピチピチファイル

　　　にまとめて，担任や保護者に連絡する。

　　　　さらにピチピチ教室に通っていてもなか

　　　なか成果の上がらない児童に関しては，保

　　　護者が参観日や個別教育懇談で来校した機

　　　会を利用して，間食や食事などの食習慣や

　　　ブラッシング習慣などの面からの個別指導

　　　を行った。

　　　また，むし歯の多い未治療児童の保護者に

　　対しても，治療の必要性にっいて説明し，治

　　療の勧告を行った。

3取り組みの成果について

　学校での歯・口の健康つくりに対する本格的な

取り組みは，平成7年度に文部省の「むし歯予防

推進校」の指定を受けた時に始まった所であり，

ちょうど学校の健康診断基準が改正されたのと時

期を同じくした。本校の先生方は文部省発行の

「小学校　歯の保健指導の手引き」（改訂版）を

柱として，その他視聴覚教材を参考にしたり，先

進校を視察するなどして研修を積まれた。私は学

校歯科医として，まず先生自身のブラッシング指

導を行ったり，いろいろな質問に答える形式で研

修会で話をしたり，さらに取り組みを進めるにっ

れてすこしずっ出てくる疑問点に答える，といっ

た形で協力した。先生方も最初は何をどこからど

の様に始あたらいいのか分からない，といった困

惑もあったようだが，研修が進むにつれて「自分

達も子どもの時にこんな教育を受けたかった」と

いう感想を持たれるようにまでなった。それに

よってこの取り組みに対する熱意も強いものにな

り，子供達の口腔内の実態を知りたいという積極

的な態度もみられるようになってきた。

　（1）平成7～9年度の健康診断の結果について

　　①乳歯と永久歯のむし歯に関してはむし歯

　　　のない児童が若干増えたが，未処置歯のあ

　　　　　　　　　　　　　　第9課題　提案■

　　る児童が依然として63％程度ある。

　②永久歯のみむし歯のない児童が25％から

　　36％に急増している。また未処置歯のある

　　児童も35％から30％に減少した。

　　　DMF指数は，　WHOの2000年の達成目

　　標にははるかに及ばないが，6年生が5．2

　　から4．2に減少し，全校生は3．0から2．0に

　　減少した。

　③歯列・咬合・顎関節に関しては，2（要

　　精検）と判断された児童はなかったが軽度

　　の歯列不正などで1（要観察）とされた児

　　童が10％程度あった。

　④　歯垢の状態は1（若干の付着），2（相

　　当の付着）の児童が著明に減少していた。

　⑤歯肉の状態は，1（要観察），2（要精

　　検）とも著明に減少し，9年度は2と診断

　　された児童はなかった。

（2）治療勧告について

　例年，治療勧告を行っているが，治療完了の

報告書を提出した児童は平成7年度は92．4％，

平成8年度は90．6％であり，80％に満たないこ

との多かったそれ以前に比べて改善がみられ

た。

（3）個別指導の成果について

　ピチピチ教室に通っていた児童の中には，第

1回目の歯みがき指導の時には歯肉から出血を

認ある者もいたが指導を受けて自分の歯肉に対

する関心が高まり，ブラッシングの技術も向上

して，かなりの改善がみられる児童がほとんど

であった。

4今後の課題

（1）ブラッシング習慣の定着について

　平成7年度にこの取り組みを始めて，口腔の

清掃度は著しく改善した。しかしながら健康診

断の際，歯垢の状態が0（良好）であって歯肉

の状態が1（要観察）の児童がかなり見られ

た。このことは，学校で何度もブラッシング指
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導を受け，歯みがきの技術を習得しているにも

かかわらず，日常生活においてそれが実践しき

れていないという問題を感じさせた。学校にお

ける給食後のはみがきは，担任を中心として毎

日実践できているので，課題となるのは家庭で

のはみがき習慣の定着だと思われる。はみがき

カレンダーもマンネリ化しないように月ごとに

自分のめあてを決めて行うように指導してお

り，家族全員で取り組むという姿勢で続けて

いってほしい。

（2）保健調査の活用について

　本校で例年，年度はじめにおこなわれている

保健調査には歯・口腔に関する項目が設けられ

ていないが，予診票の形で記入させることによ

り個々のかかえる問題を正確に把握し，健康診

断を充実したものにしたい。

（3）CO（要観察歯）の経過観察について

　本校では現在のところ，事後措置の焦点が

もっぱらG・GOと診断された児童にあてられ

　ており，COの経過観察を行っていない。

　　むし歯罹患率の高い本校としては今後はCO

　に対しては半年後ぐらいに臨時の健康診断を行

　い進行の程度や，清掃状態の点検をしていきた

　い。

5　おわりに

　この取り組みが，今後長い人生を歩む児童に

とって健康増進実践の端緒となり，さらなる健康

な「輝く瞳」をもっ人になることを願ってやまな

い。

〈引用・参考文献〉

「小学校　歯の保健指導の手引き」〔改訂版〕，文部
省．

月刊「健」，日本学校保健研修社．

「学校における歯・口腔の健康診断」，日本学校歯科医
会．

「むし歯」　桑原未代子　ぱすてる書房．
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第9課題　提案■

提案2
う歯予防と食べることを視点に

した健康相談活動について

一
子どもを取り巻く関係者の努力，協力の推進をめざして一

山形県立ゆきわり養護学校教諭三浦裕一・

　　　　　　　　　養護教諭阿部弘子

1　はじめに

　山形県立ゆきわり養護学校は，山形県立総合療

育訓練センター（以下センターと略す）に併設す

る県内唯一の股体不自由養護学校である。幼稚部

から高等部までの4学部あり，幼児児童数は108

名（平成9年5月1日現在）である。

　在籍児童生徒の障害の状態は，全国的な傾向と

同様，年々重度・重複化，多様化の傾向に進んで

いる。歯みがきの状況からとらえても，一人で歯

みがきができる児童生徒は全体の2割弱である。

また口の重要な機能である食べることについても

未発達な状況にある生徒が多く，飲み込みが下手

でむせてしまったり，飲めずに丸のみしたりする

児童が増えている。

　以上のような児童生徒の実態から「歯・口の健

康っくり」を考えるときに，子どもへの指導と共

に，子どもに関わる保護者及び教職員の努力と協

力の推進を考えた歯科保健活動の必要性を感じて

いる。同時に，歯・口の重要な機能の一っであ

る，「食べること」を視点に健康っくりを考える

ことも避けることはできない。

　本稿では，子どもを取り巻く関係者の努力と協

力の推進を目的とした平成3年度からの実践を養

護教諭の立場から報告する。

2　問題点の把握

　（1＞歯科検診結果からみた問題点

　　H3年度の歯科検診結果では，本校児童生徒

　のう歯保有率は高く，小学部のDMFTは2．8

　本，DMFTは6．4本，中学部のDMFTは7．3

　本である。これを児童生徒の年齢や歯みがき実

　態（自分でみがく・介助みがき）で詳しくみる

　と，次のような傾向であった。

①永久歯のう歯は年齢と共に着実に増加し

　ている。

　　乳歯のう歯は，介助みがきの人に多い。

（2）「食べること」から見た問題点

　H3年度までは，「食べること」の機能に問

題がある最重度の児童生徒はセンターに入所し

ているか，センターの学童通園であり，食事は

センターで食べていた。そのため，学校給食を

食べる児童生徒は少なく，普通食を細かく刻む

などで対応していた。しかし，学童通園制度が

廃止された4年度には，通園生全員が自宅通学

することになったため，給食指導上での次の問

題点が出てきた。
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①噛み砕いたり飲み込んだりすることを上

　手にできない子の食事指導。

②①の児童生徒の実態にあった食事を準備

　する。

　　以上より，問題点を「う歯が多いこと」と

　「食べることの指導」ととらえ，「歯・口の健

　康っくり」を進めてきた。

3　実践例

　股体に不自由を持つ児童生徒のQOLは周囲の

協力がなければ保持できない。当然「歯・口の健

康っくり」も周囲の努力と協力がなければ推進で

きないと考え，この子らを取り巻く周囲の人にア

プローチすることにした。

　（1）保護者を対象に健康相談活動を取り入れた

　　実践

　　a．歯科校医による健康相談

　　　①保健室で行う健康相談の実施

　　　　　保護者の希望を受けて，保健室で個別

　　　　に実施した。

　　　②臨時の健康相談

　　　　　年2回「フッ素歯みがき」を実施して

　　　　いるが，自宅からの通学生には保護者に

　　　　付き添ってもらい，歯みがきをしてい

　　　　る。歯科校医や歯科衛生士から歯みがき

　　　　をしてもらいながらのアドバイスは，日

　　　　常の歯みがきに役立っと好評である。

　　b．健康教室の開催

　　　　保護者対象に「必要な知識や技術の伝

　　　達」をするが，「参加者で話し合って問題

　　　解決ができたら」と考え，健康相談的な健

　　　康教室を開催している。

　　　〈これまで開催した歯・口の健康教室の

　　　テーマ〉

　　　①歯を清潔に保とう……プラークコント

　　　　ローノレ　（2回）

　　　　「むし歯のできかた」「歯によい食事」
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をビデオで視聴し，子どもの歯の問題点を

考えてみた。参加者の歯垢染め出しで歯み

がきへの関心を促した。

②お母さん自分の歯みがきを見直してみ

　ませんか

　「障害者の歯みがき」のビデオを視聴。

参加者の歯周疾患のチェックで歯みがきの

大切さを強調。

③う歯予防……ブラッシングの重要性

④効果的なブラッシング……っるっるな

　歯はすてき

　健康教室は養護教諭が主体になって進め

ている。しかし，③の時は歯科校医と歯科

衛生士が同席し，質問などに答えてくれ，

その場で「健康相談」を保健室で行うこと

が決まった。④の歯科校医による健康教室

ではスライドを使用した分かりやすいもの

で好評だった。保護者から再度実施して欲

しいとの要望もでるほどであった。

　この保健室で「歯・口の健康つくり」に

は周囲の方々の理解と協力が必要であるこ

とを保護者にも理解してもらえたと思う。

　最近は，寄宿舎指導員の参加があり，寄

宿舎でも必ず「みがき直し」をしてくれて

いる。

　今年度から，教師対象の健康教室を計画

し，講師は歯科校医が快く引き受けてくれ

ている。

〈食事（摂取）に関する健康教室のテー

マ〉

①口の中を考えよう……摂取と障害

　摂食障害児が摂食訓練を受けて食べられ

るようになるまでの記録をビデオで視聴

し，摂食障害の一因である口唇の過敏の取

り方や，歯みがきを嫌がる子に歯みがきに

なれさせる方法を考えた。

②手作りおやつと子どもの健康……よく

　噛んで食べよう



II

　　　　噛むことを大事にした手作りおやつを調

　　　理した。

　　　③食事作りのポイント……バランスの取

れた食事

　　　　噛むことや飲み込むことが困難でも，偏

　　　りのない食事をっくるために栄養を考え調

　　　理した。

　　　　調理実習を取り入れた和やかな雰囲気の

　　　健康教室は保護者の方々の交流の場にも

　　　なっている。

　（2）校内アプローチ

　　a．う歯予防に関する校内アプローチ

　　　①歯科保健指導（給食後の歯みがき指導

　　　　・学級指導）

　　　②児童生徒保健委員会における活動（ボ

　　　　スター作成・放送での呼びかけ・保健だ

　　　　よりの発行・集会活動等）

　　　③学校保健委員会で話題提供や結果報告

　　b．摂食障害研修に関する校内アプローチ

　　　H4年度　センター婦長を講師に招いた研

　　修をした。

　　　H5年度　校内有志で「摂食」の実態調査

　　を実施した。

　　　H6年度　校内有志で中央の講師を招き研

　　修した。

　　　H7年度　中央の講師を招き，全職員研修

　　をした。

　　c．担任の立場での実践事例

　　　　　　　　　　　　　　第9課題　提案■

　　　事例はセットしてある平成7年度，小学部

　　に入学した児童であり，2年生まで担任とし

　　て関わっている。学級の在籍児童数は5名

　　で，3人の担任が指導している。

　（3）併設する療育訓練センターへのアプローチ

　　センター関係職員に歯科検診結果から，セン

　ター入所生一人ひとりの問題点を提示し，個別

　の指導・みがき直しをお願いしている。

　　また，摂食指導研修会の講師をお願いした

　り，研修案内の情報交換をしたり，摂取に関わ

　る自主研修会に歯科医の協力を得たりしてい

　る。

4　結果と課題

　保護者，歯科医を中心とした医療関係者，また

校内教職員の努力，協力の推進をめざして実践を

すすめてきた。

　その結果，H8年度の歯科検診結果では小学部

のDMFT　1．4本，　DMFTは4．1本，中学部の

DMFTは5本であった。う歯予防の点では少し

成果があったと思う。

　学校入学までの養育歴や保護者の考えを十分に

聞き取ること，さらには乳幼児期から関わる医療

関係者との連携協力にっいても継続した課題と考

える。

　今後は「歯列・咬合・顎関節」の歯科検診結果

と，食べることの機能改善に結びつけた指導との

関連についても考えていきたい。
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グ課

提案3
歯と口の健康つくりをめざす

学校歯科保健活動

一歯とロの健康つくり推進事業の取り組みから一

広島県三原市立幸崎中学校養護教諭末岡美香

1　はじめに

　本校の創立は昭和22年（1947年）で今年創立50

周年を迎えた。現在の生徒数は141名である。

　平成4年度から3年間，日本学校保健会から

「児童・生徒等歯・口の健康っくり推進事業」の

実施地区として委託を受け，学校歯科医の協力の

もと，学年毎，学期毎に発育段階に応じて，具体

的な指導目標を掲げて取り組んできた。

2　取り組み

　（1）指導目標

　　1年生は，「プラークがむし歯や歯肉炎の原

　因であることを理解する。健康な歯と歯肉を守

　るための清掃法を工夫する。」2年生では「現

　在の食生活を見直し，規則正しいバランスのと

　れた食生活をする。特に間食について考え

　る。」3年生は，「歯やからだの成長と食べ物の

　関係を知る。歯と歯肉を清潔にする。」とし

　た。

　（2）具体的な実践

　　a．学級活動における指導

　　　①歯科医による歯科保健授業（1年生）

　　　主題を「プラークの正体とらえよう」と
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　設定し，プラークを採取・染色して顕微鏡

　で観察した。プラークが細菌のかたまりで

　あることを理解させ，また上下6前歯を染

　め出し赤く染まった箇所をスケッチし，日

常の歯みがきの状況を点検・評価させた。

　②　食事調べの結果から（2年生）

　　主題を「食生活を見直そう」と設定し，

　夏休み中の2日間の食事内容を調べて栄養

　分析をした。小学校1年生からの検診結果

　と栄養分析をもとにして，栄養士と養護教

諭，学校歯科医が食生活についての指導助

言を行った。

　③「歯と口の健康だより」での指導（3

　　年生）

　　近い将来，社会人になった時点で役立っ

　ようにと，学校歯科医の協力で作成した

　「歯と口の健康だより」を資料にして，歯

　と口の健康について担任と養護教諭が指導

　した。

b．学校生活，学校行事における取り組み

①　歯科検診

　歯科検診は，4月と11月の年2回，消毒

済のミラーと探針を人数分用意し，設備と

　しては，古い歯科用チェアーと無影燈を使



　　用して実施している。

　　　検診は学校における歯科保健管理の中核

　　を占めるものであり，学校歯科医が生徒ひ

　　とりひとりに接する唯一の機会でもある。

　　生徒が歯科検診をとおして自分の歯や口腔

　　の健康状態を知り，健康の保持増進に対す

　　る意欲を高めるためにも，この機会を有効

　　な歯科保健指導の場とするよう心掛けてい

　　る。

　　　検診後は所見のあったものに治療票など

　　を配布して，自分の歯や口の病気や状態な

　　どを知らせ，予防及び治療の必要性を呼び

　　掛けている。

　　②歯みがき指導

　　　中学生になると歯肉炎の罹患者が多くな

　　り，ごく一部ではあるが歯周炎が認められ

　　る。しかし，そのほとんどは歯みがきを適

　　切に行い，プラークを取り除けば炎症は消

　　退し，健全な歯肉を取り戻せる程度のもの

　　である。

　　　養護教諭と歯科衛生士が協力して，歯科

　　検診の結果歯肉炎が認められた生徒と口腔

　　内の清掃状態のよくない生徒を対象に，2

　　回のブラッシング指導を実施した。

　　③「保健だより」による啓発

　　　年2回（6月・11月）　「保健だより：歯

　　の健康特集号」を作成し配布した。

（3）生活習慣等と歯科疾患の関連に関する調査

　平成4年7月に広島県内20中学校の生徒5，150

名を対象にして，生活習慣，食事，運動等と歯

科疾患との関連性の調査が実施されている。同

じ調査を平成5年2月，平成6年9月に幸崎中

学校の生徒を対象として行い，結果を分析・比

較することで今後の歯科保健指導の充実・向上

に向けた資料として活用した。

（4）検診結果のパソコンによる処理

　検診結果をパソコンで情報処理すれば，長期

　　　　　　　　　　　　　　　第9課題　提案■

　の保存や分析が可能なので，パソコンに保存し

　て追跡調査を行う試みを実施している。

3　成果と課題

　「歯・口の健康つくり」を推進することによっ

て，自分の健康は自分で守ろうとする態度を育成

することを目的とした。しかし，一方的な知識の

導入だけでは，日常生活での実践には結びっきに

くいと考え，学年ごとにテーマをしぼって指導し

た。

　1年生にはプラークが「う歯」や歯肉炎の直接

的な原因であることを実験をとおして検証させ

た。その結果，プラークを取り除くことが，歯み

がきでは大切であることを理解し，染め出しをし

た口腔写真やスケッチ図により，日常のみがき方

が反省できた。

　2年生は，各人の食事調べの結果から食生活の

見直しを図ったが，具体的で理解しやすかったよ

うである。

　3年生はこれまでの積み重ねで，食後の歯みが

きは習慣化しており，みがかないと気持ちが悪い

という生徒も生まれ，歯や口の健康を考える生徒

も多くなった。

　ここ数年「う歯」に関しては全校的にも，12歳

時点でも状況は好転している。取り組みの成果で

あると考えられるが，これを今後いかに維持し，

より一層の向上を図るかが課題である。10年～20

年後には彼ら自身が歯ぐきの病気に悩みはじあ，

人によっては「う歯」で歯を失うこともある。ま

た，その時期には親として子どもたちの歯みがき

や食生活に注意して，健やかな成長を願う立場に

もなる。この二っの面を並列させる意図で指導・

教育を行ってきたが，結果が判明する頃に後悔さ

せないために根気よく継続指導していくことが大

切である。
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無嗣簿麟轍瞬文磁蓑鎌編鱗ガ

平成9年度学校保健に関する文部大臣表彰被表彰者として35名の

学校歯科医の先生方が第47回学校保健研究大会の席上表彰の栄に浴

されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

　　’烈　輝　毛

需舞　笹脚　蹄晒宝、　価噺　　苧　　　畷
　　　　　2・諭灘轟織『

　　軌避騨

ぎ

卍

　響　　蝋一　　　　1

、　＿。＿継灘

北海道 角　田　正　俊 三重県 楠　崎　　　渥

青森県 吉　田　博信 滋賀膿 白　石　　　尚

宮城票 大　内　武　一 大阪瘤 福　田　勝彦

山　形県 五十嵐　俊　榮 兵庫嬢 長　阪　八　朗

福農県 二瓶博利 〃 小野　　　晃

茨城繋 新井田　俊　典 奈良県 熊本　由　邦

栃木県 片　山　容　一 和歌山県 成川　誠　義

群馬　県 神　藤　義　昭 鳥取県 今　田　尚　子

埼玉票 瀧　澤茂　樹 広　島繋 八　谷　定　徳

千葉県 長谷川　徹雄 山　口　票 近　藤　　　瞳

東京都 小　林　俊　雄 徳　島県 阿　佐　正一郎

〃 森　　　　滋 番川　輿 泉　川　亮　太

神奈川桑 本　郷農　生 高知県 高　橋　昭二郎

〃 武　宮　英　雄 福　岡票 冨　永　行基

新潟票 永　野敏郎 佐賀票 光安　　　力

福井県 山　崎龍庵 長崎県 高森三利

長野県 興　水　一　郎 宮崎票 早崎良雄
静岡票 杉　山　　　均

140／日本学校歯科医会会誌　79号　1998年3月



全国学校保健研究大会・学校

歯科医協議会に参加して

　次回は仙台で，

　2巡目の第1歩として
　9月25，26日，鳥取県鳥取市で第47回全国学校

保健大会並びに学校歯科医協議会が開催されまし

た。次年度は宮城県で開催されるということもあ

り，視察もかねて出席させていただきました。

　次期開催県代表挨拶として宮城のPRをさせて

いただき，各名士の方々ばかりで緊張の中での開

会でありましたが，懇親会に入り，若い女性銀行

員による郷土芸能のしゃんしゃん傘踊りのはなや

かさに緊張感もとれ，各県の方々とも親しく情報

交換の場をもたせていただきました。

　特に誌上でしかお会いしたことのない吉田螢一

郎先生，戸田芳雄先生とも話をすることができ大

変感激しました。

　この大会も福岡で第1回がもたれ，第47回を

もって全国を一巡し，2巡目の第1歩が宮城県，

仙台市で平成10年11月5，6日に開催されます。

第1回が昭和26年に開催されておりまして，奇し

くも昭和26年生まれの私がこの新しい一歩に関わ

れるということは何か因縁めいたものを感じずに

はいられません。

　そもそもこの全国学校歯科医協議会の趣旨とい

うものを振り返ってみますと，文部大臣表彰者へ

のねぎらいと各県の情報交換の場として行われて

いまして，年々派手になってきていると聞いてお

ります。

　文部省からも次年度はスリム化し，かっ内容の

充実した大会をお願いしたいということであり，

また日学歯もそういうような考え方をもっており

宮城県なりのやり方で，時間的にも金額的にもあ

まり先生方の負担のかからないスタイルで開催し

たいと思っております。多数の先生方のご協力を

お願いしたいと思います。では11月5，6日紅葉

のみちのくは仙台であなたとお会いしましょう。

　　　　　　　（宮城県学校歯科委員長　富岡和弘）

　特別講演「口の中の人」

　に感動

　経済企画庁発表によると，全国で豊かな住み易

い所第4位は鳥取県だそうです。そんな豊かな鳥

取県鳥取市ニューオータニにおいて第47回全国学

校歯科医協議会が開催されました。多くの活発な

討論や発表がありましたが，最も感動を与えられ

印象に残る特別講演「口の中の人」の報告をさせ

て頂きます。

　講師は徳永　進先生で，京都大学医学部卒業

後，京都・大阪の病院勤務を経て現在鳥取赤十字

病院内科医長をされている方でした。徳永先生は

ハンセン氏病患者の診療に従事されたことからハ

ンセン氏病患者の宿泊施設や数多くのボランティ

ア活動をされております。

　講演内容の多くは死を目前にした人たちから医

者や残された人々が教えられるものについてでし

た。先生は幼少のころ体が弱く，当時日赤小児科

を度々受診されたそうですが，その時の院長が退
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職された後，喉頭ガンで日赤に入院こんどは徳

永先生が主治医となり脈をとったそうです。

　元院長が亡くなられた後，自宅を訪問された

際，自然のままの手の入らぬ庭を見て元院長が良

く口にされた「清貧」や「のん気でないと心が縮

んでしまう」といった言葉が素直に受け入れられ

たそうです。またハンセン氏病の人たちの筆舌に

っくし難い心の傷，それを表わす俳句の数々を披

露されましたが，患者自身の計り知れぬ心の悩み

と共に徳永先生の深いおもいやりを感じました。

　鳥取日赤に帰ってこられてからは，自分が育っ

た故郷のそれも幼いころから知っている人々の中

にもガンで死んでいく人がいるという極く当り前

の中に不条理を感ずるお話には感動を与えられま

した。

　徳永先生は講談社ノンフィクション賞を獲得さ

れた「死の中の笑み」や「カルテの向こうに」，

「医療の現場で考えたこと」等多くの本を書いて

おられます。私は講演終了後廊下に出ていた著書

を数冊購入し，先生の控室ですべての本にサイン

をしていただきました。これらはいっまでも残る

お土産となりました。心の緩みを覚えた時，これ

らの本を開いてもう一度医療人として，心を引き

締めたいものだと思っております。

　　　　　　　　　　　　　（東京都　川本　強）

　第9課題は盛沢山で

　　　多くの収穫

　9月25～26日の2日間にわたり，鳥取市内各会

場にて2千有余名の学校保健関係者の参加を得て

開催され，私共滋賀県からも15名の関係者が出席

しました。

　また今大会は，主管県が一巡する最後47番目で

あるということ，中教審の諮問に対し25年ぶりに

今後の健康教育の在り方についての答申が健康体

育審議会から出されたこと，そして何よりも市民

の方々の温かい歓迎の雰囲気に包まれたことで，
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全体会や2回目の課題別研究協議会を通して，新

たなステップに向かう充実感と爽快さの中で時間

を過ごしました。

　初日の全体会の中で，160名の方々に学校保健

及び学校安全に関する文部大臣表彰状が授与され

ました。なかでも35名の学校歯科医の先生方が壇

上で呼名によって起立された時のあの晴れやかな

お顔を拝見して，永年に亘るボランティア的ご努

力とその成果のお陰で、現在の私共学校歯科医の

確固とした立場が築かれたものと感謝し，心から

の拍手を送りました。滋賀県からは白石尚先生が

御受賞されました。

　2日目の課題別研究協議会では，第9課題の

「歯・口の健康っくりをめざす学校歯科保健活動

の進め方」に参加し，主に①指導や管理の効果を

あげる健康相談活動の進め方，②学校歯科保健の

指導内容と指導方法の工夫にっいて協議がなされ

ました。参加者も多く，提案発表・研究協議・指

導助言・講義と日程組み立ても盛り沢山でフロア

からも様々な意見が出され，私にとっても多くの

収穫を得たことでした。

　本大会を通して，児童生徒の健康っくりは，生

きる力，ゆとり，自己教育力をキーワードとして

管理よりも健康実践教育によってなされるべきと

の今後の方策が示され，健康教育の一端を担う学

校歯科医の一人として，今後の具体的実践は如何

にしていくべきかと色々考えさせられる大会であ

りました。

　　　　　　　　　　　　　（滋賀県　立木　健）

　保健委員会のあり方等

　　　指導助言も活発に

　大会での第9課題は「歯・口の健康っくりをめ

ざす学校歯科保健活動の進あ方」をテーマとし

て，日本大学歯学部小児歯科学教室赤坂守人教授

の一組織を生かした学校教育相談一をサブテーマ

に講義があり，次いで東京都教育庁体育部保健給



食課森　律子係長の指導助言。提案として①郡家

東小学校学校歯科医谷尾洋子先生，②ゆきわり養

護学校三浦裕一教諭他，③幸崎中学校末岡美香養

護教諭からそれぞれ発表が行われました。

　会場には300名の出席者のうち，154名の学校歯

科医が参加，平成7年度学校保健法一部改正以降

の学校歯科保健の進め方，歯科健診について活発

な討議が行われました。

　わたしは過去10回にわたって研究大会に出席し

てきましたが，学校歯科医，養護教諭ともに21世

紀に向けて今後の学校保健活動はいかにあるべき

か真剣に考え，協議される場を見て，その熱心さ

に感銘をうけてまいりました。

　具体的には学校保健委員会のあり方について，

学校における学校歯科医の保健指導の内容，学校

給食を含む子どもたちの食生活と全身への影響，

咀囑問題。障害をもっ子どもたちの食べることを

中心とした，肢体不自由児のQOLと周囲の協力

態勢などなど，会場からは今までの大会では見ら

れなかった熱気が感じられ，質問や指導助言も活

発に行われました。

　この大会に出席された先生方はきっと地元に帰

られても，今後の学校歯科保健活動に大いに生か

されることと思います。発表された実践例を参考

に，地域での歯科保健活動のより一層の充実に取

り組みたいと思っております。

　　　　　　　　　　　　　（千葉県　奈良文雄）

1興雛浸㌔繍
　去る9月25・26日の両日，鳥取県立県民文化セ

ンターに於いて開催された第47回全国学校保健研

究大会に，京都府歯科医師会より谷口学校歯科担

当副会長以下9名が参加しました。

　今回の大会では京都府からは歯科関係の受賞者

はありませんでしたが，京都市立常盤野小学校校

　　　　　第47回全国学校歯科医協議会に参加して■

医の請田安夫先生，京都府立東宇治高等学校学校

薬剤師の齋藤錠吉先生，京都市立高倉小学校校長

の井口隆勇先生の3名と，和知町立和知第二小学

校の1校が受賞されました。

　表彰式が終わり休憩をはさんで，作曲家の神津

善行氏による，「音楽裏論」一音と人間の関係一

と題した特別講演が行われました。氏の幼少頃か

らの音楽との関わりや，現在研究されている人間

やその他の生物と音との関係等，大変興味深い話

をおもしろく判りやすく講演され，長旅の疲れも

忘れ聞き入ってしまいました。

　その後理事2名と部会長代理，副部会長の4名

は第47回全国学校歯科医協議会に参加しました。

　私は今回でやっと3回目の全国学校保健研究大

会への参加ですが，徳島・佐賀・鳥取と出席して

毎年どの都市においてもその会場や参加者の盛大

なことに驚かされます。関係者の皆様のご努力に

心から感謝致します。

　　　　　　　　　　　　　（京都府　請田研二）

　全国学校保健研究

　　　大会に参加して

　25（木）26（金）の両日，歴史ある本大会が，

鳥取県において盛大に開催されましたことは，大

変に意義深いものでありました。また，大変な時

間をかけて今日までご準備いただきました関係各

位に対し敬意を表する次第です。

　私どもも，平成7年にrむし歯予防推進指定校

協議会・学校歯科保健研究協議会』並びに平成8

年にはr関東甲信越静学校保健大会』を担当させ

ていただきました。その経験を踏まえて本大会を

過ごさせていただきました。

　鳥取駅・会場等において，大会参加者に対する

思いやりや心配りがいろいろな場所で窺い知るこ

とができました。大変ご苦労さまでした。

　　　　　　　　　　　　　（群馬県　永山礼久）
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（第3回）

　会誌78号に引き続いて都道府県学校歯科保健略史を掲載致します。「温故知新」をテー

マに，日本学校歯科医会五十周年記念誌を参照，舶盟団体からのご寄稿をもとにしてまと

めたものです。前回同様に掲載は原稿の到着順になっております。

1．大正15年（1926年）の調査では現れてこない

が，県の訓令は比較的早く昭和2年（1927年）5

月10日に出されている。実際に学校歯科医が委嘱

されることはなかったとみえて，昭和3年（1928

年）3月27日，県歯科医師会の総会では，学校歯

科医設置を促進する決議を行っている。

2．昭和5年（1930年）の調査では学校歯科医が

11人，と報告されている。

　県学校歯科医会は昭和8年（1933年）3月30日

に創立され，昭和9年（1934年）の調査では40人

の会員をもち，県下に施設をもつところが7ヵ所

あったと報告されている。

　日本聯合学校歯科医会には当初から加盟してい

る。
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　この学校歯科医会は，昭和12年（1937年）2月

に，学校歯科医を対象として，学校歯科医講習会

を行っている。

　昭和15年（1940年）5月には第10回全国学校歯

科医大会が宮崎において開催された。

3．戦後には学校歯科巡回を行い，永井周三が嘱

託として巡回に従事した。

　日本学校歯科医会には加盟していなかったが，

昭和43年（1968年）に宮崎県歯科医師会として加

盟し，今日にいたっている。

4．宮崎県学校歯科医会は，昭和49年11月に組織

の充実を図るたあに会則を制定し，当時，新坂会

長以下県下184名の会員で本格的な活動を開始

し，昭和49年11月9日にはこれまでの学校歯科保

健の普及と向上に尽力した功績により文部大臣表

彰を受けた。

　主な事業として，年1回開催される宮崎県学校

歯科保健研究協議大会も20回を数え，県内各地の

小，中，高校の校長，教頭，保健主事，養護教諭

を含めたくさんの先生方の参加をいただき，学校

歯科保健活動の功績のあった方々を表彰し，また



研究発表，協議を行い今日に至っている。

　昭和60年4月からは当会の変革を余儀なくさ

れ，総会で激論の末，宮崎県歯科医師会へ統合さ

れることになったが，その活動は活発で，平成6

年度は全国規模の学校歯科保健研究協議会「むし

歯予防推進指定校協議会」を本県で開催し文部省

から高い評価を受けた。

　このように，宮崎県歯科医師会の学校歯科委員

会が後を引き受け，現在日学歯に44名が加盟し活

躍している。

1．京都市では明治30年（1897年）11月の大阪毎

日新聞に杉原順三・榎本元吉が第二高等小学校で

歯牙検診を実施したことが報道されている。少し

遅れて，明治36年（1903年）学校医による検査報

告がされ，翌年9月京都府知事は，府下の公私立

小学校及び幼稚園に対して歯牙の清潔及び甘味物

の制限などを行うように，との訓令を出した。こ

れは学校歯科にっいての公式の立場で出された初

あてのものである。

　大正の頃，口腔衛生キャンペーンがよく実施さ

れ，大正2年（1913年）4月に舞鶴町で歯科衛生

展覧会が開催されている。大正4年（1915年）の

御大典記念博覧会には歯科の出品を行い，大正10

年（1921年）小学校教員に対する口腔衛生講習会

が開催され，学校歯科医が4名初あて設置されて

いる。

　大正14年（1925年）7月，赤井知一郎・吉田光

太郎らによって舞鶴編歯予防協会が創設される。

同年の調査では府下の山田荘・園部・綾部・以久

　　　　　　　　　　都道府県学校歯科保健略史■

田の各小学校に学校歯科医が設置され，翌年に舞

鶴・宮津町を含む地区では小学校に設備を置いて

校内処置が実施されている。

　昭和2年（1927年）京都市学校歯科医会は市内

小学生に標語を募集したところ，これが大成功に

おわり，翌年3人の嘱託学校歯科医の誕生とな

る。昭和4年（1929年）5月21日訓令第25号で

「学校歯科医設置並職務規定」が通達され，昭和

6年（1931年）に京都府立中学校20校，京都市立

小中学校138校に学校歯科医が設置される。

　昭和6年（1931年）5月3日京都市学校歯科医

会（会長は京都市長，事務所は市役所内），7月

5日山城学校歯科医会，7月12日京都府学校歯科

医会が設立される。翌年1月17日には丹波5郡学

校歯科医会が設立され，3月1日には丹後各郡聯

合歯科医師会から丹後学校歯科医会が独立して設

立される。

2．日本聯合学校歯科医会には京都市・丹後・丹

波5郡及び山城の4団体が加盟し，京都府学歯は

加盟していない。

　丹後の赤井知一郎は昭和8年（1933年）「学校

歯科の実際」を出版し，京都市の堀内　清は学校

歯科の実際面及び理論的で盛んに活躍していた。

　昭和11年（1936年）から京都市学歯は市内の小

学校児童の表彰を開始するとともに，講演資料教

材を103編出版している。昭和14年（1939年）9

月13～15日京都市で第9回全国学校歯科医大会が

開催される。

3．昭和23年（1948年）京都市学歯は解散し，4

月京都府歯科医師会の歯科衛生部として統合され

るが，昭和36年（1961年）3月廃部となる。昭和

27年（1952年）4月に京都市学校歯科医会が新

生，昭和29年（1954年）9月に京都府学校歯科医

会が設立され，両団体とも日学歯に加盟してい

る。昭和56年（1981年）4月市学歯は府学歯に統

合され，平成3年（1991年）4月府学歯は京歯に
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統合される。

　全国大会としては，昭和37年（1962年）11月23

～24日に京都市で第26回全国学校歯科医大会が開

催される。これは学校歯科保健が管理から指導志

向への転機となった大会である。昭和49年（1974

年）10月12～13日に京都市で第38回全国学校歯科

保健研究大会が開催された。

　事業としては，昭和34年（1959年）から，いわ

ゆる京都方式の僻地学校歯科う歯巡回診療を開始

する。昭和52年（1977年）から京都方式の歯磨き

指導（ローリング法）を導入し，さらに平成4年

（1992年）から新京都方式の歯磨き指導（スク

ラップ法）に改訂し，児童・生徒の口腔衛生の啓

発と向上に努めている。

　このような業績により，市学歯は昭和37年

（1962年），昭和45年（1970年）に奥村賞推薦

賞，京都新聞社賞，昭和51年（1976年）に奥村賞

を受賞している。

　一方，学校歯科医の資質の向上を図るため，学

校での教育講話のスライド（14編），矯正パネル

（1編）・小冊子（2種），フッ化物洗口の小冊子

（3種）や健診のマニュアルなどの制作を続けて

いる。

1．大正初期のころには口腔衛生普及キャンペー

ンが盛んに行われていた。

　大正11年（1922年）5月7日，大阪市北区天神

橋6丁目市立市民館内に，大阪府歯科医師会とラ

イオン歯磨が共同で児童歯科診療所を設置し，そ

の開設披露式が行われた。
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　そのころいくつかの小学校での現場活動が報告

され，船場，日本橋の各小学校に学校歯科医がお

かれていた。とくに日本橋小学校では診療所を設

け，予防処置を行った。

　このころ，クラブ歯磨を出していた中山太陽堂

でも，その文化研究所（昭和初期，浜野松太郎が

所長として公衆衛生活動をした）内に歯科診療所

を設置することを計画した。

2．昭和2年（1927年）4月29日，大阪府歯科医

師会によって大阪学校歯科衛生協議会が発会式を

あげ，約200人が集まった。

　大阪市では，昭和4年（1929年）10月に大阪市

歯科医嘱託医会が作られ，船場，汎愛小学校など

14の小学校で活動した。

　昭和5年（1930年）4月，第8回日本医学会総

会が大阪で行われたとき，その分科会に参加のた

あ全国から歯科界のリーダーたちが集まって，学

校歯科医令の促進と学校歯科医の全国組織の結成

を申し合わせた。

　大阪市学校歯科医会はその翌年昭和6年（1931

年）11月に結成された。

　日本聯合学校歯科医会には大阪市学校歯科医会

が加盟し，昭和11年に堺市学校歯科医会が加盟した。

　また，昭和12年（1937年）5月に，大阪府中等

学校歯科医会が作られている。

　昭和12年（1937年）5月16～18日に，大阪市で

第7回全国学校歯科医大会が行われた。

3．日本学校歯科医会には創立のときから大阪市

学校歯科医会が加盟し，堺市学校歯科医会，大阪

府学校歯科医会，大阪府立高等学校歯科医会，大

阪府公立学校歯科医会が遂次加盟していた。

　昭和41年（1966年）新たに公立学校歯科医会が

設立され，初代会長に池田忠光氏が，2代目には

賀屋茂雍氏が就任し府下の公立学校歯科の活動が

活発になった。

　昭和41年（1966年）11月19日，20日に大阪市で



第30回全国学校歯科医大会が開かれ，さらに昭和

53年（1978年）11月17，18日に大阪市で第42回全

国学校歯科保健研究大会が開かれている。

　大阪市学校歯科医会は昭和43年（1968年）1月

26日に社団法人となった。

4．現在の大阪府学校歯科医会は，府下で，別個

の組織活動を続けていた公立・府立高校・堺市並

びに私立の4っの団体が大同団結し，昭和61年5

月に設立されたものである。

　公立の主たる事業としては，毎年「よい歯を守

る学校・園表彰」並びに「学校歯科研究大会」が

あり，昭和56年には通算第25回記念大会を開催し

ている。

　この年を機に広報も一新，「公立歯報」と横書

きにして17号を発刊，ファイルに綴じて当時の会

員785名に配布，また，当時の公学歯の発刊書物

としては，学校歯科の指針（昭和47年），良い歯

を守るために（昭和51年，上・下），会員名簿

（昭和54年），学校歯科保健の手引（昭和55年），

よい歯を守る歩み（昭和56年），歯・口腔の健康

診断について（昭和57年）等を発刊している。府

学歯合併当時の会員数約1，000名。

　昭和32年に設立された高歯会は，津田　勝氏が

初代会長に就き，昭和63年には創立30周年記念式

典を挙行，記念誌を発刊し，高歯会30年の歴史を

披露，当時の会員数189名。

　昭和53年度から毎年発刊している「学校歯科保

健の手引」は，学校歯科保健の向上に貢献。その

他会報，名簿を発刊，研修会の開催，永年勤続表

彰等々を行っている。

　歴代会長，藤田順治（2代），細川親文（3

代），中村篤夫（4代），宮脇祖順（5代），山口

千之介（6代），龍門敦子（7代）。　一敬称略

　堺市における学校歯科医会の歴史は古く，当

時，岡田藤治郎氏の尽力により，昭和10年に設立

されている。府学歯合併当時の昭和61年度には会

員数182名を有し，毎年活発に，堺市学校保健大
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会及び研修会，堺市学校歯科連絡協議会等開催，

また，随時手引き等の発刊物も多く残している。

　昭和61年5月31日大阪府学校歯科医会設立総会

が開催され上程された3っの議案すべて可決。府

下で個々の活動をしていた4つの団体がこの日を

機に団結し，現在の府学歯を設立。初代会長に賀

屋重雍氏が就任，会員数1，200名余を有した府学

歯の活発な学校歯科保健活動が始動した。

　最初の大きな事業としては，昭和61年から3年

間，日本学校保健会のセンター的事業である「児

童生徒等むし歯予防啓発推進事業」を，府学保会

が受託し，府学歯としては高槻市を推薦中心校

に高槻磐手幼，小，第8中学を指定，文部省から

吉田螢一郎体育官等の来阪も頂き，3年間の啓発

推進に努めその実践事例をまとめ日学保に報告し

た。

　次に府学歯の事業計画に基づいて主だった保健

歴史を振り返ってみると，組織機構は年々，改革

及び充実され，会員増強にっいては平成8年1月

現在1，488名に達した。会員名簿も昭和63年，平

成3，8年に発刊，原簿についてはフロッピーに

収録，規約，規定にっいても見直され，府よい歯

を守る学校，園表彰では年々応募数が増え第40回

を迎えた平成8年度は150校・園の応募と，96校

の資料参加校・園の協力があった。

　団体長会も年数回開催。各種委員会（学術，普

及指導，事業，組織拡充，調査，制度，学校安

全，広報）は，それぞれ各部署で活発に活動。

　歯・口腔の健康診断マニュアルも随時発刊，会

員向け普及指導についても多くの資料を作成配

布。広報誌は出来事のすべてを記録，ニュース性

を重んじて年2回発刊，Vol．20を数える。平成

8年は府学歯創立10周年を迎え，種々の記念行事

が企画された。

　学校保健事業についても学校保健研究大会及

び，会員研修会，講習会，むし歯予防推進，啓発

事業，また，各種大会・協議会・研修会への参加

や代表派遣と，府下における学校歯科は飛躍的に
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向上しっっあり，府下平成7年度健診における12

歳児の永久歯の平均D（M）Fは3を切り2．94を達

成している。なお，2代目会長には，阪本義樹氏

が就き，現在は大内　隆氏が就任している（平成

8年）。

1．医家の歴史の古い地区であるので，すでに明

治20年（1887年）広島医会の中に歯科医師が加

わっており，その伝統はひきつがれている。明治

30年（1897年）広島医学会ができたときにも熊谷

鉄之助，荒谷　靖などがメンバーとして加わって

いる。

　このようにして明治34年（1901年）2月には広

島歯科医会が発足し，これが40年（1907年）11月

の広島県歯科医師会にっながっていく。非常に早

い発足であったといえる。

　この地の学校歯科はいま述べたような背景を受

けて，すでに大正5年（1916年）4月に，広島市

で，熊谷鉄之助，渡辺　和，河村雅夫，野坂

昇，熊谷達吉，山瀬　優の6人を学校歯科検査医

として指定して，市内の小学校児童19，000人の検

査を行い，以後これはずっと続けられている。

　特筆すべきこととして，大正14年（1925年）1

月に，市内小学校の未就学児童3，000人に対して

歯牙検査を行ったことである。これは就学前歯科

検査のはじめのものということができよう。

　またこの年の県歯科医師会の総会では，呉市歯

科医師会からの提案で日本聯合歯科医師会に対し

「学校歯科医設置促進を建議すること」を採択し

ている。
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　このような背景の下，大正14年（1925年）5月

には県訓令で学校歯科医の設置をきあている。

　広島市歯科医師会では昭和2年（1927年）5月

と，昭和5年（1930年）9月に，小学校校長，教

員，学校看護婦を集あて学校歯科衛生の協議会，

講習会を行っている。

2．昭和9年（1934年）の調査では67人の学校歯

科医がおり，34ヵ所に設備があったと報告されて

いる。

　また，県学校歯科医会は，昭和11年（1936年）

6月21日に創立総会が行われている。広島市学校

歯科医会は大正11年（1922年）8月21日に約20人

で創立されていた。

　日本聯合学校歯科医会には，創立のとき，広島

市学校歯科医会が加盟し，っいで昭和11年（1936

年）に呉市学校歯科医会が加盟していた。

　昭和12年（1937年）になって広島県学校歯科医

会が加盟して広島市学校歯科医会はその中に吸収

された。

　昭和16年（1941年）の第11回全国学校歯科医大

会で森岡春治は充填材料にっいての宿題報告を

行っている。

3．日本学校歯科医会には創立1年後に県学校歯

科医会として加盟したが，昭和38年（1963年）に

なって県の歯科医師会の中に吸収され，その形で

今日まで続いている。

　昭和36年度（1961年）から学校歯科衛生研修を

続けている。

4．広島県における今日の学校歯科保健活動の出

発点は，昭和26年に広島県歯科医師会に学校歯科

部が創立されたことに始る。その後の経過の中で

特筆すべきは：昭和45年に広島県，県教育委員

会，県歯科医師会，広島大学の4者（平成8年度

からは広島市も参画）からなる広島県歯科衛生連

絡協議会が設置されたことである。さらに平成2

年からは4専門委員会（平成7年からは5委員



会）が設けられたが，この中に学校歯科保健委員

会が設置されたことにより，学校現場，教育委員

会，歯科医師会との連携がより緊密になり，学校

歯科保健活動が飛躍的に推進されることとなっ

た。

　昭和59年，広島県歯科衛生連絡協議会が第36回

保健文化賞を受賞した。この受賞を契機に県内に

おける歯科保健の向上，発展を目指して，昭和61

年，「広島県歯科保健文化賞」を制定し，毎年2

個人，1団体に対し日本歯科医師会長賞，県知事

賞，協議会長賞，中国新聞社賞を贈っている。

　昭和54年には，学校歯科医地区代表者協議会・

研修会が発足し，昭和58年には郡市地区学校歯科

保健代表者会議を設置，さらに発展し現在は郡市

地区学校歯科保健担当理事者協議会として，毎年

開催されている。

　歯科衛生知識の普及啓発活動として昭和44年よ

り「歯の祭典」，昭和46年より「子どもの歯を守

るつどい」が開催されていたが，昭和62年より両

事業を一本化し，「歯科保健大会」，さらに平成5

年からは「5525広島歯の祭典」と名称を改

め，広島県独自の55歳で25本の歯を残そうとい

う，5525（ゴーゴーニーゴー）運動を，各ラ

イフステージに応じた形で推進している。

　昭和61年，「新広島県歯科保健医療基本計画」

を策定し，この中でも学校歯科保健の方向性等に

ついて述べられているが，さらに昭和62年には

「広島県保健医療計画」（広島県）にも盛り込ま

れている。

　平成2年には，第54回全国学校歯科保健研究大

会が広島市で開催された。この大会を契機に広島

県内の日本学校歯科医会会員は大幅に増加し，平

成8年10月現在で537名となっている。

　平成4年，広島県学校保健会が全国5実施県の

一つとして，日本学校保健会から委託を受け，

　「児童生徒等歯・口の健康づくり推進事業」を実

施した。対象として三原市が選ばれ，3年間にわ

たって取り組み大きな成果をあげた。

　　　　　　　　　　都道府県学校歯科保健略史■

　平成5年，第1回「広島県学校保健研究大会」

が開催された。この大会は学校歯科保健に積極的

に取り組んでいる保育園，幼稚園，小・中・高校

に研究発表の場を提供し，研修を積むことを目的

としたもので，毎年1回開催されている。

　①キャンペーン，コンクール

　平成4年より「歯によい料理コンクール」と

「歯の作文コンクール」を1年毎に開催してい

る。特に料理コンクールには広島県特産の材料を

用いた料理等，ユニークな試みが見受けられる。

　歯の衛生週間行事として，図画・ポスター・標

語コンクールを開催している。毎年数多くの応募

があるが，特に標語については，平成7年度全国

標語コンクールで最優秀に選ばれた。

　②　啓発用資料

　昭和56年，目の不自由な方のために「歯の健康

の手引（点字）」を，58年には「弱視者のための

歯のはなし」を作成し，盲学校をはじめ全国の関

係機関に配布。

　平成3年，「学校歯科医ハンドブック」を刊行

し，県歯会員全員に配布。

　平成5年，学校歯科健診リーフレット，フッ素

によるむし歯予防リーフレット，平成6年，フッ

化物応用の手引。

　③　調査，研究

　昭和56～57年　乳歯に対する刷掃効果調査

　昭和58年　中学生の歯科疾患実態調査

　昭和60年　保育園児の保護者に対する意識調査

　平成2年　鹿島小学校における包括的歯科保健

　　　　　　活動とその成果

　平成3年広島県内小・中学校における歯科保

　　　　　　健の実態調査

　平成6年　中学生の生活習慣と歯科疾患の関連

　　　　　　に関する調査

　平成7年　高校生の生活習慣と歯科疾患の関連

　　　　　　に関する調査
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鹿児島県

本県は本州の最南端に位置しており，比較的古

くから独特な活動をしている。

1．大正6年（1917年）6月に県歯科医師会は，

鹿児島市内の11の小学校児童の口腔検査を実施し

た。また，それと同時に県下各地で口腔衛生講習

会を開いている。

　この検査の結果は，大正7年（1918年）1月に

「小学校児童の口腔衛生にっいて，附市内各小学

校児童の口腔検査成績」というレポートにまとめ

られて市に提出され，学校歯科医設置の急務を訴

えている。

　また昭和3年（1928年）6月に県知事から「口

腔衛生発達に関する最善の方策如何」という諮問

があり，これに対して歯科医師会は17人の委員を

あげて長文の答申をまとあ，8月10日に提出した。

　学校歯科医に関する県令の出されたのは昭和4

年（1929年）6月25日である。

2．鹿児島県学校歯科医会が結成されたのは昭和

7年（1932年）になってからで，6月13日に創立

総会が行われた。

　この会はさかんに活動し，昭和9年（1934年）

7月21日に県教育会館内で学校歯科医協議会を開

き，学校歯科にっいての22項目にわたる事項につ

いて協議をしている。

　日本聯合学校歯科医会には設立以来加盟してい

る。

　昭和16年（1941年）6月14日学校歯科医令公布

10周年記念と銘を打って行われた第11回全国学校
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歯科医大会において県立第一鹿児島中学校（校医

小正虎光）が表彰状ならびに記念品を授与され

た。なお日本聯合学校歯科医会において学校歯科

衛生に関する調査または研究として「活火山下に

於ける学童の口腔疾患」と題した上坂武雄に奨励

金が交付された。

3．戦後になって昭和25年（1950年）4月11日に

県立甲南高校を会場として，教員を対象に学校歯

科衛生講習会を開き，約200人が参加した。

　学校歯科医会は昭和26年（1951年）9月23日に

再建され，上国料与市が会長となった。

　本県は桜島を中心としてわが国の高濃度フッ素

地帯として知られているだけに，それについての

いろいろな研究が発表されている。

　昭和49年から，県当局と一体となって毎年「子

供からむし歯をなくそう鹿児島県民大会」を開催

しており，さらに昭和53年から県の主唱するサン

ライフ運動の一環としてユニークな学校歯科保健

活動をすすあている。

　昭和53年（1978年），県費によって「鹿児島県

小学校むし歯予防の手びき」および資料を作り，

配布している。

　昭和55年（1980年）11月14，15の両日，第44回

全国学校歯科保健大会を鹿児島市で開催した。

4．県学校歯科医会の活動経緯

　昭和56年

　4月；小学校歯の保健指導視聴覚資料（スライ

ド51枚トラペン43枚組）県下全小学校に配布。

（県教委，鹿大教育学部，県学歯協同作成）

　6月；「鹿児島県における学校歯科保健の展開

その後」と題して日本歯科評論に掲載：日本歯科

評論　第464号103～110．

　学校歯科保健講習会（県下7地区）を開催。こ

の事業は県教委と県学歯の共催事業で，後に学校

保健・安全，歯科保健講習会と名称を改め，県下

6～7地区において現在も継続中である。



　昭和57年

　4月；県学歯創立50周年（新制30周年）記念式

典挙行　記念誌「鹿児島県学校歯科医会会誌」を

発行（題字湯浅泰仁元日学歯会長）

　第4回鹿児島県新1年生よい歯のコンクールを

開催。昭和54年に始まったこの事業は今年から南

日本放送（MBC）の主催，県学歯の後援となり

昭和63年，新1年生よい歯の健康審査と名称を変

更し，平成8年には第18回を数え県下各地での予

選を経て3月の春分の日に最終審査が行われる。

授賞式はMBCテレビ放送として県下に報道され

る一大イベントである。

　「小学校むし歯予防指導の手引き」（昭和54年

発行：県教委，県学歯協同）の改定作業を行う。

　昭和58年

　「中学校むし歯予防指導の手引き」発刊（県教

委，県学歯協同）県下全中学校に配布

　昭和59年

　8月；九州ブロック養護教諭研修会に歯科保健

部門を担当する。鹿児島県担当にて開催。

　「児童生徒等むし歯予防啓発推進事業（日本学

校保健会委託事業）」を受諾し，県下3地区にお

いて2年間にわたって事業を行うことになった。

　昭和60年

　機関誌「鹿児島学校歯科」創刊号発行，季刊と

して平成8年3月第43号を発行。他に別冊として

フッ素など薬物応用の手引きなど数冊を発行して

いる。

　昭和61年

　2月；県学歯学会開催　西連寺愛憲専務理事及

び伊藤学而鹿大教授の特別講演が行われ，以来年

1回の学会及び年1回の会員研修会（小学会）が

開催される。

　8月；第36回九州地区学校保健研究大会が鹿児

島県担当で開催。同時に九州各県学校歯科医会役

員連絡協議会開催，関口龍雄会長，西連寺専務理

事が出席された。

　「鹿児島県歯の健康啓発推進事業（県学校保健
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会委託事業）」始まる。県下3地区を指定し地域

ぐるみの歯の健康づくり事業を行うもので，以来

平成8年度もなお継続して行われている。

　昭和62年

　2月；学会開催　今岡　久学術委員会委員特別

講演

　昭和63年

　2月；学会開催　西連寺専務理事，吉田螢一郎

文部省体育官，鹿大井上昌一教授特別講演

　6月；第10回日本口腔衛生学会九州地方会にお

いて「鹿児島県歯の健康啓発推進事業について」

と題して事業の概要を報告した。

　平成元年

　9月；平成元年度全国学校歯科保健研究協議会

が鹿児島市において開催された。同時に鹿児島市

立松原小学校においてむし歯予防推進指定校協議

会が開催された。

　平成2年

　2月；学会「テーマ：学校歯科医の新しい視点

を求めて」桜井善忠常務理事特別講演。このテー

マは以来5年間継続して取り上げられた。

　「小学校・中学校　歯の健康づくり指導の手引

き」発行（県教委，県学歯協同）B5版　110頁

　平成3年

　「学校歯科医ガイドブック」発行。学校歯科医

の業務，学校保健法などの法律，口腔健康診断，

学校給食，学校安全などにっいて解説したもので

会員の座右の書として活用されたが平成8年に健

康診断の改定に伴って改定作業中である。

　学校歯科医制度60周年及び社団法人日学歯設立

20周年記念式典において文部大臣表彰2名，会長

表彰41名が受賞。

　第13回鹿児島県新1年生よい歯の健康審査にお

いて脳性麻痺ハンディキャップ児折田里美さんが

家族や施設の管理のもとに県知事賞を受賞。

　平成4年

　第40回日学歯総会において6名の会員が日学歯

会長表彰の栄に浴された。
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　平成5年

　2月；県学歯創立60周年（新制40周年）記念式

典挙行。記念講演：井形昭弘前鹿大学長，中部病

院院長「未来の医療」，桜井常務理事の出席をい

ただいた。永年勤続，特別功労，役員功労など3

団体，51名の方々が表彰された。記念誌「鹿児島

県学校歯科医会創立記念誌：題字加藤増夫会長」

を発刊。

　平成6年

　2月；学会「サブテーマ：推進指定地区よりの

メッセージ：学校現場での活動を振り返って」と

題してシンポジウムを開催した。

　機関誌「鹿児島学校歯科」第37号において担当

学校別会員名簿を収録した。

　第44回九州地区学校保健研究協議大会が鹿児島

市において開催された。同時に九州各県学校歯科

医会役員連絡協議会が開催され，西連寺愛憲副会

長，有吉茂實常務理事，瀬口紀夫理事が出席され

た。

　第58回全国学校歯科保健研究大会（富山大会）

高等学校部会において，県立鹿屋高校川本陽一学

校歯科医が実践報告を行った。

　11月；第16回学校歯科保健研修会九州ブロック

ワークショップが鹿児島市において開催され2日

間にわたって研修が行われた。西連寺愛憲日学歯

副会長，中尾俊一明海大教授，吉田螢一郎日体大

教授，日学歯事務局が出席された。

　平成7年

　8月；九州地区養護教諭研修会が鹿児島市にお

いて開催されシンポジウムに参加した。

　9月；学会「テーマ：歯科健診の問題点と今後

の対応」学校健康診断の改正後の問題点にっいて

シンポジウムを開催した。

　平成7年度学校保健・安全，歯科保健講習会を

県下6教育事務所地区において開催。この事業は

県教委，県学歯の共催として行われ昭和37年にそ

の歴史は逆上る。昭和50年代には県下6～7地区

の市郡教育事務所を単位として開催。保健主任，
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養護教諭をはじめ学校長など学校歯科保健関係者

に対する指導講習会として定着，後に文部省の学

校保健・安全指導者講習会の伝達研修会と合併し

て行われている。学校歯科医としての教育講演や

指導には最近では「学校歯科保健研修会ワーク

ショップ」の受講者がその経験を生かして担当し

ている。また学校歯科医会としてもその機会に地

域学校歯科医と県学歯の連絡協議会を設定して問

題の討論解決に勤あていて，本講習会と協議会は

全国的にもあまり例のない効果的な実践であると

思われる。

神奈川県

1．大正5年（1916年）3月，神奈川県歯科医師

会は吉田小学校で歯科衛生展覧会を開くなど，口

腔衛生普及活動に早くから手をっけていた。

　またその後市立の十全病院内に児童歯科相談所

などが作られ，佐藤直住がそれに当たっていた。

　しかし学校歯科医の委嘱はなく，大正15年

（1926年）の調査にもあがっていない。

　県令の出たのは，昭和3年（1938年）3月30日

である。

　昭和2年（1927年）4月から一本松小学校にお

いて，佐藤直住，榊原勇吉，塚田宗夫，田村豊，

岸　昌平，森　憲清らによって，積極的な校内処

置の方式による管理が始められ，これはずっとの

ちまでっづけられた。

2．昭和7年（1932年）11月13日，神奈川県学校

歯科医会が創立されているが，そのときの会員は

20人ほどで歯科医師会内に事務所があった。全体



としては進展がおそかったようである。

　川崎市では昭和9年（1934年）に全市の小学校

に学校歯科医がおかれた。

　横浜市学校歯科医会は昭和9年（1934年）7月

23日に創立されている。

　日本聯合学校歯科医会には神奈川県学校歯科医

会が創立のとき加盟し，翌年，横浜市，横須賀市

の学校歯科医会が加盟し，昭和11年（1936年）に

川崎市学校歯科医会が加盟している。

　昭和18年（1943年）3月3日，文部省がはじめ

て全国の学校歯科関係技師を集めて行った学校歯

科衛生協議会の視察校として一本松小学校が当て

られ，ここで視察と協議が行われた。

　その年5月16日，第13回全国学校歯科医大会で

榊原勇吉の論文に対して文部大臣賞が授与され

た。

3．昭和23年（1948年）1月21日には日本学校衛

生会神奈川県支部学校歯科医師会として再発足

し，同年6月28日には横浜市学校歯科医会が再度

設立されている。

　またこの年から始まった学校歯科巡回には進藤

修平が専任者として県下の巡回を行った。

　その年の9月12日，翌年の全国学校衛生大会開

催にそなえて神奈川県学校歯科医大会を開いた。

　そして昭和24年（1949年）4月9，10日に第3

回全国学校衛生大会が横浜で開催されたとき，歯

科分科会を盛大に，テーブルクリニックなどの手

法を取り入れて行った。

　この大会をきっかけとして，県で学校歯科巡回

自動車を作ることとなり，昭和25年（1950年）に

完成して巡回した。

　昭和24年（1949年）度から，県との共催で「口

腔衛生優良学校表彰」の事業を行ったが，その翌

年からは，「神奈川県よい歯のコンクール」を始

あ，よい歯の学校，1年生，少しおくれて6年

生，中学生のよい歯の子の表彰を始め，今日まで

つづけている。

　　　　　　　　　　都道府県学校歯科保健略史■

　日本学校歯科医会には創立のときから，神奈川

県学校衛生会歯科医師会および横浜市学校歯科医

会は加盟している。

　のちに神奈川県のほうは，神奈川県歯科医師会

になり，今日に及んでいる。

　昭和33年（1958年）から川崎市学校歯科医会も

加盟した。

　昭和36年（1961年）11月12～14日には第25回全

国学校歯科医大会，また昭和52年（1977年）9月

30～10月1日，第41回全国学校歯科保健大会をそ

れぞれ横浜市で開いている。

　昭和40年（1973年）神奈川県歯科医師会は保健

文化賞を受賞した。

4．神奈川県歯の主な活動

　（1）学校歯科部会は昭和39年に代議員会決定に

より当時の児童・生徒の口腔衛生状況に対応すべ

く時代のニーズに答え，専門部会として設立され

た。

　昭和40年代の児童・生徒の口の中の状態は大変

悪いものであり，疾病の治療にその重点が置かれ

ていた。しかし，現在は地域・学校・家庭の連携

も充実し，状態は改善されつつある。それは国民

一人ひとりの健康観や生活環境の変化が大きく関

わっているといえよう。

　（2）昭和36年に制定された学校保健法では，幼

児・児童・生徒の学校健康診断は「疾病の発見」

に重点が置かれていたが，平成7年4月に改定さ

れた学校健康診断では「疾病の予防」に重点が置

かれている。これは疾病構造が大きく変わり，従

来の感染症に対する考えから「予防教育」に移行

してきたことを示している。

　この改定により，従来の健診方法と大きく変

わったことに対し，改定のポイントをまとあ健康

診断がスムーズにできるよう，県教育委員会の委

託事業として「学校歯科医のためのハンドブック

ー
学校健診の改正をふまえて一」を作成し，県下

の学校歯科医に配布した。
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　（3）厚生省・日本歯科医師会が提唱する「80

20運動」の達成にこの「予防教育」は不可欠で

あるといえる。

　人の健康観は主に学童期に形成され，その人の

健康を左右するといわれているが，歯科保健は正

にセルフ・ケアが大切で，公衆衛生活動の一部と

考えられる学校歯科保健は学校での教育の場を通

じ，歯科保健の一層の充実のため協力すべきであ

ると考える。

　学校歯科部会では従来の事業に加え，神奈川県

教育委員会との共催事業として平成4年度より

「養護教諭学校保健研修会」をまた平成7年度より

「学校栄養士等との研修協議会」を開催している。

　「養護教諭学校保健研修会」は神奈川県下の小

・ 中・高・特殊教育諸学校・私立学校の養護教諭

を対象に，養護教諭の専門性の向上を図るために

必要な理論や実際や学校保健法改定に伴う現場で

の疑問点などを研修し，学校における歯科保健指

導が効果的に行われるための研修会である。

　「学校栄養士等との研修協議会」は，児童・生

徒の発育からみた顎・顔面の発育並びに咀噌と歯

の機能など学校給食の面から考え，一層の歯科保健

の充実を図ることを目的とした研修協議会である。

　今後も神奈川県教育委員会，各市町村教育委員

会を通じ，養護教諭，学校栄養士の理解と協力を

得て，白い歯で健康に微笑む児童・生徒が増える

事を切に望んでいる。
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　　　　　　　　　　第85回

FDI年次世界歯科大会
　　　　　　　　（ソウル市）

　　　　　　　　　　報　告

　　　　1997年9月5日～9月9日　　　lll
　　　　　　　　　　　　　　　　昌叢纏翼難員長　田中建吾　　警

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難撫欝

◆◆第85回FDI年次世界歯科大会◆◆

開催国　大韓民国

会　　期　1997年9月5日～9月9日

開催場所　ソウル市韓国国際貿易センター（K

　　　　　OEX），インターコンチネンタル・

　　　　　ホテル

　　　　　　　　画

参加国105ヵ国
登録数6，000人（海外より1，200人）

開会式9月5日（金）18：30

　　　　　韓国エキシビジョンセンター3F

　　　　　オリンピアホール（約5，000名出席）

　　　　　韓国鼓笛隊（王朝時代　濃黄色コス

　　　　　チューム）演奏行進

　○司会FDI専務理事
　　P．A．ツウイーレン博士

　　韓国女性アナウンサーR・ウイナー

　　韓国国歌　演奏斉唱

　　○開会宣言　韓国歯科医師会会長Dr．　Kee－

　　Taek－Lee

　　O会長挨拶　FDI会長　Dr．　Heinz　Erni

　　〈要旨〉参加を歓迎し，組織委員会に感謝，

　　　　　FDIはこの5年間に加盟歯科医師

　　　　会は2倍近くになり会員数は57万人

　　　　を越す。今後共機構を整備し一層前

　　　　進したい。

○国名点呼，国旗入場

発声　FDI専務理事Dr．　Per．　Ake　Zi－

　llen

O大統領登壇

大韓民国キム．ヨム．サム大統領

c歓迎の辞

大会組織委員長Dr．　Heung　Ryoul　Yoon

〈要旨〉大統領の臨席の基，本大会を迎える

　　　　事は大きな喜びである。大会にご出

　　　　席の皆様が韓国の歴史と文化に接し

　　　　ていただく事を望む。

○大統領祝辞　President　Young－sam

　Kim
〈要旨〉大会を祝し，各位の口腔衛生の協力

　　　　に感謝する。政府も口の健康に一層

　　　　の尽力を約束したい。

○表彰式

　ミラー賞　高添一郎（東歯大教授・日本）

　ジョルジュビラン賞　Dr，　Michel　Lan－

　glade（フランス）

小児歯科におけるジェッセン・フェロー
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　　　シップ　西野端穂（徳島大教授・日本）

　　○挨　　拶韓国歯科医学会会長　Dr．

　　　Sung－Chang－Chung

　　O会長章授与式

　　　エルニ会長より鶴巻次期会長へ

　　○鶴巻克雄　FDI会長挨拶

　　く要旨＞FDIの歴史と歯科医療の一層の発

　　　　　　展を願うと共に世界の全ての人々が

　　　　　　口腔保健を平等に受けられる様に努

　　　　　　力したい。

　　○歓迎パフォーマンス

　　　演奏　韓国歯科医師会　オーケストラと

　　　コーラス

　　　杖鼓（チャンゴ）演奏　キム．ソー．チュ

　　　ル，キム．ドク，ソー

　　○閉　　会

　　　社交行事

　　　ウエルカム　レセプション（開会式終了

　　　後，全員）サンケン　ガーデンコリアン・

　　　ナイト，コリアン・ハウス訪問

　　　各国歯科医師会主催　レセプション・ラン

　　　チョン

　　　ジャパンナイト　Hotel　lnter－Conti－

　　　nental　Seoul

　　　正晩餐会

⑨総会
（1）総会A　9月5日（金）9：30～17：30

　　　総会B　9月9日（火）14：30～17：00

　　0日本代表　宮下，菊池，蒲生，吉田，岩崎

　　○（予備代表）石黒，須田，下野，住友，五

　　　十嵐

　　○議長Dr．　Runo　Cronstrom

　　　　　　　（スウェーデン）

　　○会長Dr．　Heinz　Erni（スイス）A

　　　　　　　鶴巻克雄博士（日本）　　　B

（2＞総会A　会長報告（発展と充実）より

　　①会員数の増加（1990～96にかけて加盟団
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　　体会員67～112，会員数23～57万人，個人

　　会員3万人を越す）

　②常置委員会のプロジェクトの消化

　③財務（収入，支出いつれも増加している

　　が安定している）

　④出版物（効果が上っている）

　⑤総会の討議の他にオープン・フォーラム

　　を設けて実質的な運営

（3）審議の要点

　①新加盟国に承認

　　　正会員　ギニヤ，ベルギーフランス語

　　　　　　　圏，ベルギーフラマン語圏

　　　準会員　エチオピア，アンドラ

　②協力団体の承認

　　　トゥース・フレンドリー・スィーツ・イ

　　　ンターナショナル

　③地域機構の報告

　　　アフリカ，アジア太平洋，ラテン・アメ

　　　リカ，北アメリカ，欧州の5代表

④特別発言と定款

　　ア）中国代表挨拶

　　イ）香港代表発言

　　〈要旨〉香港は本年7月，中国香港特別行

　　　　　　政区となり2047年まで1国2制度

　　　　　　の中で香港特別区歯科医師会とし

　　　　　　て正会員として取り扱う事を要

　　　　　　望，これより定款4条細則1に関

　　　　　　して討議があった。

⑤　名誉会員

　　　イヴァー・Aミオー教授（米）

⑥　功労賞

　　　D．アレン博士（米）

　　　C．T．　チュアン博士（シンガポール）

　　　K．マサリン博士（フィンランド）

　　　J．ヴィオール教授（独）

⑦　常置委員会

　　　23のプロジェクトの内10まで完了

⑧　FDI声明



　　歯科用アマルガムに関する声明（W．H．

　　0と合意）

⑨　財務

　　1996年度決算　収入　2，321，073ポンド

　　　　　　　　　支出　2，203，502ポンド

　　　　　　　　　剰余金　　117，571ポンド

　　　1997年度予算　最低限度100ポンド，最

　　　　　　　　　　大限度70，000ポンド

　　　係数0．045　本年度会費増額なし

　⑩アジェンダフオ．アクション（行動案

　　件）

　〈方針〉使命声明，目標，組織責務，優先分

　　　　　野

　　1997年度

　　　1）発展途上国に関する行動

　　　2）違法な歯科開業に対する対応

　　　3）口腔保健の要件とニーズの調査

　⑪　選挙

　　　次期会長　ジャック．モノー博士（フラ

　　　ンス）

　　　理　事W（BILL）．　Rアレン博士

　　　（英），ミシェル．アーデン博士（ベル

　　　ギー）

　　　常置委員会委員　H．バー教授（イタリ

　　　ア）

　　　常置委員会委員長　D．エルマール．ラ

　　　イヒ教授（独）

　⑫　議長

　　　レジナルド．Wヘシオン博士（オース

　　　トラリア）

　⑬　感謝決議

　　　長年議長として尽力されたルノ・クロン

　　　ストレーム博士（スゥェーデン）に鶴巻

　　　会長が感謝決議案提出，承認さる。

　⑭　その他

　　ア）1997～98年度　作業プログラム承認

　　イ）IADR及びWHOの報告承認

（4）次期開催

　　スペイン　バルセロナ市

◆オープン　フォーラム

　（FDIの将来にむけて）

　　9月6日（土）9：30～12：00

　発言内容

　○香港行政特別区歯科医師会に関する要望

　　（香港）

　○会計に関しては全てを予算に出してもらい

　　たい（香港）

　○総会で直接議題を提出することは望ましく

　　ない（米）

　○コミッション委員会について（総会では定

　　款は変えられない）（米）

　○理事会で要望が採り上げられない（マレー

　　シア）

　○総会に提出する議案は整理してもらいたい

　　（英）

　○個人会員は無くすべきだ（ラテン・アメリ

　カ）

　○発展途上国の助成（アフリカ）

◆オープン　セッション

　（発展途上国）

　　9月7日（日）9：30～12：00

　発言内容

　○南アフリカの現状，香港の要望，シンガ

　　ポールAPDCの現状，ラテン・アメリカ

　　の保健事情，マレーシアの現状etc

　O発展途上国の為にも余りぜいたくな会場で

　　ない様に

　OFDIで基金を作って欲しい

　OFDIより
　　ア）経済的援助，助成金（財政上，ニーズ

　　　　によって優先をきめる）

　　イ）歯科保健教育に関して人材の派遣

　　ウ）各種出版物の配布

　　工）その他　要望を待っている

◆展示会　9月5日（金）～9月8日（月）

　KOEX　2　F　大ホール
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　600ブース　出展商社　300社

　（韓国100社，アメリカ70社，独50社，日本

　　20社）

◆学術プログラム

　シンポジウム

　021世紀における歯科

　○う蝕の原因とそのメカニズム

　○歯周治療の新たな時代

　○保存修復学にかける新技術

　○老年歯科学

　○アジアにおける口腔保健の増進

　講演会

　○歯科技術の将来展望と限界

　○歯科医療に於けるインプラントの成功

　○う蝕に対するキシリトールの効果を示す新

　　たな証拠

　○変わり行く歯科療法治療

　　　　　　　FDI年次世界歯科大会報告■

○組織再生誘導法に関する最新情報

○最新の審美歯科

○固定式補綴治療における予測可能な審美と

　機能

OTDMの臨床的管理

フォーラム

　感染防止対策

その他

　テーブルクリニック，フリーコミュニケー

　ション，ポスター展示，ビデオプレゼン

　テーション

関係諸会議

○幹部歯科技官会議

　9月5日（金）9：30～

○歯科大学学長，教育者会議

　9月6日（土）9：30～
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韓国の歯科事情■

韓国の歯科事情
1997年

日本学校歯科医会　国際交流委員会

委員長　田　中　建　吾

　1997年大韓民国の首都ソウル市で第85回FDI

年次世界歯科大会が開催されたが出席の折「韓国

の歯科事情」について調査することが出来たので

報告する次第である。

　韓国では歯科医師の約70％がソウル特別市，釜

山市，仁川市および大田市の4大都市で働いてい

るというデータがあるが，この大多数は個人歯科

開業医である。韓国における歯科診療所数は飛躍

的に増加している傾向で，1985年には2，998ヵ所

の診療所が確認されているが，1994年には7，726

と257．7％の増加率である。この増加は殊に都市

部に顕著で，ソウル特別市ではあちこちで歯科開

業医の看板を見かけるような飽和状態にある。こ

れに対して，地方部ではまだ個人歯科診療所は不

足状態にある。

　そこで，地域に設置されている歯科保健セン

ターが中心になって，住民の歯科治療および歯科

衛生教育にあたっている。治療内容は，抜歯，ア

マルガム充填，クラウンブリッジ，歯周疾患の治

療など，一般歯科診療と変わらない。実際に治療を

行うという点で日本の保健所の行う歯科保健活動

とは異なっている。韓国全土ではこのような歯科

保健センターで勤務する勤務歯科医師が約1，500

名いるが，韓国では兵役制度がこうした地方のセ

ンターに3年間勤務することで免除される。

　一方，都市における個人開業医の状況は日本の

それとほとんど変わりがない。ソウル市内のオ

フィスビルで開業する歯科診療所のもっとも一般

的な形態は，歯科医師1人に衛生士が2人，ユ

ニットが2台あって，1日平均20～30人の診療を

行っていて，診療内容は上記の歯科保健センター

と同様である。また，学術面では非常に研究熱心

な先生が多いのが特徴である。北米で歯科医師資

格を取得してくる歯科医師もいる。北米指向は特

に若い世代の歯科医師に顕著である。

　韓国での受験戦争は日本のそれにもまして厳し

いものがあり，そうした試練をくぐり抜けて歯科

医師免許を取得した人達は，医師と並んで官僚や

弁護士などと肩を並べるエリートと見なされ，本

人もそれを自覚していて，そのプライドの高さは

大変なものがある。各種の国際学会への出席意欲

も高く，その際の発言・発表も個性的で斬新なも

のが多い。当然のことながらFDIやAPROへ

の参加にも熱心で，その発言力は近年重きを置く

ようになって来た。

　特にAPROにおいては，見過ごせない勢力に

なっていて，1990年のシンガポールFDI年次世

界歯科大会では，当時アジア太平洋歯科医学会
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（現APROの前身）の会長であった池先生によ

る「FDIの代表権」に関する発言が大きな論議

を巻き起こし，毎年のように代表権が審議，改正

されるきっかけを作るもとになった。FDI内で

は，韓国はNIES諸国の中核であり，第三世界

を代表する発言者との見方がよくされるのはその

ためである。ソウル歯科医師会は東京都歯科医師

会とは，古くからの姉妹提携を結んでいて，毎年

情報交換と親睦を深める意味から相互に学会や集

会を開催して，交流をはかっている。

＜ 1　韓国の健康保険制度　　レ

　韓国で，健康保険制度の概念が成立したのは

1970年代後半のことである。朴正煕政権下で1976

年医療保険法が，1977年医療保護法が制定され，

現行の健康保険制度である全国民医療保障は，民

主政権に移行した1989年に制定された。1995年の

医療保険適用人口は全国民の96％にあたる4，286

万人で，多保険者方式の運用を原則としている。

保険料率は公・教医療保険と職場医療保険では所

得比例定律制が適用されており，農民・漁民や都

市自営者は等級別定額制（所得・財産による3～

30等級）を実施している。保険料負担において

は，職場医療保険は勤労者の標準報酬月額の4．6

％と決まっている。

　一方，地域医療保険に対しては，保険料の一部

と管理運営費を全額国庫から補助している。1992

年末現在，地域医療保険に対する国庫支援額は，

保険総財政の50％の水準になっている。医療保険

適用から漏れる約4％（199万人）は，保険社会

部長官の基準にしたがって，各市長，郡長，区長

が調査して対象者を決定し医療保護の適用を受け

ている。

　医療保護指定診療機関は，1992年末現在16，027ヵ

所存在している。医療保険制度の適用を受けてい

る医療機関は47，255ヵ所あり，その内訳は総合病

院：236ヵ所，一般病院：351ヵ所，歯科医科病

院：6ヵ所，一般医院：12，629ヵ所，歯科医院：
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6，708ヵ所，精神病科医院：269ヵ所，韓方病院：

53ヵ所，韓方医院：4，062ヵ所などとなってい

る。歯科保険は，本人の一部負担で保険診療をう

けることが可能であるが1989年の法制定時には，

義歯に関しては保険適用外であったが，現在改定

されたかどうかはわからない。

表1　1992年度医療保障適用状況

謬魏凝1券：読
　”　　，　戸＾　　｝此’胤ヒ

“ 「　臨

計 4，306 100

小　　計 4，169 97

職　　場 1，662 39

公・教 485 11
医
療
保
険

地　　域 2，022 47

農・漁村 540 13

都　　市 1，482 11

小　　計 137 3

1　　種 67 2
医
療
保
護
2　　種 58 1

医療扶助 12 0

表2　医療施設現況
脳’　　撫醐u七甲町配ごけ　・柵’“桝灘

隠し無

｝

　癌

一　般　病　院 318 95 413

医　　　　　院 12，002 1，569 13，571

歯科病院・医院 6，851 719 7，570

韓方病院・医院 4，922 511 5，433

保　　健　　所 133 136 269

保健所支所 18 1，310 1，328

助　　産　　所 175 30 205

　　　　　（1994年6月現在）
（資料提供：大韓民国保健社会部）



表3　現行医療保険制度の主要内容

　　　　韓国の歯科事情■

※（）内数字は事業所数

羅懇欝 罐観蔦li♂悩職置W“’＾帯…一　　　　磁　　　　　　　苧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鐸
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　　　　　　　　　　　懸、熱鍵
　　　　　　寸『　　冗　博π　　　　　　　　’　二尉ウ七’μ

　　　　　　　　　　　　　苓酔　る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬飛輝　括嘱

・ 俸給の3～8％の範囲内で組 ・ 俸給の4．6％（施行例で規 ・ 所得，財産，世帯員数等を基
財 合（146）の自律決定 定） 準とした等級別定額

源 保険料
・ 雇用者と被雇用者が各50％ず

っを負担

・ 政府と公務員，教員が各50％

ずつ負担

・ 世帯主が自身納付または地域

医療保険組合（266）が訪問

調 ・雇用者が源泉徴収し組合に納 ・ 機関長が源泉徴収し公団（1）へ 徴収

付 納付
達
国庫負担 なし なし 保険財政の50％

・ 療養給付，分娩給付，葬祭費等
・ 診療費：本人一部負担

一入院：20％

保険給付 一外来：

＊総合病院：診察料＋診療費の55％

＊病院：診察料＋診療費の40％
＊医院：総診療費の30％（ただし，総診療費がW10，000以下の場合にはW2，500定額）

＜　2　韓国の歯科マンパワー　レ

　1994年の韓国保険社会部の発表によると，韓国

における歯科医師の総数は12，931名で，人口比で

は歯科医師1人あたり国民3，436人になってい

る。10年前の1984年には総数4，972人の人口比歯

科医師1人あたり国民8，172人であったから，マ

ンパワー的には約260％の急増ぶりである。

　1990年の韓国歯科医師会の調査では，歯科衛生

士＝6，574人，歯科助手＝6，336人，歯科技工士一

7，269人が登録されている。歯科医師関係団体と

しては，大韓民国歯科医師会（Korean　Dental

Association）があり，1990年の報告によると

6，957人の会員を有している。

＜　　3　韓国の歯科医師教育　　レ

　韓国の教育体系は日本と同じ6・3・3・4制

であるが，義務教育は日本の小学校にあたる国民

学校の6年間のみである。しかし，中学校への進

学率は1969年に61．8％であったのに対して，1992

年には98．5％にまで達している。

　中学入試は1969年に廃止され，居住地域別に学

区を決めて進学対象学校が，振り分けられてい

る。

　高校入学の場合は，公立高校への進学を希望す

るなら，いったん政府実施の学力資格試験に合格

した後，学区別抽選で，進学対象校が割り振られる

ことになる。これらの制度は学校間の偏差値によ

る格差を是正し，後述する受験戦争の激化を緩和

しようとする意図から制定化されたものである。

　高校卒業後の高等教育機関は2年制の初級専門

学校，4年制教育大学，2～4年制の看護学校，

神学学校，各種高等専門学校，4年制大学などが

ある。医学部，歯学部にっいては6年限の教育期

間が必要である。

　1989年の民主政権誕生後，国公立大学の総長お

よび学長職の任用権は，政府の手を離れて，教授

会に委ねられることになった。その他，学生選抜

試験，大学の登録金（学費）の策定，学期制の運

営，卒業資格の考査なども大学当局に委ねられる

ようになった。これらの正規教育機関以外にも，

政府機関及び民間団体によるいくっかの教育制度

が用意されている。

　ひとつは正規教育を受けられなかった青少年お

よび成年のたあの教育であり，もうひとつはビジ

ネスマンや専門職種従事者のための短期技術教

育，スキルアップのための訓練研修などである。

前者は公民学校（学校数1　学生数150人）であ

り，後者の中心的役割を果たすのは職業学校（学

校数677学生数約80万人）である。職業学校は中
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学卒業以上に相当する学力をもっ者に対して1～

3年限で職業訓練を行っている。

　また身体障害者のための初等・中等教育を行う

特殊学校の数も年々増加している。1992年には

109校に2万余人が就学している。盲学校12，聾

唖学校26，肢体不自由児学校13，遅進児学校58な

どに分けられており，それぞれ専門教師が教育に

あたっている。こうした韓国の教育システムにお

ける最大の問題はやはり加熱し過ぎた受験戦争で

あろう。韓国の大学はソウル大学を頂点としたラ

ンク付けがはっきりしていて，有名大学合格のた

めの受験競争にはすさまじいものがある。高校

も，有名大学への合格者数をもとにしっかりラン

ク付けされている。中学や高校への進学が基本的

に学区割り当てになったのも，各学校間の偏差値

格差を平準化しようとしたものであり，受験の加

熱を抑制しようとする施策もいくっか実施されて

きた。

　韓国の大学入学者選抜は，1980年までは全国共

通一次試験（修学能力試験）と各大学による2次

試験によって行うという，現行の日本の制度とほ

ぼ同じ制度で実施されてきたが，1981年からは共

通試験と高校の内申成績だけで合否を決定するシ

ステムへと変更された。その後，前述のとおり

1989年からは大学の民主化が推進されて，高校内

申成績と大学別の本考査（2次試験にあたる，各

大学の自主判断で実施される），そして共通試験

の3本立ての選抜システムが採用されるように

なった。受験競争の加熱にっいては，大学卒業資

格の社会的地位の高さや伝統的な教養への高い価

値付け（朝鮮半島では科挙による官吏登用制度が

古代から採用されていた。そのたあ，高等試験に

たいする高価値イメージが根強い）や，地方から

ソウルの大学へ進学することへ，地方の郷里から

中央政府に登用されていく両班エリート（貴族に

該当する）のイメージを重ねることなどの庶民感

覚が，主要因として考えられるが，むしろ根本的

理由はもっと現実的なところにあるようである。
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　韓国における学歴による賃金格差は私たち日本

人の感覚を絶するものがある。もちろん学歴によ

る社会ステータスの違いは，伝統的な価値規範に

支えられているのだが，著しい賃金格差が高学歴

を求める社会的傾向を形成し，受験による選抜教

育を支える背景ともなっているのである。もちろ

ん，大学の歯学部卒業者は韓国社会においてはエ

リートと位置付けされている。

　1996年現在，韓国では歯学部を有する総合大学

および歯科大学は，ソウル大学，延世大学，檀国

大学など11校（国立5校，私立6校）あり，定員

は760名で，1993年現在では，毎年1，000人前後の

卒業生が出ている。歯科医師の教育課程は2年間

の予科，4年間の本科の6年制で，国家試験合格

率は平均して90％を越えている。歯科衛生士学校

は1990年の韓国歯科医師会の発表では13校あり2

年制または3年制の学校が存在し，年間約1，000

人の歯科衛生士が誕生している。2年制校卒業者

と3年制校卒業者の資格の上での格差はあまりな

い。彼らは，日本の歯科衛生士同様，予防処置，

歯科保健指導，診療補助などの業務を行う。2年

制の歯科技工士学校は14校存在し，年間約1，300

人が卒業している。その他に歯科助手養成校が46

校ある。

＜ 4　卒業後の教育 レ

　卒業後の教育では，大学卒業後5年間を対象に

下記のコースが設けられている。

　1．博士号取得のための学術研究コース

　2．歯科大学2校における最低1年間の卒後研

　　修コース

　3．各地方行政区歯科医師会，歯科大学11校，

　　韓国歯科医師会監督下の付属専門学校によ

　　る，短期コース（生涯研修）→10時間

　また，学術研究指向の高い韓国の歯科医師は，

卒後，北米にわたり北米での学位やライセンスも

取得し，スキルァップを目指す人々も増えてい

る。



　ただし，地方の歯科医師ことに歯科保険セン

ターで卒後の3年間を過ごす歯科医師に関して

は，ほとんど卒後の技術および知識を補完するよ

うな教育を受けるチャンスがないので，予防歯科

の知識・経験や実地での訓練が十分でない韓国の

状況からすると，これは由々しき問題かもしれな

いという報告が現地からも上がっている。

＜5　韓国の学校歯科保健制度レ

　韓国で日本のような，歯科検診を中心とした学

校歯科保健制度が確立しているかどうかは不明で

ある。ただし，1994年段階で3っの小学校でフッ

化物塗布が実施されているとの報告がある（1994

年Prof．　Shin　Seung－chui韓国）。また，韓国

北西部にある天安市では，檀国大学歯学部予防歯

科の協力を得て，地区の保健センターが管轄して

いる小学校をモデルケースとした学校歯科保健活

動がなされているとの報告もある（1989年川口陽

子／東京医科歯科大学歯学部予防歯科学教室　長

島順子／電源開発㈱総合健康管理センター歯科診

療室勤務　歯科衛生士）。

　小学校に学校口腔保健室を設置し，放課後を利

用して，ブラッシング指導・フッ化物塗布・シー

ラント（小窩裂溝填塞処置）などが行われた。予

防歯科の実習の一環として，檀国大学の学生が1

週間，大学付属の歯科衛生士学校の学生が1ヵ月

間，子供達への予防活動を行った。こうした学生

達への指導監督には，保健センターの歯科医師と

歯科衛生士および大学予防歯科の教官が当たっ

た。この試みが現在まだ続行されているかどうか

については判らない。

　水道水へのフッ素添加は，1994年時点で，3っ

の市において実施されていると報告されている

（1994年Prof．　Shin　Seung－chui韓国）。その

1つの清州市では，1982年からフッ素添加が始

まっている。上水道のフッ素添加施設ではフッ化

ナトリウム（NaF）を使用し，湿式添加装置に

よって行われていたと上記の東京医科歯科大学歯

　　　　　　　　　　　　　　　韓国の歯科事情■

学部予防歯科学教室からの報告にある。

　Prof．　Shin　Seung－chui（韓国）のAAPD

（The　Asian　Academy　of　Preventive　Denti－

stry）1994年大会での発表によると，韓国におけ

る12歳児のDMFT指数の変遷は表4のようにな

る。

表4

年　　次 1972 1983 1987 1991

DMFT指数 0．6 2．0 2．8 3．0

　12歳児のDMFT指数も年々上昇を続け，1983

年には2．0であったものが1991年には3．0に達し，

Prof．　Shin　Seung－chuiは，こうした上昇は韓

国政府の予防歯科対策の立ち遅れが原因であると

し，予防歯科を徹底させるためには歯科医師，衛

生士ともに人材が不足していること，また，歯学

部在学中および卒後の教育体制にも不備があるこ

とを指摘している。

　また，川口陽子女史を中心とした東京医科歯科

大学予防歯科学教室からの報告（1993年）には，

大変興味深いものがあったので追記しておく。日

本人，韓国人，在日韓国人小中学生の歯科保健状

態を比較し，歯科疾患に影響する民族性および生

活環境の影響について検討するために行われた研

究結果である。

〈材料と方法〉

　（1）調査期間　1992年4月～6月

　（2）調査地域

　　　日本人／東京都板橋区内　韓国人／ソウル

　　　特別市　在日韓国人／大阪府大阪市

　③　対象学年

　　　小学生／1年生・6年生　中学生／1年生

　　　・3年生

　（4）対象人数

　　　※日本国内，韓国ともに調査地域となった

　　　　学校では，学校歯科医による年1回の歯

　　　　科検診以外には，昼食後のブラッシング

　　　　やフッ素洗口などの特別な歯科保健活動
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　　　は行われていなかった。

〈結　果〉

（5）鵬蝕罹患者率

＊：pO．05

電　　・轡’驚 幽彗　　減一　　鼠　　’

ぜ帆　　　5　　　　」

窺 三毒七労．’酔塔影　計

躰　　　　　　’毒

臼　本　入 17．9％＊ 82．8％＊ 83．0％ 86．2％

韓国人、 7．6％率 67。6％＊ 72．9％ 76．3％零

在臼韓国入 11．8％ 83．8％ 84．8％ 91．9％＊

（6）P－M－Aindex

　　　　　◎：pO．05☆：pO．01＊：pO．001

三輝

’を雪　、’

睡　本入 7．60宰 5，40◎ 5．87＊

韓国人 4．69＊ 5．36◎◎ 3．63＊＊

在田韓国人 7．00☆ 6．63◎◎ 7．00＊

（7）不正咬合所有者率

◎：pO．05　＊：pO．001
深艸二・　　　　　　　　一Ψ

　　　　i　A

・　　　　　．晒茸

許穴　　　融

二㌔　　や

　　、鉾婁
　　ご　丁　　甘

F∵

・＾ 負　　・ε請華

〆垂

B　本人 16．8％◎ 27．6％◎ 37．5％＊ 40．4％寧

韓隅人 5．4％◎ 13．3％◎ 13．1％＊ 15．5％鱒

在鎚韓国人 11．8％ 22．2％ 23．9％ 45．9％宰

　DMFT指数も，どの学年でも日本の子供の方

が韓国の子供より高かった。在日韓国人は小学6

年生を除いて，もっとも高い数値を示し，日本人

に近い数値を示した。中学3年生では，日本人と

韓国人，在日韓国人と韓国人の間に0．1％危険率

で有意な差が認められた。中学1年生のDMFT

指数は日本人3．76，韓国人2．79，在日韓国人4．17

であった。DMFS指数もDMFT指数と同様の
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傾向を示したが，その歯面別構成割合（咬合面，

隣接面，頬舌面）には，差が認あられた。三者と

も咬合面鯖蝕の割合は一番高かったが，日本人と

在日韓国人は，韓国人と比較すると隣接面鯖蝕の

割合が約20％と高く，これは5％危険率で有意で

あった。

〈考　察〉

　日本と韓国の子供の歯科保健状態を比較した結

果，日本の子供の方が韓国の子供より鵡蝕が多い

ことが明らかになった。また，歯肉炎や不正咬合

なども日本の子供が多く，歯科保健状態は韓国の

方が全体に良い状況であった。

　日本人と韓国人を比較した過去の疫学調査も

「韓国人は日本人より鯖蝕が少ない」との報告

（1991年　季　漢水他「臨床歯科」p13）があ

り，鯖蝕罹患に関しては，韓国人は日本人より感

受性が低いと考えられた。しかし，在日韓国人の

鯖蝕は韓国人よりも日本人に近く，高い数値を示

した。歯肉炎，不正咬合に関しても，日本人に近

い。

　今回の調査対象となった在日韓国人は，国籍は

韓国にあるものの生まれた時から日本に居住して

いる。そのため，食生活や生活習慣は韓国よりも

日本の影響を強く受けている。したがって，日本

に住む在日韓国人の歯科保健状態が韓国人よりも

日本人に近いのは，民族による身体特性よりも，

日本での生活環境が歯科罹患発生の要因として大

きく影響していることが示唆された。

　この調査結果を受けて，韓国人と日本人の食生

活について出されているさまざまなデータを比較

してみると次のようであった。



韓国の歯科事情■

（1）　1人1日あたり供給栄養量（1992年）

　　　『凝　’，紛脚隅　　・

僕給栄養鍵篤㍉沸　　　い、 二畳讐叢顛睡ザ罰澗勘乱　’　中》　　　　1
　謄蟹ヒ’

澱粉質食料の割合 動物性食料の割合 動物性蛋白
質の割合

日　本

韓　国

2，736kcal／日

3，032kcal／日

44．8％

55．4％

23．0％

14．7％

97．8g／日

86．4g／日

57．0％

37．8％

80．49

72．1g

　FAO　“Quarterly　Bulletin　of　Statistics”（1994　VoL　7）による。澱粉質は穀類，いも類，澱粉の合計。

　アルコールは含まない。動物性食料にはすべての動物性油脂類を含む。

②　1人1日あたり食料供給量

　　　　　　　　　　（1992年／単位：kcal）

眉ごごぎ
党 r“

日　本

韓国

1，146

1，655

80

25

101　　111

172　　　26

300

295

303

299

FAO　“Quarterly　Bulletin　of　Statistics”（1994　vo1．7）による。

穀類はビールを含まない。牛乳・乳製品はチーズは含むがバターは含
まない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆

　以上の資料からは，日本人の動物性食料の摂取

量が韓国人の約1．5倍であること，栄養量におけ

る澱粉質食料の割合が韓国人は日本人を1．4倍上

回ることが確認できる。これを追認するように韓

国人の穀類の摂取量は日本人の1．4倍になってい

る。韓国人は焼き肉やキムチなど主菜や副菜のほ

とんどに唐辛子，ニンニクで味付けを行うため，

辛さを中和させるためにご飯の量が増えるといえ

る。また，ご飯を茶碗に盛るとき，シャモジでご

飯を上から押し付けるようにして盛るために，1

度の摂取量がふえるという説も考えられる。

　韓国人にとって「食事（シクサ）」といえば，

ご飯や麺類を食べることで，外食で焼き肉などを

食べた場合，最後は妙飯やビビンバなどのご飯物

や，ジャージャー麺といわれる韓国風ミソソバ，

冷麺などの麺類といった穀類系のメニューで締あ

くくられることになる。穀類を取らなければ，食

事をしたごとにならないのが韓国風ということで

ある。

　いも類はさっまいも，ジャガイモともに日本人

の摂取量が圧倒的に多い。合計では3．2倍の量に

◆ ◆

なる。そして，注目すべきは，牛乳・乳製品の摂

取量である。日本人の摂取量は韓国人の4．26倍に

も達する。牛乳・乳製品は歯科保健にも大きく影

響する乳糖の含有量から考えても，この差がもた

らす影響はかなりあるのではないだろうか。唐辛

子，ニンニクの摂取量については，データを得ら

れなかったものの，これらは，抗菌作用を有する

成分を多く含むことが明らかで，食習慣から考え

ても韓国人の摂取量の多さが確信できることか

ら，何らかの影響をもたらしているものと考えら

れる。

　ただし，1996年共同通信社の平井久志氏の報告

では，韓国人の食生活の変化も記述されている。

小学生の嫌いな食べ物のトップに「キムチ」がラ

ンクされ，こうした韓国古来の食品に代わってハ

ンバーグやフライドチキン，ピザといったファー

ストフード産業でおなじみの食品がランクインし

たということである。日本食ではうどん，中華で

はギョーザが人気を得ている。こうした食習慣の

変化は，今後，韓国の歯科保健状況に深刻な影響

をもたらすことになるかもしれない。
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平成9年度学校保健統計調査速報

（男女合計） （男）
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）
％
女
（
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ll鰻二；

峯震鷲’ハ
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灘
鄭
㍉
・
1
㌃
　
占
　
　
　
置
’
℃

むし歯（う歯） むし歯（う歯）

異口
常腔　
農
　
病

むし歯（う歯）

異口
常腔　
羨
　
病

、＼　軌

計
了処
者置
　完

る歯未
者の処
　あ置

歯そ
疾の
患他　の

異口
常腔　
覆
　
病

計
了処
者置
　完

る歯未
者の処
　あ置

歯そ
疾の
患他　の

計

羅
　
完
る歯未
者の処
　あ置

歯そ
疾の
患他　の

幼稚園5歳 72．24 27．74 43．50 1．61 0．41 71．41 27．68 43．73 1．48 0．38 71．07 27．81 43．26 1．75 0．45

84．66 40．90 43．76 12．69 0．59 84．77 40．09 44．68 12．82 0．61 84．54 41．75 42．79 12．55 0．57

79．23 30．53 48．70 8．15 0．38 79．31 30．25 49．07 7．61 0．37 79．14 30．83 48．32 8．71 0．39

84．44 35．54 48．90 10．84 0．41 84．62 35．65 49．08 10．80 0．41 84．24 35．53 48．71 10．87 0．42

　　　計

　　6歳

小　7歳

学　8歳

　　9歳校　　10歳

　　11歳

87．30 40．19 47．10 12．58 0．53 87．49 39．50 47．99 12．54 0．52 87．09 40．92 46．17 12．62 0．54

88．25 43．75 44．50 14．46 0．60 88．70 42．66 46．03 14．40 0．65 87．78 44．88 42．90 14．53 0．54

85．18 45．96 39．22 15．06 0．85 85．52 44．68 40．84 15．49 0．87 84．82 47．29 37．52 14．61 0．82

83．21 47．59 35．62 14．37 0．73 82．66 46．20 36．47 15．26 0．76 83．79 49．06 34．73 13．43 0．69

83．67 45．79 37．88 11．02 0．70 81．88 44．02 37．68 11．76 0．70 85．54 47．64 37．89 10．24 0．70

81．56 46．27 35．29 12．36 0．64 79．82 44．63 35．19 13．23 0．62 83．38 47．99 35．39 11．44 0．65

　　　計

中　　12歳

学
　
　
1
3
歳
校
　
　
1
4
歳

83．30 45．19 38．11 10．76 0．64 81．54 43．67 37．86 11．57 0．64 85．14 46．78 38．36 9．92 0．65

86．08 45．92 40．16 9．98 0．82 84．23 43．77 40．46 10．53 0．84 88．02 48．16 39．85 9．40 0．81

89．37 50．13 39．25 8．04 0．82 87．71 47．28 40．43 8．26 0．90 91．05 52．99 38．06 7．83 0．73

87．96 49．98 37．97 8．01 0．77 85．99 47．38 38．60 8．20 0．79 89．96 52．64 37．32 7．81 0．76

　　　計
高
　
　
1
5
歳
等
学
　
　
1
6
歳
校
　
　
1
7
歳

89．44 50．28 39．16 8．00 0．87 87．67 47．34 40．32 8．44 0．98 91．22 53．23 37．99 7．56 0．76

90．73 50．12 40．61 8．13 0．81 89．49 47．10 42．39 8．14 0．95 91．96 53．11 38．85 8．11 0．68

永久歯の一人当たり平均う歯数 永久歯の一人当たり平均う歯数 永久歯の一人当たり平均う歯数

う　　歯 う　　歯 う　　歯

区　分 計
（
本
）

喪
失
歯
数
（
本
）

計
（
本
）

歯処

数置

（本）

歯未
数処
　置
（本）

計

（本）

喪
失
歯
数
（
本
）

計

（本）

歯処

数置

（本）

歯未
数処
　置

（本）

計
（
本
）

喪
失
歯
数
（
本
）

計
（
本
）

歯処

数置

（本）

歯未
数処
　置
（本）

3．34 0．04 3．30 2．43 0．87 3．08 0．03 3．05 2．21 0．84 3．61 0．04 3．57 2．67 0．90　計

12歳 3．34 0．04 3．30 2．43 0．87 3．08 0．03 3．05 2．21 0．84 3．61 0．04 3．57 2．67 0．90
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編　集　後　記

◆相変わらず少子化は進んでいます。出生率がこのままですと（低位推計），現在12，　600万人の総人口

は来世紀から減りはじめ，2050年には9，200万人，2100年には5，　OOO万人まで減少し，医事評論家・水野

肇氏によれば計算上，2500年頃では日本には誰も住んでいないようになるようです。然し実際には，こ

んな素晴らしい日本の国土を諸外国の人たちが放っておくわけはなく，日本の人口減に合わせるように

海外からの移住者などが増えてくるのではないでしょうか。いずれにしても日本人は減っていくことに

なります。

　中国でも高齢化が進んでいるようです。それは中国の一人っ子政策が最大の原因になっていると思わ

れます。また，その一人っ子政策により過保護に育てられた中国の児童達の体力・気力などが劣ってい

ることが分かって，ショックを受けた中国は原因を調べ，日本の幼稚園・小学校での乾布摩擦や裸ラン

ニングなどの厳しい教育方法を重視したと中国の新聞が紹介しています。中国のある幼稚園では毎日午

後に屋外で園児が乾布摩擦や上半身裸のランニングのほか，浴室での冷水浴を実行しているそうです。

冬には氷点下まで温度は下がりますが，園児は食欲，注意力や積極性を増し，発病率も従来の20％から

1．4％へと大幅に減る効果が表れていると言われています。一人っ子の自立心が育っているということ

ですが，その日本においてもいわゆる6大改革の一っである教育改革の中で，児童・学童の自立心，自

己管理などのことを強調しています。自分自身の健康管理，なかんずく口腔衛生についての管理もその

中に入っていることになります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（佐藤貞彦）

◆毎年，学校歯科関係の全国規模で行われる大会の，主なものは次の3つです。今年度は，第47回全国

学校保健研究大会（文部省主催）が，平成9年9月25・26日に鳥取県にて，第61回全国学校歯科保健研

究大会（日学歯主催）が10月16・17日に福島県にて，平成9年度学校歯科保健研究協議会（文部省主

催）が11月13・14日に神戸市にて開催されました。

　会誌79号には鳥取県と神戸市での大会の内容が主に記載されています。それに文部省主催の歯・口の

健康づくり推進指定校協議会も戴りました。これら3っの大会の名称がよく似ているとの事で会員各位

から説明を求められる事がよくあるのです。各々の大会には，それぞれの大切な使命があり，特徴があ

ります。地方で開催される研究会や研修会もそれぞれに有意義な大会も多いでしょうが，全国大会は，

当然特別な雰囲気があります。その大会に参加する時，身も心も引き締まり，学校保健活動に対して新

たな勇気が湧いてきます。

　平成10年は，第62回全国学校保健研究大会と平成10年度学校歯科保健研究協議会が沖縄県で同時に開

催されます。沖縄県では初めてです。沖縄県を少し紹介します。

　県の面積は，22，652k㎡で神奈川県に次ぎ全国で44位の広さです。気候は亜熱帯海洋性気候に属し，人

口は127万3千余人で全国の1．0％を占め，人口密度は562．0人（k㎡）（全国平均332人，共に平成7年

度）です。また，沖縄県は長寿県で有名です。県の100歳を越える人は105人（平成6年）で，人口10万

人当りの長寿者率は18．5人（全国平均4．48人）と全国一の長寿をほこっております。これは，温暖な気

候と伝統的なバランスのとれた食生活がその理由に上げられています。日本の平均寿命（昭和60年度，

男74．94歳・女80．75歳）は世界一です。その中で，沖縄は（男76．34歳・女83．70歳）全国第1位でし

た。平成2年は男76．7歳で5位です。平成10年11月19・20日の大会や，また大会後のエクステイション

を今から楽しみに計画を考えておられる会員も少なくないでしょう。風光明媚の県，歴史や伝統芸能の

豊かな沖縄県での大会に多数の会員が誘い合って参加しましょう。準備されている県の会員のみなさ

ま，また会員各位の益々のご健勝と沖縄大会の成功を祈念いたします。　　　　　　　　　（出口和邦）
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◆11月13日午前9時56分，阪神大震災後2年10ヵ月ぶりで新幹線神戸駅ホームに初めて降りた。ここか

ら見える神戸市街は普段と変わらないように見えた。しかし街中に出て見ると表通りは新しいビルが

立っているが，裏通りや横丁は建設中のビルが多かった。仮設住宅に住む人々がまだ4万人近くいると

のこと。この寒さに向っての彼らの生活が気になる。そんなことを考えながら会場である神戸文化ホー

ルに着いた。

　会場には役員の先生方が会員を親切に案内しているのが目にっいた。会場は8分程の入りだろうか。

講義1に戸田芳雄先生「子どもの口から生活が見える」的確な表現である。講義Uの森本　基先生から

健康診断の改正とその特徴にっいてお話があって，そして母子愛育会の平山宗宏先生より講義皿として

お話いただく。子どものおやつと食事にっいて楽しく聞かせていただき時間の経っのを忘れる位だっ

た。2日目の吉EH螢一郎先生の講義7は21世紀に向けて保健・体育の授業時間が多くなるとのこと。そ

して講義8の岡田誠一先生の阪神・淡路大震災の体験と学校歯科保健と題してこまやかにそしてボラン

ティアを通しての学校保健を講義されて終わった。そして神戸のステーキを美味しくいただいて帰京し

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（菅谷和夫）

◆第61回全国学校歯科保健研究大会が平成9年10月に盛会裡に終了し，初日に記念講演が行われた。東

京上野動物園の元園長増井光子氏の動物の側からみた歯と健康にっいてのお話であった。このような講

話に接する機会はあまりない昨今，先生のキャリアから生み出される楽しいお話は，参加者の耳に新鮮

に響いた。大会を記念する講演としてふさわしいものであったように思える。

　なかでもチンパンジーに犬歯があるというのは，人間にも犬の歯があるという変な話と一緒だが，か

といって糸切り歯というのもオカシイ。ゾウやトラでは犬歯と言わずキバと呼ぶのは，形が特異なため

と犬歯では恐ろしさを表現しないためだろう。犬の口の中に生えている歯は全て犬歯かというとそうで

もない。英語ではcanineと書き，ケーナインと発言するのでrK9」とは何だろうと思ってしまう。

40年程前になるが，NHKのまだカラーではなかったころのTV人気クイズ番組「二十の扉」で，この

ケーナインがネタになったが，一人として解らなかったことを思い出す。
　　　　　　　　　　　　かど　ドイツ語ではEckzahn（角の歯）の名称で犬歯とはいわない。ロジックな国民だから他の動物の都

合もつけているのだろう。これに関連して，ライオンの歯（L6wenzahn）と書くとタンポポになる。

花ビラの形から来たようだ。

　増井先生の動物の歯のお話で，犬歯という言葉が出るたびに異な感じになったが，人の場合に違和感

がないのは，人にカミつく表現として犬歯はふさわしいせいかもしれない。この犬歯が最近は萌出位置

に異変を生じ，歯の健診でも問題になるが，八重歯などと呼んで以前はチャーミングポイントの一つに

したこともあった。欧米では鬼の歯として忌みきらわれるため矯正が盛んになったそうだ。

　今大会の中学校授業参観の際，生徒の研究発表に第三大臼歯を「親知らず」と呼ぶのは親が知らない

うちに生えるからとなっていた。広辞苑で確かめると，生える頃の年令になると親は死別しているので

こう呼ぶとなっている。今は高齢化時代なので，解釈が違ってきたものとみえる。

　歯が愛称をもって親しまれるのは楽しいことだ。　　　　　　　　　　　　　　　　　（古川　正）

◆平成10年も昨年同様，決して明るいものとは言えない年明けを迎えた。

　阪神・淡路大震災から3年，ややもすれば薄れがちな防災意識の中，今一層の危機管理の問われる昨

今であります。

　昨年末には少子・高齢社会に対応すべく論ぜられた介護保険法案も成立し，平成12年施行に向けその

準備に入った。

　一方，相次ぐ金融機関の経営破綻に見られる様に，我が国の経済環境は危機的情況に陥っての越年と
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なった。

　平成10年は寅年，幾っかある虎にちなんだ故事成語のうち，後漢の班超の名言，r虎穴に入らずんば

虎子を得ず』のごとく，思い切った政治，経済への施策の望まれるこの1年であります。　（塚本　亨）

◆福島での歯科保健の大会に引き続いて，11月13・14日に神戸で学校歯科保健研究協議会が開催されま

した。本文記事にあるように，きめ細かな企画と運営により，歯科保健のいろいろな問題についてあら

ゆる角度から熱心に討議されており，それぞれの地区に戻ってからも大いに生かされてほしいと思いま

す。

　それにしても平成9年度になってから，消費税率の5％，特別減税の打ち切り，社保本人2割負担な

どの追い打ちで，円安株価の下落をみており，秋ごろからは遂に拓銀，山一証券など大手金融機関の破

綻など予期せぬ事態が起っている。赤字国債を2003年までに全廃などとうたっていた橋本内閣は遂に12

月17日2兆円減税を打ち出し，赤字国債で埋めると方向転換を表明している。　「減税分を貯金なんぞに

回さずに思いきり使っていただきたいと祈る」と結んでいる新聞もあった。　　　　　　（片山公平）

◆この会誌79号は，私が兵庫県に出張取材をさせていただきました平成9年度学校歯科保健研究協議

会，それに東京で開催された平成9年度歯・口の健康つくり推進指定校協議会，鳥取で開かれた第47回

全国学校保健研究大会，特に学校歯科保健に関連のあった第9課題にっいての3本が主要記事として編

集されております。同時に協議会・大会に参加された先生方の貴重なご意見・ご感想も記録されており

ます。

　特に，私が出席しました学校歯科保健研究協議会は，学校歯科保健活動の必要性・重要性が再認識さ

れるにふさわしい内容だったと思います。吉田螢一郎先生は講義のなかで，保健体育審議会中間まとめ

の抜粋で「生涯にわたる心身の健康に関する教育・学習の充実・ヘルスプロモーションの理念にもとつ

く健康保持増進……」といっておられました。黒田敬之教授の口腔機能に関する講義，森本　基教授の

新しい健康診断にっいての講義など，子どもたちにとって，心身ともに健康に成長，発育していくため

には，それ相応の立派な生活環境と，教育環境が必要であり，それに対する学校歯科保健の役割の大き

さを改めて認識致しました。

　また，開催地の神戸市は3年前の阪神・淡路大震災の爪跡が散見されるなかで，このように立派な意

義深い協議会を開催されたことにっいて，関係者各位に対して心から感謝申し上げたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（佐貫直通）

◆学校保健法の改訂から3回目の健診の時期を迎えようとしています。学校歯科医も学校現場もかなり

慣れてきたように思われますが，改訂のねらいがどこまで浸透しているか日学歯としては一層の努力が

求められているところです。

　ところで，平成9年度学校保健統計によれば12歳児のDMFT指数は3．34となりました。この3年間

で0．38の減少となります。あと2年で目標の「3」を達成するのは夢ではないかも知れません。おっと

と！　むし歯の数を数えて喜ぶ時代はもう終わっていましたね。　　　　　　　　　　　（野溝正志）

◆平成9年度も12月には，四大証券の一つである山一証券が経営破綻で幕を閉じるという激動の年でし

た。そして，新しい年平成10年がスタートしました。

　会誌79号は平成9年度学校歯科保健研究協議会を主にのせております。

　阪神・淡路大震災から2年10ヵ月以上たった中，約1，200名が神戸文化ホールに参加され，戸田芳雄

先生の「学校歯科保健の現状と課題」“子どもの口から生活が見える”の講義，森本　基教授の「健康
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診断の役割とこれからの学校歯科保健活動」。今回の学校保健法の改正で，新らしい健康診断について

の考え方も含めて，改正点全体を充分に理解して，学校歯科保健活動を展開できるようにしてほしいと

の講義。黒田敬之教授の「口腔機能の発達に関する諸課題」で，歯，歯列，咬合，顎関節などを主体と

して，学校保健の中で口腔機能の問題の解決が全身の健康へ結びつく重要性がよく理解できる講義で

あったと思いました。

　協議会2日目の第2部会は，吉田螢一郎教授の学校歯科医の職務と期待される役割，神戸市学校歯科

医会副会長・岡田誠一先生の「阪神・淡路大震災の経験と学校歯科保健」をおうかがいし，深い感動を

おぼえました。

　兵庫県歯科医師会，神戸市歯科医師会および学校歯科医会の皆様のエネルギーに感動と敬意を表しな

がら，これから迎える21世紀の子ども達にこの大会の内容を反映していかなければならないという思い

を込あて，大会会場をあとにしました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中田郁平）
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